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報告第１号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約について、次

のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約 

 

(設置) 

第１条 相模原市、津久井町及び相模湖町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和

２２年法律第６７号)第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和 

４０年法律第６号。以下「法」という。)第３条第１項の規定に基づき、合併協議会を置

く。 

(協議会の名称) 

第２条 合併協議会の名称は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」

という。)とする。 

(協議会の事務) 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (１) 合併の是非を含めた関係市町の合併に関する協議 

 (２) 法第５条の規定に基づく新市建設計画の作成 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、関係市町の合併に関し必要な事項に関する協議 

(事務所の位置) 

第４条 協議会の事務所は、相模原市に置く。 

(組織) 

第５条 協議会は、会長、副会長２人及び委員をもって組織する。 

(会長及び副会長) 

第６条 会長及び副会長は、関係市町の長の協議により、次条第１項本文の規定に基づき委

員となるべき者のうちから、これを選任する。 

２ 会長は非常勤とし、その任期は協議会の解散の日までとする。 

(委員) 

第７条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、前条第１項の規定により会長に選

任された者を除く。 

 (１) 関係市町の長 

 (２) 関係市町の議会の議長 

 (３) 関係市町の議会が選出した議員 各３人 



（４）関係市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 ２４人以内 

２ 委員は、非常勤とし、その任期は協議会の解散の日までとする。 

(会長及び副会長の職務) 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指定した副会長がその職務を代理する。 

(会議) 

第９条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項について、あらかじめ

副会長及び委員に通知するとともに、関係市町の掲示場へ掲示し、並びに協議会の広報紙

及びホームページへ掲載しなければならない。 

(会議の運営) 

第１０条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、公開を原則とする。 

４ 会議の運営に当たっては、関係市町の住民意見が反映されるよう公平で公正な協議の推

進に努めるものとする。 

５ 前各項に掲げるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 

(アドバイザー) 

第１１条 会長は、必要があると認めたときは、協議会にアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、会長の求めに応じ、会議に出席し、意見を述べ、又は説明を行うこと

ができる。 

(委員会) 

第１２条 会長は、第３条に規定する事務の一部について調査又は審議させるため、 

協議会に委員会を置くことができる。 

２ 委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(幹事会) 

第１３条 会長の指示する事項について協議又は調整をするため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(事務局) 

第１４条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局の職員は、関係市町の長が指定した者をもって充てる。 

３ 前２項に定めるもののほか、事務局について必要な事項は、会長が別に定める。 

(経費の支弁) 

第１５条 協議会の運営に要する費用は、関係市町の長が協議の上、関係市町が負担する。 

(監査) 

第１６条 協議会の出納の監査は、関係市町の長が協議して定めた者２人に会長が委嘱して

行う。 

２ 前項の規定により委嘱を受けた者は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

(財務に関する事項) 

第１７条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務について必要な事項は、会長が別に



定める。 

 (協議会解散の場合の措置) 

第１８条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算する。 

２ 前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係市町の協議により行うも

のとする。 

(委任) 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

 この規約は、平成１７年２月１５日から施行する。 



相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約に基づく協議書 

 

 相模原市長、津久井町長及び相模湖町長(以下「関係市町の長」という。)は、相模原市・津久井町・相

模湖町合併協議会規約(以下「規約」という。)に規定する関係市町の長が協議して定める事項について、

次のとおり協議したので、協議書を締結する。 

 

１ 会長及び副会長(規約第６条第１項関係) 

(１) 会長は、相模原市長とする。 

(２) 副会長は、津久井町長及び相模湖町長とする。 

２ 委員(規約第７条第１項第４号関係) 

  学識経験を有する者は、次の者とする。 

(１) 相模原青年会議所理事長 井口 学 

(２) 相模湖町自治会代表 石川 幸夫 

(３) 特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら理事 一戸 法子 

(４) 相模湖町ＰＴＡ連絡協議会女性理事 大竹 栄 

(５) 津久井町婦人会連絡協議会会長 尾﨑 洋子 

(６) 津久井町社会福祉協議会会長 落合 宣明 

(７) 相模原商工会議所会頭 河本 洋次 

(８) 相模原市社会福祉協議会会長 小磯 義範 

(９) 相模原・津久井地域合併協議会まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員 小嶋 重春 

(１０) 神奈川県津久井地区行政センター所長 小林 弘 

(１１) 津久井町商工会会長 関戸 昌邦 

(１２) 津久井郡農業協同組合専務理事 髙城 正勝 

(１３) 津久井青年会議所理事長 高橋 幸一 

(１４) 神奈川県広域行政担当部長 田中 克己 

(１５) 相模湖観光協会会長 所谷 嘉博 

(１６) 相模原・津久井地域合併協議会まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員 永井 充 

(１７) 津久井町自治会連合会会長 西川 堯 

(１８) 相模原市農業協同組合専務理事 根岸 清 

(１９) 相模湖町商工会副会長 前田 建二 

(２０) 相模原市自治会連合会会長 三橋 豊 



(２１) 相模湖町社会福祉協議会会長 宮﨑 嘉博 

(２２) 相模原津久井地域連合事務局長 森 繁之 

(２３) 相模原・津久井地域合併協議会まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員長 矢越 孝裕 

(２４) 津久井町観光協会会長代行 湯川 齊 

３ 経費の支弁(規約第１５条関係) 

  相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の運営に要する経費は、相模原市については１，５００

万円とし、津久井町及び相模湖町については、それぞれ７５０万円とする。 

４ 監査(規約第１６条第１項関係) 

 監査は、次の者に委嘱して行う。 

(１) 津久井町代表監査委員 渋谷 幸夫 

(２) 相模湖町代表監査委員 加藤 純久 

５ この協議書に定める内容を変更する場合は、別に協議書を取り交わすものとする。 

６ この協議書に定めのない事項又はこの協議書に疑義を生じたときは、関係市町の長が協議して定め

るものとする。 

７ この協議書は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会が解散した時にその効力を失うものとする。 

 

 この協議書の成立を証するため、本書３通を作成し、関係市町の長が署名押印の上、それぞれ１通を

所持する。 

 

 

 平成１７年２月１５日 

 

 

                           相模原市長 小 川 勇 夫  

 

 

                           津久井町長 天 野   望  

 

 

                           相模湖町長 溝 口 正 夫  



報告第２号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会幹事会規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会幹事会規程につい

て、次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会幹事会規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約(以下「規約」とい

う。)第１３条第２項の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下

「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営について必要な事項を定める。 

(所掌事務) 

第２条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項に

ついて協議又は調整をする。 

(１) 協議会の会議に提案すべき事項 

(２) その他協議会の運営について必要な事項 

(組織) 

第３条 幹事会は、幹事３人をもって組織する。 

２ 幹事は、協議会を構成する市町(以下「関係市町」という。)の助役(２人以上の助役を

置く市町にあっては、当該市町の長が指名する助役)をもって充てる。ただし、助役が欠

けた市町にあっては、当該市町の長が指定する職にある者をもって充てる。 

(幹事長及び副幹事長) 

第４条 幹事会に幹事長及び副幹事長１人を置く。 

２ 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。 

３ 幹事長は、幹事会を主宰し、幹事会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。 

４ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 会議は、幹事長が必要に応じて開催する。 

２ 幹事長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係市町の職員その他の者の出席

を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

(専門部会) 

第６条 規約第３条に規定する事務について、専門的に協議又は調整をするため、幹事会に



関係市町の職員によって構成する専門部会を置く。 

２ 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(報告) 

第７条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告しなければ

ならない。 

(庶務) 

第８条 幹事会の庶務は、規約第１４条第１項に規定する協議会の事務局において処理する。 

(委任) 

第９条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

１ この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に行われる会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、会長が指

定した幹事が開催する。 

 



報告第３号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会専門部会規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会専門部会規程に

ついて、次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会専門部会規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会幹事会規程第６条第２項

の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」とい

う。)の専門部会の組織及び運営について必要な事項を定める。 

(組織) 

第２条 専門部会の委員(以下「部会員」という。)は、別表に掲げる専門部会ごとに、協

議会を構成する市町(以下「関係市町」という。)の部長相当職又は課長相当職をもっ

て組織する。 

(部会長及び副部会長) 

第３条 専門部会に部会長及び副部会長１人を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

３ 部会長は、専門部会を主宰し、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第４条 会議は、部会長が必要に応じて開催する。 

２ 部会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係市町の職員その他の者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

３ 部会長は、必要に応じて関係する専門部会の部会長と協議の上、合同の会議を開催す

ることができる。 

(分科会) 

第５条 部会長は、必要に応じ、専門部会に分科会を置くことができる。 

(報告) 

第６条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、幹事長に報告しな

ければならない。 

(庶務) 

第７条 各専門部会の庶務は、部会長の属する市町において処理する。 



(委任) 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、会長が別

に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に行われる会議は、第４条第１項の規定にかかわらず、幹事会

の幹事長が指定した部会員が開催する。 

 

別表(第２条関係) 

専 門 部 会 

企画部会 

総務部会 

財務部会 

保健福祉部会 

保健所部会 

市民部会 

経済部会 

環境保全部会 

環境事業部会 

都市部会 

建築部会 

土木部会 

管理部会 

学校教育部会 

生涯学習部会 

議会部会 

選挙管理委員会部会 

監査委員部会 

農業委員会部会 

消防部会 

会計部会 

 



報告第４号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事務局規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事務局規程につ

いて、次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事務局規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約第１４条第３項の規

定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の

事務局について必要な事項を定める。 

(所掌事務) 

第２条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 協議会及び委員会の会議に関すること。 

(２) 協議会の広聴及び広報に関すること。 

(３) 協議会の幹事会及び専門部会に関すること。 

(４) 協議会の庶務に関すること。 

(５) その他協議会の運営について必要な事項 

(職員等) 

第３条 事務局に事務局長、事務局次長２人その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長には、相模原市企画部広域行政担当部長の職にある者をもって充てる。 

(職員の職務) 

第４条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を

統括する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠け

たときは、事務局長があらかじめ指定した事務局次長がその職務を代理する。 

３ 前２項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 

(会長の決裁事項) 

第５条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 

(１) 協議会の会議に付すべき事項に関すること。 

(２) 協議会の予算及び決算の調製に関すること。 

(３) 規程等の制定改廃に関すること。 

(４) その他協議会の運営に係る重要事項に関すること。 

(専決事項) 



第６条 事務の専決については、相模原市事務専決規程(昭和６１年相模原市訓令第２号)

の規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「会長」と、「助

役」、「部長」又は「次長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次

長」と読み替えるものとする。 

(公印) 

第７条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途、管理者及び個数は、別表のと

おりとする。 

(職員の勤務条件等) 

第８条 職員の勤務条件及び服務については、それぞれの職員が属する市町の例によるも

のとする。ただし、職員の勤務時間については、相模原市の例による。 

(職員の給与等) 

第９条 職員の給与については、それぞれの職員が属する市町の負担とする。 

２ 職員の旅費については、相模原市の一般職の職員の例により算出し、協議会が支給す

る。 

(事務の処理方法) 

第１０条 この規程に定めるもの及び別に定めのあるもののほか、事務局の事務の処理方

法については、相模原市の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。 

 

別表(第７条関係) 

名 称 
相模原市・津久井町・相模湖町合併協

議会会長之印 

ひ な 形 

 

寸 法 方２１ミリメートル 

書 体 てん書 

用 途 会長名をもってする文書用 

管 理 者 事務局長が指定する事務局次長 

個 数 １ 

 相模原市・津久

井町・相模湖町

合併協議会会長

之印

 



報告第５号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会財務規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会財務規程について、

次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会財務規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約(以下「規約」という。)

第１７条の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」とい

う。)の財務について必要な事項を定める。 

(協議会の予算) 

第２条 協議会の予算は、規約第１５条の規定による負担金その他の収入をもって歳入とし、

協議会の事務の執行に要する経費(協議会事務局の職員の給与等協議会が負担しないものを

除く。)をもって歳出とする。 

２ 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 

３ 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得な

ければならない。 

(予算の款及び項の区分) 

第３条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款及び項の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２に定めるも

の以外の款及び項の区分を定めることができる。 

(予算の補正) 

第４条 会長は、協議会に係る既定の予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、協議

会の承認を得なければならない。 

(出納及び現金の保管) 

第５条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 協議会に属する現金は、会長が指定する金融機関に預けて保管するものとする。 

(協議会出納員) 

第６条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会の出納員を命ずる。 

２ 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。 

(決算) 

第７条 会長は、毎会計年度終了後２月以内に決算を調製し、規約第１６条第１項に規定する



協議会の出納を監査する者の監査を受け、協議会の認定に付さなければならない。 

２ 会長は、前項の規定により、協議会の認定を受けたときは、当該決算書の写しを協議会を

構成する市町の長に送付しなければならない。 

(収入及び支出の手続) 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、相模原市の例によるものとする。 

２ 協議会の出納員は、次に掲げる帳簿等を備え、出納の管理を行うものとする。 

(１) 予算経理簿 

(２) 前号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類 

(委任) 

第９条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務について必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

 この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。ただし、第２条第２項の規定にかかわら

ず、平成１６年度の会計年度は、平成１７年２月１５日に始まり同年３月３１日に終わるもの

とする。 

 

別表第１(第３条関係) 

款 項 

１ 負担金 １ 負担金 

２ 諸収入 １ 諸収入 

 

別表第２(第３条関係) 

款 項 

１ 事業費 １ 事業推進費 

２ 総務費 １ 事務局費 

３ 予備費 １ 予備費 

 

 



報告第６号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程につい

て、次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約第１０条第５項の規定に

基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下

「会議」という。)の議事その他会議の運営について必要な事項を定める。 

(議長等の責務) 

第２条 会議の議長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的な会議運営に努めなければな

らない。 

２ 協議会の委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければな

らない。 

(会議の開会及び閉会) 

第３条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 

(議事の進行) 

第４条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が一致しない

場合は、出席委員の３分の２以上の賛同をもって決するものとする。 

２ 前項ただし書の規定による表決を行った場合は、その旨を会議録に記載しなければならな

い。 

３ 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 

(関係者の出席) 

第５条 議長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

(傍聴) 

第６条 会議は、傍聴することができる。ただし、出席委員の３分の２以上の賛同があるとき

は、会議の一部又は全部を傍聴させないことができる。 

２ 会議の傍聴について必要な事項は、会長が別に定める。 

(規律) 

第７条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他会議の妨害となる言動をしてはな

らない。 



２ 前項の規定に違反する者がいるときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、

これを退場させることができる。 

(会議録) 

第８条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。 

(１) 開催日時及び場所 

(２) 出席者の氏名 

(３) 議題及び議事の要旨 

(４) その他議長が必要があると認めた事項 

２ 会議録には、会議資料を添付するものとする。 

３ 会議録は、議長が指名する２人の委員の署名をもって確定するものとする。 

(会議録等の公開) 

第９条 会議録及び会議に提出された資料は、公開を原則とする。 

２ 前項の公開は、閲覧、写しの交付その他会長の定める方法により行う。 

(委任) 

第１０条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。 



報告第７号 

 

   相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議傍聴規程について 

 

 平成１７年２月１５日施行の相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議傍聴規程につい

て、次のとおり報告する。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議傍聴規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程第６条第２項の

規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議

(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。 

(傍聴席の区分) 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

(定員) 

第３条 一般席の定員は、５０人とする。ただし、会場の都合により、定員を増減することが

できる。 

(傍聴の手続) 

第４条 一般席において、会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に氏名及び住所を記入

しなければならない。この場合において、傍聴しようとする者の数が傍聴席数を超えるとき

は、抽選で受付を行う。 

(会場に入場することができない者) 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(１) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者 

(２) 旗、のぼり、垂れ幕、プラカード等気勢を示すおそれのある物を携帯している者 

(３) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

(４) ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機等を除く。)、録音機、ビデオカメラ、 

写真機の類を携帯している者。ただし、報道関係者席において、会議を傍聴しようとする

者を除く。 

(５) 酒気を帯びていると認められる者 

(６) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者 

(傍聴人の守るべき事項) 

第６条 傍聴人は、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。 

(会議非公開時の傍聴人の退場) 

第７条 傍聴人は、会議を公開しない旨の決定があったときは、速やかに退場しなければなら

ない。 

(職員の指示) 



第８条 傍聴人は、すべて協議会事務局の職員の指示に従わなければならない。 

(違反に対する措置) 

第９条 傍聴人が第６条の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わな

いときは、傍聴人に退場を命ずることができる。 

(委任) 

第１０条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

この規程は、平成１７年２月１５日から施行する。 

 



協議第１号 
 
   平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事業計画について 
 
 平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事業計画について、次のとおり協

議を求める。 
 

平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 

平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事業計画 

 
 
１ 会議の開催 

 
相模原市、津久井町及び相模湖町の合併に関する協議等を行うため、合併協議会の会議

を開催する。 
 
２ 新市建設計画の作成 

 
相模原市、津久井町及び相模湖町の合併に係る建設の基本方針、建設の根幹となるべき

事業計画及び財政計画等を作成する。 
 
３ 行政制度等の調整方針の協議 

   
主要な行政制度等について、合併協定項目として調整方針を協議する。 

 
４ 合併協定書の調印 

 
  新市建設計画の作成及び行政制度等の調整方針の協議に基づいて、合併協定書の調印を

行う。 
 
５ 広報の実施 

 
  合併協議会だよりの発行及びホームページの開設等による情報提供、意見の募集を行う。 
 



協議第２号 

 

平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会予算について 

 

 平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会予算について、次のとおり協議を

求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

平成１６年度相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会予算 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 歳出予算の款相互の金額は、必要に応じて流用することができる。 

 

別表 歳入歳出予算 

 

歳入                                （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 負担金 １ 負担金 ３０，０００

歳   入   合   計 ３０，０００

 

歳出                                （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 事業費  ２６，２４６

 １ 事業推進費 ２６，２４６

２ 総務費   ３，２９６

 １ 事務局費 ３，２９６

３ 予備費  ４５８

 １ 予備費 ４５８

歳   出   合   計 ３０，０００

 



協議第３号 
 
   合併協定項目について 
 
 相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会における合併協定項目について、次のとおり協

議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 
             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
   合併協定項目 
 
１ 合併の方式 
２ 合併の期日 
３ 新市の名称 
４ 新市の事務所の位置 
５ 議会議員の定数及び任期の取扱い 
６ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 
７ 特別職の身分の取扱い 
８ 一般職の職員の身分の取扱い 
９ 財産の取扱い 
10 条例、規則等の取扱い 
11 事務組織及び機構の取扱い 
12 行政連絡機構の取扱い 
13 慣行の取扱い 
14 公共的団体等の取扱い 
15 町名・字名の取扱い 
16 土地利用の取扱い 
17 上下水道事業の取扱い 
18 地方税の取扱い 
19 国民健康保険事業の取扱い 
20 介護保険事業の取扱い 
21 保健衛生事業の取扱い 
22 使用料、手数料の取扱い 
23 補助金、交付金等の取扱い 
24 一部事務組合等の取扱い 
25 清掃事業の取扱い 
26 消防業務及び消防団の取扱い 

 



27 防災事業の取扱い 
28 地域自治区等の設置及び都市内分権 
29 各種事務事業の取扱い 
30 新市まちづくり計画 
 
 

 



協議第４号 

 

   事務事業一元化の基本方針について 

 

 事務事業一元化の基本方針について、次のとおり協議を求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

事務事業一元化の基本方針 

 

１ 基本原則 

 

（１）一体性の確保 

新市に移行する際、住民の生活に支障をきたさないようできるだけ早く一体性を確

保できるよう調整する。ただし、従来の経緯や財政への影響を勘案し、早期に統一で

きないものについては、段階的に調整する。 

 

（２）住民福祉の向上 

現在、各市町で行っている各種行政サービスについては、住民とのパートナーシッ

プの観点からサービス水準や内容を十分検討し、より効果的な方法で住民福祉の向上

が図られるよう調整に努める。 

 

（３）負担の公平 

使用料・手数料や地方税など住民が直接負担するものについては、その料金や税率

について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し、調整に

努める。 

 

（４）健全な財政運営 

新市の財源確保に努めるとともに、効率的な財政運営を目指し、地方分権の時代に

対応した健全財政に努める。 

 

（５）行政改革の推進 

事務事業の調整を図る際には、社会情勢の動向も踏まえ、事業の妥当性・必要性に

ついても十分検討を行い、行政改革を推進する観点から、事務事業の見直しに努める。 

 

 

 

 



（６）地域特性の尊重 

各市町が実施してきた事業のうち、それぞれの地域性やこれまでの経緯の中で行わ

れてきた事業等については、それぞれの地域が有する特性を活かした魅力あるまちづ

くりの実現に向け、地域特性の尊重に努める。 

 

２ 調整方針 

  

  （１）新市における住民福祉の向上に向け、基本原則に基づき、相模原市の制度を基準に

統一・調整を図る。 

 

  （２）関係市町の制度のうち、地域特性を有するもの、合併後ただちに統一・実施するこ

とで、住民生活等に大きな影響を与えるものについては、経過措置の設定等、円滑な

移行に向けた調整を図る。 

 

３ 調整方針の区分 

 

事務事業一元化の調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる区分を基準として、定め

る。 

 

調整方針の区分 調 整 方 針 の 具 体 例 

現行 ①現行のまま存続 ・ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

②合併時に統合 
・ 合併時に相模原市の制度に統合する。 

・ 合併時に相模原市の制度を適用する。 

③速やかに統合 

・ 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 

・ 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 

・ 合併後速やかに新市において検討する。 
統合 

④段階的に統合 

・ 合併後３年（５年）以内に相模原市の制度に統合する。

・ 合併後３年間（５年間）で相模原市の制度を適用する。

・ 合併後３年間（５年間）で段階的に相模原市の制度に統

合する。 

・ 合併後３年（５年）を目途に、新市において検討する。

廃止 ⑤廃止の方向で調整 

・ 合併時に廃止する。 

・ 合併後速やかに廃止する。 

・ 合併後３年（５年）以内に廃止する。 

・ 合併後３年間（５年間）で廃止する。 

・ 合併後３年間（５年間）で段階的に廃止する。 

※ 経過措置の期間の設定については、原則として３年間とする。ただし、３年間で統

合することが極めて困難な場合は、５年間とする。 

 

 



４ 事務事業の協議ランクと調整方針の決定区分 

 

事務事業の調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる協議ランク設定基準により定め 

た協議ランクに応じた決定組織において行う。 

 

ランク A 合併協議会で協議すべきもの（合併協議項目） 

（１）合併の基本４項目とされているもの 

「合併の方式」「合併の期日」「新市の名称」「新市の事務所の位置」 

（２）市町村の合併の特例に関する法律等に規定されているもの 

「議会議員の定数及び任期の取扱い」「農業委員会委員の定数及び任期

の取扱い」「特別職の身分の取扱い」「一般職の職員の身分の取扱い」「地

方税の取扱い」など 

（３）住民生活に関わり合いの深い給付と負担に直結するもの 

「国民健康保険事業の取扱い」「介護保険事業の取扱い」「保健衛生事業

の取扱い」「使用料・手数料等の取扱い」「補助金・交付金等の取扱い」な

ど 

（４）各市町の地域の実情、特性などから協議が必要なもの 

「土地利用の取扱い」「上下水道事業の取扱い」「清掃事業の取扱い」「消

防業務及び消防団の取扱い」など 

（５）各種事務事業のうち、一元化するための調整が特に困難であるもの 

ランク B 専門部会、幹事会で協議し、合併協議会に報告するもの 

各市町で実施している事務事業の一元化にあたって、財政的な影響が大きい

もの 

ランク C 専門部会で協議し、幹事会、合併協議会に報告するもの 

各市町で実施している事務事業の一元化にあたって、各市町の事務事業の内

容が同様なもの又は相違の比較的軽微なもの 

 

 



協議第５号 

 

   合併の方式について 

 

 合併の方式について、次のとおり協議を求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

 合併の方式は、津久井町及び相模湖町を廃し、その区域を相模原市に編入する編入合併と

する。 

なお、各市町の文化や伝統を尊重し、地域の個性と特色を活かしたまちづくりを進める。 

 

 



協議第６号 

 

   合併の期日について 

 

 合併の期日について、次のとおり協議を求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

合併の期日は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）の適用を受け、

平成１８年３月２０日とする。 

 

 

 



参 考 

 

合併の期日に関する基本的な考え方 

 

１ 基本的な考え方 

 

（１）住民生活や住民サービスへ及ぼす影響を最小限にすることを第一に考える。 

 

（２）各種財政支援措置を定めた合併特例法の期限内であること、電算システム統合等の合

併準備作業や、諸手続きに要する期間など総合的に判断する。 

 

２ 理 由 

 

（１）住民サービスとの関係 

 

ア 住民への周知及び説明 

   新市で行う住民サービスの内容や手続きの変更内容などを住民に周知する期間が必

要である。 

 

イ 電算システムの統合 

現在の自治体の業務は、窓口業務を中心に大部分が電算システムにより行われてお

り、住民サービスに支障をきたさないためには、システムの安全かつ確実な移行が重

要である。電算システム統合には、統合直前に膨大な作業が集中し、時間を要するた

め、土・日の閉庁日に充分時間をかけて行う必要がある。 

また、平成１８年３月２０日は翌日が祝日になることから、万一の作業不具合への

対応も可能となる。 

 

ウ 事務事業の引き継ぎ 

事務室の移動や案内表示、物品の準備に時間を要し、合併時に予想される事務事業

や住民サービスが滞りなく行えるように、効率的かつ適正に事務処理・引継ぎをする

ために充分な時間を確保する必要がある。 

 

（２）市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）の適用 

 

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６条）の適用を受けるため、平

成１７年３月３１日までに県知事に合併申請し、平成１８年３月３１日までに合併する。 

 

 



協議第７号 

 

   新市の名称について 

 

 新市の名称について、次のとおり協議を求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

 新市の名称は、相模原市とする。 

 

 



協議第８号 

 

   新市の事務所の位置について 

 

 新市の事務所の位置について、次のとおり協議を求める。 

 

平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

 新市の事務所の位置は、相模原市中央２丁目１１番１５号（現在の相模原市役所の位置）

とする。 

 

 

 



協議第９号 
 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 
 
 議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
 議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律

第６号）第６条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を適用し、相模原市の議会議員の

残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会議員の任期に相当する期

間に限り、相模原市の議会議員の定数４６人に、編入される町ごとに設けられる選挙区の議

会議員の定数３人（津久井町２人、相模湖町１人）を加えた４９人とする。 
 
 
 
 



参 考 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 
１ １市４町の議会議員の定数等と任期 

【単位：人】 

 相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 １市４町 
人口（H12.10.1 国勢調査） 605,561 23,036 30,345 10,896 11,312 681,150 
法 定 上 限 数 56 26 26 22 22 56* 
現 行 議 員 定 数 46 16 18 12 14 106 
現 在 議 員 数 46 16 18 12 14 106 
任   期 H19.4.29 H19.5.7 H17.10.25 H19.12.31 H19.9.19 - 
議員１人あたりの人口 13,164 1,439 1,685 908 808 6,425 

＊は、地方自治法の定数（上限数） 
 
 
２ 議会の議員の定数及び在任に関する特例等について 

一般原則及び特例措置の内容 
区 分 編入合併 

地方自治法

による一般

原   則 

◯編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される市町村の議会の議員は失職

する。 
○法定上限数の範囲内で、議員定数を増加させ、合併後５０日以内に増員選挙を

実施することができる。 
○増員選挙に際しては、条例で選挙区を設けることができる。選挙区別の定数は、

原則として人口に比例して条例で定める。ただし、合併時においては、関係区

域を区域とする選挙区については、人口に比例しないで定めることができる。 

定
数
特
例 

◯合併する市町村の協議により、編入する市町村と編入される市町村の人口比に、

編入する市町村の合併前の議員定数を乗じて得た数を編入される市町村ごとの

定数加算数とし、合併後５０日以内にそれぞれの編入される市町村を選挙区と

して加算分の増員選挙を行う。 
◯編入する市町村の議会の議員は在任する。 
◯この特例は、合併後の最初の一般選挙においても採用することができる。 

合
併
特
例
法
に
よ
る
特
例 

在
任
特
例 

◯合併する市町村の協議により、編入される市町村の議員が、編入する市町村の

議員の残任期間に限り、引き続き在任できる。 
◯在任特例を採用した場合、合併後の最初の一般選挙において、定数特例を採用

して、編入された市町村の区域ごとに選挙区を設けて、増員選挙をすることが

できる。 
 



３ 合併特例法による定数特例の算定式 

 
 

編入される町の人口 
編入する市の人口（相模原市の人口 605,561人） 

編入する市の議員の条例定数 
（相模原市→46人） 

 ×

 
 
＝ 議員定数加算数 

 
 
 上記の計算式により、各町の議員定数加算数は次のとおり算出される。 
 

（単位：人） 

選 挙 区 城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町 藤 野 町 
人 口 23,036 30,345 10,896 11,312 
算 定 結 果 1.749 2.305 0.827 0.859 
議員定数加算数 ２ ２ １ １ 

 
  ※ 算定結果に０．５人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、０．５人以上１人未

満の端数があるときはその端数を１人とする。ただし、その区域の全部が編入されること

となる合併関係市町村において算定結果が０．５人未満のときも１人となる。 
 

 



協議第１０号 
 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 
 
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 
             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
１ 新市に相模原市の区域と津久井町及び相模湖町を区域とした２つの農業委員会を設置

する。 
 
２ 相模原市、津久井町及び相模湖町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村

の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第８条第３項の規定を適用し､合併後

１年間、引き続き新市の農業委員会委員として在任する。 
 
３ 市町村の合併の特例に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、

次のとおりとする｡ 
 

区  域 委員数 

相模原市 ２０人 

津久井町及び相模湖町 １２人 

 

 



参 考 

 

農業委員会委員の定数及び任期の考え方について 

 
 

１ 農業委員会の数 

農業委員会等に関する法律第３条第２項の政令では、市域の面積が２４,０００ヘクター

ルを超える市町村又は農地面積が７,０００ヘクタールを超える市町村の場合には、市町村

の区域を２以上に分けて各区域に農業委員会を置くことができるとされている。 

 

２ 農業委員会委員の任期について 

市町村の合併の特例に関する法律第８条第３項の規定では、合併後１年以内で協議によ

り定められた期間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任することができ

る。なお、選任による委員については全員失職することとなる。 

 

３ 農業委員会の選挙による委員の数について 

市町村の合併の特例に関する法律の適用期間経過後の農業委員会の選挙による委員の数に

ついては、相模原市を区域とする農業委員会では現行のとおりとし、津久井町及び相模湖町を

区域とする農業委員会では相模原市の農家世帯数を基準に算出している。 



○定数 ○定数 ○定数 ○定数 ○定数

農協
推薦

１人
農協
推薦

１人
農協
推薦

１人
農協
推薦

１人
農協
推薦

１人

議会
推薦

３人
議会
推薦

２人
議会
推薦

５人
議会
推薦

４人
議会
推薦

１人

○任期 ○任期 ○任期 ○任期 ○任期

○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬

区分 区分 区分 区分 区分

会長 会長 会長 会長 会長

会長
職務
代理者

会長
職務
代理者

会長
職務
代理者

会長
職務
代理者

会長
職務
代理者

一般 一般 一般 一般 一般

○農家世帯数 ○農家世帯数 ○農家世帯数 ○農家世帯数 ○農家世帯数

※（　）内は実人員

農業委員会の現況比較

175,400

145,800

Ｈ16.1.1～Ｈ18.12.31

報酬（年額・円）

172,000

144,000

選任による委員 ５人

137,700

441

合計 １３人

Ｈ15.9.20～Ｈ18.9.19

報酬（年額・円）

138,000

360

藤野町

区分 定数

選挙による委員 １１人

選任による委員 ２人

内訳内訳

合計 １５人

相模湖町

区分 定数

選挙による委員 １０人

258,000

223,000

215,000

848

合計 ２２人

Ｈ15.5.10～Ｈ18.5.9

報酬（年額・円）

150,000

274

津久井町

区分 定数

選挙による委員 １６人

選任による委員 ６人

内訳

Ｈ15.5.1～Ｈ18.4.30

報酬（年額・円）

186,000

157,000

選任による委員 ３人

内訳

合計 １４人（１１人）

城山町

区分 定数

選挙による委員 １１人（８人）

678,000

570,000

2,068

相模原市

報酬（年額・円）

合計 ２４人

Ｈ14.7.20～Ｈ17.7.19

1,032,000

内訳

区分 定数

選挙による委員

選任による委員

２０人

４人



協議第１１号 
 

特別職の身分の取扱いについて 
 
特別職の身分の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 
            相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 
 
津久井町及び相模湖町の常勤の特別職（教育長を含む。）及び執行機関の委員（農業委

員会委員を除く。）については、合併の期日の前日をもって失職する。 

 

 



参　考

特別職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職

○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期

役職 人数 任期 役職 人数 任期 役職 人数 任期 役職 人数 任期 役職 人数 任期

市長 1人 H13.1.31 ～ H17.1.30 町長 1人 H16.7.6 ～ H20.7.5 町長 1人 H16.12.23 ～ H20.12.22 町長 １人 H16.10.26 ～ H20.10.25 町長 １人 H13.7.29 ～ H17.7.28

助役 2人
H13.10.1 ～ H17.9.30

助役 1人 H17.1.4 ～ H21.1.3 助役 1人 H13.4.1 ～ H17.3.31 助役 １人 H16.4.1 ～ H20.3.31 助役 １人 － － －
H16.4.1 ～ H20.3.31

収入役 1人 H16.11.25 ～ H20.11.24 収入役 1人 H14.11.1 ～ H18.10.31 収入役 1人 H14.12.17 ～ H18.12.16 収入役 １人 H17.1.1 ～ H20.12.31

教育長 1人 H16.10.1 ～ H20.9.30 教育長 1人 H14.10.1 ～ H18.9.30 教育長 1人 H13.10.1 ～ H17.9.30 教育長 １人 H15.10.1 ～ H19.9.30 教育長 １人 H14.10.1 ～ H18.9.30

常勤監査委員 1人 H13.4.1 ～ H17.3.31

○給料 ○給料 ○給料 ○給料 ○給料

役職 給料（円） 役職 給料（円） 役職 給料（円） 役職 給料（円） 役職 給料（円）

市長 月額 1,142,000 町長 月額 816,000 町長 月額 824,000 町長 月額 705,000 町長 月額 747,000

助役 月額 935,000 助役 月額 653,000 助役 月額 661,000 助役 月額 602,000 助役 月額 602,600

収入役 月額 804,000 収入役 月額 603,000 収入役 月額 609,000 月額 収入役 月額 558,000

教育長 月額 804,000 教育長 月額 603,000 教育長 月額 609,000 教育長 月額 552,000 教育長 月額 558,000

常勤監査委員月額 653,000



特別職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員

○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期

職名 人数 任期 職名 人数 任期 職名 人数 任期 職名 人数 任期 職名 人数 任期

教育委員
会委員

5人

H13.10.1 ～ H17.9.30

教育委員
会委員

5人

H16.10.1 ～ H20.9.30

教育委員
会委員

5人

H14.10.1 ～ H18.9.30

教育委員
会委員

5人

H13.4.1 ～ H17.3.31

教育委員
会委員

5人

H17.1.20 ～ H21.1.19

H14.10.1 ～ H18.9.30 H16.11.20 ～ H20.11.19 H16.10.1 ～ H20.9.30 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.1.20 ～ H21.1.19

H15.10.1 ～ H19.9.30 H13.10.1 ～ H17.9.30 H16.10.1 ～ H20.9.30 H13.10.1 ～ H17.9.30 H14.6.13 ～ H17.9.30

H16.10.1 ～ H20.9.30 H15.10.1 ～ H19.9.30 H15.10.1 ～ H19.9.30 H14.10.1 ～ H18.9.30 H15.11.14 ～ H19.11.14

教育長 教育長 教育長 教育長 教育長

選挙管理
委員会委
員

4人

H16.12.15 ～ H20.12.14

選挙管理
委員会委
員

4人

H14.3.28 ～ H18.3.27

選挙管理
委員会委
員

4人

H16.10.1 ～ H20.9.30

選挙管理
委員会委
員

4人

H13.3.11 ～ H17.3.10

選挙管理
委員会委
員

4人

H13.5.8 ～ H17.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H13.3.11 ～ H17.3.10 H13.5.8 ～ H17.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H13.3.11 ～ H17.3.10 H13.5.8 ～ H17.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H13.3.11 ～ H17.3.10 H13.5.8 ～ H17.5.7

公平委員
会委員

3人

H16.8.1 ～ H20.7.31
公平委員
会委員

県へ委託
公平委員
会委員

県へ委託
公平委員
会委員

県へ委託
公平委員
会委員

県へ委託H14.10.1 ～ H18.9.30

H15.8.1 ～ H19.7.31

監
査
委
員

識見
者

2人
常勤監査委員

監
査
委
員

識見
者

1人 H14.8.14 ～ H18.8.13 監
査
委
員

識見
者

1人 H15.1.1 ～ H18.12.31 監
査
委
員

識見
者

１人 H16.1.1 ～ H19.12.31 監
査
委
員

識見
者

１人 H14.6.11 ～ H18.6.10
H15.7.1 ～ H19.6.30

議員
選任

2人
H16.5.18 ～ H19.4.29 議員

選任
1人 H15.5.8 ～ H19.5.7

議員
選任

1人 H15.10.30 ～ H17.10.25
議員
選任

１人 H16.1.8 ～ H19.12.31
議員
選任

１人 H15.9.22 ～ H17.9.19
H16.5.18 ～ H19.4.29

固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

H15.4.1 ～ H18.3.31 固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

H16.10.1 ～ H19.9.30 固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

H16.7.1 ～ H19.6.30 固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

H15.11.12 ～ H18.11.11 固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

H15.6.14 ～ H18.6.13

H16.4.1 ～ H19.3.31 H14.12.4 ～ H17.12.3 H15.10.1 ～ H18.9.30 H14.3.14 ～ H17.3.13 H14.3.14 ～ H17.9.30

H13.7.1 ～ H17.3.31 H14.4.1 ～ H17.3.31 H15.10.1 ～ H18.9.30 H15.7.1 ～ H18.6.30 H16.12.13 ～ H19.12.12



特別職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬

職名 報酬（円） 職名 報酬（円） 職名 報酬（円） 職名 報酬（円） 職名 報酬（円）

教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会

委員長 月額 168,000 委員長 年額 177,000 委員長 年額 169,000 委員長 年額 166,000 委員長 年額 172,300

委員 月額 144,500 委員長職務代理 年額 150,000 委員 年額 135,500 委員 年額 132,000 職務代理 年額 142,800

委員 年額 144,000 委員 年額 135,600

選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会

委員長 月額 86,000 委員長 年額 96,000 委員長 年額 92,000 委員長 年額 95,000 委員長 年額 91,800

委員 月額 66,500 委員 年額 75,000 委員 年額 70,500 委員 年額 68,000 委員 年額 68,300

補充員 日額 12,500 補充員 日額 10,000 補充員 日額 9,900 補充員 日額 8,600 補充員 日額 9,100

公平委員会 公平委員会 公平委員会 公平委員会 公平委員会

委員長 月額 54,000
県へ委託 県へ委託 県へ委託 県へ委託

委員 月額 49,500

監査委員 監査委員 監査委員 監査委員 監査委員

代表監査員 月額 168,000

委員(識見者)月額 155,000 委員(識見者)年額 280,900 委員(識見者)月額 44,000 委員(識見者)年額 180,000 委員(識見者)年額 173,400

委員(議員選任) 月額 64,500 委員(議員選任) 年額 237,700 委員(議員選任) 月額 28,600 委員(議員選任) 年額 137,000 委員(議員選任) 年額 138,700

固定資産評価審
査委員会委員

日額 15,000
固定資産評価審
査委員会委員

日額 8,500
固定資産評価審
査委員会委員

日額 7,700
固定資産評価審
査委員会委員

日額 8,100
固定資産評価審
査委員会委員

日額 8,100



協議第１２号 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
一般職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 
            相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 
 
１ 津久井町及び相模湖町の一般職の職員は、すべて相模原市の職員として引き継ぐ。 

 

２ 職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、公正に取り扱う。 



参　考

一般職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

職員の定数（平成16年4月1日現在） 職員の定数（平成16年4月1日現在） 職員の定数（平成16年4月1日現在） 職員の定数（平成16年4月1日現在） 職員の定数（平成16年4月1日現在）

区分 定数(人) 区分 定数(人) 区分 定数(人) 区分 定数(人) 区分 定数(人)

議会事務局職員 21 議会事務局職員 3 議会事務局職員 4 議会事務局職員 3(1) 議会事務局職員 2

市長事務部局職員 2,745 町長事務部局職員 168 町長事務部局職員 246 町長事務部局職員 102 町長事務部局職員 99

選挙管理委員会事務局職員 13 選挙管理委員会事務局職員 3(3) 選挙管理委員会事務局職員 1 選挙管理委員会事務局職員 3(3) 選挙管理委員会事務局職員 1

監査委員事務局職員 12 監査委員事務局職員 3(2) 監査委員事務局職員 2 監査委員事務局職員 2(1) 監査委員事務局職員 1

消防職員 599 消防職員 消防職員 消防職員 消防職員

農業委員会事務局職員 10 農業委員会事務局職員 3(3) 農業委員会事務局職員 3 農業委員会事務局職員 2 農業委員会事務局職員 1

教育委員会事務局及びその
他学校教育機関の職員

595
教育委員会事務局及びその
他学校教育機関の職員

51
教育委員会事務局及びその
他学校教育機関の職員

45
教育委員会事務局及びその
他学校教育機関の職員

19
教育委員会事務局及びその
他学校教育機関の職員

23

合計 3,995 合計 223 合計 301 合計 126 合計 127

※（　）内は、兼務分 ※（　）内は、兼務分

給料表 給料表 給料表 給料表 給料表

行政職給料表（1） ８級制 行政職給料表（1） ８級制 行政職給料表（1） ８級制 行政職給料表（1） ８級制 行政職給料表（1） ８級制

行政職給料表（2） ４級制 行政職給料表（2） ５級制 行政職給料表（2） ５級制 行政職給料表（2） ５級制 行政職給料表（2） ５級制

消防職給料表 ８級制 医療職給料表（1） ３級制 医療職給料表（1） ３級制 医療職給料表（1） ３級制

※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1） 医療職給料表（2） ４級制 医療職給料表（2） ４級制 医療職給料表（2） ４級制

　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用 ※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1）

※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2） 　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用

　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用 ※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2）

※消防職給料表 　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用

　消防職に適用 ※医療職給料表（1） ※医療職給料表（1） ※医療職給料表（1）

　診療所に勤務する医師に適用 　診療所に勤務する医師に適用 　診療所に勤務する医師に適用

※医療職給料表（2） ※医療職給料表（2） ※医療職給料表（2）

　看護師、准看護師に適用 　診療所に勤務する保健師、薬剤師、看護師
及び准看護師並びに保育園等に勤務する保育
士及びこれに準ずる職員に適用

　看護師及び准看護師に適用する。



一般職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１））

区分 人数（人） 区分 人数（人） 区分 人数（人） 区分 人数（人） 区分 人数（人）

部長級 37 部長級 5 参事級 6 参事級 2 部長級 3

次長級 84 課長級 15 課長級 27 課長級 12 課長級 10

課長級 360 主幹級 11 課長代理級 13 課長補佐級 14 課長代理級 13

課長補佐級 655 副主幹級 53 課長補佐級 35 副主幹級 14 主幹級 36

係長級 638 主査級 38 係長級 106 主査級 14 主査級 8

その他の職員 1,007 その他の職員 58 その他の職員 64 その他の職員 23 その他の職員 34

計 2,781 計 180 計 251 計 79 計 104

【一部事務組合の現況】※津久井郡４町で構成する一部事務組合の職員の身分については、「津久井郡一部事務組合解散協議会」において協議を行っている。

津久井郡広域行政組合 相模湖モーターボート競走組合

職員の定数（平成16年4月1日現在） 職階制（行政職給料表（１）） 職員の定数（平成16年4月1日現在） 職階制（行政職給料表（１））

区分 定数(人) 区分 人数（人） 区分 定数(人) 区分 人数（人）

組合長の事務部局の職員 86 参事級 3 組合長の事務局の職員 7 事務局長級 1

議会の事務局の職員 3(3) 課長級 14 議会の事務部局の職員 3（兼務） 課長級 1

監査委員の職員 1(1) 課長補佐級 34 監査委員の事務部局の職員 2（兼務） 課長代理級 2

消防長の事務部局の職員 111 係長級 30 合計 7 課長補佐級 0

合計 197 主査級 11 係長級 1

※（　）内は、兼務分 その他の職員 41 その他の職員 1

給料表 計 133 給料表 計 6

行政職給料表（1） ８級制 ※派遣職員は除く 行政職給料表（1） ８級制

行政職給料表（2） ５級制 行政職給料表（2） ５級制

※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1）

　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用

※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2）

　技能職員及び労務職員に適用 　機械の運転操作、庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用



協議第１３号 
 

財産の取扱いについて 
 
財産の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 
           相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
１ 津久井町及び相模湖町の財産は、すべて相模原市に引き継ぐ。 

なお、基金の取扱いについては、その設立の趣旨に配慮し調整する。 

 

２ 津久井町の各財産区が所有する財産は、財産区有財産として相模原市に引き継ぐ。 

 



　

㎡

㎡

㎡

件

千円

千円

台

千円

千円

千円

千円

千円

30

5,000

参　考

合　　　計

12,205,970.44

1,514,853.25

6,364.05

10

320,820,531

60

0

1,347,499

10,000

5,190,875

＊４町の土地・建物には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。
　　【土地】　①津久井郡郷土資料館　608.40㎡
　　　　　　　 ②津久井郡急病診療所　1,463.58㎡
　　【建物】　津久井郡郷土資料館　325.38㎡

550

5,679

藤 野 町

693,774.00

39,487.35

 ６．債務負担行為

291,219,106

47,668,605

0

9,294,033

50,313,511

6,691,537

316,6482,043,742 50,516

214,364

154,183

44,930

2,588,587

0.00

0

550

10,238

0.00

0

相模湖町

5,030,780.61

42,971.86

0.00

0

4,367,093.58

1,293,284.58

837,777.00

53,042.00

0.006,364.05

10 0

津久井町

1,276,545.25

86,067.46

 〔総　括〕

相模原市 城 山 町

 １．公有財産

 有価証券

 出資による権利

8,424,980 ５．地方債現在高

 資金積立基金

 定額資金運用基金

53590

55042,470

270,636

810

9,187

8,030,944 287,871 628,956

2,069,446 2,096,999

2,292,847

85

 物　　 権

 土　　 地

 無体財産権

 建　　 物

234,000

1,7431,278,016

9,886,801

財産の現況比較（平成16年3月31日現在）

（平成15年度決算書「財産に関する調書」、地方財政状況調査ほか）

818

9,111,954

15,615,109

1,284,759

 ２．物　　　品　（車両類）

 ３．債　　　権

 ４．基　　　金



 本庁舎（出張所・清掃工場など）

 消　防（本部・分署・消防団など）

 市民会館・文化会館 0.00 ※ 0.00 0.00

 公営住宅 13,898.00 32,396.41 298.00 2,909.00

 児童福祉施設（保育園・児童館など） 2,784.00 ※ ※ ※

 衛生施設（墓地・斎場など） 0.00 ※ 0.00 0.00

 公園・広場 105,402.00 ※ 99,812.00 1,949.00

 小・中学校 113,597.00 164,978.50 71,210.00 52,293.00

 体育施設（体育館・水泳場など） 25,708.00 ※ 0.00 ※

 社会教育施設（公民館・図書館など） ※ ※ ※ ※

 その他の施設 146,122.00 278,523.72 38,971.61 215,016.00

 所　　有

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

藤 野 町

394,848.00

0.00

合　　　計

0.00

394,848.00

693,774.00

※はその他の施設に含む

940.00

272,167.00

417,304.00

22,456.00

藤 野 町

276,470.00

4,303.00

3,363.00

5,692,843.83

6,355,419.02

(4,224,216.00)

743,947.02

(150,092.00)

4,810,774.00

(3,781,597.00)

848.00

210,291.61

5,030,780.61

4,810,774.00

4,814,623.00

3,849.00

※はその他の施設に含む

67,416.01

合　　　計

68,226.19

1,190,137.98

58,868.80

1,674,996.81

62,388.52

0.00

6,122.90

217,662.78

1,983,408.71

148,291.36

相模湖町

216,157.61

5,866.00

5,018.00

1,276,545.25

0.00

794,175.33

50,228.31

2,538.58

475,898.63

743,947.02

416,144.00

1,259.00

津久井町

482,369.92

6,471.29

3,932.71

 【山　林】

城 山 町

421,633.00

14,122.00

12,863.00

407,511.00

8,266.00

2,028.00 廃道路敷

405,850.00

511,504.65

70,880.28

63,492.05

837,777.00

44,042.54

41,708.01

3,963,360.46

68,226.19

津久井町

6,122.90

168,161.37

0.00

4,367,093.58

59,604.52

58,868.80

1,467,833.81

1,581,330.21

7,388.23

相模原市

4,296,213.30

332,852.84

288,810.30

１．公有財産

合　　　　計

 普通財産

 行政財産

 公用財産

 公共用財産

 山　　　林 

【土　地】

 普通財産一般

区　　　　分

○分収…町所有の山林に植えてある立木について、分収林契約に基づき、県企業庁や森林づくり公社、自治会等が権利
           （地上権）を持ち、立木の販売で得た収益を町と権利者との間で分け合うもの

＊４町の土地には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。

　〈行政財産〉津久井郡郷土資料館　608.40㎡、　〈普通財産〉津久井郡急病診療所　1,463.58㎡

相模湖町

 （うち分収）

土地の権利の区分 相模原市 城 山 町

405,850.00

(292,527.00)

備　　　　考 ※は本庁舎に含む ※はその他の施設に含む

9,416.23

6,355,419.02

平成16年3月31日現在　　単位：㎡

12,205,970.44

6,513,126.61

363,615.13

313,987.01

49,628.12

5,329,228.70



1,278,708.12 1,498,125.96

145,594.65 167,919.16

 本庁舎（出張所・清掃工場など） 120,375.15 138,823.62

 消　防（本部・分署・消防団など） 25,219.50 29,095.54

1,133,113.47 1,330,206.80

 市民会館・文化会館 23,120.99 0.00 ※ 0.00 0.00 23,120.99

 公営住宅 129,096.04 2,370.00 5,459.60 1,124.00 792.53 138,842.17

 児童福祉施設（保育園・児童館など） 31,288.80 917.00 ※ ※ ※ 32,205.80

 衛生施設（墓地・斎場など） 4,327.31 0.00 ※ 0.00 0.00 4,327.31

 公園・広場 6,541.25 0.00 ※ 1,402.00 0.00 7,943.25

 小・中学校 651,779.46 37,094.00 54,553.59 27,469.00 21,640.31 792,536.36

 体育施設（体育館・水泳場など） 45,576.48 779.00 ※ 0.00 0.00 46,355.48

 社会教育施設（公民館・図書館など） 51,315.14 2,205.00 ※ ※ ※ 53,520.14

 その他の施設 190,068.00 1,212.00 18,806.86 9,291.86 11,976.58 231,355.30

14,576.46 16,727.29

1,293,284.58 1,514,853.25

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

42,971.86

※はその他の施設に含む

38,810.35

4,400.93

3,148.36

※はその他の施設に含む

3,356.00

329.00

39,286.86

1,707.47

78,820.05

86,067.46

49.00

※はその他の施設に含む

587.00

44,577.00

1,424.83 677.00

39,487.35

１．公有財産

区　　　　分

【建　物】

津久井町

1,252.57

34,409.42

0.00

平成16年3月31日現在　　単位：㎡

藤 野 町

5,822.58

4,115.11

相模湖町

3,685.00

42,971.86

 公用財産

 公共用財産

84,642.63

53,042.00

7,829.00

＊４町の建物には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。
　〈行政財産〉津久井郡郷土資料館　325.38㎡

合　　　計相模原市 城 山 町

合　　　　　計

備　　　　　考

52,993.00

8,416.00

 普通財産

 行政財産



区　　分 相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

地　上　権 6,270.26 6,270.26

地　役　権 93.79 93.79

合　　計 6,364.05 0.00 0.00 0.00 0.00 6,364.05

【無体財産権】

区　　分 相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

特　許　権 5 5

実用新案権 0 0

意　匠　権 3 3

商　標　権 2 2

著　作　権 0 0

合　　計 10 0 0 0 0 10

１．公有財産

【物　権】

〔特許権〕
 ①標識建柱L型側溝用ブロック
 ②重車両L型側溝用ブロック
 ③マンホール用臨時トイレ装置
 ④調整池の排水流量制御システム
 ⑤洋式簡易便器装置
〔意匠権〕
 ①マンホール載置用便器
 ②折畳み便器1
 ③折畳み便器2
〔商標権〕
 ①リサイクルしましょう相模原
 ②SSDF（市道路情報管理システム・
　　ファイルフォーマット形式の名称）

　　平成16年3月31日現在　　単位：㎥

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

平成16年3月31日現在　　単位：件



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

42,470 550 810 550 550 44,930

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

32,470 550 660 550 550 34,780

10,000 10,000

150 150

42,470 550 810 550 550 44,930

１．公有財産

【有価証券】

区　　　分

株　　　券

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

合　　　　　計

名　　　　　称

 株式会社テレビ神奈川

 株式会社神奈川食肉センター

 津久井湖観光株式会社

〈内 訳〉



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

2,292,847 9,187 270,636 10,238 5,679 2,588,587

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　　計

145,783 5,448 6,892 3,672 3,493 165,288

7,150 545 3,411 1,664 630 13,400

5,320 199 322 125 129 6,095

3,510 175 234 117 117 4,153

1,830 520 1,110 460 710 4,630

1,500 200 200 200 200 2,300

10,000 1,000 1,000 1,000 13,000

13,000 500 700 300 14,500

100 100 100 100 400

500 500 1,000

2,500 2,350 4,850

1,135,000 1,135,000

300,000 300,000

200,000 200,000

166,667 166,667

100,000 100,000

87,500 87,500

80,000 80,000

80,000 80,000

60,000 60,000

60,000 60,000

49,000 49,000

12,540 12,540

10,000 10,000

5,000 5,000

4,500 4,500

3,000 3,000

2,714 2,714

2,000 2,000

1,000 1,000

50 50

2,292,847 9,187 270,636 10,238 5,679 2,588,587

 (財)相模原市都市整備公社出資金

 (財)国有財産管理調査センター出捐金

 (財)神奈川県国際交流協会出捐金

 (社)相模原市畜産振興協会出資金

 (財)リバーフロント整備センター設立出捐金

 (財)神奈川県国民年金福祉協会出捐金

 (社福)相模原市社会福祉事業団設立出捐金

 (財)宇宙科学振興会出捐金

 (財)相模原市体育協会出捐金

区　　分

出　資　・　出　捐

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

〈内　訳〉
名　　　　　称

 神奈川県農業信用基金協会出資金

 (財)相模原市市民文化財団出捐金

 神奈川県信用保証協会出捐金

 (財)神奈川県労働者信用基金協会出捐金

 (財)かながわ健康財団出捐金

 (財)宮ヶ瀬ダム周辺振興財団出捐金

 (社)神奈川県畜産会出資金

 (財)神奈川県腎バンク出資金

１．公有財産

 (株)さがみはら産業創造センター出資金

 土地開発公社出資金

 (社)神奈川県造林公社出資金

 (財)ふるさと情報センター出捐金

【出資による権利】

 (社)神奈川県農業公社出資金

 合　　　　　計

 (財)神奈川県暴力追放推進センター(設立)出捐金

 津久井郡森林組合出資金

 (財)相模原市みちの協会出捐金

 (財)相模原市みどりの協会設立出捐金

 (財)相模原市産業振興財団出捐金

 (財)神奈川県下水道公社出資金

 (財)神奈川県市町村職員研修センター出捐金

 (財)相模原市中小企業勤労者福祉サービスセンター出捐金

 橋本駅北口第一再開発ビル(株)出資金



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

590 53 85 30 60 818

26 6 7 16 11 66

134 18 32 3 11 198

160 9 9 3 5 186

9 2 0 1 7 19

261 17 37 7 24 346

0 1 0 0 2 3

相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

1,278,016 1,743 0 5,000 0 1,284,759

金　　額(千円)

 相模原市 867,458

152,852

　 76,860

　 11,969

168,877

 城 山 町 382

　 1,361

 相模湖町 5,000

1,284,759合　　　　　計

 乗用自動車

 貨物自動車

 特殊自動車

 乗合自動車

 原動機付自転車

(財)相模湖周辺環境整備公社貸付金

奨学貸付金

厚生貸付金

保育所施設整備等資金貸付金

奨学金貸付金

母子寡婦福祉資金貸付金

土地開発公社貸付金

看護師等修学資金貸付金

〈内　訳〉

名　　　　　　称 備　　　　考

３．債　権

区　　分

 貸　付　金

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

平成16年3月31日現在　　単位：台

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

２．物　品

区　　　分

 車　両　類

 軽 自 動 車



４．基　金

名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額
 大規模な建設事業、災害復旧、
地方債の繰上償還その他財源の
不足を生じたときの財源とするた
め設置

財政調整基金 6,399,192 財政調整基金 930,588 財政調整基金 323,612 財政調整基金 4,176 財政調整基金 562,050 8,219,618

 社会福祉の増進を図る事業の財
源とするため設置

社会福祉基金 1,045,596 地域福祉基金 220,121 地域福祉基金 784 地域福祉基金 70,368 地域福祉基金 170,831 1,507,700

 身体障害者福祉向上の事業資
金に充てるため設置

身体障害者福祉基
金

31,682 31,682

 介護保険の保険給付費に不足を
生じたときの財源とするため設置

介護保険給付費支
払準備基金

735,752
介護保険給付費支
払基金

21,356
介護保険保険給付
費支払準備基金

109,591
介護保険給付費支
払基金

43,778
介護保険給付費支
払基金

63,463 973,940

 市町債の償還に必要な財源を確
保し、将来にわたる財政の健全な
運営に資するため設置

減債基金 16年度から 減債基金 93,876 減債基金 89,401 減債基金 282 町債償還基金 65,733 249,292

 緑化の推進を図る事業の財源と
するため設置

みどりのまちづくり
基金

676,052
みどりのまちづくり
基金

60,925
コミュニティと緑の
環境づくり基金

99,409 836,386

　国民健康保険の診療報酬、療
養費およびその他費用の支払準
備金として設置

国民健康保険診療
報酬等支払準備基
金

11,673
国民健康保険診療
報酬等支払準備基
金

2,791
国民健康保険給付
費支払準備基金

64
国民健康保険給付
費支払準備基金

26,433 40,961

 ふるさと創生事業に充当するた
め、または活力と魅力ある地域文
化の振興を図るため設置

ふるさと創生事業
基金

134,344
ふるさと文化振興
基金

476,035
ふるさと創生事業
基金

853 611,232

 奨学金の資金に充てるため設置 奨学基金 24,404 24,404

 青年の海外派遣の資金に充てる
ため設置

青年海外派遣基金 16,218 16,218

 国際交流の推進を図る事業の財
源とするため設置

国際交流基金 249,271 249,271

 市街地整備事業の財源とするた
め設置

市街地整備基金 714,288 714,288

 青年起業家の育成を図る事業の
財源とするため設置

青年起業家育成基
金

26,028 26,028

　都市計画法第３２条の規定によ
る開発行為の協議により受けた
寄付金を適切に運用するため設
置

開発行為に伴う公
共施設整備基金

7,310 7,310

相模湖町
合　　計

　【資金積立基金】
相模原市

目的・使途
城 山 町 津久井町 藤 野 町

平成16年3月31日現在　　単位：千円



名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額

　文教、福祉施設等建設資金に
充当するため設置

文教、福祉施設等
建設基金

140,564
文化福祉施設建設
基金

200,990 341,554

　文化センター等建設事業に充当
するため設置

文化センター等建
設事業基金

448,689 448,689

 公共施設整備資金に充てるため
設置

公共施設整備基金 151,219 151,219

 中道志川（奥相模湖下流から津
久井湖まで）の清流を守る川のト
ラスト運動を展開し、水質保全及
び河川美化を図るため設置

中道志川トラスト基
金

6,515 6,515

 道志ダム関連地域の振興を図る
ため設置

道志ダム関連地域
環境整備基金

30,139 30,139

 宮ヶ瀬ダム道志導水路地域の青
根地区における環境保全と地域
活性化を図るため設置

宮ヶ瀬ダム道志導
水路環境整備基金

200,003 200,003

 交通災害見舞金の事務を円滑
かつ効率的に行うため設置

交通災害基金 14,365 14,365

 津久井町簡易水道特別会計の
財政の健全な運営を図るため設
置

簡易水道特別会計
財政調整基金

561,453 561,453

 町営住宅の建設に係る資金を積
み立てるため設置

町営住宅建設費積
立基金

28,030 町営住宅建設基金 147,894 175,924

 義務教育施設整備に係る資金を
積み立てるため設置

義務教育施設整備
費積立基金

38,484 学校建築基金 104,105 142,589

 町民相互の協力による自主的な
町づくり事業を推進するため設置

かおる文化とうるお
いの町づくり基金

28,278 28,278

 千木良公民館の建設に係る資金
を積み立てるため設置

千木良公民館建設
費積立基金

51 51

 藤野やまなみ温泉の施設整備に
係る資金を積み立てるため設置

藤野やまなみ温泉
施設整備基金

6,000 6,000

合　　　計 9,886,801 合　　　計 2,069,446 合　　　計 2,096,999 合　　　計 214,364 合　　　計 1,347,499 15,615,109

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

相模湖町
合　　計

藤 野 町
目的・使途

相模原市 城 山 町 津久井町



４．基　金

名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額
 公用もしくは公共用に供する土地
または公共の利益のために取得す
る必要のある土地をあらかじめ取
得することにより、事業の円滑な執
行を図るため設置

土地開発基金 3,580,000 土地開発基金 284,731 土地開発基金 615,626 土地開発基金 151,514 4,631,871

 用品の集中購買を実施することに
より、用品の取得及び管理に関す
る事務を円滑かつ効率的に行うた
め設置

用品調達基金 50,000 50,000

 良好な都市環境の保全に寄与す
るために行う緑地保全事業を円滑
かつ効率的に行うため設置

緑地保全基金 2,000,691 2,000,691

 市民のコミュニティ活動を促進する
ための場としての広場用地をあら
かじめ取得することにより、広場用
地取得事業の円滑な執行を図るた
め設置

広場基金 2,000,000 2,000,000

 市民文化の振興に寄与するため
に行う美術品、美術に関する資料
その他これらに類するものの収集
を円滑かつ効率的に行うため設置

美術品等収集基
金

100,253 100,253

 公共料金の支払事務を円滑かつ
効率的に行うため設置

公共料金支払基
金

300,000 300,000

　高額療養費資金の貸付に関する
事務を円滑かつ効率的に行うため
設置

国民健康保険高
額療養費資金貸
付基金

3,140
高額療養費貸付
基金

5,000
国民健康保険高
額医療費資金貸
付基金

2,669 10,809

 国民健康保険出産費資金貸付に
関する事務を円滑に実施するため
設置

国民健康保険出
産費資金貸付基
金

1,000 1,000

 育英奨学資金の貸付に関する事
務を円滑かつ効率的に行うため設
置

育英奨学資金貸
付基金

7,330 7,330

 住民からの寄附を受け学校図書
購入等の財源に充てるために設置

教育振興基金 10,000 10,000

合　　　計 8,030,944 合　　　計 287,871 合　　　計 628,956 合　　　計 154,183 合　　　計 10,000 9,111,954

（平成15年度決算書「財産に関する調書」ほか）

相模湖町
合　　計

藤 野 町
平成16年3月31日現在　単位：千円

津久井町

　【定額資金運用基金】

相模原市
目的・使途

城 山 町



相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

 普通会計 174,164,080 4,286,921 6,069,030 3,990,615 2,626,801 191,137,447

 一般公共事業債 2,780,837 0 0 0 2,446 2,783,283

 一般単独事業債 65,051,046 707,163 1,607,554 1,019,143 669,693 69,054,599

 公営住宅建設事業債 10,271,683 64,231 42,886 0 0 10,378,800

 義務教育施設整備事業債 17,059,214 697,473 1,331,603 1,411,722 662,277 21,162,289

 厚生福祉施設整備事業債 21,493,258 595,939 1,670 219,677 0 22,310,544

 その他普通債 12,093,327 120,650 637,433 283,507 140,583 13,275,500

 減税補てん債等 45,414,715 2,101,465 2,447,884 1,056,566 1,151,802 52,172,432

- - - - 56,909 56,909

 病院事業債 - - 41,466 2,371 - 43,837

 介護サービス施設整備事業債 425,676 - - - - 425,676

 下水道事業債 106,459,526 4,138,059 3,183,537 2,698,551 2,507,165 118,986,838

 駐車場整備事業債 10,110,050 - - - - 10,110,050

59,774 - - - - 59,774

291,219,106 8,424,980 9,294,033 6,691,537 5,190,875 320,820,531

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

2,290,000 0 101,764 0 0 2,391,764

1,855,234 0 0 0 0 1,855,234

40,804,571 234,000 765,360 316,648 0 42,120,579

2,718,800 0 1,176,618 0 50,516 3,945,934

47,668,605 234,000 2,043,742 316,648 50,516 50,313,511

 母子寡婦福祉資金貸付事業債

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度地方財政状況調査ほか）

※「その他普通債」は、一般廃棄物処理事業債、社会福祉施設整備事業債、財源対策債、調整債、都道府県貸付金、その他をいう。
※「減税補てん債等」は、減税補てん債、減収補てん債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債をいう。

債務負担行為限度額

 その他

 債務保証・損失補償に係るもの

平成16年3月31日現在　　単位：千円

（平成15年度地方財政状況調査ほか）

 建造物の購入に係るもの

６．債務負担行為

区 　　   　分

 土地の購入に係るもの

５．地方債現在高

区 　　   　分

合　　　　　計

 簡易水道事業債



川尻財産区 中沢財産区 三井財産区 中野財産区 串川財産区 鳥屋財産区 青野原財産区 青根林野

昭和30年4月1日
(昭和38年10月1日)

城山町合併時に関
係村で協議

城山町合併時に関
係村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

所　有 44,949 114,301 132,971 909,742 2,055,061 12,029,916 13,917,698 13,998,723

分　収 690,579 84,300 0 129,792 631,744 8,173,210 3,237,320 3,143,069

貸　付 30,719 0 0 0 0 16,842,742 916,774 991,159

255 23,948
（宅地） （切替畑）

766,502 198,601 132,971 1,039,534 2,710,753 37,045,868 18,071,792 18,132,951

－ － 1,046 2,680 30,049 231,086 29,811 170,705

420 210 210 50 1,660 8,460 4,065 4,020

財産区議会 財産区議会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 管理委員会

8 7 7 7 7 7 7 7

*他に建物52㎡あり

0 0

津　　　久　　　井　　　町

00

設置年月日

山

林

0

議員・委員数（人）

管理機関

（平成16年度当初）
予算規模（千円）

単位：㎡/㎥/千円、平成16年3月31日現在

（平成15年度決算書「財産に関する調書」より）

財産区の名称

立　　　　木（㎥）

城　　　山　　　町項 目

設置の経緯

14,000 59,700132,8003,600 20,800

0

484,665335,538

土　地
（㎡）財

産

（平成15年度末）
基　　　　金（千円）

出資による権利
（千円）

合　計

その他

789

財産区の現況比較

578,629 23,791 41,976

昭和30年4月1日 昭和30年4月1日

21,696 9,189 34,094

　財産区設置市町：城山町・津久井町・藤野町

*設置年月日の（　）は、財産区の名称が「青根林野」となった日である。

84,000

昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日

8,990



沢井財産区 吉野財産区 小渕財産区 牧野財産区 日連財産区 名倉財産区 佐野川財産区

吉野町合併時に関
係町村で協議

吉野町合併時に関
係町村で協議

吉野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

所　有 143,133 139,528 51,965 12,677,273 32,330 610,455 28,778

分　収 0 0 0 5,391,270 0 0 451,043

貸　付 11,319 770,303 0 35,677 325,772 212 25,190

154,452 909,831 51,965 18,104,220 358,102 610,667 505,011

2,671 1,245 844 49,141 4,332 345 24,861

210 430 － 4,390 210 410 －

財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会

5 5 5 7 7 5 7

000 0

昭和29年7月15日 昭和30年7月20日 昭和30年7月20日 昭和30年7月20日

2,865

0 0

単位：㎡/㎥/千円、平成16年3月31日現在

11,145 13,326 1,714

0

財

産

設置の経緯

設置年月日

財産区の名称

基　　　　金（千円）

出資による権利
（千円）

立　　　　木（㎥）

土　地
（㎡）

山

林

その他

合　計

（平成15年度決算書「財産に関する調書」より）

藤　　　野　　　町

5,784 6,859 605

84,903 67,282 23,887

昭和30年7月20日

（平成16年度当初）

管理機関

議員・委員数（人）

（平成15年度末）

予算規模（千円）
554 1,664 489 11,686

昭和29年7月15日 昭和29年7月15日

項 目

　財産区設置市町：城山町・津久井町・藤野町



協議第１４号 
 

条例、規則等の取扱いについて 
 
条例、規則等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 
            相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
 相模原市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整を踏まえて、必

要に応じ規定の整理をする。 

 

 



参 考 

条例、規則等の現況比較 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

例規集登載 

 条例     ２０４本 

 規則     ３０５本 

 その他（告示等） 

 １７０本 

例規集登載 

 条例     １３１本 

 規則     １３３本 

 その他（告示等） 

          ８本 

例規集登載 

条例     １６５本 

 規則     １４９本 

その他（告示等） 

        ３３本 

例規集登載 

 条例     １２６本 

 規則     １２２本 

 その他（告示等） 

         ５２本 

例規集登載 

 条例     １３７本 

 規則     １３３本 

 その他（告示等） 

         ２１本 

 

 

 

 



協議第１５号 
 

事務組織及び機構の取扱いについて 
 
事務組織及び機構の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年２月１７日提出 

 
            相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 

 

１ 津久井町及び相模湖町の各役場は、合併前の各役場における住民サービスを確保し、地

域の拠点として、窓口業務をはじめ、まちづくりや産業振興を支援する機能を持つ、総合

的な事務所とする。 

 

２ 津久井町及び相模湖町の出先機関は、住民サービスの低下を招くことがなく、地域の特

色を生かせる機能を持つ組織とする。 

 

３ 津久井町及び相模湖町に設置されている附属機関は、相模原市の同種の附属機関に統合

する。ただし、津久井町及び相模湖町の地域性から設置されている附属機関は、現行のま

ま新市に引き継ぐ。 



参 考 

事務組織及び機構の整備方針 

 

１ 基本方針 

（１）合併後の事務組織及び機構については、住民福祉の向上を目指して、津久井町及び相

模湖町の役場・支所等の機能を考慮する。 

  

（２）地域住民とのパートナーシップの観点から、それぞれの地域が有する個性や特徴を活

かした「まちづくり」の推進を図る。 

 

（３）各市町の管理部門その他の部門における政策企画の立案、内部管理に関する業務等を

統合し、行財政運営の効率化を図る。 

 

２ 個別方針 

行政の機能を次の３つに分類し、基本方針を踏まえ、合併後の本庁の組織、出先機関な

どについて、整備を図る。 

区分 内容 具体例 

政策企画内部

管理機能 

企画、人事、財政等の全

体にかかる政策企画、総

合的な管理調整などに

関する事務を行う。 

・ 総合計画、都市計画等の策定事務 

・ 予算編成、人事など内部管理事務 

・ 広域的・統一的な処理が必要な事務 など

（環境対策、廃棄物処理、幹線道路の整備

など） 

 

まちづくり 

支援機能 

良好な地域の維持・発展

に取り組むとともに、住

民と協働し、地域自治の

核となる行政サービス

の提供を行う。 

・ 農業や観光などの地域産業の振興 

・ 地域独自のイベントの企画・運営 

・ 文化財の保存 

・ 公園や緑地などの維持管理 

・ 道路や下水道の維持・補修 

・ 自治会活動の支援 など 

 

住民サービス

提供機能 

身近な住民サービスの

提供を行う。 

・ 戸籍、住民基本台帳、国民健康保険、年金

関係などの届出の受付 

・ 戸籍、住民票、市税などの証明書の発行 

・ 市税などの収納 

・ 市民相談 

・ 保健、福祉に関する相談 

・ 保健福祉サービスの提供 

（保育所入所、要介護認定、医療費助成な

どの申請受付、保健師の訪問指導 など）

・ 教育相談 

・ 生涯学習活動の支援 など 

 



（１）本庁組織 

相模原市の本庁機能を基本として、津久井町及び相模湖町の「政策企画内部管理機能」

を統合する。 

 

（２）出先機関 

現在の津久井町及び相模湖町の役場については、政策企画内部管理業務を除き、「まち

づくり支援機能」と「住民サービス提供機能」を担う組織とする。 

現在の津久井町及び相模湖町の出先機関については、住民サービスの低下を招くこと

がないよう、その機能を維持する。 

 

（３）附属機関 

附属機関については、それぞれの所掌事務等を十分に考慮し、同種のものは統合する。

ただし、地域性などから設置する必要があるものは、現行のまま引き継ぐ。 

 

（４）関連行政機関 

   津久井地域において神奈川県が行っている行政サービスのうち、新市が行うものにつ

いては、現行のサービス内容を踏まえ、住民サービスの効果的、効率的な提供の観点か

ら必要な組織の設置に関し、県と協議を行う。 



事務組織の現況比較 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

（平成16年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

市長部局 

 秘書課 

 企画部 

（企画政策課始め10課 

2室） 

総務部 

（総務課始め6課3室） 

財務部 

（財務課始め７課） 

保健福祉部 

（保健福祉総務課始め12課 

1室） 

 保健所 

（地域保健課始め5課） 

 市民部 

（市民生活課始め18課1

室） 

 経済部 

（産業振興課始め4課1室） 

 環境保全部 

（環境対策課始め4課1室） 

 環境事業部 

（清掃総務課始め11課） 

 都市部 

（都市計画課始め8課） 

 建築部 

（建築総務課始め5課） 

 

（平成16年10月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 総務部 

（政策秘書課始め６課） 

 民生環境部 

（町民課始め５課） 

 建設経済部 

（都市計画課始め４課） 

 

議会部局 

 議会事務局 

 

教育委員会部局 

 教育部 

（教育総務課始め２課） 

 

監査委員部局 

 監査委員事務局 

 

選挙管理委員会 

農業委員会 

固定資産評価審査委員会 

 

 

以上４部２１課 

（平成16年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 合併対策室 

 企画政策室 

 総務課 

 財務課 

 税務課 

 防災課 

 町民課 

 契約検査課 

 健康福祉課 

 保険年金課 

 青根診療所 

 児童福祉課 

 中野保育所 

 中央保育所 

 串川保育所 

 串川東部保育所 

 青野原保育所 

 鳥屋児童保育園 

 青根児童保育園 

 都市計画課 

 産業経済課 

 環境課 

 建設課 

 上下水道課 

 

（平成16年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 企画財政課 

 総務課 

 合併推進課 

 税務課 

 町民課 

 健康福祉課 

 こども課 

 産業環境課 

 都市整備課 

 下水道課 

 会計課 

 

教育長部局 

 教育総務課 

 生涯学習課 

 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

議会事務局 

監査委員事務局 

 

 

以上０部１７課 

（平成16年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 総務部 

 企画課 

 総務課 

 税務課 

 民生部 

 町民課 

 牧野支所 

 佐野川支所 

 日連診療所 

 健康福祉課 

 日連保育所 

 産業建設部 

 まちづくり課 

 藤野やまなみ温泉 

 地域整備課 

 上下水道課 

 収入役室 

 

教育長部局 

 教育総務課 

 社会教育課 

 幼稚園 

 (小学校) 

 (中学校) 

 

 

参 考 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

 土木部 

（土木計画課始め8課3室） 

 会計課 

 

議会事務局 

（庶務課始め2課） 

 

教育委員会 

 管理部 

（教育総務課始め4課） 

 学校教育部 

（指導課始め4課） 

 生涯学習部 

（生涯学習課始め8課1室） 

 

選挙管理委員会事務局 

公平委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

固定資産評価審査委員会 

 

消防 

 消防本部 

（消防総務課始め6課） 

 消防署 

（相模原消防署警備課始

め6課） 

 

以上 

２０部１３１課１３課内室 

  串川支所 

 鳥屋支所 

 青野原支所 

 青根支所 

 中央出張所 

 会計課 

  

教育委員会 

 教育総務課 

 生涯学習課 

 生涯学習センター 

 学校給食センター 

 教育研究所 

 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

 

以上０部３９課 

 議会事務局 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

固定資産評価審査委員会 

 

以上３部２１課 

 

 

 



（平成１６年４月１日現在）
　※〈　〉はチームまたはグループ

地 域 保 健 課 40 総務医事班　成人保健企画班   

陽 光 園 63 総務班　療育相談室　第一陽光園
第二陽光園　第三陽光園

相模原福祉事務所 62 管理係　保護班　福祉相談班
南 福 祉 事 務 所 37 管理係　保護班　福祉相談班

大沢・上矢部・相原・文京・古淵・麻溝・
新磯・相武台

障 害 福 祉 課 20 〈総務・施設支援　居宅生活支援〉

746 保育所 382
麻溝台・田名・南大野・相模原・東林・

保健福祉部 保 育 課 23 管理係　保育係

介 護 保 険 課 46 保険班　認定班
子 育 て 支 援 課 26 児童育成班　児童手当係

大沼・南上溝・橋本・陽光台・谷口・

地 域 医 療 課 21 地域医療係　医療給付係   
高 齢 者 福 祉 課 18 〈在宅サービス　施設　いきいき応援〉

保健福祉総合相談課 17 総合相談班　南保健福祉総合相談班 

市
 
 
長

資 産 税 課 63

保 健 福 祉 総 務 課 7
指導監査室 5

賦課班　土地評価班　家屋評価班
南 市 税 事 務 所 18

2,745 地 域 福 祉 課 15 〈福祉推進　地域福祉　民生〉

収納整理班　証明係

253 市 民 税 課 52 諸税証明班　賦課班

契 約 課 14 契約係　用度係
財 務 部 納 税 課 50 納税推進班　収納整理班　収納対策班

〈庶務･総務　税制・財源  文教・民生　

管 財 課 33 管財係　庁舎管理係　車両管理係
　建設・環境経済〉　

助
 
 
役

職 員 厚 生 課 12 厚生係　健康管理係
検 査 課 5
防 災 対 策 課 5

財 務 課 20

職員研修室 5

行 政 改 革 推 進 課 9
　事務能率〉

総 務 部

職 員 課 21 〈人事　制度企画　給与〉
137

法制班　文書係
情報公開室 6
市史編さん室 6

〈行政改革･行政評価　組織･定数･監査　

渉 外 課 4

総 務 課 20

男 女 共 同 参 画 課 4
文 化 国 際 課 10

企 画 部
情 報 シ ス テ ム 課 32 情報化推進班　システム班

124
統計室 11 〈統計解析　統計調査〉

〈文化振興　国際交流〉

広 聴 広 報 課 18

企 画 政 策 課 13

広報班　広聴班
土 地 利 用 調 整 課 9

さがみはら都市みらい研究所　4
パートナーシップ推進課  5

〈政策調整　地方分権推進　都市経営〉
〈市制５０周年記念事業推進〉

東京事務所 3
広 域 行 政 推 進 課 9 〈総務　計画　調整〉

相　模　原　市　行　政　機　構　図　　

面　  積 90.41 ｋ㎡

　　　　　＊チームは斜体文字

総 人 口 620,599   人
世 帯 数 世帯252,039

秘 書 課 7



　一般廃棄物最終処分場整備〉
〈施設計画　南清掃工場建替　　　

小田急相模原駅周辺整備事務所　8 

駐 車 場 対 策 課 12 〈自動車駐車場　自転車対策〉
相模大野駅周辺整備事務所　13 事業計画班　施設整備班

　市街化調整区域〉

〈交通計画　バス交通対策〉

〈庶務・開発審査会  市街化区域　

都 市 計 画 課 12
都 市 交 通 計 画 課 11
開 発 指 導 課 7
開 発 審 査 課 16

収集第三係
相模台収集事務所 30 管理係　収集係

管理係　収集第一係　収集第二係
収集第三係

橋本台収集事務所 100 管理係　収集第一係　収集第二係

南 清 掃 工 場 57 管理係　施設係　操作係　処分地係
環境事業部

北 清 掃 工 場 39 管理係　施設係　粗大ごみ処理係
407

麻溝台収集事務所 106

事業系ごみ対策課 7

管理係　業務係

68 み ど り 対 策 課 13 〈みどりの基本計画推進　相模川計画推進〉
環境保全部 環 境 保 全 課 20 規制指導班　環境検査係

経 済 部
相模川自然の村

64
勤 労 福 祉 課 4
農 政 課 15 〈農政　農産　農地整備〉

商 業 観 光 課 22 商業振興班　観光振興班

助
 
 
役

相 模 台 出 張 所 12
相 武 台 出 張 所 6
東 林 出 張 所 11

産 業 振 興 課 14

麻 溝 出 張 所 6
新 磯 出 張 所 6

田 名 出 張 所 7
上 溝 出 張 所 7

大 野 南 出 張 所 18
大 沢 出 張 所 7

276 大 野 北 出 張 所 12
大 野 中 出 張 所 15

相模原消費生活センター 2
北消費生活センター

市 民 部 橋 本 出 張 所 14

交通・地域安全課 9 〈交通　防犯〉
消 費 生 活 課 5 〈啓発　計量〉

国 民 健 康 保 険 課 48 企画給付班　賦課係　収納班
国 民 年 金 課 10

斎場 4
市民相談室 ８

戸 籍 住 民 課 53 〈調整　戸籍　住民基本台帳

南保健指導班

市 民 生 活 課 13

中央保健センター 59 保健指導班　母子保健班　在宅保健班

保 健 予 防 課 31 感染症予防班　精神保健・難病対策班
保 健 所

生 活 衛 生 課 25 食品衛生班　環境衛生班
167

衛 生 試 験 所 10

母子保健企画班

　　外国人登録　住居表示〉

〈計画･制度　管理　維持補修　整備〉

新都市農業推進室　5

都 市 整 備 課 15 まちづくり推進班　麻溝台・新磯野整備班

環 境 対 策 課 7
ＩＳＯ推進室  4

公 園 課 22

ごみ減量班　リサイクル班

清 掃 総 務 課 8

東 清 掃 事 業 所 18

清 掃 施 設 課 16

廃 棄 物 指 導 課 11
ご み 減 量 推 進 課 12

都 市 部
97



国県道対策室 6

建 築 総 務 課
建 築 指 導 課 8

東林・横山・光が丘・大沼・上鶴間・
大野台・陽光台

小学校　192（55校）・中学校　25（27校）

公民館  35
大沢・上溝・橋本・相原･小山・大野南・
新磯・麻溝・田名・大野北・大野中・
星が丘・清新・中央・相模台・相武台・

橋 本 図 書 館 18 管理係　奉仕係
博 物 館 15 管理係　学芸班

視聴覚ライブラリー 4
相 模 大 野 図 書 館 18 管理係　奉仕係

図 書 館 20 管理係　奉仕係
205 総合学習センター 33 学習支援班　研究・研修班   学習情報班

青 少 年 課 6
生涯学習部 青少年学習センター  6

総合体育館  3
595

北総合体育館  3
総合水泳場 2

教

育

委

員

会

指 導 課 26 企画研修班　教育指導班　支援教育班
教 職 員 課

文化財保護室 7
ス ポ ー ツ 課 15 管理係　スポーツ係

生 涯 学 習 課 15 企画・芸術文化班　成人教育班   
相模原市民ギャラリー 2

10
学校教育部

相模川自然の村野外体験教室  13    管理係　指導班
63

青少年相談センター 12

◎
学 校 施 設 課 32 計画班　施設班　設備班

104 南部学校給食センター 4
清新学校給食センター 4

学 務 課 22 学務係　学校経理係
管 理 部 学 校 保 健 課 10 保健係　給食係

議事班　調査班

教 育 総 務 課 13 総務企画班　職員係

7
21 議 事 調 査 課 13

◎ 議 会 事 務 局 庶 務 課

収
入
役

会 計 課 16 審査係　経理係

下水道班

河 川 整 備 課 15 管理係　整備班
南 土 木 事 務 所 31 管理係　道路補修班　市道整備班     

下 水 道 整 備 課 27 庶務係　汚水整備班　雨水整備班

下 水 道 管 理 課 26 管理係　施設班　普及指導班
下水道料金室 15 〈負担金・使用料　収納確保対策〉

247 道 路 補 修 課 33 調査補修班　安全施設班　狭あい道路班

道 路 整 備 課 25 用地班　都市計画道路班　市道整備班
土 木 部 まちづくり道路班

道 路 管 理 課 34 路政班　境界係　占用係　整理係   

土 木 計 画 課 26 総務調整班　道路計画班　下水道計画班
指導班

住 宅 課 17
26 〈管理　審査　構造　査察　〉建 築 審 査 課

11 〈総務・建築許可　地域計画〉

土木システム推進室 7

〈住宅企画　入居管理　入居指導　
　建設施設管理〉

建 築 部

営 繕 課 21 〈建築　計画調整　設備〉

85



◎ 部局別組織数及び職員定数

※ （　）については、市長事務部局の職員が併任

◎ 助役の事務分担

7 59915

10

合          計 20

山口助役
秘書課、企画部、総務部、財務部、保健福祉部、市民部及び会計課に属する事務並
びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価
審査委員会との連絡に関する事務

89

加山助役
経済部、環境保全部、環境事業部、都市部、建築部、土木部及び消防本部に属する
事務並びに農業委員会との連絡に関する事務

3,995
消 防 1 12

131 13 144

(2)
農 業 委 員 会 事 務 局 1
固定資産評価審査委員会

(5)
監 査 委 員 事 務 局 1 12
公 平 委 員 会 事 務 局 1

46 14 595
選挙管理委員会事務局 1 13
教 育 委 員 会 3 16 1

2,745
議 会 事 務 部 局 1 2 2 21

班課内室
市 長 事 務 部 局 12 100 12 83 66

査 察 指 導 課 5 〈設備　査察〉

部     局     別
組        織        数

職員定数
部 課 係

（グループを含む）

分 署 　警備一部　警備二部　警備三部
（ 大沢・相原 ）

警 備 課 86 管理係
本 署 　警備一部　警備二部　警備三部

査 察 指 導 課 9 〈設備　査察〉

北 消 防 署 92

分 署 　警備一部　警備二部　警備三部
（麻溝台・相陽・東林・大沼・
　相武台・上鶴間）

200 管理係
本 署 　警備一部　警備二部　警備三部

消 防 署 南 消 防 署 210
警 備 課

分 署 　警備一部　警備二部　警備三部
（ 田名・淵野辺・緑が丘・上溝 ）

599
査 察 指 導 課 8 〈設備　査察〉

消
 
防

相 模 原 消 防 署
198 管理係
本 署 　警備一部　警備二部　警備三部

207
警 備 課

◎
指 令 課 24 　指令一部　指令二部　指令三部

予防指導班　危険物保安班
消 防 本 部

警 防 課 7
86

救 急 対 策 課 4

防 災 課 8
予 防 課 10

〈庶務　農地〉
◎ 固定資産評価審査委員会

消 防 総 務 課 12 総務企画班　施設班

◎ 農 業 委 員 会 事 務 局 10

◎ 公 平 委 員 会  事    務    局
◎ 監 査 委 員 事 務 局 12 〈随時監査　定期監査〉

◎ 選 挙管 理委 員会 事 務 局 13



199 人

学校給食センター

交 通 企 画 班

（特別職２人含む）

4

4

4

4

3

8

2

5

3

3

3

4

5

4

3

2

5

4

8

4

5

農 業 委 員 会 事務局：建設経済部経済課

1

2

3

3

5

2

4

2

選 挙 管 理 委 員 会 事務担当：総務部総務課

固定資産評価審査委員会 事務担当：総務部収納課

公 民 館

小倉スポーツ広場

監査委員事務局 監 査 班

9

32

教育相談センター

社 会 教 育 班
生 涯 学 習 課

ス ポ ー ツ 班

人

幼 稚 園
教 育 長

小 学 校
人

教 育 部

21

3

教 育 総 務 課 学 校 教 育 総 務 班

都 市 計 画 課

町 民 税 班
9

9

15

収 納 課 収 納 班

戸 籍 住 民 班

町 民 課 町 民 情 報 班

会 計 班

議 会 事 務 局 総 務 班

商 工 観 光 班
経 済 課

農 政 班
10

城山町行政機構図

民生環境部

建設経済部

人163

町 長

人
（欠）

人41

平成16年10月1日現在

下 水 道 班14

道 路 河 川 班

施 設 管 理 課 公 園 緑 地 班

9

計 画 調 整 班

施 設 整 備 班
都 市 整 備 課

市 街 地 開 発 班

7

児 童 セ ン タ －

高 齢 者 福 祉 班
高齢者福祉課

介 護 保 険 班
8

つ く し の 家

障 害 福 祉 班

子 育 て 支 援 班

中 央 保 育 所

25 人

保 健 予 防 班
保 健 推 進 課

健 康 づ く り 班

助 役 保健福祉センター

8

8

福 祉 調 整 班
65

福 祉 推 進 課

保 険 年 金 班

環 境 班
環 境 防 災 課

防 災 交 通 班

人

人

人

契 約 検 査 班

資 産 税 班
税 務 課

9

財 政 班

財 務 課 管 財 班
52 人

総 務 部

総 務 課 人 事 厚 生 班

電 子 計 算 班12

町 長 政 務 班

企 画 政 策 班
3 人

政 策 秘 書 課

2

4

8

3

6

3

6

5

2

6

3

1

西 部 保 育 所 6

31
中 学 校 1

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

収 入 役

人

人

人

人

人

3

3

6 人

人

人

人

人

人

人

人

1

国県道対策部長※

議 会

教育委員会

監 査 委 員

人

人

人

自 立 研 究 班 2 人
ま ち づ く り 課

9 人

合 併 研 究 班

総 務 班



：平成16年4月1日現在

6

16

15

7

19

6

5

10

7

3
3

20 39
14

233 12

1

55 1

1

1

5

4
13

2

6

2

13

10

4

3

3

3

1

3

　

（1）

（事務局長1）

青 野 原 中 学校

（1）

（1）

（1）

（1）

（12）

庶 務 係
学校給食センター

調 理 係

生 涯 学 習 係

（2）
（所長1）

庶 務 係

事 業 係

（1）

（課長1）

（2）

（2）

（3）

（課長1）

（5）

（4）ス ポ ー ツ 係

（課長1）

（事務局長1）

（事務局長1）

生 涯 学 習 課

（所長1）

事 務 局

生涯学習センター

（1）

（1）
（1）

（課長1・技幹1）

（課長1・専任技幹1）

（課長1・副主幹1・派遣1）

（課長1・補佐1）

用 地 係

工 務 係

（4）

（1）

（課長1）

（1）

（3）

串 川 支 所

鳥 屋 支 所

青 根 支 所

中 央 出 張 所

（3）

青 野 原 支 所

（2）

（4）

（3）

（1）

（3）

（2）

ダ ム 周 辺 整 備 係

平成１６年４月１日現在職員数

（3）

（2）

（3）

（3）

（2）

（7）

（6）

（7）

（4）

産 業 経 済 課 工 務 係

商 工 観 光 係

林 政 係

農 政 係

（4）

（2）

（6）

（15）

バ ス 交 通 係

（課長1）

契 約 検 査 課

（1）

（課長1・専任主幹1）

（4）

（5）

（9）

社 会 福 祉 係

健 康 支 援 係

（課長1）

（9）

（1）

（3）

（課長1）

（課長1）

（課長1）

（2）契 約 検 査 係

（5）

（5）

財 務 課
管 財 係

（4）

（課長1・専任主幹1）

職 員 係

（3）

（2）

（5）

（2）

（室長1）

（室長1） （2）

政 策 調 整 班

電算システム係

（3）

（7）

町 民 課

防 災 係

消 防 交 通 係

戸 籍 住 民 係

湖 周 辺 地 域 係

防 災 課

（課長1・代理1・派遣2）

財 政 係

納 税 係

税 務 課

住 民 税 係

資 産 税 係

収

入

役

会 計 課 出 納 係

事 務 局選 挙 管 理 委 員 会

建 設 課 施 設 係

国 県 道 係

上 下 水 道 課 下 水 道 工 務 係

水 道 係

下 水 道 業 務 係 (財)津久井町開発公社 事 務 局

事 務 局

理
事
長

監 査 係（1）

固定資産評価審査委員会

監 査 委 員

環 境 課
公 園 緑 地 係

許 認 可 指 導 係

（2）

環境対策推進係

農 地 係
農業委員会 事 務 局

農 業 振 興 係

（5）

（2）

（4）

（1）

（2）

（2）

（1）

（1）

庶 務 調 査 係（1）
議 会 事 務 局

議 事 係（2）

青 根 中 学 校

串川東部保育所

青根児童保育園

計 画 指 導 係

串 川 中 学 校

鳥 屋 中 学 校
鳥屋児童保育園

青 野 原 保 育 所（6）

串 川 保 育 所

中 野 中 学 校

根 小 屋 小 学校青 根 診 療 所

青 根 小 学 校

児 童 福 祉 係

中 野 保 育 所

串 川 小 学 校

中 央 小 学 校

鳥 屋 小 学 校

青野原小学校

教

育

委

員

会

中 野 小 学 校

教 育 研 究 所

教
育
機
関

町

長

助

役

（課長1）

健 康 福 祉 課 保 健 係

（5）
（1）

総 務 係

事
務
局

教 育 総 務 課
学 校 教 育 係

生涯学習企画担当

教

育

長

教

育

次

長

企 画 政 策 室 広 報 係

町 政 情 報 係

町 史 編 さ ん 係

総 務 係
総 務 課

合 併 対 策 班合 併 対 策 室

津 久 井 町 行 政 組 織 図

一般職（教育長除く）

特別職（教育長含む）

276人

4人

（5）

（3）

都 市 計 画 課

介 護 保 険 係
保 険 年 金 課

国 保 年 金 係

児 童 福 祉 課

中 央 保 育 所



平成16年4月1日現在
職員数　１１３人（特別職２人を含む）

(併)2 人 (併)

工 務 班

1

3

人

人

(うち併任１人)
(うち併任１人)

人

2 人
2 人

業 務 班農業委員会事務局農 業 委 員 会

事務担当：税務課

2 人

(併)(併)３ 人

選挙管理委員会事務局 書 記

1

1

2 人 2 人

(併)2

1

選 挙 管 理 委 員 会

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員

人

管 理 班

ま ち づ く り 班

人

2

子 育 て 支 援 班

4

人

千 木 良 保 育 園 人

人

国 保 診 療 所 3

健 康 福 祉 課

地 域 福 祉 班

人

健 康 づ く り 班

戸 籍 町 民 班

保 険 年 金 班

2

3

教育委員会

監 査 委 員

人

人

18

議 会

人

人

人

人

人

人

2 人

人

人

人

人

人

3

人

人

人

人

人

人

合 併 推 進 課

税 務 課

5 人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

生 涯 学 習 班
生 涯 学 習 課

人

人

人

中 学 校 2

財 政 班

企 画 調 整 班

老人福祉センター

施 設 班

4

3

3

2

介 護 保 険 班

与 瀬 保 育 園

児 童 班

3

4

2

2

企 画 財 政 課

6 人

庶 務 人 事 班

広 報 統 計 班

11 人

総 務 課 契 約 管 財 班

防 災 交 通 班10

推 進 班

課 税 班

人

人

都 市 整 備 課

5

下 水 道 課

建 設 班7 人

業 務 班

人

92

町 長

人

人

（兼）収入役

こ ど も 課

19 人

8

助 役

相 模 湖 町 行 政 組 織 図

産 業 環 境 課

管 理 収 納 班
8

2

9

会 計 課 出 納 班

町 民 課

人

教 育 長
小 学 校

11

教 育 総 務 課 庶 務 管 理 班

人

幼 稚 園

学 校 教 育 班

監査委員事務局 監 査 班

6 人

議 会 事 務 局 庶 務 班

(併)３ 人

1

2

5

3

1

4

4

1

環 境 班

2

2

相 模 湖 記 念 館

1

1

1

3

4

2

商 工 観 光 班 1

5

内 郷 保 育 園

農 林 班 3



123 人

0

上 下 水 道 課

水 道 班

下 水 道 業 務 班

6

議 会 事 務 局

収 入 役 室
2 人

中 学 校 ( １ 校 )

人

6

小 学 校 ( ７ 校 )

社 会 教 育 課
4 人

1

3

固定資産評価審査委員会

監査委員事務局

農 業 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

事務担当：総務部総務課(4人兼務)

　　(局長＝議会と兼務)

5

2

(監査と兼務)

幼 稚 園 ( １ 園 )

社 会 教 育 班
(県費職員１含)人

地 域 振 興 班

下 水 道 工 務 班

5

5保 健 班

福 祉 班

3

2

人

人

1

(運転手４含)

(部長兼課長以外)

3

2

合 併 推 進 班

広 報 広 聴 班
企 画 調 整 班

3

(運転手２、作業員１、県へ派遣１含)

庶 務 班

戸 籍 住 基 班
保 険 年 金 班

1

3

2
2

4

4

10

4

1

人

牧 野 支 所

13

14 人

8
(所長兼健康福祉課長以外)

2 人

藤野町行政機構図

民 生 部
人

98

町 長

人

（特別職２人含む）

33 人
総 務 部

平成１６年１１月1日現在

道 路 工 務 班7
地 域 整 備 課 道路用地許認可班

1

生活環境都市計画班

交 通 企 画 班

ふじのやまなみ温泉

3

人6

健 康 福 祉 課

町 民 課

(部長兼課長以外)

佐 野 川 支 所

( 不 在 )

1

1
日 連 診 療 所

人

人

33

8

課 税 班
税 務 課

納 税 班
人

総 務 課
財 務 班

15 人

9 人
企 画 課

事務担当：総務部税務課

1

教 育 総 務 課

事務局：産業建設部まちづくり課(2人兼務)

1 人

総務 ・学校教育班

1

9

人

人

人
人

人

人
人

人

人

4

人

人
人
人

8 人

人

人

人

人
人

人

人

人

人
人

人

人

人

人
人

収 入 役

1 人

議 会

教育委員会

1 人

教 育 長

23 人

2出 納

1

人

2

(県費職員１含)

人

介 護 保 険 班 人

人

28 人

4

日 連 保 育 所

6

1
産業建設部

人

人

ま ち づ く り 課



附属機関の現況比較 

 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市表彰審査委員会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 １年 

 津久井町表彰審査委員会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町表彰審査会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 必要時に任命終了

解任 

藤野町表彰審査会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  その都度 

相模原市総合計画審議会 

○委員の数 ２５人以内 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

城山町総合計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 ２年 

津久井町総合計画審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町総合計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

 

藤野町総合計画審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期  ２年 

 

相模原市米軍提供施設跡地利用

対策審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

    

 

相模原市情報公開審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町情報公開審査会  

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ３年 

   

相模原市個人情報保護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町個人情報保護審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ３年 

津久井町情報公開・個人情報保

護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

相模原市個人情報保護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町個人情報保護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ３年 

津久井町情報公開・個人情報保

護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町情報公開・個人情報保

護委員会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 ２年 

藤野町情報公開・個人情報保護

委員会 

○委員の数  ７人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市市史編さん審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市特別職報酬等審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 １年 

城山町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 必要時に任命終了

解任 

津久井町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 審議終了まで 

相模湖町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 必要時に任命終了

解任 

藤野町特別職報酬等審議会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  必要の都度 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市公務災害補償等審査会 

○委員の数 ３人以内 

○委員任期 ３年 

城山町公務災害補償等審査会 

○委員の数 ３人 

○委員任期 ３年 

 

 

 

相模湖町公務災害補償等審査会 

○委員の数  ３人 

○委員任期  ３年 

藤野町公務災害補償等審査会 

○委員の数  ３人 

○委員任期  ３年 

 城山町公務災害補償等認定委員

会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ３年 

  藤野町公務災害補償等認定委員

会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ３年 

相模原市防災会議 

○委員の数 ５０人以内 

○委員任期 職の在任期間 

城山町防災会議 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

相模湖町防災会議 

○委員の数 １７人 

○委員任期  ２年 

藤野町防災会議 

○委員の数  充て１５人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市不動産評価委員会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（藤野町不動産評価委員会を削

除） 

相模原市社会福祉審議会 

○委員の数 ５０人以内 

○委員任期 ２年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期 ３年 

城山町民生委員推薦会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 ３年 

津久井町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人以内 

○委員任期 ３年 

相模湖町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期  ３年 

藤野町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期  その都度 

相模原市地域保健医療審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

相模原市介護認定審査会 

○委員の数 １５０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町介護認定審査会 

○委員の数 ８人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町介護認定審査会 

○委員の数 ９人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町藤野町介護認定審査会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  ２年 

相模湖町藤野町介護認定審査会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  ２年 

相模原市墓地等紛争調停委員会 

○委員の数 ３人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市結核診査協議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市感染症診査協議会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市住居表示審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町住居表示審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

   

相模原市国民健康保険運営協議

会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

城山町国民健康保険運営協議会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

津久井町国民健康保険運営協議

会 

○委員の数 １２人 

○委員任期 ２年 

相模湖町国民健康保険運営協議

会 

○委員の数  ６人 

○委員任期  ２年 

藤野町国民健康保険運営協議会 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市駐留軍関係離職者等対

策協議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 １年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模湖町町有林管理審議会 

○委員の数  ８人 

○委員任期  ４年 

 

相模原市環境審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町環境審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町環境審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

相模原市廃棄物減量等推進審議

会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市都市計画審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町都市計画審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町都市計画審議会 

○委員の数 １５人 

○委員任期 ２年 

相模湖町都市計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町都市計画審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市開発審査会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

 



 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市建築審査会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市屋外広告物審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市ホテル等建築審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市建築紛争調停委員会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市住宅審議会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市下水道事業審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町下水道運営審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町下水道審議会 

○委員の数 １１人 

○委員任期 ２年 

相模湖町下水道審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町下水道審議会 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市児童生徒災害見舞金審

査委員会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 城山町立学校給食センター運営

委員会 

○委員の数 １７人以内 

○委員任期 ２年 

   

相模原市社会教育委員 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町社会教育委員 

○委員の数 １３人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町社会教育委員会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

相模湖町社会教育委員 

○委員の数 １３人 

○委員任期  ２年 

藤野町社会教育委員 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期  ２年 

 

 

 

城山町立公民館運営審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町公民館運営審議会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

相模湖町公民館運営委員会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町立公民館運営審議会 

○委員の数  ５人(１箇所につ

き) 

○委員任期  ２年 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市文化財保護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町文化財保護委員 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

津久井町文化財保護委員会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

相模湖町文化財保護委員会 

○委員の数  ６人 

○委員任期  ２年 

藤野町文化財保護委員会 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市スポーツ振興審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町スポーツ振興審議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

津久井町スポーツ振興審議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

相模原市青少年問題協議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町青少年問題協議会 

○委員の数 １３人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町青少年問題協議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町青少年問題協議会 

○委員の数 １７人 

○委員任期  ２年 

藤野町青少年問題協議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市立図書館協議会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市立博物館協議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市消防賞慰金審査委員会 

○委員の数 ８人以内 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

    

    （藤野町体育指導委員を削除） 

    藤野町立児童館運営審議会 

○委員の数 １２人以内 

○委員任期  ２年 

    藤野町営バス運営協議会 

○委員の数  ６人以内 

○委員任期  ２年 

 

 

 



協議第１６号 
 

行政連絡機構の取扱いについて 
 
行政連絡機構の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 行政連絡機構及び行政連絡業務については、合併時は現行どおりとし、合併後新市

の一体性を確保するために、３年を目途に見直しを行う。 

ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の配布については、自治会運営に支障のない

よう配慮し、合併時に相模原市の制度に統合する。 

 

２ 自治会等への運営や活動に対する助成等は、当面、現行の支援制度を基本とし、合

併後、３年を目途に見直しを行う。 

 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 行政連絡機構の取扱い 

合併時は現行どおりとし、合併後新市の一

体性を確保するために、３年を目途に見直し

を行う。 

ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の配

布については、自治会運営に支障のないよう

配慮し、合併時に相模原市の制度に統合す

る。 

３ 

２ 地域振興嘱託員経費 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町への配置については、配置基準

の見直しとともに新市において検討する。 

４ 

３ 自治会活動助成事業 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を目

途に見直しを行う。 
５ 

４ 
自治会集会所建設等助成事

業 

合併時は現行どおりとし、合併後３年を目

途に見直しを行う。 
７ 

５ 
自治会集会所賃借料助成事

業 

合併時は現行どおりとし、合併後３年を目

途に見直しを行う。 
８ 

６ 防犯灯の維持管理 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を目

途に見直しを行う。 
９ 

７ 防犯灯の設置・指導 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を目

途に見直しを行う。 
１０ 



参 考 

行政連絡機構の現況比較 

1 行政連絡機構に係る機構図

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

 

 

       （1団体） 

 

 

       （18地区） 

 

 

        （432自治会）

 

 

       （159,478世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均   369世帯  

 最小    9世帯 

 最大  4,918世帯

＜加入率＞ 

 市世帯数 252,039

 加入率    63.3％ 

 

 

       （1団体） 

 

 

      （ ） 

    （6,2  

 

 

 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均   519世帯  

小   125世

大 4世

入

世帯数   8,

 加入率    76.4％ 

 

 

       （1団体） 

 

  

      （6地区） 

 

 

       （62自治会） 

 

 

       （8,284世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均    134世帯  

 最小    13世帯 

 最大    890世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数  9,663世帯 

 加入率    85.7％ 

※平成15年4月1日現在 

(調査未了の為)

 

 

       （連合会無し） 

 

 

 （４地区のうち1地区あり） 

 

 

  （35自治会）未組織17 

 

 

      （2,805世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均    80世帯  

 最小    7世帯 

 最大    192世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数 3,666世帯 

 加入率    76.5％ 

 

 

       （連合会無し） 

 

 

       （55自治会） 

 

 

     （3,036世帯） 

 

 

 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均      47世帯 

 最小      6世帯 

 最大     129世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数  3,550世帯 

 加入率    85.5 ％ 

自治会連合会 自治会連合会 自治会連合会   

地区自治会連絡協議会 地区自治会連合 自治会 地区自治会連合 自治会 

自治会加入世帯 自治会 加 自治会 自治会 

自治会加入世帯 自治会加入世帯 自治会加入世帯

＊ 自治会数及び世帯数は、平成16年4月1日現在の数値 

＊ 自治会と加入世帯を結ぶ「班・組」等の制度については割愛した。 

 

 

世帯 
  1,44

率＞ 
自治会
 

 

  

 

 

  
帯 

帯 

155世帯 
12自治会

31世帯）

入世帯
 最

 最

＜加

 町



2 広報紙・回覧文書配布等の行政連絡事務 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

1. 市広報紙（月2回発行） 

配布方法：原則、新聞折り込

み。 

その他：市の施設及び駅で入

手可能。なお、希望者には郵

送にて送付。 

 

 

1. 町広報紙（月2回発行） 

配布方法：1日号は自治会配

布。15日号は新聞折り込

み。 

その他：町の施設及び橋本

駅、町内金融機関、町内ほ

とんどのコンビニエンスス

トアに設置している専用ス

タンドから入手可能。 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会を

通じて配布。代表者宅へ配送

し、加入世帯へ配布する。15

日号は新聞折り込み。 

その他：町施設、郵便局、バ

スターミナルでも入手可能。

原則として、郵送配布は公共

機関のみ。 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会

及び未組織経由、15日号は

新聞折り込み。 

その他：町の施設及び駅で

入手可能。なお、希望者に

は郵送にて送付。 

 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会

及び未組織経由、15日号は

新聞折り込み。 

その他：町の施設及び駅で

入手可能。なお、希望者に

は郵送にて送付。 

 

2. 回覧文書（原則 月2回） 

原則、地区自治会連合会ごと

に情報を収集した、地域情報

紙を作成し、自治会長（又は

広報担当）宅に業者が配布

し、加入世帯に回覧してい

る。 

 

 

2. 回覧文書 

原則、1日号の広報紙配布

にあわせて回覧を依頼す

る。ただし、回覧の可否に

ついては、自治会連合会に

おいて決定する。 

回覧文書については、依頼

者が自治会長の指定する場

所へ必要部数を梱包し持参

する。 

2. 回覧文書（随時） 

町関連については、必要に応

じて、各課が各自治会長宅へ必

要部数を持ち込み、加入世帯に

回覧している。 

また、民間事業者に関するもの

等については、自治連役員会の

承認が必要となる。 

2. 回覧文書（原則 なし） 

原則、回覧はないが、お願

いする場合は、担当課が直

接自治会長等にお願いす

る。 

 

2. 回覧文書（原則 なし） 

原則、回覧はないが、お願

いする場合は、担当課が直

接自治会長等にお願いす

る。 

 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

従来は、市が自治会の要望を

受けて交付したが、平成14年

度をもって廃止した。 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

 

3． 掲示板 

該当なし 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

 

3. 掲示板 

一部の自治会では設置し、

管理を行っている。 

 

 



 

3 住民自治組織に対する支援の状況 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

1. 自治会連合会運営助成金 

（1） 相模原市自治会連合会 

補助金 

       9,660,000円 

（2） 地域情報紙発行、配送費 

補助金 

      13,376,000円 

1. 自治会連合会運営助成金 

  な し 

1. 自治会連合会助成金 

800,000円 

 

1. 自治会連合会運営助成金 

な し 

 

1. 自治会連合会運営助成金 

な し 

 

2. 自治会等活動推進奨励金 

        64,400,000円 

     （＠400円×加入世帯） 

 相模原市自治会連合会に一括 

交付。 

 同連合会から地区自治会連合

会、単位自治会、自治会長の活

動費として交付 

2. 自治会協力謝礼金 

2,932,000円

 均等割額     35,000円 

 世帯割額       244円 

 火災保険料    35,000円 

 自治会館運営費助成 50,000円 

 各自治会へ上記により交付。 

＜地区行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、

自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：225,000円 

世帯割額：   50円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

な し 

 

 

 

 

＜行政連絡員＞ 

目的：町行政の円滑及び効率化を

はかり、住民福祉の増進の

ため、自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：52,750円 

世帯割額： 394.5円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

  な し 

 

 

 

 

＜行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、

自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：19,000円 

世帯割額：  110円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

  な し 

 

 

 

 

＜行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、行

政区ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：26,800円 

世帯割額： 1,270円 

3. コミュニティ助成事業助成金 

         2,500,000円 

3. コミュニティ助成事業助成金

        2,400,000円 

3. コミュニティ助成事業助成金 

         2,500,000円 

3. コミュニティ助成事業助成金

  自治会としては、行ってい

ない。 

広報により募集し、申請を

行っている。 

3. コミュニティ助成事業助成金 

  自治会としては、行ってい

ない。 

  広報により募集し、申請を

行っている。 

＊金額は、平成16年度予算額

 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

4. 自治会等集会所建設補助金 

 （補助内容） 

 ・土地購入 

  購入額の1/2、対象面積200㎡

まで 

 ・建物の購入、建設及び増改築 

  購入額（建設費）の1/2、 

対象面積140㎡まで 

対象単価140千円/㎡まで 

         32,500,000円 

 （その他） 

・自治会集会所建設事業に係る 

融資制度 

  預 託 先：相模原市農業協同

組合 

  預 託 率：融資額の7/10 

  融資利率：年2.0％ 

  融資期間：10年以内 

         54,008,000円 

 

4. コミュニティ施設等整備事業

補助 

 （補助内容） 

 ・集会所の新築 

  経費の1/3以内、限度額 

：15,000千円 

  （用地取得費は含まず） 

 ・集会所の増改築及び修繕 

  経費の1/2以内、限度額 

：2,500千円 

  ただし、身体障害者用のス

ロープ、トイレ、手すり等

の設置については経費の2/3

以内、限度額：2,000千円 

 ・集会所付帯設備の整備 

  経費の1/2以内、限度額 

：1,000千円 

 

               

4. 自治会集会所建設補助金 

 （補助内容） 

 ・土地購入 

  購入額の1/2以内、限度額 

：10,000千円 

  対象面積200㎡まで 

 ・建物の購入、建設及び増改築

  購入額（建設費）の1/3 

  対象面積30㎡以上 

  限度額：一般財源分4,000千円

（500千円以上）

      特定財源分4,000千円

19,967,000円

 （その他） 

・自治会集会所建設事業に係る

融資制度 

  預 託 先：津久井郡農業協同組
合 

  預 託 額：予算の範囲内 

  融資利率：年3.0％ 

  融資期間：10年以内 

         10,000,000円

4. 自治会集会所建設等助成事業

  な し 

 

（その他） 

・町立集会施設を自治会集会

所として利用している自治

会には、管理を委託（管理

補助金を交付） 

（年額：20千円） 

・町立集会施設以外を集会所

として利用している自治会

には、補助金を交付 

（年額：15千円） 

 ・経費の内訳 

  需用費：150千円(応急修繕)

  役務費：272千円(建物共済

費等) 

  補助金：405千円(集会所管

理補助金)

         827,000円 

4. 自治会集会所建設等助成事業 

 （補助内容） 

 ・集会所の新築 

  建設費の70％以内、限度額 

：20,000千円 

  （用地取得費は含まず） 

 ・集会所の増改築等 

  建設費の70％以内、限度額 

：5､000千円 

 ・対象面積 1世帯あたり3㎡

を限度 

 

 

 

5. 自治会等集会所賃借料補助金 

 （補助内容） 

 ・借地 限度面積：200㎡まで 

     補助金額：借地料 

・借家 限度面積：140㎡まで 

     補助金額：家賃（2,45

円/㎡）1か月あたり 

・ 補助率 対象金額の1/2以内 

・ 補助期間 原則10年以内 

         2,628,000円 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成事

業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

＊金額は、平成16年度予算額 

 



 

4 住民自治組織に対するその他の事務 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１． 防犯灯助成費 

(1) 防犯灯維持管理費補助金 

  自治会で維持管理している

防犯灯に対し、年間電気料（4

月分×12か月）の90％及び管

理費として1灯につき年額700

円を補助   105,393,000円 

(2) 防犯灯設置費補助金 

設置費の90％を助成 

        38,000,000円 

1. 防犯灯助成費 

(1) 防犯灯維持管理委託 

  町で設置している防犯灯

の維持管理について各自治

会と委託契約を結ぶ。   

  契約金額：@800×設置灯数

1,355,000円

  電気料は全額町で負担 

(2) 防犯灯設置費補助金 

な し 

1. 防犯灯助成費 

(1) 町が設置した防犯灯を自治

会が管理するにあたり、管理

する経費を１灯につき年額800

円を交付。 

2,356,000円

1. 防犯灯助成費 

自治会には、補助していな

い。 

直接、町が行っている。 

1. 防犯灯助成費 

自治会には、補助していな

い。 

直接、町が行っている。 

２． 団体事務局事務 

  市自治会連合会及び各地区自

治会連合会事務に対する支援 

(1) 自治会連合会事務 

  市民生活課職員及び市自治

会連合会で雇用した非常勤職

員により実施 

  (2) 地区自治会連合会事務（18

地区） 

  市民生活課及び出張所職員、

さらに地域振興嘱託員（市非

常勤特別職）により実施 

２．団体事務局事務 

   町自治会連合会事務に対す

る支援を町民課職員により実

施。 

 

２．団体事務局事務 

町自治会連合会及び各地区自

治会連絡協議会事務に対する支

援 

(1) 自治会連合会事務 

企画政策室職員により実施

(2) 地区自治会連絡協議会事務

(6地区) 

各支所及び出張所職員によ

り実施 

２．団体事務局事務 

  支援は、行っていない。 

２．団体事務局事務 

  支援は、行っていない。 

＊金額は、平成16年度予算

 



 

 

協議第１７号 
 

慣行の取扱いについて 
 
慣行の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年２月１７日提出 

 
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 

１ 市章は、相模原市のものに統合する。 

 

２ 市の花、木、鳥及び色は、相模原市のものに統合する。ただし、合併により改定の

必要があるものについては、新市において検討する。 

 

３ 市民憲章、市民憲章以外の憲章及び宣言並びに市の歌は、相模原市のものに統合す

る。ただし、合併により文言が新市の実情にそぐわなくなるものなどについては、新

市において新たな制定、修正等を検討する。 

 

 



参 考 

 

慣行の現況比較 

 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

章 

 

 

花 アジサイ つつじ ミツバツツジ 山ゆり フ ジ 

木 けやき もみじ ヤマモミジ 桂 カシワ 

鳥 ひばり メジロ うぐいす オシドリ ヤマセミ 

色 みどり なし なし 青 なし 

 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

市町民 

憲章 

相模原市民憲章 

 わたくしたち相模原市民は

相模野の広い台地 相模川の雄

大な流れ 先人より受け継いだ

開拓の精神や伝統を誇りとし

敬愛と協調を高め 住みよい風

格のあるまちへの 限りない発

展を願って この市民憲章を定

めます 

１ 青い空 あふれる 緑 澄

んだ水 うるおいのあるまち

をつくります 

１ いのちを大切にし思いやり

と笑顔で 明るいくらしを築

きます 

１ 心とからだをきたえ はげ

ましあい 希望をもって 働

きます 

１ ものをだいじにし きまり

や約束を守ることを誇りとし

ます 

１ おたがいに学びあい豊かな

市民の文化を育てます 

城山町民憲章 

 わたくしたちは、水と緑に町

民の健やかさがこだまする憩い

あるまち城山の限りない発展を

願って、この町民憲章を定めま

す。 

１ 水と緑を大切にし、住みよ

い環境をつくりましょう。 

１ 健康で仕事に励み、明るい

家庭をつくりましょう。 

１ お互いに助け合い、思いや

りの心を育てましょう。 

１ きまりや約束を守り、よい

習慣を育てましょう。 

１ 教養を高め、豊かな文化を

きずきましょう。 

津久井町民憲章 

わたくしたちは、丹沢山塊や

津久井湖の豊かな水と、歴史に

はぐくまれたこのふるさとを愛

し、限りない発展を願って、こ

こに町民憲章を定めます。 

１．緑と水を大切にし、豊かな

自然から学びましょう。 

１．きまりや約束を守り、心の

かよいあう町をつくりましょ

う。 

１．仕事をおこし、生きがいの

ある健康な家庭をつくりまし

ょう。 

１．学びあい、教養を深め、文

化の高い町にしましょう。 

１．手をつなぎあい、いたわり

あい、平和を守る心を育てま

しょう。 

相模湖町民憲章 

わたくしたちは、水と緑の美

しい自然に恵まれ、歴史と伝統

あるこの地を愛し、いつまでも

文化豊かな住みよい町にするた

めに、この町民憲章を定めま

す。 

１．森や水を大切にし、うるお

いのあるまちをつくりましょ

う。 

１．助け合いの心を持ち、福祉

のまちをつくりましょう。 

１．いのちを大切にし、あかる

いまちをつくりましょう。 

１．きまりをまもり、信頼でき

るまちをつくりましょう。 

１．教養を深め、文化の高いま

ちをつくりましょう。 

藤野町町民憲章 

わたくしたち藤野町民は、豊

かな自然と人間性を基調とし、

健康・ゆとり・人の和を合言葉

に 活力ある町の発展を目指し

て、ここに町民憲章を定めま

す。 

１．ふれあいを深め、助け合い 

住みよい町をつくりましょ

う。 

１．自分から心身をきたえ、健

康で明るい町をつくりましょ

う。 

１．能力と自然を活かした産業

を興し 豊かな町をつくりま

しょう。 

１．学び合い、歴史を守り 文

化の高い町をつくりましょ

う。 

１．知能をみがき、美しい環境

を活かし 活力にみちた町を

つくりましょう。 

 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市核兵器廃絶平和

都市宣言 
城山町非核平和都市宣言

津久井町核兵器廃絶平和

宣言 

相模湖町非核平和都市宣

言 
藤野町非核平和都市宣言 

さがみはら男女共同参画

都市宣言 
    

さがみはら男 平等憲章     女

    
水源文化都市・津久井宣

言 

   ゆとり宣言 ゆとり宣言 

さがみはら健康都市宣言
健康都市宣言（健康都市

しろやま） 
   

   敬老自治体宣言 敬老自治体宣言 

交通安全都市宣言     

相模原市環境宣言     

  津久井町子ども憲章   

相模原市農業 員会憲章     委

  明るい選挙推進の町宣言   

上記以外

の憲章・

宣言 

    
あいさつ運動宣言のまち

宣言 

 

 

 

 

 

 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

歌 

相模原市民の歌 

一．柴胡の原の昔より 

  希望輝く相模原 

  代代の恵みを地にうけ

て 

  幸あるわれら寄るとこ

ろ 

  光が招く明日が呼ぶ 

 

二．実りの波は野に丘に 

  夢も燃えたつ相模原 

  青雲高く生産の 

  平和のけむりたつとこ

ろ 

  建設の歌わきあがる 

 

三．ながれは清くゆうゆう

と 

  絵巻はひらく相模原 

  季節のいろをちりばめ

て 

  文化の花の咲くところ

  われらがまちに栄えあ

れ 

 

城山町民の歌「城山わがま

ち」 

みどり萌えたつ 城山

を 映してめぐる 相模

川  

ゆたかな土よ 湖よ

つつじ花咲き 空青く 

ああ ふるさとに 城

山に きょうも明るく

日が昇る 

 

とおい昔の 住居跡

戦国しのぶ 城のあと 

渡しの船と 高瀬舟

知恵で時代を 超えてき

た 

ああ ふるさとに 城

山に ほこる歴史の あ

とがある 

 

もみじ色増す 竜篭山

はるかに望む 丹沢よ 

伸びゆく力 ここに満

ち こころあわせて ひ

とすじに 

ああ ふるさとは 城

山は 明日をめざして

すすむまち 

なし なし なし 

 

 



協議第１８号 
 

公共的団体等の取扱いについて 
 
公共的団体等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年２月１７日提出 

 
             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 

 

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情

を尊重しながら、次のとおり調整に努める。 
 
１ 共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう調整に努める。 
 
２ 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進

められるよう調整に努める。 
 
３ 独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 
 
 



主 な 公 共 的 団 体 等 の 現 況

専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

企画部会 相模原市国際化推進委員会 津久井国際交流の会

企画部会
相模原市米軍基地返還促進等
市民協議会

財務部会 相模原たばこ商業協同組合

保健福祉部会
（社福）相模原市社会福祉協
議会

（社福）城山町社会福祉協議
会

（社福）津久井町社会福祉協
議会

（社福）相模湖町社会福祉協
議会

（社福）藤野町社会福祉協議
会

保健福祉部会
（社福）相模原市社会福祉事
業団

保健福祉部会
相模原市福祉のまちづくり推
進協議会

保健福祉部会 相模原市保護司会
津久井地区保護司会城山町分
区

津久井地区保護司会津久井分
区

津久井地区保護司会相模湖分
区

津久井地区保護司会藤野分区

保健福祉部会 相模原地区更生保護女性会 津久井地区更生保護女性会 津久井地区更生保護女性会 津久井地区更生保護女性会 津久井地区更生保護女性会

保健福祉部会
相模原市社会を明るくする運
動実施委員会

津久井地区社会を明るくする
運動実施委員会

津久井地区社会を明るくする
運動実施委員会

津久井地区社会を明るくする
運動実施委員会

津久井地区社会を明るくする
運動実施委員会

保健福祉部会 相模原市戦没者遺族会 城山町遺族会 津久井町遺族会 相模湖町遺族会 藤野町町遺族会

保健福祉部会 相模原原爆被災者之会

保健福祉部会 社団法人相模原市医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会

保健福祉部会 社団法人相模原歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会

保健福祉部会 社団法人相模原市薬剤師会

保健福祉部会
社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

保健福祉部会
社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

参　考



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

保健福祉部会 相模原市老人クラブ連合会 城山町老人クラブ連合会 津久井町老人クラブ連合会 相模湖町老人クラブ連合会 藤野町町老人クラブ連合会

保健福祉部会
社団法人相模原市シルバー人
材センター

城山町生きがい事業団 津久井町生きがい事業団 相模湖町生きがい事業団

保健福祉部会 相模原市母子寡婦福祉協議会 津久井町母子福祉会 藤野町母子福祉会

保健福祉部会
相模原市母親クラブ連絡協議
会

保健福祉部会 相模原市児童館連絡協議会

保健福祉部会
町立障害者地域作業所つくし
の家

町立障害者地域作業所津久井
町竹の子作業所

町立障害者地域作業所マーブ
リングハウス

町立障害者等共同作業所たん
ぽぽの家

保健所部会
相模原市食生活改善推進団体
わかな会

城山町食生活改善推進団体 津久井町食生活改善推進団体
相模湖町食生活改善推進団体
（津久志会）

藤野町食生活改善推進団体
(津久志会)

保健所部会
相模原市市民健康づくり運動
普及員連絡会

健康しろやま普及員 健康つくい普及員連絡会 健康さがみこ推進員 ふじのまち健康普及員

保健所部会
さがみはら市民健康づくり会
議

津久井町健康づくり推進協議
会

保健所部会
神奈川県公衆衛生協会相模原
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

保健所部会 相模原食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会

保健所部会 相模原市獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会

保健所部会 相模原環境衛生協会

市民部会 相模原市自治会連合会 城山町自治会連合会 津久井町自治会連合会
相模湖町内郷地区自治会連合
会

市民部会 相模の大凧文化保存会

市民部会 相模原市行政相談員連絡会
城山町行政相談員・人権擁護
委員連絡会

津久井町人権擁護委員等連絡
会

相模湖町人権擁護委員及び行
政相談委員連絡会

藤野町人権擁護委員及び行政
相談委員連絡会

市民部会 相模原市人権擁護委員会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

市民部会
相模原市交通安全都市推進協
議会

城山町交通安全対策協議会 津久井町交通安全対策協議会 相模湖町交通安全対策協議会 藤野町交通安全対策協議会

市民部会 相模原交通安全母の会連合会

市民部会
相模原南交通安全母の会連合
会

市民部会 相模原連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会

市民部会 相模原南連合防犯協会

市民部会 相模原防犯指導員連絡協議会

市民部会
相模原南防犯指導員連絡協議
会

市民部会 相模原市消費者団体連絡会

経済部会 相模原市商工会議所 城山町商工会 津久井町商工会 相模湖町商工会 藤野町商工会

経済部会
首都圏南西地域産業活性化
フォーラム運営委員会

経済部会 神奈川県信用保証協会 神奈川県信用保証協会 神奈川県信用保証協会 神奈川県信用保証協会 神奈川県信用保証協会

経済部会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会

経済部会 相模原市商店会連合会

経済部会 相模原市観光協会 城山町観光協会 津久井町観光協会 相模湖観光協会 藤野町観光協会

経済部会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会

経済部会 つくいエコタウン推進協議会 つくいエコタウン推進協議会 つくいエコタウン推進協議会 つくいエコタウン推進協議会

経済部会 津久井湖遊船協会 津久井湖遊船協会 相模湖遊船協同組合 相模湖遊船協同組合



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会

経済部会 首都圏自然歩道連絡協議会 首都圏自然歩道連絡協議会

経済部会 東海自然歩道連絡協議会 東海自然歩道連絡協議会 東海自然歩道連絡協議会

経済部会
陣場・相模湖ゴミ持帰り運動
推進協議会

陣場・相模湖ゴミ持帰り運動
推進協議会

経済部会 相模湖魚族委員会 相模湖魚族委員会

経済部会
相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

経済部会
相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

経済部会
神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

経済部会 相模原市農業協同組合
津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

経済部会 相模原市園芸連絡協議会 城山町花き温室部会 津久井園芸特産物販売組合

経済部会 津久井町直売事業連絡協議会
藤野町農産物直売所運営協議
会

経済部会 相模原市ブランド協議会 相模湖町特産物推進協議会

経済部会 相模原市水田農業推進会議
城山町地域水田農業推進協議
会

相模湖町水田農業推進協議会
藤野町地域水田農業推進協議
会

経済部会 相模原市果実組合 城山町果樹生産組合 津久井町りんご生産組合

経済部会
相模原市農業体験学習推進協
議会

経済部会 相模原市市民農園運営協議会
城山町ふれあい農園運営協議
会

経済部会
さがみはら市民朝市運営協議
会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会 相模原市認定農業者連絡会

経済部会
相模原市経営・生産対策推進
会議

城山町農業経営・生産対策推
進会議

経済部会 相模原市花卉植木連絡協議会 城山町花き温室部会

経済部会 相模原市養蚕連絡協議会

経済部会
相模原市みどり組合連絡協議
会

経済部会 津久井町鳥獣被害対策協議会

経済部会
相模原市生活改善グループ連
絡会

城山町女性農業者連絡協議会

経済部会 相模原市酪農婦人むつみ会
津久井郡畜産振興協議会
川尻三畜産(酪農・養豚・養
鶏)

津久井郡畜産振興協議会
津久井町酪農振興協議会

津久井郡畜産振興協議会
内郷堆肥生産組合
相模湖酪農部

津久井郡畜産振興協議会
藤野町酪農振興会

経済部会 相模原用水組合連合会
広田水田組合
葉山島開拓事業組合

経済部会
相模原市大沢南部営農組合
相模原市田名西部営農組合

道志新田営農組合

経済部会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会

経済部会
津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

経済部会 城山町農業振興協議会

経済部会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会

経済部会
神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

経済部会 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合

経済部会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会
神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

経済部会 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合

経済部会
土地改良事業団体連合県央支
部

土地改良事業団体連合会津久
井支部

土地改良事業団体連合会津久
井支部

土地改良事業団体連合会津久
井支部

土地改良事業団体連合会津久
井支部

経済部会
相模原市農業経営支援セン
ター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

環境保全部会 相模原の環境をよくする会

環境保全部会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会

環境保全部会 中道志川トラスト協会 中道志川トラスト協会

環境事業部会 相模原市美化運動推進協議会 城山町環境指導員連絡協議会 津久井町環境美化推進協議会
相模湖町環境美化推進委員協
議会

都市部会 与瀬地域まちづくり協議会

都市部会
内郷東地区まちづくり推進協
議会

都市部会 小田急多摩線延伸促進協議会

都市部会
相模原市公共交通整備促進協
議会

都市部会
中央線立川駅以西連続立体化
複々線促進事業連絡会

中央線立川駅以西連続立体化
複々線促進事業連絡会

管理部会 相模原市公立小中学校長会 城山町校長会 津久井町小中学校校長会 相模湖町校長会 藤野町校長会

管理部会 相模原市公立小学校校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会

管理部会 相模原市立中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会

管理部会 相模原市公立小学校教頭会 城山町教頭会 津久井町小中学校教頭会 相模湖町教頭会 藤野町教頭会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

管理部会 相模原市立中学校教頭会 城山町教頭会 津久井町小中学校教頭会 相模湖町教頭会 藤野町教頭会

管理部会 相模原市学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会

管理部会 相模原市学校給食運営協議会

学校教育部会 相模原市青少年相談員協議会

生涯学習部会 相模原市文化協会 城山町文化協会 津久井町文化協会 相模湖町文化協会 藤野町文化協会

生涯学習部会 相模原市民交響楽団

生涯学習部会 相模原市民吹奏楽団

生涯学習部会 相模原市合唱連盟

生涯学習部会
相模原市地域婦人団体連絡協
議会

津久井町婦人会連絡協議会

生涯学習部会
相模原市立小中学校ＰＴＡ連
絡協議会

城山町ＰＴＡ連絡協議会 津久井町ＰＴＡ連絡協議会 相模湖町ＰＴＡ連絡協議会 藤野町ＰＴＡ連絡協議会

生涯学習部会
相模原市女性学習グループ連
絡協議会

生涯学習部会 相模原市公民館連絡協議会

生涯学習部会 相模原市文化財研究協議会

生涯学習部会 相模原市民俗芸能保存協会

生涯学習部会
相模原市体育指導委員連絡協
議会

城山町体育指導委員連絡協議
会

津久井町体育指導委員協議会 藤野町体育指導委員会

生涯学習部会
津久井町体育振興会連絡協議
会

生涯学習部会 財団法人相模原市体育協会 城山町体育協会 津久井町体育協会 相模湖町体育協会 藤野町体育協会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

生涯学習部会
相模原市青少年指導員連絡協
議会

城山町青少年指導員連絡協議
会

津久井町青少年指導員連絡協
議会

相模湖町青少年指導員連絡協
議会

藤野町青少年指導員連絡協議
会

生涯学習部会
相模原市青少年健全育成組織
連絡協議会

藤野町青少年育成連絡協議会

生涯学習部会
相模原市子ども会育成連絡協
議会

城山町青少年育成団体連絡協
議会

津久井町子供会育成団体連絡
協議会

相模湖町子供会育成団体連絡
協議会

藤野町子ども会育成団体連絡
協議会

生涯学習部会 相模原市少年鼓笛バンド連盟

生涯学習部会 相模原ユースネットワーク

生涯学習部会
相模原市少年少女合唱団育成
会

生涯学習部会
ボーイスカウト・ガールスカ
ウト相模原連絡協議会

生涯学習部会
相模原シニア・リーダーズ・
クラブ

生涯学習部会 城山の教育を考える会

農業委員会部会 農地保有合理化法人



協議第１９号 
 
町名・字名の取扱いについて 

  
町名・字名の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 

１ 相模原市の区域内の町（字）の区域及び名称は、現行のとおりとする。 

 

２ 津久井町及び相模湖町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。 

 

３ 津久井町及び相模湖町の区域内の字の名称は、各町の意向を尊重する。 

 

 

 

 



                                  参 考 

 

町名・字名の取扱について 

 

１ 町名・字名の数について 

 

市 町 名 町名の数 字名の数 計 

相模原市 ２９３ １５    ３０８ 

城 山 町 ２１ １５ ３６ 

津久井町 ０ １１ １１ 

相模湖町 ０ ６ ６ 

藤 野 町 ０ ７ ７ 

合 計 ３１４ ５４ ３６８ 

 

※ この表における町名・字名の数について、町名の数は、住居表示実施区域における

町の名称区域の数であり、字名の数は住居表示未実施区域の字の名称区域の数である。 

 

２ 町名・字名の一覧 

 

  別紙のとおり 

 

３ 同一又は類似する町名・字名について 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の町名・字名については、同一又は

類似する町名・字名は存在しない。 

 



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
ア行 上鶴間 カミツルマ

相生一丁目 アイオイ１チョウメ 上鶴間一丁目 カミツルマ１チョウメ
相生二丁目 アイオイ２チョウメ 上鶴間二丁目 カミツルマ２チョウメ
相生三丁目 アイオイ３チョウメ 上鶴間三丁目 カミツルマ３チョウメ
相生四丁目 アイオイ４チョウメ. 上鶴間四丁目 カミツルマ４チョウメ
相原一丁目 アイハラ１チョウメ 上鶴間五丁目 カミツルマ５チョウメ
相原二丁目 アイハラ２チョウメ 上鶴間六丁目 カミツルマ６チョウメ
相原三丁目 アイハラ３チョウメ 上鶴間七丁目 カミツルマ７チョウメ
相原四丁目 アイハラ４チョウメ 上鶴間八丁目 カミツルマ８チョウメ
相原五丁目 アイハラ５チョウメ 上鶴間本町一丁目 カミツルマホンチョウ１チョウメ
相原六丁目 アイハラ６チョウメ 上鶴間本町二丁目 カミツルマホンチョウ２チョウメ
青葉一丁目 アオバ１チョウメ 上鶴間本町三丁目 カミツルマホンチョウ３チョウメ
青葉二丁目 アオバ２チョウメ 上鶴間本町四丁目 カミツルマホンチョウ４チョウメ
青葉三丁目 アオバ３チョウメ 上鶴間本町五丁目 カミツルマホンチョウ５チョウメ
旭町 アサヒチョウ 上鶴間本町六丁目 カミツルマホンチョウ６チョウメ
麻溝台 アサミゾダイ 上鶴間本町七丁目 カミツルマホンチョウ７チョウメ
麻溝台一丁目 アサミゾダイ１チョウメ 上鶴間本町八丁目 カミツルマホンチョウ８チョウメ
麻溝台二丁目 アサミゾダイ２チョウメ 上鶴間本町九丁目 カミツルマホンチョウ９チョウメ
麻溝台三丁目 アサミゾダイ３チョウメ 上溝 カミミゾ
麻溝台四丁目 アサミゾダイ４チョウメ 上溝一丁目 カミミゾ１チョウメ
麻溝台五丁目 アサミゾダイ５チョウメ 上溝二丁目 カミミゾ２チョウメ
麻溝台六丁目 アサミゾダイ６チョウメ 上溝三丁目 カミミゾ３チョウメ
麻溝台七丁目 アサミゾダイ７チョウメ 上溝四丁目 カミミゾ４チョウメ
麻溝台八丁目 アサミゾダイ８チョウメ 上溝五丁目 カミミゾ５チョウメ
新磯野 アライソノ 上溝六丁目 カミミゾ６チョウメ
新磯野一丁目 アライソノ１チョウメ 上溝七丁目 カミミゾ７チョウメ
新磯野二丁目 アライソノ２チョウメ 上矢部 カミヤベ
新磯野三丁目 アライソノ３チョウメ 上矢部一丁目 カミヤベ１チョウメ
新磯野四丁目 アライソノ４チョウメ 上矢部二丁目 カミヤベ２チョウメ
新磯野五丁目 アライソノ５チョウメ 上矢部三丁目 カミヤベ３チョウメ
磯部 イソベ 上矢部四丁目 カミヤベ４チョウメ
鵜野森一丁目 ウノモリ１チョウメ 上矢部五丁目 カミヤベ５チョウメ
鵜野森二丁目 ウノモリ２チョウメ 北里一丁目 キタザト1チョウメ
鵜野森三丁目 ウノモリ３チョウメ 北里二丁目 キタザト２チョウメ
大島 オオシマ 共和一丁目 キョウワ１チョウメ
大野台一丁目 オオノダイ１チョウメ 共和二丁目 キョウワ２チョウメ
大野台二丁目 オオノダイ２チョウメ 共和三丁目 キョウワ３チョウメ
大野台三丁目 オオノダイ３チョウメ 共和四丁目 キョウワ４チョウメ
大野台四丁目 オオノダイ４チョウメ 向陽町 コウヨウチョウ
大野台五丁目 オオノダイ５チョウメ 古淵一丁目 コブチ１チョウメ
大野台六丁目 オオノダイ６チョウメ 古淵二丁目 コブチ２チョウメ
大野台七丁目 オオノダイ７チョウメ 古淵三丁目 コブチ３チョウメ
大野台八丁目 オオノダイ８チョウメ 古淵四丁目 コブチ４チョウメ
大山町 オオヤマチョウ 古淵五丁目 コブチ５チョウメ
小山 オヤマ 古淵六丁目 コブチ６チョウメ
小山一丁目 オヤマ１チョウメ 小町通一丁目 コマチドオリ１チョウメ
小山二丁目 オヤマ２チョウメ 小町通二丁目 コマチドオリ２チョウメ
小山三丁目 オヤマ３チョウメ サ行
小山四丁目 オヤマ４チョウメ 栄町 サカエチョウ

カ行 相模大野一丁目 サガミオオノ１チョウメ
鹿沼台一丁目 カヌマダイ１チョウメ 相模大野二丁目 サガミオオノ２チョウメ
鹿沼台二丁目 カヌマダイ２チョウメ 相模大野三丁目 サガミオオノ３チョウメ
上九沢 カミクザワ 相模大野四丁目 サガミオオノ４チョウメ



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
相模大野五丁目 サガミオオノ５チョウメ 中央一丁目 チュウオウ１チョウメ
相模大野六丁目 サガミオオノ６チョウメ 中央二丁目 チュウオウ２チョウメ
相模大野七丁目 サガミオオノ７チョウメ 中央三丁目 チュウオウ３チョウメ
相模大野八丁目 サガミオオノ８チョウメ 中央四丁目 チュウオウ４チョウメ
相模大野九丁目 サガミオオノ９チョウメ 中央五丁目 チュウオウ５チョウメ
相模台一丁目 サガミダイ１チョウメ 中央六丁目 チュウオウ６チョウメ
相模台二丁目 サガミダイ２チョウメ 千代田一丁目 チヨダ１チョウメ
相模台三丁目 サガミダイ３チョウメ 千代田二丁目 チヨダ２チョウメ
相模台四丁目 サガミダイ４チョウメ 千代田三丁目 チヨダ３チョウメ
相模台五丁目 サガミダイ５チョウメ 千代田四丁目 チヨダ４チョウメ
相模台六丁目 サガミダイ６チョウメ 千代田五丁目 チヨダ５チョウメ
相模台七丁目 サガミダイ７チョウメ 千代田六丁目 チヨダ６チョウメ
相模台団地 サガミダイダンチ 千代田七丁目 チヨダ７チョウメ
相模原一丁目 サガミハラ１チョウメ ナ行
相模原二丁目 サガミハラ２チョウメ 並木一丁目 ナミキ１チョウメ
相模原三丁目 サガミハラ３チョウメ 並木二丁目 ナミキ２チョウメ
相模原四丁目 サガミハラ４チョウメ 並木三丁目 ナミキ３チョウメ
相模原五丁目 サガミハラ５チョウメ 並木四丁目 ナミキ４チョウメ
相模原六丁目 サガミハラ６チョウメ 西大沼一丁目 ニシオオヌマ１チョウメ
相模原七丁目 サガミハラ７チョウメ 西大沼二丁目 ニシオオヌマ２チョウメ
相模原八丁目 サガミハラ８チョウメ 西大沼三丁目 ニシオオヌマ３チョウメ
桜台 サクラダイ 西大沼四丁目 ニシオオヌマ４チョウメ
下九沢 シモクザワ 西大沼五丁目 ニシオオヌマ５チョウメ
下溝 シモミゾ 西橋本一丁目 ニシハシモト１チョウメ
新戸 シンド 西橋本二丁目 ニシハシモト２チョウメ
すすきの町 ススキノチョウ 西橋本三丁目 ニシハシモト３チョウメ
清新一丁目 セイシン１チョウメ 西橋本四丁目 ニシハシモト４チョウメ
清新二丁目 セイシン２チョウメ 西橋本五丁目 ニシハシモト５チョウメ
清新三丁目 セイシン３チョウメ 二本松一丁目 ニホンマツ１チョウメ
清新四丁目 セイシン４チョウメ 二本松二丁目 ニホンマツ２チョウメ
清新五丁目 セイシン５チョウメ 二本松三丁目 ニホンマツ３チョウメ
清新六丁目 セイシン６チョウメ 二本松四丁目 ニホンマツ４チョウメ
清新七丁目 セイシン７チョウメ ハ行
清新八丁目 セイシン８チョウメ 橋本一丁目 ハシモト１チョウメ
相南一丁目 ソウナン１チョウメ 橋本二丁目 ハシモト２チョウメ
相南二丁目 ソウナン２チョウメ 橋本三丁目 ハシモト３チョウメ
相南三丁目 ソウナン３チョウメ 橋本四丁目 ハシモト４チョウメ
相南四丁目 ソウナン４チョウメ 橋本五丁目 ハシモト５チョウメ
相武台一丁目 ソウブダイ１チョウメ 橋本六丁目 ハシモト６チョウメ
相武台二丁目 ソウブダイ２チョウメ 橋本七丁目 ハシモト７チョウメ
相武台三丁目 ソウブダイ３チョウメ 橋本八丁目 ハシモト８チョウメ
相武台団地一丁目 ソウブダイダンチ１チョウメ 橋本台一丁目 ハシモトダイ１チョウメ
相武台団地二丁目 ソウブダイダンチ２チョウメ 橋本台二丁目 ハシモトダイ２チョウメ

タ行 橋本台三丁目 ハシモトダイ３チョウメ
当麻 タイマ 橋本台四丁目 ハシモトダイ４チョウメ
高根一丁目 タカネ１チョウメ 東大沼一丁目 ヒガシオオヌマ１チョウメ
高根二丁目 タカネ２チョウメ 東大沼二丁目 ヒガシオオヌマ２チョウメ
高根三丁目 タカネ３チョウメ 東大沼三丁目 ヒガシオオヌマ３チョウメ
田名 タナ 東大沼四丁目 ヒガシオオヌマ４チョウメ
田名塩田一丁目 タナシオダ１チョウメ 東橋本一丁目 ヒガシハシモト１チョウメ
田名塩田二丁目 タナシオダ２チョウメ 東橋本二丁目 ヒガシハシモト２チョウメ
田名塩田三丁目 タナシオダ３チョウメ 東橋本三丁目 ヒガシハシモト３チョウメ
田名塩田四丁目 タナシオダ４チョウメ 東橋本四丁目 ヒガシハシモト４チョウメ



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
東淵野辺一丁目 ヒガシフチノベ１チョウメ 宮下二丁目 ミヤシモ２チョウメ
東淵野辺二丁目 ヒガシフチノベ２チョウメ 宮下三丁目 ミヤシモ３チョウメ
東淵野辺三丁目 ヒガシフチノベ３チョウメ 宮下本町一丁目 ミヤシモホンチョウ１チョウメ
東淵野辺四丁目 ヒガシフチノベ４チョウメ 宮下本町二丁目 ミヤシモホンチョウ２チョウメ
東淵野辺五丁目 ヒガシフチノベ５チョウメ 宮下本町三丁目 ミヤシモホンチョウ３チョウメ
東林間一丁目 ヒガシリンカン１チョウメ 南台一丁目 ミナミダイ１チョウメ
東林間二丁目 ヒガシリンカン２チョウメ 南台二丁目 ミナミダイ２チョウメ
東林間三丁目 ヒガシリンカン３チョウメ 南台三丁目 ミナミダイ３チョウメ
東林間四丁目 ヒガシリンカン４チョウメ 南台四丁目 ミナミダイ４チョウメ
東林間五丁目 ヒガシリンカン５チョウメ 南台五丁目 ミナミダイ５チョウメ
東林間六丁目 ヒガシリンカン６チョウメ 南台六丁目 ミナミダイ６チョウメ
東林間七丁目 ヒガシリンカン７チョウメ 南橋本一丁目 ミナミハシモト１チョウメ
東林間八丁目 ヒガシリンカン８チョウメ 南橋本二丁目 ミナミハシモト２チョウメ
光が丘一丁目 ヒカリガオカ１チョウメ 南橋本三丁目 ミナミハシモト３チョウメ
光が丘二丁目 ヒカリガオカ２チョウメ 南橋本四丁目 ミナミハシモト４チョウメ
光が丘三丁目 ヒカリガオカ３チョウメ 元橋本町 モトハシモトチョウ
氷川町 ヒカワチョウ ヤ行
富士見一丁目 フジミ１チョウメ 弥栄一丁目 ヤエイ１チョウメ
富士見二丁目 フジミ２チョウメ 弥栄二丁目 ヤエイ２チョウメ
富士見三丁目 フジミ３チョウメ 弥栄三丁目 ヤエイ３チョウメ
富士見四丁目 フジミ４チョウメ 矢部新田 ヤベシンデン
富士見五丁目 フジミ５チョウメ 矢部一丁目 ヤベ１チョウメ
富士見六丁目 フジミ６チョウメ 矢部二丁目 ヤベ２チョウメ
淵野辺一丁目 フチノベ１チョウメ 矢部三丁目 ヤベ３チョウメ
淵野辺二丁目 フチノベ２チョウメ 矢部四丁目 ヤベ４チョウメ
淵野辺三丁目 フチノベ３チョウメ 矢部新町 ヤベシンチョウ
淵野辺四丁目 フチノベ４チョウメ 豊町 ユタカチョウ
淵野辺五丁目 フチノベ５チョウメ 横山一丁目 ヨコヤマ１チョウメ
淵野辺本町一丁目 フチノベホンチョウ１チョウメ 横山二丁目 ヨコヤマ２チョウメ
淵野辺本町二丁目 フチノベホンチョウ２チョウメ 横山三丁目 ヨコヤマ３チョウメ
淵野辺本町三丁目 フチノベホンチョウ３チョウメ 横山四丁目 ヨコヤマ４チョウメ
淵野辺本町四丁目 フチノベホンチョウ４チョウメ 横山五丁目 ヨコヤマ５チョウメ
淵野辺本町五丁目 フチノベホンチョウ５チョウメ 横山六丁目 ヨコヤマ６チョウメ
双葉一丁目 フタバ１チョウメ 横山台一丁目 ヨコヤマダイ１チョウメ
双葉二丁目 フタバ２チョウメ 横山台二丁目 ヨコヤマダイ２チョウメ
文京一丁目 ブンキョウ１チョウメ 陽光台一丁目 ヨウコウダイ１チョウメ
文京二丁目 ブンキョウ２チョウメ 陽光台二丁目 ヨウコウダイ２チョウメ
星が丘一丁目 ホシガオカ１チョウメ 陽光台三丁目 ヨウコウダイ３チョウメ
星が丘二丁目 ホシガオカ２チョウメ 陽光台四丁目 ヨウコウダイ４チョウメ
星が丘三丁目 ホシガオカ３チョウメ 陽光台五丁目 ヨウコウダイ５チョウメ
星が丘四丁目 ホシガオカ４チョウメ 陽光台六丁目 ヨウコウダイ６チョウメ

マ行 陽光台七丁目 ヨウコウダイ７チョウメ
松が枝町 マツガエチョウ 由野台一丁目 ヨシノダイ１チョウメ
松が丘一丁目 マツガオカ１チョウメ 由野台二丁目 ヨシノダイ２チョウメ
松が丘二丁目 マツガオカ２チョウメ 由野台三丁目 ヨシノダイ３チョウメ
御園一丁目 ミソノ１チョウメ ワ行
御園二丁目 ミソノ２チョウメ 若松一丁目 ワカマツ１チョウメ
御園三丁目 ミソノ３チョウメ 若松二丁目 ワカマツ２チョウメ
御園四丁目 ミソノ４チョウメ 若松三丁目 ワカマツ３チョウメ
御園五丁目 ミソノ５チョウメ 若松四丁目 ワカマツ４チョウメ
緑が丘一丁目 ミドリガオカ１チョウメ 若松五丁目 ワカマツ５チョウメ
緑が丘二丁目 ミドリガオカ２チョウメ 若松六丁目 ワカマツ６チョウメ
宮下一丁目 ミヤシモ１チョウメ



町名・字名の一覧(城山町） 町名・字名の一覧（津久井町）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
ア行 ア行

小倉 オグラ 青根 アオネ
カ行 青野原 アオノハラ

川尻 カワシリ 青山 アオヤマ
久保沢一丁目 クボサワ１チョウメ 太井 オオイ
久保沢二丁目 クボサワ２チョウメ タ行
久保沢三丁目 クボサワ３チョウメ 鳥屋 トヤ

サ行 ナ行
城山一丁目 シロヤマ１チョウメ 長竹 ナガタケ
城山二丁目 シロヤマ２チョウメ 中野 ナカノ
城山三丁目 シロヤマ３チョウメ 根小屋 ネゴヤ
城山四丁目 シロヤマ4チョウメ マ行

タ行 又野 マタノ
谷ヶ原一丁目 タニガハラ１チョウメ 三井 ミイ
谷ヶ原二丁目 タニガハラ2チョウメ 三ヶ木 ミカゲ

ナ行
中沢 ナカザワ

ハ行
葉山島 ハヤマジマ
原宿一丁目 ハラジュク１チョウメ 町名・字名の一覧（相模湖町）
原宿二丁目 ハラジュク２チョウメ
原宿三丁目 ハラジュク３チョウメ 町名・字名 ヨミガナ
原宿四丁目 ハラジュク４チョウメ ア行
原宿五丁目 ハラジュク５チョウメ 小原 オバラ
原宿南一丁目 ハラジュクミナミ１チョウメ サ行
原宿南二丁目 ハラジュクミナミ２チョウメ 寸沢嵐 スワラシ
原宿南三丁目 ハラジュクミナミ３チョウメ タ行
広田 ヒロタ 千木良 チギラ

マ行 ヤ行
町屋一丁目 マチヤ１チョウメ 与瀬 ヨセ
町屋二丁目 マチヤ２チョウメ 与瀬本町 ヨセホンチョウ
町屋三丁目 マチヤ３チョウメ ワ行
町屋四丁目 マチヤ４チョウメ 若柳 ワカヤナギ
向原一丁目 ムカイハラ１チョウメ
向原二丁目 ムカイハラ２チョウメ
向原三丁目 ムカイハラ３チョウメ

ワ行 町名・字名の一覧（藤野町）
若葉台１丁目 ワカバダイ１チョウメ
若葉台２丁目 ワカバダイ２チョウメ 町名・字名 ヨミガナ
若葉台３丁目 ワカバダイ３チョウメ ア行
若葉台４丁目 ワカバダイ４チョウメ 小渕 オブチ
若葉台５丁目 ワカバダイ５チョウメ サ行
若葉台６丁目 ワカバダイ６チョウメ 佐野川 サノガワ
若葉台７丁目 ワカバダイ７チョウメ 澤井 サワイ

ナ行
名倉 ナグラ

ハ行
日連 ヒヅレ

マ行
牧野 マギノ

ヤ行
吉野 ヨシノ



協議第２０号 
 

土地利用の取扱いについて 
 
 土地利用の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 

 
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 
 
 土地利用の取扱い（都市計画区域及び区域区分等）については、土地利用の規制の急激な

変化を避けるため、現行のまま新市に引き継ぎ、住民の意向を踏まえた中で、合併後の新市

において検討する。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 
都市計画の調査研究、計画策

定、指導及び推進 

 市町村マスタープランは、合併後３年以内に

新市において策定する。なお、新市の市町村マ

スタープランが策定されるまでの間は、新市建

設計画を基本とし、地域的な課題等について

は、市及び各町の市町村マスタープランを尊重

しながら運用する。 

１２ 

２ 

都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針の策定及び推

進 

 現行のまま新市に引き継ぐ。なお、策定等に

あたっては、合併後新市において検討する。 
１３ 

３ 
区域区分、地域地区、地区計

画等の決定及び変更 

 現行のまま新市に引き継ぐ。なお、決定等に

あたっては、合併後新市において検討する。 
１４ 

 
 
 
 



参 考 

 

都市計画の現況比較 

 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

都市計画区域 

市全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模原都市計画） 

 

町全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模原都市計画） 

 

町域の一部が都市計画

区域に指定されてい

る。 

（津久井都市計画） 

 

町全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模湖都市計画、藤

野町の町域の一部を含

む） 

町域の一部が都市計画

区域に指定されてい

る。 

（相模湖都市計画、相

模湖町の全域を含む） 

区域区分 

都市計画区域について

無秩序な市街化を防止

し、計画的な市街化を

図るため、区域区分

（市街化区域と市街化

調整区域）を定めてい

る。 

区域区分を定めてい

る。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

用途地域 
用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

市町村マスタープラン 

議会の議決を経て定め

られた市町村の建設に

関する基本構想並びに

都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針に

即して、市町村の都市

計画に関する基本的な

方針（市町村マスター

プラン）を定めてい

る。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

 

  



協議第２１号 
 

上下水道事業の取扱いについて 
 
上下水道事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 

平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 

 

１ 水道事業 

津久井町の水道事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。なお、合併後、津久井町青根地区の町営

簡易水道事業のあり方について検討する。 

 

２ 下水道事業 
（１） 公共下水道事業受益者負担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

津久井町、相模湖町の単位負担金額については、合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

（２） 公共下水道事業受益者分担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

津久井町、相模湖町の単位分担金額については、合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

（３） 公共下水道使用料については、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。なお、新市に 
おいて改定時期及び減免規定の見直しを行う。 

 
調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 水道事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、合併後、津久

井町青根地区の町営簡易水道事業のあり方につい

て検討する。 

１５ 

２ 公共下水道事業受益者負担金 

津久井町、相模湖町における受益者負担金制度の

取扱いについては、原則として合併時に相模原市の

制度に統合する。 

ただし、単位負担金額については、津久井町、相

模湖町の両町が都市計画法上の区域区分をしてい

ないため、統合することによって単価格差が生じる

こと、また、それぞれの地域で金額設定がなされた

経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降の新市に

おいて負担区制度等についての整理・調整を行い、

合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

なお、それまでの間は現行の津久井町、相模湖町

の単位負担金額を引き続き適用する。 

１８ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

３ 公共下水道事業受益者分担金 

津久井町、相模湖町における受益者分担金制度の

取扱いについては、原則として合併時に相模原市の

制度に統合する。 

ただし、単位分担金額については、津久井町、相

模湖町の両町が都市計画法上の区域区分をしてい

ないため、統合することによって単価格差が生じる

こと、また、それぞれの地域で金額設定がなされた

経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降の新市に

おいて負担区制度等についての整理・調整を行い、

合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

なお、それまでの間は現行の津久井町、相模湖町

の単位分担金額を引き続き適用する。 

２１ 

４ 公共下水道使用料 

津久井町、相模湖町における公共下水道使用料の

取扱いについては、原則として合併時に相模原市の

制度に統合する。 

なお、新市において改定時期及び減免規定の見直

しを行う。 

２４ 

５ 下水道普及啓発事業      合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７ 

６ 下水道事業審議会経費     合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８ 

７ 
相模川流域下水道維持管理負担

金      
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９ 

８ 隣接市町下水道施設利用負担金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０ 

９ 相模川流域下水道建設負担金  

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、協定書については、合併後速やかに締結す

る必要がある。 

３１ 

１０ 下水道基本計画策定事業    

原則として合併後３年以内に相模原市の制度に

統合する。 

なお、新市の下水道基本計画、都市計画決定、事

業認可の延伸については、計画・認可の期間内で、

策定・手続きを行う。 

３２ 

１１ 登録等手数料     合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３ 

１２ 都市下水路等維持補修管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１３ 雨水浸透施設設置助成事業   

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に雨水対策の整備方針を定める必要

がある。 

３５ 

１４ 水洗化促進事業        

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、津久井町で行っている助成金制度は一元

化し、新市に引き継ぐ。 

３６ 

１５ 水質管理事業         合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７ 

１６ 
公共下水道施設維持管理補修事

業           
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３８ 

１７ 公共下水道不明水浸入対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９ 

１８ 
公共下水道整備済区域内におけ

る公共汚水ますの設置 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０ 

１９ 
排水設備に係る申請の審査並び

に工事の指導及び検査 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１ 

２０ 

指定下水道工事店及び排水設備

工事責任技術者の審査、登録等

事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ４２ 

２１ 排水施設の指導及び検査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４３ 

２２ 除害施設の指導 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４４ 

２３ 流域下水道に関する事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４５ 

２４ 
私設下水道組合の指導、工事の

検査等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４６ 

２５ 私設下水道施設の移管事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４７ 

２６ 相模川流域下水道事業助成金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、協定書については、合併後速やかに締結す

る必要がある。 

４８ 

２７ 水洗便所改造等利子補給金 

合併時に廃止し、水洗化促進事業に移行する。 

ただし、合併時までに契約されているものについ

ては、最長で３年間存続させる。 

４９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

２８ 私設汚水ポンプ設置助成金 

合併時に廃止する。 

ただし、現地の状況等を勘案したなかで対応方針

を決める。 

５０ 

２９ 
上下水道料金管理システム経費

負担金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５１ 

３０ 
下水道法に規定する供用開始及

び処理開始 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５２ 

３１ 都市下水路等調査測量設計委託 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５３ 

３２ 排水路整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５４ 

３３ 公共下水道測量設計等委託   

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５５ 

３４ 公共下水道整備補助事業    

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５６ 

３５ 面整備事業          

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５７ 

３６ 負担金、補償費等       合併時に相模原市の制度に統合する。 ５８ 

３７ 雨水幹線整備補助事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における整

備方針を定める必要がある。 

５９ 

３８ 合流式下水道の改善 

現行のまま新市に引き継ぐ。（２町は分流式の下

水道計画であり、合流式で整備された区域はなく改

善の必要がない。） 

６０ 

 
 



参 考 

 

上下水道事業の現況比較 

 

１ 水道事業の取扱い 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

水道事業 

1ヶ月あたり

の平均使用料

（消費税込み）

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 

    2,300円 
（相模原営業所管内） 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,849円 
（津久井営業所管内） 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,849円 
（津久井営業所管内） 
 
町で簡易水道事業を実施

（定額制） 
    1,680円 
 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,849円 
（津久井営業所管内） 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
   2,849円 
（津久井営業所管内） 
 
町で簡易水道事業を実施 
（従量制） 
(家事用・業務用) 
(浴場用・一時用有) 
牧野中央簡易水道 
   3,634円 
葛原簡易水道 
   2,924円 
篠原簡易水道 
   2,396円 



２ 下水道事業の取扱い 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

公共下水道事業

受益者負担金 

 

 

1㎡当り270円 
納期：7,9,11,2月 
 
 

1㎡当り300円 
納期：6,9,11,1月 
 
 

1㎡当り378円 
納期：6,9,11,1月 
 
 

1㎡当り 
第1負担区398円 
第2負担区411円 
納期：6,9,11,1月 
 

1㎡当り 
第1負担区430円 
第2負担区 未定 
納期：6,9,11,1月 
 

公共下水道事業

受益者分担金 

 

 

 

1㎡当り490円 
納期：7,9,11,2月 
 

該当なし 
 
 
 

1㎡当り378円 
納期：6,9,11,1月 
 
 

1㎡当り 
第1負担区398円 
第2負担区411円 
納期：6,9,11,1月 
 

1㎡当り 
第1負担区430円 
第2負担区 未定 
納期：6,9,11,1月 
 

下水道使用料 

一 般 世 帯

（20m3/月使

用）における

使用料（消費

税込み） 

1,737円 
 
 
 

1,948円 
 

  1,904円 
 

1,533円 
 

   1,638円 

 
  

 

  



協議第２２号 

 
   地方税の取扱いについて 

 
 地方税の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 個人市町民税の均等割及び所得割の税率については、現行のとおりとし、普通徴収の納

期については、相模原市の制度に統合する。 

 

２ 法人市町民税の均等割の税率については、現行のとおりとする。 

法人税割の税率については、相模原市の制度に統合する。ただし、合併年度に限り、不

均一課税を実施する。 

 

３ 固定資産税の税率については、現行のとおりとし、納期については、相模原市の制度に

統合する。 

 

４ 軽自動車税の税率及び納期については、相模原市の制度に統合する。 

 

５ 事業所税については、相模原市の制度を適用する。ただし、合併年度及びこれに続く５

年度に限り、課税免除を実施する。 

 

 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 個人の市・県民税の取扱い 

普通徴収の納期については、合併時に相模原

市の制度に統合する。 

 均等割の非課税基準については、合併時に相

模原市の制度に統合する。 

７０ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

２ 法人市民税の取扱い 

法人税割の税率については、合併時に相模原

市の制度に統合する。ただし、合併年度に限り

不均一課税を実施する。 

７１ 

３ 固定資産税の取扱い 
納期については、合併時に相模原市の制度に

統合する。 
７２ 

４ 軽自動車税の取扱い 

納期については、合併時に相模原市の制度に

統合する。 

 小型特殊の農耕作業用の税率については、合

併時に相模原市の制度に統合する。 

７３ 

５ 事業所税の取扱い 

合併により新たに課税対象となる事業所等に

ついては、合併年度とこれに続く５年度に限り

課税免除とする。 

７４ 

６ 市たばこ税の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７５ 

７ 入湯税の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７６ 

８ 都市計画税の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７７ 

 



参 考 

地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

個人市 

町民税 

(1) 均等割の税率 

3,000円 

(2) 所得割の税率 
200万円以下の金額   3％ 

200万円を超える金額 8％ 

700万円を超える金額10％ 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/1～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 

 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/15～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

  相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 

 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/16～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

   相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 

 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/16～6/30 

第2期 8/16～8/31 

第3期 10/16～10/31

第4期 1/16～1/31 

(1) 均等割の税率 

   相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 

 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/15～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

法人市 

町民税 

(1) 均等割の税率 

   5万円～300万円 

(2) 法人税割の税率 
（資本金等） （税率） 

10億円以上 14.7％ 

5億円以上 13.5％ 

5億円未満 12.3％ 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 
（資本金等） （税率）

5億円以上 14.7％

2億円以上 13.5％

2億円未満 12.3％

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

 

 

(1)均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

(1)均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

固 定 

資産税 

(1) 税率 1.4％ 

 

(2) 納期 

第1期 5/1～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 9/1～9/30 

第4期 12/1～12/25 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/16～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/28 

第4期 2/1～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/16～5/31 

第2期 7/16～7/31 

第3期 12/16～12/25

第4期 2/16～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日 

 

  



地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

軽自動 

車 税 

(1) 税率 

・原付1,000円～2,500円 

・軽自2,400円～7,200円 

・小型特殊 

農耕作業用  1,000円 

その他    4,700円 

・二輪小型自動車4,000円 

 

(2) 納期 5／11～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ

・軽自  相模原市と同じ

・小型特殊 

農耕作業用  1,600円

その他 相模原市と同じ

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ

(2) 納期 5／11～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ

・軽自  相模原市と同じ

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円

  その他 相模原市と同じ

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ

(2) 納期 5／16～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ

・軽自  相模原市と同じ

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円

  その他 相模原市と同じ

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ

(2) 納期 5／16～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ 

・軽自  相模原市と同じ 

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円 

  その他 相模原市と同じ 

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ 

(2) 納期 5／15～31 

入湯税 (1) 税率 

１人１日１５０円 

(2) 課税免除 

 ・年齢１２歳未満の者 

 ・共同浴場又は一般公衆浴

場に入湯する者 

 ・入湯料金が1,000円以下

の公衆浴場に入湯する者 

課税対象外 (1) 税率 

１人１日１５０円 

(2) 課税免除 

 ・年齢１２歳未満の者 

 ・共同浴場又は一般公衆浴

場に入湯する者 

 ・入湯料金が1,000円以下

の公衆浴場に入湯する者

課税対象外 (1) 税率 

１人１日１５０円 

(2) 課税免除 

 ・年齢満１２歳未満の者 

 ・共同浴場又は一般公衆浴

場に入湯する者 

事 業 

所 税 

(1) 税率 

・資産割 

  事業所床面積1㎡当り600円 

 ・従業者割 

従業者給与総額の0.25％ 

(2) 免税点 

 ・資産割 
市内の全事業所等の面積が 

1,000㎡以下 

・従業者割 

従業者100人以下 

課税対象外 課税対象外 課税対象外 課税対象外 

  



地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

都 市 計

画税 

(1) 税率 0.3％ 

(2) 納期 

第1期 5/1～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 9/1～9/30 

第4期 12/1～12/25 

(1) 税率 0.3％ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日

課税なし 課税なし 課税なし 

 

  



協議第２３号 
 

国民健康保険事業の取扱いについて 
 
 国民健康保険事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
国民健康保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、国

民健康保険診療所管理運営事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 国民健康保険税の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７８ 

２ 証明手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８２ 

３ 
各種国民健康保険組合補助

金        

合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

補助金の額等については見直しを図る。 
８３ 

４ 
診療報酬明細書点検嘱託員

経費       
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８４ 

５ 
国民健康保険団体連合会負

担金       
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８５ 

６ 
保険税収納率向上特別対策

事業      
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８６ 

７ 運営協議会経費      合併時に相模原市の制度に統合する。 ８７ 

８ 療養給付費        合併時に相模原市の制度に統合する。 ８８ 

９ 療養費          合併時に相模原市の制度に統合する。 ９０ 

１０ 診療報酬審査支払手数料  合併時に相模原市の制度に統合する。 ９１ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１１ 高額療養費      合併時に相模原市の制度に統合する。 ９２ 

１２ 移送費        合併時に相模原市の制度に統合する。 ９４ 

１３ 出産育児一時金      合併時に相模原市の制度に統合する。 ９５ 

１４ 葬祭費          合併時に相模原市の制度に統合する。 ９６ 

１５ 精神・結核医療付加金   合併時に相模原市の制度を適用する。 ９７ 

１６ 老人保健拠出金      合併時に相模原市の制度に統合する。 ９８ 

１７ 介護納付金        合併時に相模原市の制度に統合する。 ９９ 

１８ 
高額医療費共同事業医療費

拠出金      
合併時に相模原市の制度に統合する。 １００

１９ 退職者医療共同事業拠出金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １０１

２０ 健康診査等委託事業    合併時に相模原市の制度を適用する。 １０２

２１ 人間ドック助成事業    
合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

助成額については見直しを図る。 
１０３

２２ 疾病分類調査委託事業   合併時に相模原市の制度を統合する。 １０４

２３ 

国民健康保険事業に係る限

度額適用・標準負担額減額

の認定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １０５

２４ 
国民健康保険事業に係る一

部負担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０６

２５ 
国民健康保険事業に係る特

定疾病に係る認定 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０７

２６ 
被保険者資格の認定及び被

保険者証等の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０８

２７ 
国民健康保険診療所管理運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１０



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

２８ 財政調整基金 
相模原市においても基金の設置を検討し、合

併時に統合する。 
１１２

２９ 医療費通知 
相模原市においても神奈川県国民健康保険団

体連合会への委託を検討し、合併時に統合する。 
１１３

３０ 調整交付金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１４

３１ 第三者行為 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１５

３２ 不当利得 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１６

 

 



国民健康保険事業の現況比較 

１ 国民健康保険税 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

参 考 
【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

（前年中の総所得金額－基礎控

除）の５．７％ 

②資産割 

固定資産税額（土地・家

屋）の１３．２％ 

③均等割額（１人当たり年間） 

２１，９００円 

④平等割額（１世帯当たり年間） 

２２，２００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

（前年中の総所得金額－基礎控

除）の１．０％ 

②資産割 

固定資産税額（土地・家

屋）の３．５％ 

③均等割額（１人当たり年間） 

４，５００円 

④平等割額（１世帯当たり年間） 

４，８００円 

課税限度額 

７０，０００円 

【納期】 

  １０期 

  ６月～３月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．６５％ 

 

②資産割 

３５．０３％ 

 

③均等割額 

２２，６６０円 

④平等割額 

１９，８１０円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．０５％ 

 

②資産割 

７．１０％ 

 

③均等割額 

６，２００円 

④平等割額 

３，８００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ８期 

  ７月～２月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．０％ 

 

②資産割 

３９．０％ 

 

③均等割額 

２１，５００円 

④平等割額 

２５，０００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．１％ 

 

②資産割 

７．９％ 

 

③均等割額 

４，７００円 

④平等割額 

５，３００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  １２期 

  ４月～３月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．５％ 

 

②資産割 

４０．０％ 

 

③均等割額 

２５，２００円 

④平等割額 

２５，９００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．０５％ 

 

②資産割 

７．０％ 

 

③均等割額 

６，０００円 

④平等割額 

６，０００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ８期 

  ７月～２月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

５．７％ 

 

②資産割 

３９．５％ 

 

③均等割額 

１８，２００円 

④平等割額 

２０，０００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

０．８５％ 

 

②資産割 

９．８７％ 

 

③均等割額 

３，９００円 

④平等割額 

４，６００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ６期 

  4.6.8.10.12.2月 

  



２ 各種国民健康保険組合補助金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

国民健康保険事業に要する費用

に対し、補助金を交付。 

平成１６年度予算 

当該年度の４月１日現在におい

て、住所を有する者、若しくはそ

の従事者に単価を乗じた額 

・ 神奈川県建設連合国民健康

保険組合（８，５０４人） 

・ 神奈川県医師国民健康保険

組合（８１０人） 

・ 神奈川県歯科医師国民健康

保険組合（８７０人） 

・ 神奈川県建設業国民健康保

険組合（２，２８０人） 

・ 神奈川県薬剤師国民健康保

険組合（２２０人） 

・ 神奈川県食品衛生国民健康

保険組合（１，３００人） 

 ６団体合計 

 １３，９８４人×２５０円  

      ≒３，４９５千円 

・ 建設連合（神奈川支部）国

民健康保険組合 

２４７人×１２５円≒ 

３０千円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

２８８人×１５０円＝ 

４３，２００円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

８５０人×１５０円＝ 

１２７，５００円 

国民健康保険事業に要する費用

に対し、補助金を交付。 

平成１６年度予算 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合補助金 

１９４人×１５０円≒ 

３０千円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

８５人×１５０円＝ 

  １２，７５０円 

 

  



３ 国民健康保険税収納率向上特別対策事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

主として、収納推進員による保

険税未納分の徴収を進めるほか、

サーバーを利用した滞納整理を推

進し、収納率向上を図る。 

 

 

 

・収納率向上対策本部会議の設

置 

・休日納税相談 年６回 

・休日臨戸訪問 年３回 

（管理職２回） 

・夜間納税相談 年３回 

（１２日） 

・夜間臨戸訪問 年１回 

（６日） 

・滞納整理強化月間 年３回 

 

◎ 短期被保険者証交付期間 

６月 

 

・ 短期被保険者証の交付世帯の

うち納付相談または納付指導に

応じようとしない世帯等に被保

険者資格証明書を交付 

主として、収納課による保険税

未納者の個人情報管理を行い、徴

収を進めるほか、サーバーを利用

した滞納整理を行い収納率の向上

を図る。 

 

 

・夜間来庁納付約束のみ夜 

間対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

主として、収納対策特別班によ

る保険税未納者の個人情報管理を

行い、徴収を進めるほか、サーバ

ーを利用した滞納整理を行い収納

率の向上を図る。 

 

 

・収納対策会議設置 

・休日臨戸訪問 年３回 

・夜間窓口開設 月２回 

（４名～５名） 

 

 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

 主として、税務課管理収納班に

よる保険税未納者の個人情報管理

を行い税務課及び全課の課長、課

長補佐、主幹で構成された特別収

納対策班により滞納整理を行い収

納率の向上を図る。 

 

・収納対策会議設置 

・休日臨戸訪問 毎月１回 

４名（２班） 

・夜間徴収及び夜間窓口開 設

年６回 

（１回につき１週間） 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

 主として、税務課納税班による

保険税未納者の個人情報管理を行

い、税務課及び部課長で構成され

た特別滞納整理班及び税務課納税

班と町民課職員の徴収班により収

納率の向上を図る。 

 

・夜間臨戸訪問 

年１２回 

２名一組で3～4班 

・滞納整理強化月間 

  年１回 

２名一組で１４班 

        (３日間) 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期  

 間 １月・３月・６月 

 

・同左 

  



４ 国民健康保険運営協議会 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 審議事項 

・ 国民健康保険の給付に関す

る事項 

・ 国民健康保険税に関する事

項 

・ その他国民健康保険に関す

る重要な事項 

② 委員定数 １３名 

(1) 被保険者を代表する委員４名 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代 

表する委員 ４名 

(3) 公益を代表する委員 ４名 

(4) 被用者保険等保険者を代表す

る委員 １名 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

日額 １２，６００円 

 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数 ６名 

(1)  同左  ２名 

(2)  同左  ２名 

 

(3)  同左  ２名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３７，５００円 

委員 年額 

３５，５００円 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数 １２名 

(1)  同左   ４名 

(2)  同左   ４名 

 

(3)  同左   ４名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 日額 

 ８，０００円 

委員 日額 

 ７，４００円 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数  ６名 

(1)  同左   ２名 

(2)  同左   ２名 

 

(3)  同左   ２名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３４，０００円 

委員 年額 

３２，０００円 

 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数  ９名 

(1)  同左   ３名 

(2)  同左   ３名 

 

(3)  同左   ３名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３５，７００円 

委員 年額 

３０，６００円 

 

 

 

  



５ 高額療養費 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

一部負担金の支払いが困難な人

に限って適用されるもので、自己

負担限度額だけを医療機関へ支払

い、被保険者が申請して受けとる

べき高額療養費に相当する額を保

険者が直接医療機関へ支払う制

度。 

平成１５年度委任払実績 

１，９０７件 

３１１，１８８，０００円 

◎ 高額療養費資金貸付  

該当なし 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

平成１５年度委任払実績 

６０件 

７，７１４，３５０円 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

国民健康保険法第５７条の２の

規定による高額療養費の支給を受

けることが見込まれる者が属する

世帯の世帯主に対し、高額療養費

の支給を受けるまでの間、当該医

療費の支給にかかる療養に要する

費用を支払うための資金を貸付け

ることにより、被保険者の福祉の

向上に寄与する。 

平成１５年度貸付実績 

０件 

０円 

基金の額 ２，０００千円 

貸 付額 高額療養費支給見込額

の９割 

◎ 受領委任払制度  

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

１１３件 

２０，４０５千円 

基金の額 ５，０００千円 

貸 付額 高額療養費支給見込額

の範囲以内 

◎ 受領委任払制度 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

２０件 

４，２１７千円 

基金の額 ３，０００千円 

貸 付額 高額療養費支給見込額

の８割 

◎ 受領委任払制度 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



６ 出産育児一時金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

出産費の支払いが困難な人に限

って適用されるもので、被保険者

が申請して受けとるべき出産育児

一時金（３０万円）の受領を病院

等へ委任し、出産費に相当する金

額を保険者が直接医療機関へ支払

う制度。 

 

平成１５年度実績 

２５２件 

７５，６００，０００円 

 

 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

６件   

１，８００，０００円 

 

◎ 出産費貸付金制度を実施 

【目的】 

 国民健康保険税の世帯の被保険

者の申請により受けとるべき出産

一時金（３０万円）の１０分の８

の範囲以内で、資金を貸付するこ

とにより、被保険者の福祉の向上

に寄与する制度。 

 

 

 同左 

１３件 

３，０２０，０００円 

 

出産費貸付基金の額 

１，０００，０００円 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

相模原市、城山町と同じ 

 

 

  

 

 

 

 

同左 

２件 

６００，０００円 

◎ 受領委任払制度  

該当なし 

７ 葬祭費 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

被保険者が死亡したとき、葬祭

を行なった人に対し８万円を支

給。 

 

平成１５年度実績 

２，２４７件 

１７９，７６０，０００円 

 同左 

 

 

  

同左 

８７件 

６，９６０，０００円 

被保険者が死亡したとき、葬祭

を行なった人に対し６万円を支

給。 

 

同左 

１５０件 

９，０００，０００円 

 同左 

 

 

 

同左 

７７件 

４，６２０，０００円 

同左 

 

 

 

 同左 

４９件 

２，９４０，０００円 

 

  



８ 精神・結核医療付加金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

被保険者（老人保健医療の対象

者を除く）が、精神又は結核の公

費負担医療（精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律に定める措

置入院及び通院医療、結核予防法

に定める命令入所及び適正医療）

を受療した場合には、医療機関の

窓口において一部費用を支払う必

要がない。 

これは、受療した被保険者の診

療費用について、公費（県費）負

担以外の部分につき、精神・結核

医療付加金として、本市がその被

保険者に代わって直接医療機関へ

支払う。 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

 

９ 健康診査等委託事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

３０歳代の被保険者を対象とし

た健康診査（費用１，０００

円）。国民健康保険税の未納がな

い世帯の人が対象。 

 

平成１５年度実績  ５８３人 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

  



１０ 人間ドック助成事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

人間ドック検診料の一部助成を

実施。 

対象 ・４０歳以上の被保険者 

   ・前年度から継続して加入

している被保険者 

 

 

 

 

 

・前年度までの国民健康

保険税を完納している

世帯の人 

 

助成額 ２５，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者

（老人保健対象者を除

く） 

 

 

 

 

 

・国民健康保険税を完納

していること 

 

 

助成額 ２５，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者 

 

 

・人間ドックを利用しよ

うとする日の前年度に

おいて年間を通じて被

保険者であること 

 

・前年度の国民健康保険

税を完納していること 

 

 

助成額 ２５，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者

（老人保健対象者を除

く） 

   ・同左 

 

 

 

 

・同左 

 

 

 

助成額 １５，０００円 

同左 

 

対象 ・同左 

 

 

・同左 

 

 

 

 

・国民健康保険税を完納

していること 

 

 

助成額 ２５，０００円 

１１ 被保険者資格の認定及び被保険者証等の交付 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

証のカード化を実施済。 証のカード化は実施していな

い。 

同左 同左 同左 

 

  



１２ 国民健康保険診療所管理運営事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

該当なし 該当なし 地域保健施設の中核として、地

域住民の医療の確保及び健康の保

持増進を図るため、国民健康保険

直営診療施設を設置。 

 同左 同左 

１３ 財政調整基金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

該当なし 城山町国民健康保険診療報酬等支

払準備基金 

平成１５年度末現在高 

１１，６７２，７６２円 

津久井町国民健康保険給付費支払

準備基金 

平成１５年度末現在高 

５２，７９１，０００円 

 

相模湖町国民健康保険給付費支払

準備基金 

平成１５年度末現在高 

６４，０００円 

藤野町国民健康保険給付費支払準

備基金 

平成１５年度末現在高 

２６，４３３，０００円 

１４ 医療費通知 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

・ 市独自のシステムで作成 

 

・ 通知回数 年６回 

・ 通知対象 抽出 

・ 対象医療機関  一部 

・ 神奈川県国民健康保険団体連

合会に委託 

・ 通知回数 年５回 

・ 通知対象 全部 

・ 対象医療機関  全部 

・ 同左 

 

・ 通知回数 年６回 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

  



協議第２４号 

 

   介護保険事業の取扱いについて 

 

 介護保険事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年２月１７日提出 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 

 介護保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。 

 

 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 介護保険料の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１７

２ 
訪問介護サービス利用者負

担助成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１８

３ 
社会福祉法人利用者負担助

成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１９

４ 
訪問入浴サービス利用者負

担助成事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。なお、

事業の継続について検討する。 
１２０

５ 
介護サービス適正実施指導

事業       
合併時に相模原市の制度を適用する。 １２１

６ 介護認定審査会      合併時に相模原市の制度に統合する。 １２２

７ 要介護認定事務      合併時に相模原市の制度に統合する。 １２３

８ 
介護（支援）サービス等給

付事業    
現行のまま新市に引き継ぐ。 １２４

９ 財政安定化基金拠出金   現行のまま新市に引き継ぐ。 １２５

１０ 
介護保険給付費支払準備基

金積立金 

現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、基金残

高については、合併時に統合する。 
１２６

 

 

  



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１１ 介護保険事業計画 

合併時に相模原市の制度に統合する。なお、

第３期事業計画については、平成１７年度中に

合併後を想定した事業計画を策定する。 

１２７

１２ 
被保険者資格の管理及び被

保険者証の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２８

１３ 
介護保険利用者負担額助成

事業 
合併時に廃止する。 １３０

１４ 
訪問介護利用者負担額助成

事業 
合併時に廃止する。 １３１

 

 

  



参 考 

 

介護保険事業の現況比較 
１ 介護保険料 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 17,300 

第２段階 26,600 

第３段階 36,900 

第４段階 46,100 

第５段階 55,400 

第６段階 73,800 

第１段階   

生活保護受給・老齢福祉年金受給

者非課税世帯 

第２段階 

 世帯全員が市民税非課税 

第３段階 

 本人が市民税非課税  

第４段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額

が 200 万円未満 

第５段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額

が 200 万以上 1000 万円未満 

第６段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額
が 1000 万円以上 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 17,880

第２段階 26,820

第３段階 35,760

第４段階 44,700

第５段階 53,640

 

第１段階 

 生活保護受給・老齢福祉年金受給

者非課税世帯 

第２段階 

 世帯全員が住民税非課税 

第３段階 

 本人が住民税非課税  

第４段階 

 本人が住民税課税で合計所得金額

が 200 万円未満 

第５段階 

本人が住民税課税で合計所得金額

が 200 万円以上 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200

第２段階 24,300

第３段階 32,400

第４段階 40,500

第５段階 48,600

 

城山町に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200

第２段階 24,300

第３段階 32,400

第４段階 40,500

第５段階 48,600

 

城山町に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 (円) 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200

第２段階 24,300

第３段階 32,400

第４段階 40,500

第５段階 48,600

 

城山町に同じ 

  



 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

２ 納期  １０期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

(1)対象者 

第１・第２段階で収入

が生活保護基準以下、

預貯金が１００万円以

下の者 

(2)減免額 

第１段階の２分の１に

減額  

２ 納期  ８期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮）

相模原市に同じ 

２ 納期  ８期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

減免基準規程なし 

２ 納期  ９期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮）

(1)対象者 

第１・第２段階で収入

が生活保護基準以下の

者 

 

(2)減免額 

当該対象者の保険料額

の２分の１に減額  

２ 納期  ６期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

  減免基準規程なし 

 

  



 
２ 介護給付費支払準備基金 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

  ア 目的 

年度間の財政の調整

に必要な資金を積み立

て、財政の健全な運営

に資する。 

  イ 積立て 

決算上、剰余金を生

じたとき、剰余金の全

部又は一部を翌年度に

繰り越さないで基金に

編入することができ

る。 

  ウ 処分 

介護保険の保険給付

費の財源とするとき処

分をすることができ

る。 

(2)平成15年度末残高 

735,751千円 

１ 介護給付費支払準備基金

(1)事業内容 

相模原市に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成15年度末残高 

21,337千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

相模原市に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成15年度末残高 

 109,591千円 

１ 介護給付費支払準備基金

(1)事業内容 

相模原市に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成15年度末残高 

 51,342千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

 (1)事業内容 

  相模原市に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)平成１５年度末残高 

    63,463 千円 

 

 

  



 

３ 介護保険事業計画 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 介護保険事業計画 

(1)事業内容 

介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施を確

保するため、厚生大臣が

定めた基本方針に即し、

３年ごとに５年を１期と

する市の介護保険事業計

画を定める。 

(2)事業策定期間 

第１期 Ｈ12年度～Ｈ

14年度 

第２期 Ｈ15年度～Ｈ

17年度 

第３期 Ｈ18年度～Ｈ

20年度 

※第３期の策定はＨ１７年度

に実施予定 

１ 介護保険事業計画 

  相模原市に同じ 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  相模原市に同じ 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  相模原市に同じ 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  相模原市に同じ 

 

  



協議第２５号 
 

保健衛生事業の取扱いについて 
 
 保健衛生事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
保健衛生事業の取扱いについては、相模原市の制度に統合する。ただし、一部の事務事業

については、地域の実情を考慮し、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１ 保健衛生功労者表彰事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１３２ 

２ 
市民健康づくり運動推進事

業 

健康づくり事業については、合併後５年

以内に相模原市の制度に統合する。なお、

統合にあたっては、地域特性に配慮した新

しい体制づくりを図る。 

普及員制度については、合併時に相模原

市の制度に統合する。 

１３３ 

３ 
健康づくりのつどい開催事

業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１３５ 

４ 在宅ケア連携事業 

合併後５年以内に相模原市の制度に統合

する。なお、事業内容については関係機関

との調整を踏まえて検討する。 

１３７ 

５ 献血推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３８ 

６ 口腔衛生事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

７ 栄養改善事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１４０ 

８ 保健所一般健康相談事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４１ 

９ 病院・診療所等指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４２ 

１０ 保健衛生統計調査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４３ 

１１ 国民健康・栄養調査等事業
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４４ 

１２ 保健所情報化推進事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１４５ 

１３ 
保健所衛生検査施設整備事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４６ 

１４ 
総合保健医療センター維持

管理補修事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４７ 

１５ 健康手帳交付事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４８ 

１６ 健康増進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については地域特性に配慮し

調整する。 

１４９ 

１７ 基本健康診査事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については関係機関との調整

を要する。 

１５１ 

１８ がん検診事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については関係機関との調整

を要する。 

１５２ 

１９ 成人歯科保健対策推進事業

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る｡なお、事業内容については関係機関との

調整を要する。 

１５４ 

２０ 骨粗しょう症予防事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５６ 

２１ 生活習慣病対策事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。なお、事業内容については関係機関と

の調整を要する。 

１５７ 
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２２ 母子健康手帳交付事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５８ 

２３ 妊婦健康診査事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５９ 

２４ 乳幼児健康診査事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６０ 

２５ 歯の衛生週間歯科保健事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６２ 

２６ 妊産婦新生児訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６３ 

２７ 母子保健事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６４ 

２８ 慢性疾患児保健指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１６６ 

２９ 思春期保健事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については地域特性に配慮し

調整する。 

１６７ 

３０ 特定不妊治療費助成事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１６９ 

３１ 未熟児養育事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７０ 

３２ 育成医療事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１７１ 

３３ 小児特定疾患医療事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１７２ 

３４ 墓地等紛争調停委員会 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７３ 

３５ 保健医療計画 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、次計

画の策定までは、現計画をそれぞれの地域

計画とする。 

１７４ 

３６ 
医師等医療関係従事者の免

許事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７５ 
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３７ 結核診査協議会経費 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７６ 

３８ 
結核定期健康診断・予防接

種事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １７７ 

３９ 結核定期外健康診断事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７８ 

４０ 結核医療扶助事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７９ 

４１ 結核患者管理指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８０ 

４２ 結核対策特別促進事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８１ 

４３ 結核児童療育給付事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８２ 

４４ 感染症診査協議会経費 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８３ 

４５ 感染症予防対策事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８４ 

４６ 感染症発生動向調査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８５ 

４７ エイズ予防対策事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８６ 

４８ 集団予防接種事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８７ 

４９ 個別予防接種事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８８ 

５０ 特定疾患保健指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８９ 

５１ 精神保健相談事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については地域特性に配慮し

調整する。 

１９０ 

５２ 精神保健集団指導活動事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９２ 
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５３ 精神保健訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９３ 

５４ 精神保健普及事業 

普及講演会・公開講座開催・地域作業所・

関係機関連絡会議・ボランティア育成支

援・社会適応訓練事業のための相談及び事

業所訪問・生活ホーム運営支援については、

合併時に相模原市の制度に統合する。 

当事者会、家族会支援については、合併

後速やかに相模原市の制度に統合する。 

１９４ 

５５ 
精神障害者社会参加促進事

業 

地域精神保健福祉連絡協議会について

は、合併時に相模原市の制度に統合する。 

ほのぼの１００人運動会については、合

併後速やかに相模原市の制度に統合する。 

１９５ 

５６ 老人性痴呆疾患対策事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９６ 

５７ エイズ検査・相談事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１９８ 

５８ 性感染症検査･相談事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１９９ 

５９ 難病患者等短期入所事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２００ 

６０ 
難病患者等ホームヘルプサ

ービス事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、実施方法については調整を図る。 
２０１ 

６１ 
精神障害者ホームヘルプサ

ービス事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２０２ 

６２ 精神障害者短期入所事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０３ 

６３ 医事・薬事等指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２０４ 

６４ 食品衛生事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２０５ 
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６５ 
環境衛生関係営業施設等指

導事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２０６ 

６６ 生活環境対策事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２０７ 

６７ 狂犬病予防事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０８ 

６８ 動物愛護事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０９ 

６９ 衛生害虫等駆除事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１０ 

７０ 調理師等免許事務 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２１１ 

７１ 衛生検査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２１２ 

７２ 衛生試験所維持管理事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２１３ 

７３ 
保健と福祉のライブラリー

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１４ 

７４ 健康教育事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１５ 

７５ 健康相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１７ 

７６ 機能訓練事業 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２１８ 

７７ 訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２０ 

７８ 母子健康教育事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、事業内容については地域特性に配慮し

調整する。 

２２１ 

７９ 乳幼児健康診査の実施 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２３ 

８０ 栄養改善指導の実施 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２４ 
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８１ 健康度評価事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２６ 

８２ 地域保健医療審議会事務 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
２２７ 

８３ 急病診療事業 

・  休日急病医科診療事業については、

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、そ

のあり方については、合併後新市にお

いて検討する。 

・  休日急患歯科診療事業については、

合併時に相模原市の制度を適用する。 

・  休日夜間急患調剤事業については、

現行のまま新市に引き継ぐ。 

・  夜間急病診療事業については、現行

のまま新市に引き継ぐ｡なお、そのあり

方については、合併後新市において検

討する。 

・  病院群輪番制運営事業については、

合併時に相模原市の制度を適用する。 

・  小児急病診療事業については、合併

時に相模原市の制度を適用する。 

・  外科系救急医療体制支援事業につい

ては、合併時に相模原市の制度を適用

する。 

・  救急医療情報センター運営事業につ

いては、合併時に相模原市の制度を適

用する。 

・  休日柔道整復施療所運営費補助金に

ついては、合併時に相模原市の制度を

適用する。 

２２８ 

８４ 
災害時医療救護体制整備事

業 

災害時医療救護検討会については、合併

後速やかに相模原市の制度を適用する。な

お、災害時医薬品の更新については、新た

な地域防災計画の策定状況を見ながら検討

する。 

２３７ 
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８５ 地域医療事業 

保健衛生思想啓発普及事業及び高度医療

機器共同利用事業については、合併時に相

模原市の制度を適用する。 

地域医療協力事業補助金については、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

２３８ 

８６ 看護職員確保対策事業 

・ 「看護の心」啓発普及事業、院内保育

施設運営費補助金及び看護師等修学資金

貸付事業については、合併時に相模原市

の制度を適用する。 

・  ナースセンター運営費補助金、相模

原衛生学院運営費補助金、相模原准看

護学院運営費補助金及び看護職員養成

施設維持管理費については、現行のま

ま新市に引き継ぐ。 

２４０ 

８７ 各種医療関係団体補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、その

あり方については、合併後新市において検

討する。 

２４４ 

 

  



参 考 

保健衛生事業の取扱いの考え方について 

 

１ 保健所について 

現在保健所業務は、相模原市域については相模原市保健所が、津久井郡については神奈

川県津久井保健福祉事務所がそれぞれ行っています。合併後は、新市域全体が中核市とな

るため新市において保健所業務を行うこととなります。 

（１）保健所業務の主なもの 

ア 医事薬務関係 

・病院、診療所（医科、歯科）、施術所、歯科技工所及び衛生検査所の開設許可及び立入

検査 

・指導（医療法、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律等） 

・医薬品、医療機器、毒物・劇物の販売業等許可及び監視指導（薬事法、毒物劇物取締

法） 

・薬物乱用防止対策事業（麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、あへん法） 

・国民生活基礎調査、人口動態調査等の保健衛生統計調査に関すること（統計法） 

イ 保健予防関係 

・身体障害児育成医療給付事業（児童福祉法） 

・未熟児療育医療給付事業（母子保健法） 

・結核患者医療費給付事業（結核予防法） 

・感染症対策事業（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律） 

ウ 環境衛生関係 

・旅館業、興行場、公衆浴場・水浴場（プール）の営業許可及び監視指導（旅館業法、興

行場法、公衆浴場法、神奈川県水浴場等に関する条例） 

・理容、美容、クリーニング業の開設確認及び監視指導（理容師法、美容師法、クリーニ

ング法） 

・特定建築物の届出の受理及び監視指導（建築物における衛生的環境の確保に関する法

律） 

・温泉利用施設の立入検査及び許可（温泉法） 

・有害物質を含有する家庭用品の製造・輸入・販売業者への立入検査及び収去（有害物質

を含有する家庭用品の規制に関する法律） 

・墓地等の経営の許可（墓地、埋葬等に関する法律） 

・専用水道・小規模水道の確認及び簡易専用水道小規模受水槽水道施設の届出の受理及び

監視指導（水道法） 

エ 食品衛生関係 

・飲食店営業等の営業許可及び監視指導（食品衛生法等） 

・給食施設等の届出及び監視指導（食品衛生法の施行に関する条例） 

オ 動物指導関係 

・犬猫の引き取り、負傷動物の保護・連絡・収容（動物の愛護及び管理に関する法律） 

・動物取扱業の確認及び指定動物の飼養許可及び監視指導（神奈川県動物愛護及び管理に

  



関する条例） 

・犬の捕獲及び抑留・処分（狂犬病予防法） 

（２）相模原市及び津久井地域の保健所の名称、位置 

名 称 所 在 地 所 管 区 域 

相模原市保健所 相模原市富士見６－１－１ 相模原市 

神奈川県津久井保

健福祉事務所 

津久井町中野９３７－２ 城山町、津久井町、相模湖町及び

藤野町 

 

２ 保健センターについて 

保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関

し、必要な事業を行うことを目的として設置しています。 

【設置状況】 

名 称 所 在 地 

相模原市保健所中央保健センター 相模原市富士見６－１－１ 

相模原市保健所中央保健センター南保健指導

班 

相模原市相模大野５－３１－１ 

城山町保健福祉センター 城山町久保沢２－２６－１ 

津久井町保健センター 津久井町中野６３３ 

 

３ 急病診療事業について 

急病診療事業については、相模原市では、休日や夜間に発生した急病患者の医療の確

保を図るための初期救急医療機関として、相模原及び相模原南メディカルセンター急病

診療所を設置し、休日急病医科診療事業、夜間急病診療事業、小児急病診療事業を行っ

ています。また、入院治療を要する患者の治療を受け持つ二次救急医療機関の確保を図

るため、病院群輪番制運営事業や外科系救急医療体制支援事業を行っています。 

津久井地域では、広域行政組合が、休日に発生した急病患者の医療を確保するため津

久井郡急病診療所委託事業を行うとともに、夜間に発生した急病患者の医療を確保する

ため、在宅当番医制による夜間急病診療委託事業を行っています。 

合併後においては、相模原市及び津久井地域で実施している事業は、「現行のまま新

市に引き継ぎ、そのあり方については、医師会を含め、合併後新市において検討する」

とし、津久井地域で実施していない事業については、「相模原市の制度を適用する」と

します。 

【急病診療所設置状況】 

名 称 所 在 地 

相模原メディカルセンター急病診療所 相模原市富士見６－１－１ 

相模原南メディカルセンター急病診療所 相模原市相模大野４－４－１ 

津久井郡急病診療所 津久井町中野１６８１－１ 

 

  



  

保健衛生事業の現況比較 

１ 保健医療計画 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 計画名称 

 

 

 

② 計画期間 

 

相模原市保健医療計画～み

んな元気「さがみはら健康

プラン２１」～ 

 

平成14年度～平成22年度 

健やかさがこだまする城山

町 

 

 

平成13年度～平成22年度 

津久井町保健計画～つくい

芽生芽木プラン２１ 

 

 

平成15年度～平成24年度 

健康さがみこ２１計画 

 

 

 

平成16年度～平成25年度 

藤野町保健福祉総合計画 

 

 

 

平成 12 年～平成 21 年度 

（途中で改定・見直し有

り） 

 

２ 基本健康診査  

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

 

③ 実施時期 

 

 

④ 一部負担金

 

 

⑤ 予定人員 

（平16）

４０歳以上 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

 

通年 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,200円 

 

５３，０６０人

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

６月～１０月 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

２，４８３人

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

９～１０月 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

３，０００人

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

64歳以下 5～6月 

65歳以上 4月､10月 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

１，０００人

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

64 歳以下 6～7 月 

65 歳以上 9～10 月 

 

基本    1,000 円 

基本＋肝炎 2,000 円 

 

５５０人 



  

３ がん検診事業 

（１）胃がん検診事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設

 

：集団

 

③ 実施時期 

：施設

：集団

 

④ 一部負担金

：施設

：集団

 

⑤ 予定人員 

：施設

（平16）：集団

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車）

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

２，９００円

９００円

 

 

５，３００人

５，２６０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車）

 

－ 

年５回（５，６，７，９，１０

月） 

 

－ 

９００円

 

 

－ 

５００人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

－ 

年５回（９，１０月に５日間）

 

 

－ 

９００円

 

 

－ 

４３０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

－ 

年１回（５月に５日間） 

 

 

－ 

１，０００円

 

 

－ 

５０５人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年２回（６月、７月） 

 

 

－ 

１，０００円 

 

 

－ 

１２５人 

 



  

（２）子宮がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設

 

：集団

 

③ 実施時期 

：施設

：集団

 

④ 一部負担金

：施設

 

：集団

⑤ 予定人員 

：施設

（平16）：集団

３０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車）

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,200円 

頚部    600円 

 

 

１０，０００人

６，５７０人

２５歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

保健福祉センター 

（検診車）

 

10～12月 

年３回（5，6，9月） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

１１０人

３００人

２５歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車）

 

10月1日～12月18日 

年５回（９，１０月に５日間）

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

７５人

４００人

２５歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車）

 

10月1日～12月18日 

年1回（5月に5日間） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

１０人

３４６人

２５歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内

協力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

10月1日～12月18日 

年２回（6月、7月） 

 

 

頚部   1,700 円 

頚部＋体部 2,500 円 

頚部    700 円 

 

 

４３人 

１４７人 

 



  

（３）乳がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

 ：施設

：集団

 

③ 実施時期 

：施設

：集団

 

④ 一部負担金

：施設

：集団

 

 

⑤ 予定人員 

：施設

（平16）：集団

３０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機関及

びﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

市内公共施設 

（検診車）

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

７００円

３００円

 

 

９，４００人

６，３５０人

３０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

保健福祉センター 

（検診車）

 

９月 

年３回（5,6,9月） 

 

 

７００円

５００円

 

 

 

５０人

４００人

３０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車）

 

９月 

年５回（９,１０月に５日間）

 

 

７００円

３００円

マンモ 1,000円

 

 

４０人

５２０人

（内マンモ併用120人）

３０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車）

 

９月 

年1回（5月に5日間） 

 

 

７００円

エコー1,000円

 

 

 

１０人

４１４人

30 歳以上、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰは 50

歳以上 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

９月 

年２回（６月、７月） 

 

 

７００円 

４００円 

マンモ６００円 

 

 

１１人 

１３２人 

（内ﾏﾝﾓ50人） 

 



  

（４）肺がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設

：集団

 

③ 実施時期 

：施設

：集団

 

④ 一部負担金 

：施設

：集団

 

 

⑤ 予定人員 

：施設

（平16）：集団 

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機関及

びﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

市内公共施設 

（検診車）

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

Ｘ線（50歳以上） 

８００円

Ｘ線＋喀痰（40歳以上） 

１，７００円

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰  700円 

 

 

６，１００人

５，１１０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車）

 

－ 

年５回（５,６,７,９, １０

月） 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線        200円 

Ｘ線＋喀痰  700円 

 

 

－ 

５５０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

－ 

年５回（９，１０月に５日間）

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰  700円 

 

 

－ 

３８０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

－ 

年1回（5月に5日間） 

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰1,000円 

 

 

－ 

５４７人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年２回（６月、７月） 

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    300 円 

Ｘ線＋喀痰 800 円 

 

 

－ 

１２５人 



  

（５）大腸がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設

 

：集団

③ 実施時期 

：施設

：集団

 

④ 一部負担金 

：施設

 

 

：集団

⑤ 予定人員 

：施設

（平16）：集団

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車）

 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

500円（基本健康診査と併

せて受診の場合のみ実施）

５００円

 

 

２９，０００人

５，０３０人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車）

 

 

－ 

年５回（５,６,７,９, １０

月） 

 

－ 

 

 

５００円

 

 

－ 

５００人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

 

－ 

年５回（９,１０月に５日間）

 

 

－ 

 

 

５００円

 

 

－ 

４００人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車）

 

 

－ 

年1回（5月に5日間） 

 

 

－ 

 

 

５００円

 

 

－ 

５００人

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

 

－ 

年２回（６月、７月） 

 

 

－ 

 

 

６００円 

 

 

－ 

１５５人 

 



  

４ 乳幼児健康診査事業 

（１）４か月児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④ 予定人員 

（平１６） 

４か月児（医科） 

 

集団（市内3会場） 

 

７回／月 

 

６，１００人

４か月児（医科） 

 

集団（町内3会場） 

 

１回／２か月 

 

約２００人

４か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／2か月 年6回 

 

180人～240人

４か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

５０人

４か月児（医科） 

 

集団（町内 1会場） 

 

１回／２か月 

 

６５人 

（平成１５年度実績） 

 

（２）８か月児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④ 予定人員 

（平１６） 

８か月児（医科） 

 

個別（協力医療機関） 

 

通年 

 

６，１００人

10か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

約２００人

９か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

180人～240人

９か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

５回／年 

 

５０人

９か月児（医科） 

 

集団（町内 1会場） 

 

１回／２か月 

 

５５人 

（平成１５年度実績） 



  

（３）１歳児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④予定人員 

（平１６）

１歳児（医科） 

 

個別（協力医療機関） 

 

通年 

 

６，１００人

－ － － － 

 

（４）１歳６か月児健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法、

実施時期 

：医科

 

：歯科

 

③ 予定人員 

：医科

（平16）：歯科

１歳６か月児 

 

 

 

個別（協力医療機関） 

通年 

集団（市内3会場） 

７回／月 

 

６，１００人

６，１００人

１歳６か月児（6～7ヵ月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

約２００人

約２００人

１歳６か月児（6～7ヵ月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

180人～240人

180人～240人

１歳６か月児（5～7ヵ月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

７０人

７０人

１歳 6 か月（6～7 ヶ月

児） 

 

 

集団（町内１会場） 

１回／２か月 

集団（町内 1会場） 

１回／2か月 

 

４９人 

４９人 

（平成15年度実績） 

 



  

（５）２歳６か月児歯科健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④予定人員 

（平１６） 

２歳６か月児 

 

集団（市内3会場） 

 

７回／月 

 

６，１００人

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

各約２００人

２歳６か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

180人～240人

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

５回／年 

 

各約６５人

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内１会場） 

 

１回／2か月 

 

2 歳児：   48 人 

2 歳 6 か月児：53 人 

（平成15年度実績） 

 

（６）３歳６か月児健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

 

④ 予定人員 

（平１６） 

3歳6か月児（医科、歯科、

視聴覚） 

 

 

集団（市内3会場） 

 

７回／月 

 

 

６，１００人

3歳児（医科、歯科） 

３歳１０か月（歯科、視聴

覚） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

 

各約２００人

３歳６か月児（医科、歯

科、視聴覚） 

 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

 

180人～240人

３歳６か月児（医科、歯

科、視聴覚） 

 

 

集団（町内1会場） 

 

３回／年 

 

 

６０人

3歳児（医科、歯科） 

３歳６か月（視聴覚） 

 

 

集団（町内１会場） 

 

医科・歯科 6回／年 

視聴覚  3 回／年 

 

各６５人 

 



  

５ 妊産婦新生児訪問指導事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

② 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 訪問人数 

（平１５） 

訪問指導を必要と認める

第１子の新生児及び妊産

婦 

 

・日常生活指導、相談 

・疾病の早期発見 

・新生児の発育、栄養状

態及び生活環境に関する

指導 

 

 

 

 

 

１，８１３人

訪問指導を必要とする妊

婦及び新生児と産婦の全

数 

 

・親子の健康状態の観察

・育児環境、療育環境の

把握 

・育児相談 

 

 

 

 

 

 

３２６人

・初妊婦の訪問希望者 

・第１子の産婦及び新生児 

 

 

・日常生活全般の指導 

・母体回復に関する生活

指導 

・新生児の発育、栄養状

態や適切な療育環境に関

する指導 

・疾病の早期発見 

 

 

 

１２１人

第１子及び訪問指導を必

要と認める新生児及び妊

産婦 

 

・日常生活指導、相談 

・疾病の早期発見 

・新生児の発育、栄養状

態及び生活環境に関する

指導 

 

 

 

 

 

４６人

訪問指導を必要とする妊

婦及び新生児と産婦の全

数 

 

・親子の健康状態の観察 

・育児環境、療育環境の

把握 

・育児相談 

 

 

 

 

 

 

１３１人 



  

６ 結核定期健康診断・予防接種事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 定期健康診

断の実施回

数（平16） 

 

② 実施方法 

 

③  定期健康

診 断 の 受

診者数 

（平１６） 

４８回 

 

 

 

集団健診 

 

５，２８４人

 

４回 

 

 

 

集団健診 

 

２８３人

 

５回 

 

 

 

集団健診 

 

５００人

 

６回 

 

 

 

集団健診 

 

５３７人

 

２回 

 

 

 

集団健診 

 

５１６人 

① 乳幼児に対

するツベルク

リ ン 反 応 検

査・ＢＣＧ接

種の実施会場 

 

② 実施方法 

 

 

③ 乳幼児に対

するツベルク

リ ン 反 応 検

査・ＢＣＧ接

種の接種者数

（平１５） 

延べ５５会場 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

（一部個別）

 

ツ反   6,178人 

ＢＣＧ  5,774人 

１会場 

（町保健福祉ｾﾝﾀｰ）

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反   ２１１人 

ＢＣＧ  ２０９人 

延べ２２会場 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反     ２４２人 

ＢＣＧ   ２１８人 

１会場（町役場） 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反       ５９人 

ＢＣＧ     ５８人 

１会場（町役場） 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反       ６３人 

ＢＣＧ     ５９人 

 



  

７ 集団予防接種事業（ポリオ）                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１６） 

 

③ 実施会場 

 

年2回（4月、10月） 

 

１３，０００人

 

 

１９会場 

（延べ８３会場）

年2回（4、10、11月） 

 

４４０人

 

 

１会場 

（延べ６会場）

年2回（4月、9月） 

 

３６０人

 

 

１会場 

（延べ６会場）

年2回（4月、10月） 

 

２００人

 

 

１会場 

（延べ３会場）

年2回（4月、10月） 

 

１２２人 

 

 

１会場 

（延べ４会場） 

 

８ 個別予防接種事業 

（１）乳幼児等予防接種事業（三種混合、二種混合、麻しん、風しん及び日本脳炎）                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１６） 

 

③ 実施会場 

 

④ 協力医療

機関数 

 

⑤ 助成金制度 

通年 

 

約６７，０００人

 

 

協力医療機関 

 

１４４施設 

 

 

有（１４１件） 

通年 

 

２，１９０人

 

 

協力医療機関 

 

７施設 

 

 

有（２件） 

通年 

 

２，３５５人

 

 

協力医療機関 

 

６施設 

 

 

無 

通年 

 

７５０人

 

 

協力医療機関 

 

５施設 

 

 

有（１３件） 

通年 

 

７３０人 

 

 

協力医療機関 

 

３施設 

 

 

有（３人） 

 

 



  

（２）高齢者インフルエンザ                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１６） 

 

③ 実施会場 

 

④  協力医療

機関数 

 

⑤  自己負担

金 

 

⑥  自己負担

金 免 除 対

象者 

 

10月20日から1月31日 

 

約３５，０００人

 

 

協力医療機関 

 

２３８施設 

 

 

１，０００円

 

 

生活保護世帯及び市民税非

課税世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

１，５００人

 

 

協力医療機関 

 

１５施設 

 

 

１，０００円

 

 

生活保護世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

１，４３０人

 

 

協力医療機関 

 

２４施設 

 

 

１，０００円

 

 

生活保護世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

６００人

 

 

協力医療機関 

 

１５施設 

 

 

１，０００円

 

 

生活保護世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

８５０人 

 

 

協力医療機関 

 

２４施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯に属する人 

 



  

９ 健康度評価事業 

（１）生活習慣病予防                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施方法 

 

 

 

 

 

 

③ 予定人数 

（平１６） 

基本健康診査の結果、 

・保健師要指導の指示のあ

った者 

・異常なしのうち、40、50

歳の者 

・要指導の者のうち、40、

50歳のもの 

 

 

 

生活習慣質問票を実施。ア

ドバイス票を送付。 

 

 

 

 

 

２，９００人

詳細は検討中 ・基本健康診査の結果、保

健師栄養士要指導の指示の

あった者（６５歳未満） 

・健康感、充実感の低い者

等 

・健康相談来所者で希望す

る者 

 

 

 

基本健康診査の問診票デー

タから条件抽出して保健事

業を紹介する。健康相談来

所者には、面接相談。 

 

 

 

１５０人

該当なし 該当なし 

 



  

（２）生活機能低下予防                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施方法 

 

 

 

 

③ 予定人数 

（平１６） 

 

当該年度70歳以上の市民

全員に生活習慣問診票を

送付し、返送された内容

を評価し、要介護状態に

移行するリスクが高いと

判定された者 

 

 

 

 

 

 

保健師等が電話や訪問等

で積極的に保健指導・事

業参加勧奨を行う。 

 

 

約５，０００人

詳細は検討中 ・民生委員の訪問活動時

に調査を行う。その内容

から保健師が要フォロー

者をピックアップする。

・保健師による地区健康

講座実施時にアセスメン

ト票を活用し調査する。

 

 

 

 

 

保健師等が電話や訪問等

で保健指導・事業参加勧

奨を行う。 

 

 

３０人

該当なし 該当なし 

 



  

１０ 急病診療事業 

（１）休日急病医科診療事業 

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療科目 

 

 

 

④ 診療場所 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）における初期救急医療機関の確保 

 

 

午前９時から午後５時 

 

 

 

内科、外科、眼科、耳鼻科等 

（眼科、耳鼻科は、相模原南メディカルセンター急病診療所に限る） 

 

 

相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）における初期救急医療機関

の確保 

 

午前８時４５分から午後０時 

午後０時４５分から午後４時 

午後７時から午後１０時 

 

内科・小児科 

（耳鼻科は相模原市と覚書を締結し、広域耳鼻咽喉科救急医療

事業として実施） 

 

津久井郡急病診療所 

 

（２）休日急患歯科診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

③ 診療場所 

 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）の昼間における急患歯科診療所の確保 

 

 

午前９時から午後５時 

 

相模原口腔保健センター休日急患歯科診療所 

－ 



  

（３）休日夜間急患調剤事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）及び毎夜間における急患調剤薬局の確保

 

 

休日：午前９時から午後５時 

夜間：午後８時から午後１１時（休日は午後５時から、平日は１か所午後７

時から） 

 

相模原及び相模原南メディカル調剤薬局 

事業としては実施していないが、津久井郡急病診療所において

院内処方を実している。 

 

（４）夜間急病診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

② 診療時間 

 

 

 

 

 

 

③ 診療科目 

 

④ 診療場所 

 

夜間における初期救急医療機関の確保 

 

【内科系】・相模原及び相模原南メディカルセンター急病診療所：午後８時

から午後１１時（休日は午後５時から、平日は１か所午後７時から）・有床

医療機関：午後７時から翌日午前９時（土曜日・休日は午後５時から） 

【内科系以外】・相模原及び相模原南メディカルセンター急病診療所（いず

れか１か所）：午後８時から午後１１時（年末年始は午後５時から）・コー

ル医療機関：午後７時から翌日午前９時（土曜日・休日は午後５時から） 

 

内科系、内科系以外 

 

・相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

・有床医療機関（１日１か所） ・コール医療機関 

夜間における初期救急医療機関の確保 

 

午後７時から午後１０時 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡内在宅当番医 



  

（５）病院群輪番制運営事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

 

土曜日、休日及び夜間における入院治療を必要とする救急患者のための二次

救急医療機関の確保 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後７時（土曜日・休日は午後５時）から翌日午前９時 

 

二次救急医療機関及び二次救急補助医療機関（１日１か所） 

土曜日、休日及び夜間における入院治療を必要とする救急患者

のための二次救急医療機関の確保（相模原市と協定を締結して

実施） 

 

（６）小児急病診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 診療場所 

 

・休日及び夜間における小児救急患者のための初期救急医療機関及び二次救

急医療機関の確保 

・メディカル調剤薬局の確保 

 

・相模原メディカルセンター急病診療所 

休日：午前９時から午後５時 

夜間：午後８時（土曜日・休日は午後5時）から翌日午前6時 

・相模原南メディカルセンター急病診療所 

休日：午前９時から午後５時 

・二次救急医療機関 

休日：午前９時（土曜日は午後１時）から午後５時 

夜間：午後7時（土曜日・休日は午後５時）から翌日午前9時 

 

 

・相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

・二次救急医療機関（１日１か所） 

休日及び夜間における小児救急患者のための初期救急医療機関

及び二次救急医療機関の確保（相模原市と協定を締結して実

施） 

 

 

 



  

（７）外科系救急医療体制支援事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

土曜、休日及び夜間における外科系二次救急医療機関の確保（初期診療も兼

ねて実施） 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後５時から翌日午前９時 

 

１２医療機関（１日１か所） 

－ 

 

（８）救急医療情報センター運営事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

 

② 開設時間 

 

 

 

土曜日、休日及び夜間における受診可能な医療機関を電話で紹介する相模原

救急医療情報センターの運営 

 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後５時から翌日午前９時 

－ 

 

 

 

 



協議第２６号 
 

使用料、手数料の取扱いについて 
 
 使用料、手数料の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町･相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 施設等の使用料については、原則として現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
２ 道路、河川等の占用料については、原則として相模原市の制度に統合する。 
 
３ 手数料については、原則として相模原市の制度に統合する。 
 

 



参 考 

 

使用料等の現況比較 
１ 施設等一覧 

施設区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

文化施設 

（公共ﾎｰﾙ）

相模原市民会館 

相模原市文化会館 

杜のホールはしもと 

相模原南市民ホール 

 

文化福祉会館   

男女共同参画

施設 
男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ    

 

福祉施設 

児童館（25館） 

こどもｾﾝﾀｰ（19館） 

児童ｸﾗﾌﾞ（53館） 

老人福祉ｾﾝﾀｰ（2館） 

南大野老人いこいの家 

新磯ふれあいｾﾝﾀｰ 

高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（3館）

高齢者介護支援ｾﾝﾀｰ 

（2館） 

療育ｾﾝﾀｰ「陽光園」 

 ※療育相談施設、知的障害

児通園施設、肢体不自由児

通園施設、知的障害者通所

更生施設 

障害者支援センター「松が丘

園」 

※知的障害者通所授産施

設、身体障害者通所授産

施設 

上九沢身体障害者デイサービ

スセンター 

市民福祉会館「あじさい会

館」 

 

児童ｾﾝﾀｰ（1館） 

児童クラブ（1館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者地域作業所つくしの家

併設デイサービス施設地域作

業所つくしの家 

 

 

 

保健福祉センター 

 

 

学童クラブ（3館） 

  ※委託にて実施 

老人福祉ｾﾝﾀｰ（1館） 

 

 

生きがいセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者地域作業所 

 

 

 

 

 

学童クラブ（1館） 

  ※委託にて実施 

老人福祉ｾﾝﾀｰ（1館） 

 

 

さがみ湖リフレッシュセンタ

ー 

 

 

学童クラブ（1館） 

  ※委託にて実施 

 

 

 

 

佐野川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

  



 

 

施設区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

健康文化施設
市民健康文化ｾﾝﾀｰ 

北市民健康文化ｾﾝﾀｰ 
 保健センター   

コミュニティ

施   設 
ふれあい広場（30箇所）  地域ｾﾝﾀｰ（8箇所） 

ふれあいパーク 

相模湖町町民集会所 

町立集会施設（14箇所） 

藤野中央町民ｾﾝﾀｰ 

環境施設 
市営斎場 

柴胡が原霊園 

峰山霊園 

   

 

商工施設 産業会館   産業会館  

観光施設 

たてしな自然の村 

相模川自然の村「清流の里」

相模の大凧センター 

相模川ふれあい科学館 

 

鳥居原ふれあいの館 

緑の休暇村センター 

青野原道志川の家 

緑の休暇村音久和直売所 

青野原森林総合利用施設 

相模湖記念館 

小原の郷 

小原本陣 

 

勤労者施設 勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ     

公園施設 

都市公園（435箇所） 

相模原麻溝公園ポニー乗馬場

相模大野中央公園広場放送施

設 

都市公園（28箇所） 都市公園「総合運動公園」 

 

都市公園「林間総合公園」 

林間総合公園会議室、放送設

備 

 

  



 
 

施設区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

駐輪場 
有料自転車駐車場（12箇所）

無料自転車駐車場（7箇所）

無料自転車駐車場（1箇所）
 

ふれあいパーク駐輪場 有料自転車駐車場(3箇所) 

駐車場 自動車駐車場（４箇所）   ふれあいパーク駐車場  

住宅 

市営住宅 

※建設に係る公営住宅（20

箇所） 

※借上げに係る公営住宅

（14箇所） 

※特定公共賃貸住宅（1箇

所） 

町営住宅 

 ※建設に係る公営住宅（4

箇所） 

町営住宅 

 ※建設に係る公営住宅（18

箇所） 

町営住宅 

※建設に係る公営住宅（７

箇所） 

町営住宅 

※建設に係る公営住宅（6

箇所） 

学校教育施設

相模川自然の村野外体験教室

学校屋外運動場照明設備（16

箇所） 

学校屋外運動場（75箇所） 

学校屋内運動場（80箇所） 

 

 

学校屋外運動場照明施設（1

箇所） 

学校屋外運動場（6箇所） 

学校屋内運動場（6箇所） 

 

 

学校屋外運動場（12箇所） 

学校屋内運動場（12箇所） 

小、中学校（12箇所） 

 

 

学校屋外運動場（5箇所） 

学校屋内運動場（5箇所） 

 

 

小・中学校屋外運動場（8箇

所） 

小・中学校屋内運動場（7箇

所 

生涯学習施設

総合学習センター 

図書館（3館） 

視聴覚ライブラリー 

公民館（23館） 

博物館 

相模原市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 

青少年学習センター 

 

 

 

公民館（1館） 

 

生涯学習センター 

図書館「報徳図書館」 

公民館（2館） 

尾崎咢堂記念館 

合唱館 

 

 

 

公民館（2館） 

図書室 

公民館（3館） 

郷土資料館「ふじや」 

児童館 

藤野町スポーツ広場管理棟 

牧郷クラブハウス 

 

  



 
 

施設区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

スポーツ施設

鵜野森体育施設 

 ※プール、運動場 

横山公園陸上競技場 

横山公園野球場 

鹿沼公園軟式野球場 

相模台公園軟式野球場 

淵野辺公園少年野球・ソフト

ボール場 

公園テニス場（4箇所） 

淵野辺公園「銀河アリーナ」

 ※アイススケート場、プー

ル、トレーニング室 

スポーツ広場夜間照明施設 

（3箇所） 

横山スポーツ広場野球場 

中沢スポーツ広場 

※野球場、テニスコート 

町民の森テニスコート 

町民の森野球場（2面） 

小倉スポーツ広場 

※やまびこテニスコート、こ

だまプール 

串川総合運動公園 

 ※多目的グランド、ゲート

ボール場、和室、会議室 

青野原総合運動場 

 ※多目的グランド、テニス

コート、照明施設 

国体記念鳥屋スポーツ公園 

 ※多目的グランド、会議

室、照明施設 

緑の休暇村テニスコート 

総合運動公園 

 ※多目的グランド、テニス

コート、照明施設 

林間総合公園 

 ※テニスコート、ゲートボ

ール、場野球場 

与瀬町民グランド 

 ※照明施設 

内郷町民グランド 

 ※照明施設 

武道場 

小原プール 

藤野町スポーツ広場 

 ※陸上競技場、野球場、テ

ニスコート、ゲートボール

コート、クライミングボー

ド、夜間照明施設 

日連運動場 

 ※野球場、ゲートボールコ

ート 

吉野イベント・パーク 

 ※広場、マレットゴルフ 

藤野やまなみ運動公園 

 ※ゲートボールコート 

牧郷運動公園 

青少年広場 

※グラウンド、夜間照明施

設 

体育館 

総合体育館 

北総合体育館 

けやき体育館（障害者専用）

相模原市体育館 

 串川社会体育館  牧郷体育館 

水泳場 総合水泳場     

  



 

 

施設区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

産業施設     

生活改善ｾﾝﾀｰ(12施設) 

集会施設ほか(12施設) 

農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

財産管理 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料 

占用料 

排水施設等占用料 

河川占用料 

水路占用料 

公園占用料 

道路占用料 

排水施設等占用料 

河川占用料 

水路占用料 

公園占用料 

道路占用料 

 

 

水路占用料 

公園占用料 

道路占用料 

 

 

 

公園占用料 

道路占用料 

 

 

水路占用料 

公園占用料 

道路占用料 

公共下水道等
下水道使用料 下水道使用料 下水道使用料 

水道使用料 

下水道使用料 下水道使用料 

水道使用料 

農業集落排水施設使用料 

温泉施設 
    やまなみ温泉 

・浴場使用料 

・特別室使用料 

町営バス 

    町営バス町営 

・普通料金 

  大久和東野線 

  大久和篠原線・篠原赤

沢線 

・通勤定期運賃  

・通学通園定期運賃 

・荷物運賃 

 

  



 

使用料等の現況比較 

２ 使用料等一覧   ※記載されている施設の使用料は条例上の金額であり、利用料金制度が導入されている施設については、実際の金額と異なる場合がある。 

施設 

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

文
化
施
設 

（
公
共
ホ
ー
ル
） 

相模原市民会館 

区分 1日 

（9時～22時） 

平日   86,000円 ホ
ー
ル 土曜日・日曜日・休日  113,000円 

第1大会議室   13,600円 

第1中会議室 4,500円 

第2大会議室 6,800円 

第2中会議室 4,500円 

第2小会議室 2,300円 

第3小会議室 1,800円 

講習室 3,600円 

第3中会議室 4,000円 

第4小会議室 1,300円 

第5小会議室 800円 

第6小会議室 800円 

あじさいの間 17,200円 

けやきの間 8,900円 

会
議
室 

ひばりの間 6,100円 

相模原市文化会館 

区分 1日 
(9時～22時) 

平日 215,000円 客席数1,790

席の場合 土曜日 
日曜日 
休日 

284,000円 

平日 149,000円 

大ホール 

客席数1,240

席の場合 土曜日 
日曜日 
休日 

197,000円 

平日 27,000円 多目的ホール 
土曜日 
日曜日 
休日 

36,100円 

 

 

 文化福祉会館 

１ ホール使用料 
午前 午後 夜間 全日 区分 
9時から 

12時まで 
13時から 

17時まで 
18時から 

21時30分ま

で 

9時から 

21時30分ま

で 
平日 6,300円 8,400円 10,500円 25,200円

土曜日 6,300円 12,600円 15,750円 34,650円

日曜日祝日 8,400円 12,600円 15,750円 36,750円

 
２ 会議室等使用料 

午前 午後 夜間 全日 区分 
9時から 

12時まで 
13時から 

17時まで 
18時から 

21時30分ま

で 

9時から 

21時30分ま

で 
準備室(1) 310円 310円 520円 1,050円

準備室(2) 310円 310円 520円 1,050円

相談室 310円 310円 520円 1,050円

訓練室 310円 310円 520円 1,050円

学習室 

(和室) 
520円 520円 730円 1,570円

集会室 

(和室) 
520円 520円 730円 1,570円

教養娯楽室

(和室) 
520円 520円 730円 1,570円

視聴覚室 1,050円 1,050円 1,570円 3,150円

講義室 730円 730円 1,050円 2,100円

研修室(A) 520円 520円 730円 1,570円

研修室(B) 520円 520円 730円 1,570円

研修室(C) 520円 520円 730円 1,570円

調理実習室 1,050円 1,050円 1,570円 3,150円
 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

文
化
施
設
（
公
共
ホ
ー
ル
） 

 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

文
化
施
設
（
公
共
ホ
ー
ル
） 

杜のホールはしもと 

利用区分 
施設 

1日 
(9時～22時) 

平日 80,000円ホール 
土曜日 
日曜日 
休日 

107,000円

平日 18,000円多目的室 
土曜日 
日曜日 
休日 

24,000円

練習室1 3,400円

練習室2 5,500円

練習室3 3,400円

音楽スタジオ 5,500円

セミナールーム1 2,800円

セミナールーム2 4,600円

相模原南市民ホール 

ホール利用料金 
区分 1日 

9時～22時 
平日 28,000円

土曜日・日曜日・休日 38,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

文
化
施
設
（
公
共
ホ
ー
ル
） 

 

 

  



 

男
女
共
同
参
画
施
設 

男女共同参画推進センター 
１ 専用使用料 

利用単位 

(時間) 

室名 

午前 

(9時から 

12時まで) 

午後 

(13時から 

17時まで) 

夜間 

(18時から 

22時まで) 

全日 

(9時から 

22時まで) 

セミナー

ルーム1 
3,700円 5,100円 5,600円 14,400円

セミナー

ルーム2 
1,700円 2,400円 2,600円 6,700円

セミナー

ルーム3 
700円 900円 1,000円 2,600円

セミナー

ルーム4 
700円 900円 1,000円 2,600円

セミナー

ルーム5 

(食工房) 
2,700円 3,700円 4,100円 10,500円

セミナー

ルーム6 

(生活工

房) 

900円 1,300円 1,400円 3,600円

 

2 個人使用料 

利用単位 

(時間) 

室名 

午前 

(9時から12時

まで) 

午後 

(13時から17

時まで) 

夜間 

(18時から22

時まで) 

セミナールー

ム1 

セミナールー

ム5(食工房) 

セミナールー

ム 6 (生活工

房) 

各区分ごとに 1人 200円 

(小学生以上の者) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

男
女
共
同
参
画
施
設 

 

  



 

福
祉
施
設 

児童館（２５館）        無料 

こどもセンター（１９館）    無料 

児童クラブ（５３館） 
児童1人につき月額4,700円とする。 

老人福祉センター（２館）    無料 

南大野老人いこいの家      無料 

新磯ふれあいセンター 
施設 利用単位 利用料金 

大人 200円浴室 1回 
小人 100円

陶芸窯室 陶芸窯での焼成1時間につき 300円

 

施設 利用単位(時間) 利用料金 
大広間 夜間(18時～22時) 1,000円

交流広場 1日(9時～22時) 2,800円

全面 

240m2
9,300円

(1) 131m2 5,000円

(2) 61m2 2,300円

多目的ホー

ル 

(3) 48m2

1日(9時～22時) 

2,000円

高齢者デイサービスセンター（３館） 
介護保険法の規定により算定した額 

高齢者介護支援センター（２館） 無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育センター「陽光園」 

療育相談施設         無料 
ただし、児童デイサービスについては 

児童福祉法の規定により算定した額 

 知的障害児通園施設      無料 

肢体不自由児通園施設     無料 

知的障害者通所更生施設 
知的障害者福祉法の規定により算定した額 

 

 

児童センター(１館)    無料 

児童クラブ（児童センターに併設 １館） 
児童1人につき月額4,300円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者地域作業所つくしの家   無料 
併設デイサービス施設 地域作業所つくしの家 

知的障害者福祉法の規定により算定した額 

（ただし、利用者負担額については、本人及び扶養義

務者ともに  無料） 
 

 

 

学童クラブ（３館） 
児童1人につき月額8,000円とする。 

老人福祉センター（文化福祉会館内に併設 １館）  無
料 
 

生きがいセンター  無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者地域作業所  無料 
 

 

 

 

 

学童クラブ（１館） 
児童1人につき月額8,500円とする。 
老人福祉センター（１館）    無料 

さがみ湖リフレッシュセンター 
町  内 企業及び町外等 

平  日 平  日 

午前 午後 午前 午後 

 
  徴収単

位 

 

 

 

 
室 名 

午前８時

30分から

午前12時

まで１回

につき 

午後１時

から午後

５時まで

１回につ

き 

午前８時

30分から

午前12時

まで１回

につき 

午後１時

から午後

５時まで

１回につ

き 

国民の

祝日に

関する

法律に

規定す

る休

日、日

曜日及

び土曜

日  

 

 

ふれあいル

ーム１ 
1,000円 1,000円 3,000円 3,000円

ふれあいル

ーム２ 
1,000円 1,000円 3,000円 3,000円

研 修 室   500円 500円 1,500円 1,500円

調理実習室 3,000円 3,000円 6,000円 6,000円

憩 い の 間  500円  500円 貸出不可 貸出不可

ボランティ

アルーム 
 800円  800円 貸出不可 貸出不可

平日に

おける

使用料

の金額

に、そ

の金額

の2/10

に相当

する金

額を加

算して

得た金

額 

 

 

施設 

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

福
祉
施
設 

 

学童クラブ（１館） 
児童1人につき月額10,000円とする。 

 

佐野川デイサービスセンター 

区 分 １日 
午前・午後 

又は夜間 

調理室 

・食堂 
6,000円 3,000円 

機能訓練室 3,000円  1,500円 

 

 

一 

 
 

階 

 

 
相談室 3,000円 1,500円 

 

二 

階 

会議室・ 

介護教室 
3,000円 1,500円 

            

  



 

福
祉
施
設 

障害者支援センター「松が丘園」 

  知的障害者通所授産施設 
知的障害者福祉法の規定により算定した額 
身体障害者通所授産施設 
  身体障害者福祉法の規定により算定した額 

上九沢身体障害者デイサービスセンター 
 身体障害者福祉法の規定により算定した額 

市民福祉会館「あじさい会館」 

夜間 利用単位

(時間)

施設区分 
(17時～21時) (18時～22時) 

大和室 4,000円 4,000円第3条第1項第

1号の施設 第1和室 1,500円 1,500円

第3条第1項第

2号の施設 
第2和室 900円 900円

第3条第1項第

3号の施設 
第3和室 900円 900円

 
利用単位 
(時間) 

施設区分 

午前 
(9時 

～12時) 

午後 
(13時 

～17時) 

夜間 
(18時 

～22時) 

全日 
(9時 

～22時) 
平日 5,000円10,000円13,000円28,000円 ホ

ー

ル 
土曜日 

日曜日 

休日 

8,000円13,000円17,000円38,000円 

第1展示室 2,400円 3,400円 3,700円 9,500円 
第2展示室 1,600円 2,100円 2,400円 6,100円 
講習室 1,000円 1,400円 1,500円 3,900円 

第3

条第

1項

第5

号の

施設 

研修室 900円 1,200円 1,400円 3,500円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉センター 
【研修室】 

 9時～12時 12時～17時 17時30分～

21時30分 

町内在住 2,300円  3,100円  3,100円
町内在住同伴  3,900円  5,200円  5,200円

その他  5,400円  7,200円  7,200円

【和室】 

 9時～12時 12時～17時 17時30分～

21時30分 

町内在住 無 料 無 料 無 料 
町内在住同伴  1,800円  2,400円  2,400円

その他  2,500円  3,300円  3,300円

【健康運動室】 

 全  日 

町内在住 無    料 

その他  １人１回 200円 

【Ａ会議室】 

 9時～12時 12時～17時 17時30分～

21時30分 

町内在住 無 料 無 料 無 料 
町内在住同伴  1,000円  1,400円  1,400円

その他  1,500円  2,100円  2,100円

【Ｂ会議室】 

 9時～12時 12時～17時 17時30分～

21時30分 

町内在住 無 料 無 料 無 料 
町内在住同伴    800円  1,000円  1,000円

その他  1,200円  1,500円  1,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

福
祉
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

健
康
文
化
施
設 

市民健康文化センター 

施設 利用単位 金額 

大人 1,580円 プール 1日(9時30分～20時) 

小人 790円 

大人 200円 浴室 1回（10時30分 

      ～16時） 小人 100円 

1／2 3,100円 多目的

会議室 全面 

1日(9時～22時) 

6,100円 

茶室 1日(9時～22時) 1,500円 

講習室 1日(9時～22時) 2,000円 

北市民健康文化センター 

施設 利用単位 金額 

大人 2,100円 プール 1日(9時30分～20時) 

小人 1,050円 

 大人  200円 浴室 1回（10時30分 

      ～16時）  小人  100円 

1／2 2,000円 多目的

会議室 全面 

1日(9時～22時) 

3,900円 

講習室 1日(9時～22時) 3,900円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健センター  無料 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

健
康
文
化
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

ふれあい広場（３０箇所）   無料 
 

 

 

地域センター（８箇所）原則無料、営利を目的とする場合
は徴収 

使用時間別料金 

午前 午後 夜間 全日 

施設区分 

9：00～

12：00

13：00～

17：00

18：00～

22：00

9：00～ 

22：00 

講堂 2,100円 3,150円 5,250円 9,450円

会議室(1) 310円 420円 520円 1,050円

会議室(2) 310円 420円 520円 1,050円

和室 520円 730円 1,050円 2,100円

鳥屋 

調理室 1,050円 1,050円 1,050円 2,620円

展示室 520円 730円 1,050円 2,100円

和室(1) 310円 420円 520円 1,050円

和室(2) 310円 420円 520円 1,050円

集会室 520円 730円 1,050円 2,100円

青根 

調理室 1,050円 1,050円 1,050円 2,620円

和室(大) 520円 730円 1,050円 2,100円

和室(小) 310円 420円 520円 1,050円

閲覧室 520円 730円 1,050円 2,100円

三井 

調理室 1,050円 1,050円 1,050円 2,620円

集会室 520円 730円 1,050円 2,100円

会議室 310円 420円 520円 1,050円

小網 

和室 520円 730円 1,050円 2,100円

多目的ﾎｰﾙ 2,100円 3,150円 5,250円 9,450円

会議室 310円 420円 520円 1,050円

和室(A) 520円 730円 1,050円 2,100円

和室(B) 310円 420円 520円 1,050円

串川 

調理室 1,050円 1,050円 1,050円 2,620円

多目的室 520円 730円 1,050円 2,100円

会議室 310円 420円 520円 1,050円

串川ひが

し 

AVルーム 310円 420円 520円 1,050円

和室(A) 310円 420円 520円 1,050円

和室(B) 310円 420円 520円 1,050円

西青山 

フイツトネ

ススペース

520円 730円 1,050円 2,100円

使用時間別料金 

午前 午後 夜間 全日 

施設区分 

9：00～

12：00

13：00～

17：00

18：00～

21：30

9：00～ 

21：30 

会合室(B) 520円 730円 1,050円 2,100円中央 

和室(B) 310円 420円 520円 1,050円

ふれあいパーク   無料 

相模湖町町民集会所 
平  日 

午前 午後 夜間 

 

 

徴 収 単 位 

 午前９時

から午前

12時ま

で 

１回につ

き 

午後１時

から午後

５時まで

 

１回につ

き 

午後６時

から午後

10時ま

で 

１回につ

き 

国民の祝

日に関す

る法律に

規定する

休日、日

曜日及び

土曜日 

料金

100

円以

下の

場合 

    円

1,540 

 

円

2,570 

 

円

4,120 

 

料金

100

円を

超え

400

円以

下の

場合 

 

 

2,570 

 

 

3,600 

 

 

6,180 

入 場

料 そ

の 他

こ れ

に 類

す る

料 金

を 徴

収 す

る 場

合 

料金

400

円を

超え

る場

合 

 

3,600 

 

 

5,660 

 

 

9,270 

 

物品の販売そ

の他営利的な

行為を行う場

合 

 

3,600 

 

 

5,660 

 

 

9,270 

 

 

 

 
ホ

ｌ

ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の場

合 

 

 

  820 

 

 

1,230 

 

 

2,060 

 

物品の販売そ

の他営利的な

行為を行う場

合１室あたり 

 

  820 

 

 

1.230 

 

 

2,060 

 

 

附

属

室 

 

 

上記以外の場

合１室あたり 

 

  200 

 

  200 

 

  410 

平日にお

ける使用

料の金額

に、その

金額の

2/10に相

当する金

額を加算

して得た

金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

中央町民センター 

区分 区分 ４時間以内 
１時間 

増す毎に 

１階 
多目的ホー

ル 
2,060円 410円 

１階 栄養指導室 2,060円 410円 

１階 会議室 1,030円 200円 

２階 集会室 2,060円 410円 

２階 教養娯楽室 1,540円 300円  

  



 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  町立集会施設（１４箇所） 
平日 

午前 午後 夜間 

区分 

午前9時～

午後0時ま

で1回につ

き 

午後1時か

ら午後5時

まで1回に

つき 

午後6時か

ら午後10時

まで1回に

つき 

休日 

日曜日 

土曜日 

物 品

の 販

売 そ

の 他

営 利

的 な

行 為

を 行

う 場

合 

820円 1230円 2060円

上 記

以 外

の 場

合 

200円 200円 410円

平日にお

ける使用

料の金額

にその金

額の2/10

に相当す

る金額を

を加算し

て得た金

額 

 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

 

  



 

環
境
施
設 

市営斎場 
使用料 区分 単位 

市内住民等に

係るもの 
市外住民等に

係るもの 

12歳以上であった

者の死体 
1体 

無 料 45,000円

12歳未満であった

者の死体(死胎を

除く。) 

1体 
無 料 30,000円

死胎 1胎 無 料 18,000円

改葬 1件 無 料 18,000円

火葬

炉 

身体の一部 1件 無 料 18,000円

通夜 1回 25,000円 37,500円大式

場 告別式 1回 25,000円 37,500円

通夜 1回 20,000円 30,000円小式

場 告別式 1回 20,000円 30,000円

霊安室 1体24

時間に

つき 
3,000円 5,000円

柴胡が原霊園  
種別 墓所使用料 管理料 

 単位 金額 単位 金額 

普通墓

所 

１平方メ

ートルに

つき 
96,000円 

1平方メー

トル、1年

につき 
500円 

峰山霊園 
種別 面積 墓所使用料 管理料 

  単位 金額 単位 金額 

4平方メ

ートル 

１区画

につき 
606,000円 

1区画、1

年につき 
6,500円 

普 通

墓所 

2.5平方

メート

ル 

１区画

につき 445,000円 

1区画、1

年につき 4,500円 

4平方メ

ートル 

１区画

につき 
606,000円 

1区画、1

年につき 
6,500円 

芝 生

墓所 

2.5平方

メート

ル 

１区画

につき 445,000円 

1区画、1

年につき 4,500円 

墓 石

付 芝

生 墓

所 

2.5平方

メート

ル 

1区画、

10年に

つき 
189,000円 

1区画、1

年につき 
4,500円 

 

   

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

環
境
施
設 

 

  



 

商
工
施
設 

産業会館 

区分 1日 
(9時～22時) 

平日 40,700円多目的ホール 
土曜日 
日曜日 
休日 

54,200円

展示室 11,300円

国際商談室 45,200円

懇談室 29,400円

大研修室 14,700円

小研修室 4,500円

OA研修室 7,900円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  産業会館   無料 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

商
工
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

観
光
施
設 

たてしな自然の村 

施設 単位 使用料 
キャビン 1棟1泊につき 7,500円 
キャビン(大型) 1棟1泊につき 15,000円 
テント 1張1泊につき 600円 
相模川自然の村「清流の里」 

施設 単位 使用料 
1室2人以上の利用に

つき 
大人 3,500円 
小人 2,500円 

客室(バスなし) 

1室1人の利用につき 大人 5,500円 
1室2人以上の利用に

つき 
大人 4,000円 
小人 2,800円 

客室(バス付き) 

1室1人の利用につき 大人 6,000円 
大広間 3時間につき 3,000円 
会議室 4時間につき 1,400円 
相模の大凧センター 

利用単位 
室名 

1日 
(9時～22時) 

工作室 6,100円

相模川ふれあい科学館 

区分 大人 小人 
個人 300円 100円 
団体(20人以上) 1人につき 240円 1人につき 80円  

 鳥居原ふれあいの館 
施設 単位 利用料金 

舞台 1時間につき 1,000円以内

研修・練習室 1時間につき 500円以内

緑の休暇村センター 
1時間につき 区分 

午前9時～午

後5時 
午後5時30分

～午後9時

宿泊 

研修室A 600円

(700円)

700円

(800円)

研修室B 500円

(600円)

600円

(700円)

休憩室A 300円

(400円)

400円

(500円)

休憩室B・C 400円

(500円)

500円

(600円)

休憩室D 250円

(300円)

350円

(400円)

1人1泊につき 
2,000円

(2,200円)

コテージ  1棟1泊につき 
21,000円

入浴料 1人 200円 
シャワー料 1人 200円 
暖房使用期間中は、表中( )内の料金とする。 

 

相模湖記念館     無料 

小原の郷       無料 

小原本陣       無料 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

観
光
施
設 

 

  



観
光
施
設 

   

青野原道志川の家 
施設 単位 利用料金 

個人 大人      3,360円

小学生     2,730円

幼児      1,050円

団体 大人      2,940円

小学生     2,310円

幼児       730円

宿泊室

1時間 520円

講堂 1時間          840円 

研修室 1時間         520円 
食堂 1時間         840円 

1人1回 大人       420円 

小学生・幼児   310円 

浴室 

シャワーのみ 

1人1回 

大人       310円 

小学生・幼児   210円 

テント1張り１日 1,050円 
Ａ面１時間 630円 

広場 

Ｂ面１時間 420円 

 

暇村音久和直売所  無料 

青野原森林総合利用施設  無料 
 

 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

 

 

  



施設 

区分 
藤野町 

観
光
施
設 

 

 

 

  



設区

分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

勤
労
者
施
設 

勤労者総合福祉センター 
１ 専用利用料金 

区分 1日 
 (午前9時～午後10時) 

平日 25,000円ホール 
土曜日・日曜日 
休日 

34,000円

1／2 8,150円多目的室 
全面 16,300円

1／2 4,600円第1研修室 
全面 9,200円

第2研修室 4,100円

第1会議室 4,100円

第2会議室 4,100円

工芸室 4,100円

1／2 1,800円教養文化室 
全面 3,600円

音楽練習室 5,200円

リハーサル室 6,800円

２ 個人利用料金 
区分 1日 

(午前9時～午後10時) 
大人 300円

多目的室 
小人 150円

大人 300円
教養文化室 

小人 150円

トレーニング室 大人 300円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

勤
労
者
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

公
園
施
設 

都市公園（４３５箇所） 

※公園施設の設置許可による土地の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1年 500円 

※公園施設の管理許可による施設の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1年 500円 

※行為の許可による使用料 
行為の種類 単位 金額 

露店その他これに類

するもの 
1平方メートルにつ

き1日 220円 

行商その他これに類

するもの 1日につき 370円 

業として行う写真撮

影 写真機1台につき1日 750円 

業として行う映画撮

影 1日につき 7,500円 

会費を徴収して行う

写真撮影会 1日につき 3,700円 

屋外 7円 興行、展示会、競技会、

集会その他これらに

類するもの 

1平方メートルにつ

き1日 屋内 70円 

相模原麻溝公園ポニー乗馬場 

有料公園施設の

種類 単  位 金  額 

ポニー乗馬場 乗馬1回 100円

相模大野中央公園広場放送施設  

広場放送設備 1時間につき 250円 

都市公園（２８箇所） 

※公園施設の設置許可による土地の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1年 140円

※公園施設の管理許可による施設の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1年 140円

※行為の許可による使用料 
行為の種類 単位 金額 

露店その他これに類

するもの 
1平方メートルにつ

き1日 140円

行商その他これに類

するもの 1日につき 210円

業として行う写真撮

影 写真機1台につき1日 500円

業として行う映画撮

影 1日につき 4,200円

会費を徴収して行う

写真撮影会 1日につき 1,400円

屋外 10円競技会、展示会、展覧

会、集会その他これら

に類するもの 

1平方メートルにつ

き1日 屋内 10円
 

都市公園「総合運動公園」 
※公園施設の設置許可による土地の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルにつき1年 300円

※公園施設の管理許可による施設の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルにつき1月 800円

※行為の許可による使用料 

  

行為の種類 単位 金額 
露店商その他これに

類するもの 1平方メートルにつき1日 500円

行商その他これに類

するもの 1日につき 500円

業として行う写真撮

影 写真機1台につき1日 500円

業として行う映画撮

影 1日につき 5,000円

会費を徴収して行う

写真撮影会 1日につき 5,000円

興業、展示会、競技会、

集会、その他これに類

するもの 
1平方メートルにつき1日 10円

都市公園「林間総合公園」 

※公園施設の設置許可による土地の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1月 20円

※公園施設の管理許可による施設の使用料 
公園施設の種類 単位 金額 

施設の種類を問わず 1平方メートルに
つき1月 40円

※行為の許可による使用料 
行為の種類 単位 金額 

業として行う物品の

販売 1日につき 1,050円

業として行う映画の

撮影又は興業 1日につき 5,250円

業として行う写真撮

影会 1日につき 5,250円

競技会その他これに

類するもの 

1平方メートルにつ

き1日 
10円

展示会、展覧会、集会

その他これらに類す

るもの 

1平方メートルにつ

き1日 10円

林間総合公園会議室、放送設備  

会  議  室 1時間につき 1,000円

放 送 設 備 1時間につき 100円 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

公
園
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

駐
輪
場 

有料自転車駐車場（１２箇所） 

駐車料 
区分 

定期利用(月額) 一時利用(日額) 
一般 1,800円 100円 自 転

車 学生 1,200円 100円 
原動機付自転車 3,000円 200円 
 

無料自転車駐車場（７箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

無料自転車駐車場（１箇所）  

 

ふれあいパーク駐輪場 

区  分 
１台１月に

つき 

１台３月に

つき 
１台６月に

つき 

一 般 

 
2,500円 7,000円 12,000円自 

転

車 学 生 1,500円 4,000円 7,200円

原動機付自

転車 
3,000円 8,000円 14,400円

 

駐
車
場 

自動車駐車場（４箇所） 

料金の種類 料金の額 
基本料金 30分までごとに150円 
夜間料金 1回1000円 

125ccを越え 

る二輪車 

 

１日１回500円 
 

 

 

ふれあいパーク駐車場 

 午前８時から午後８時までの

利用 

夜間の利用 １台１月に

つき 

 
１

台

に

つ

き 

 

最初の１

時間につ

き100円 

 ただし、

30分以内

の利用の 

場合無料 

最初の１時間を

超える時間 

30分までごと

につき100円 

     
１回 

1,000円
12,000円

 

住
宅 

市営住宅 

建設に係る公営住宅（２０箇所） 
公営住宅法施行令の規定により算出される額 

借上げに係る公営住宅（１４箇所） 
  公営住宅法施行令の規定により算出される額 

 特定公共賃貸住宅（１箇所） 
特定優良賃貸住宅法施行規則で定める算出

方法に準じて算出した額を越えない範囲内

で規則に定める額 

町営住宅 

建設に係る公営住宅（４箇所） 
公営住宅法施行令の規定により算出される額 

町営住宅 

建設に係る公営住宅（１８箇所） 
公営住宅法施行令の規定により算出される額 

町営住宅 

建設に係る公営住宅（７箇所） 
公営住宅法施行令の規定により算出される額 

 

  



 

施設

区分 
藤野町 

駐
輪
場 

藤野町役場分庁舎自転車等駐車場 
藤野町自転車等第二駐車場 

駐  車  料 
区   分 

定期利用（月額） 一時利用(日額) 

一 般 1,500円 100円 
自 転 車 

学 生 1,000円 100円 

一 般 2,500円 200円 原動機付自転車 

自 動 二 輪 車 学 生 2,000円 200円 

 
駅前自転車等駐車場 

駐  車  料 
区   分 

定期利用（月額） 一時利用(日額) 

一 般 2,000円 100円 
自 転 車 

学 生 1,800円 100円 

一 般 3,000円 200円 原動機付自転車 

自 動 二 輪 車 学 生 2,800円 200円  

駐
車
場 

 

住
宅 

町営住宅 

建設に係る公営住宅（６箇所） 
公営住宅法施行令の規定により算出される額 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

学
校
教
育
施
設 

相模川自然の村野外体験教室 

使用料 
区分 単位 市内小中

学校等 
市内小中学校

等以外のもの 
児童生徒 

宿泊室 
1室1泊につき 無料 8,000円

宿泊利

用 引率者 

宿泊室 
1室1泊につき 無料 4,000円

半日 1人1回につき 無料 200円日帰り

利用 全日 1人1回につき 無料 400円

学校屋外運動場照明設備（１６箇所） 

照明設備を有する学校 照明区分 使用単位 使用料 
相模原市立大野南中学校 
相模原市立旭中学校 
相模原市立田名中学校 
相模原市立相陽中学校 
相模原市立大野北中学校 

A 照明 900円 

相模原市立向陽小学校 
相模原市立星が丘小学校 
相模原市立大沢中学校 
相模原市立清新小学校 
相模原市立若草中学校 
相模原市立光が丘小学校 

B 照明 800円 

相模原市立横山小学校 
相模原市立上溝南中学校 
相模原市立谷口中学校 
相模原市立鵜野森中学校 
相模原市立中央小学校 

C 照明 

30分につき 

400円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校屋外運動場照明施設（相模丘中学校） 

 

 

 

 

使用料 
施設 

2時間以内 
2時間を超えるときは

30分につき 

屋外運動場 
照明施設 

10,300円 2,060円

 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

学
校
教
育
施
設 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

学
校
教
育
施
設 

学校屋外運動場（７５箇所）   無料 

学校屋内運動場（８０箇所）   無料 

学校屋外運動場（６箇所）   無料 

学校屋内運動場（６箇所） 

 

 

使用料 
施設 

2時間以内 
2時間を超えるときは

30分につき 

屋内運動場 410円 100円

学校屋外運動場（１２箇所） 

学校屋内運動場（１２箇所） 

１ 町立小、中学校体育施設使用料 
使用料 

金額 区分
単位 

施設使用料 電気料 
1日 3,150円 630円体育館

午前、午後

又は夜間 1,570円 310円

1日 1,050円 630円運動場

午前、午後

又は夜間 520円 310円

２ 備付設備使用料 
設備の名称 使用料金 

1日の場合 520円 放送装置 
午前、午後又は夜間 260円 

小，中学校（１２箇所） 

 学校 使用料

小学校児童 1人1日 50円

中学校生徒 1人1日 80円

その他 1人1日 200円

 
 

学校屋外運動場（５箇所）   無料 

学校屋内運動場（５箇所） 
使    用    料 

午前９時～午後６時 午後６時～午後１０

時 

 

学校体 

育施設 

２時間につ

き 

２時間を超

え１時間に

つき 

２時間につ

き 

２時間を超

え１時間に

つき 

屋内運動場 ２００円 １００円 ４００円 ２００円

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

学
校
教
育
施
設 

小・中学校屋外運動場（８箇所）   無料 

小・中学校屋内運動場（７箇所） 
料   金 施 設 

  開閉費用   電気料等 

藤野町立小・中

学校屋内運動

場 

一回につき 

   ６００円 

２時間につき 

    ４００円 
 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

生
涯
学
習
施
設 

総合学習センター 
区分 午前 

(9時から12

時まで) 

午後 
(13時から1

7時まで) 

夜間 
(18時から2

2時まで) 

全日 
(9時から22

時まで) 
大会議室 3,900円 5,200円 5,200円 14,300円
セミナー

ルーム 2,100円 2,800円 2,800円 7,700円

多目的室 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円

小会議室

1 600円 800円 800円 2,200円

小会議室

2 600円 800円 800円 2,200円

小会議室

3 600円 800円 800円 2,200円

小会議室

4 600円 800円 800円 2,200円

和室1 600円 800円 800円 2,200円

和室2 600円 800円 800円 2,200円

   

 生涯学習センター 

１ 会議室等の使用料 

午前 午後 夜間 全日 区分 

 

使用区分 

9時から

1 2時ま

で 

1 3時か

ら 1 7時

まで 

18時から21

時30分まで

9時から

2 1時3 0

分まで

集会室A 520円 520円 730円 1,570円

集会室B 520円 520円 730円 1,570円

集会室C 520円 520円 730円 1,570円

会合室A 520円 520円 730円 1,570円

美術音楽室 520円 520円 730円 1,570円

和室A 520円 520円 730円 1,570円

２ 体育館等の使用料 

使用料 

金額 

施 設等

区分 単位 

施設使用料電気料 

全日(9時から21時30分まで) 3,150円 630円 

午前(9時から12時まで) 1,570円 310円 

午後(13時から17時まで) 1,570円 310円 

体育館

夜間(18時から21時30分まで) 1,570円 310円 

全日(9時から17時まで) 1,050円 ― 

午前(9時から12時まで) 520円 ― 

運動場

午後(13時から17時まで) 520円 ― 
 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

生
涯
学
習
施
設 

図書室 無料 

 

公民館(３館) 

施設区分 使用区分 午前(8:30～正午) 午後(1:00～5:00) 夜間(6:00～10:00) 

町に在住の者が発

表会、大会等に使

用するとき 

２，０６０円 ２，０６０円 ２，５７０円 

講堂 

その他の者が使用

するとき 
３，０９０円 ３，０９０円 ３，６００円 

町に在住の者が会

議等に使用すると

き 

１，０３０円 

 

１，０３０円 

 

１，５４０円 

 

会議室 

和室 

その他の者が使用

するとき 
１，５４０円 １，５４０円 ２，０６０円 

 

郷土資料館「ふじや」 無料 

 

児童館 
使用料 

区 分 
１日 午前・午後又は夜間

児童館 集会室 ３，０００円 １，５００円

 

藤野スポーツ広場管理棟 

牧郷クラブハウス 
料 金 

施 設 
開閉費用 電気料等 

藤野町スポーツ広場 １回につき ６００円 ２時間につき ４００円 

牧郷クラブハウス １回につき ６００円 ２時間につき ４００円 
 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

生
涯
学
習
施
設 

図書館（３館）        無料 

視聴覚ライブラリー    無料 

公民館（２３館）    無料 

博物館 

観覧料 区分 単位 
大人 小人 

個人 1回につき 500円 200円プラネタリウ

ム投影 団体(20人

以上) 
1人1回につき 400円 160円

個人 1回につき 500円 200円全天周映画 
団体(20人

以上) 
1人1回につき 400円 160円

相模原市民ギャラリー 

1日当たりの使用料 区分 
平日 土曜日・日曜日・休

日 
第1展示室 15,000円 20,000円

第2展示室 7,500円 10,000円

第3展示室 7,500円 10,000円

午前 午後 夜間 全日 会議室 

1,000円 1,500円 2,000円 4,500円 
観覧料 2,000円の範囲内で教育委員会がその都度

定める額 

青少年学習センター 

区分 午前 
(9時から12

時まで) 

午後 
(13時から1

7時まで) 

夜間 
(18時から2

2時まで) 

全日 
(9時から22

時まで) 
ホール 4,700円 6,300円 6,300円 17,300円

青少年団

体室 
500円 600円 600円 1,700円

音楽室 800円 1,100円 1,100円 3,000円

大会議室 800円 1,100円 1,100円 3,000円

和室 500円 600円 600円 1,700円

講習室 600円 800円 800円 2,200円

中会議室 600円 800円 800円 2,200円

小会議室1 400円 500円 500円 1,400円

小会議室2 400円 500円 500円 1,400円

 

 

 

 

公民館（１館） 
１ 施設使用料 

区 分 
9:00～

12:00

12:00～

17:00

17:00～

21:30

町在住者が使用 3,090円 4,120円 5,150円

町在住者とその他の

者が一緒に使用 
5,150円 6,180円 8,240円

大会議

室 

 

その他の者が使用 7,210円 8,240円 10,300円

体育室 510円 720円 1,030円

実習室 510円 610円 820円

学習室 250円 300円 510円

研修室 250円 300円 510円

会議室 300円 410円 610円

２ 設備使用料 

区 分 
9:00～

12:00

12:00～

17:00

17:00～

21:30

音響設備 3,000円 3,000円 3,000円

 

 

 

図書館「報徳図書館」  無料 

 

 

 

公民館（２館） 
 「中央公民館」「青根公民館」 

施設区分 使用時間 施設料 電気料 

午前(9時から正午まで) 730円 310円 

午後(1時から5時まで) 730円 310円 

夜間(6時から10時まで) 1050円 310円 

講堂 

全日 2100円 840円 

午前(9時から正午まで) 310円 210円 

午後(1時から5時まで) 310円 210円 

夜間(6時から10時まで) 520円 210円 

会議室 

全日 1050円 520円 

尾崎咢堂記念館  無料 

合唱館 

  

午前 午後 夜間 全日 区分

9時から12

時まで 
13時から17時

まで 
18時から21

時まで 
9時から21時

まで 
使用料 1,050円 1,050円 1,050円 3,150円

 

 

 

 

公民館（２館）   
 桂北公民館 
施設区分 使用時間 使用料 

講堂 

（ｺﾐｭﾆﾃｨ

ﾎｰﾙ） 

 

午前(9時から正午まで) 

午後(1時から5時まで) 

夜間(6時から10時まで) 

全日(午前9時～午後5時まで) 

1030円

1030円

1540円

2060円

研修室 

（和室） 

会議室 

午前(9時から正午まで) 

午後(1時から5時まで) 

夜間(6時から10時まで) 

510円

510円

730円

 千木良公民館（分館も含む） 

施設区分 使用時間 使用料 

午前(9時から正午まで) 310円

午後(1時から5時まで) 310円

夜間(6時から10時まで) 510円

研修室 

（和室） 

会議室 

全日(午前9時～午後5時まで) 620円

午前(9時から正午まで) 510円

午後(1時から5時まで) 510円

調理室 

夜間(6時から10時まで) 730円
 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

生
涯
学
習
施
設 

 

 

  



施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

鵜野森体育施設 

プール 

単位 金額 
専用 2時間 8,000円

大人 200円
一般 2時間 

小人(中学生以下) 100円

 運動場   無料 

横山公園陸上競技場 

午前(8時30分～12時30分) 4,000円

午後(13時～17時) 4,000円市民 
1日(8時30分～17時) 8,000円

午前(8時30分～12時30分) 20,000円

午後(13時～17時) 20,000円

専

用

使

用 

市 民

以 外

の も

の 1日(8時30分～17時) 40,000円

大人 200円

陸

上

競

技

場 

一

般

使

用 
小人 

1回 
100円

横山公園野球場 

市民 3,300円
入場料等を徴

収しない場合 市民以外の
もの 16,500円

専

用

使

用 入場料等を徴収する場合 

2時間につき 

33,000円

野

球

場 

一

般

使

用 
1回 3,300円

 

スポーツ施設 

付属施設（夜間照明施設） 

 

 

使用料 

区分 

2時間以内 2時間を超

えるとき1時

間につき（1

時間未満の端

数は1時間と

する） 

横山スポーツ広場 

 

中沢スポーツ広場 

 
町民の森野球場 

 

1面につき

3,090円 
1,030円 

町民の森テニスコート 

 
中沢スポーツ広場テニスコート

 

1面につき

1,030円 
510円 

大人 

 
1日につき   300円 

こだま 

プール 

小人（中

学生以下

の者） 

1日につき   150円 

町民 2時間につき 1,540円 

町民以外 2時間につき 5,150円 

小倉スポ

ーツ広場 

 

やまびこ 

テニスコート 

練習版 

のみ 
30分につき   200円 

区分 夜間照明施設（1時間につき） 

やまびこ 

テニスコート 
510円

串川総合運動公園、青野原総合運動場、 

国体記念鳥屋スポーツ公園 
１ 施設使用料 

金額 施設名 使用時間 
町内 町外 

1面 6時00分～

12時00分 2,100円 8,400円

1面 13時00分

～17時00分 2,100円 8,400円

多目的グランド

(陸上) 

1面 17時30分

～21時30分 2,100円 8,400円

1面 6時00分～

12時00分 1,050円 4,200円

1面 13時00分

～17時00分 1,050円 4,200円

多目的グランド

(野球) 

1面 17時30分

～21時30分 1,050円 4,200円

1面 6時00分～

12時00分 520円 2,100円

1面 13時00分

～17時00分 520円 2,100円

多目的グランド

(バレーボール)

1面 17時30分

～21時30分 520円 2,100円

1面 6時00分～

12時00分 520円 2,100円
テニスコート 

1面 13時00分

～18時00分 520円 2,100円

1面 6時00分～

12時00分 520円 2,100円
ゲートボール場

1面 13時00分

～18時00分 520円 2,100円

9時00分～12時0

0分 520円 2,100円

13時00分～17時

00分 520円 2,100円

和室 

18時00分～22時

00分 730円 2,940円

9時00分～12時0

0分 520円 2,100円

13時00分～17時

00分 520円 2,100円

会議室 

18時00分～22時

00分 730円 2,940円

２ 付属施設使用料(夜間照明設備) 
付属施設の種類 単位 金額 

多目的グランド夜間照明施設 2時間につき 5,250円 

林間総合公園 
有料公園施設

の名称 単      位 金  額 

町民等 2,000円

町民等以外 2,500円

１面最初の

２時間につ

き 青少年団体 1,000円

町民等 1,000円

町民等以外 1,200円

１面最初の

２時間を超

える時間１

時間につき 青少年団体 1,000円

テニスコー

ト 

１面１時間

につき 
夜間照明施

設 
800円

町民等 200円ゲートボー

ル場 

１面２時間

につき 町民等以外 600円

町民等 4,000円

町民等以外 6,000円

野 球 場  

２時間につ

き 
青少年団体 2,000円

 

与瀬町民グランド 

使  用  料 

単     位 金     額 

１     日       2,060円

午前又は午後       1,030円

内郷町民グランド 

使  用  料 

単     位 金     額 

１     日       2,060円

午前又は午後       1,030円

※内郷、与瀬町民グランド照明施設使用料 

使    用    料  

使用者の区分 

１時間につき 
１時間を超え30

分につき 
スポーツ施設を利

用する団体の登録

を受けたもの 
2,060円 1,030円

上記以外のも

の 3,090円 1,540円

武道場 

使    用    料 

単     位 金     額 

１     日       2,060円

午前又は午後       1,030円

夜     間       1,540円 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

 

使用料 施設等の区分 

単位 町内 町外 

陸上競技場 ２時間につき ２，０００円 ８，０００円

野球場(一面) ２時間につき １，０００円 ４，０００円

テニスコート(一面) ２時間につき １，０００円 ３，０００円

ゲートボールコート(一面) ２時間につき ２００円 ６００円

藤野町スポー

ツ広場 

クライミングボード ２時間につき １，０００円 ３，０００円

野球場(一面) ２時間につき １，０００円 ３，０００円町立日連運動

場 ゲートボールコート(一面) ２時間につき ２００円 ６００円

広場 ２時間につき ２，０００円 ８，０００円

コース １日につき(１人あた

り) 

１００円 ３００円

吉野イベント

パーク マレットゴルフ

(18ホール) 

用具 １日につき(１セット

あたり) 

２００円 ３００円

藤野やまなみ

運動公園 

ゲートボールコート(一面) ２時間につき  ６００円

牧郷運動公園  ２時間につき １，０００円 ３，０００円

 

夜間照明施設 
使用料 施設及び居住等の区分 

 単位 金額 

町内に住所を有する者 ２時間につき ５，０００円野球場(１面) 

町外に住所を有する者 ２時間につき １０，０００円

町内に住所を有する者 ２時間につき ８００円テニスコート(１面) 

町外に住所を有する者 ２時間につき １，６００円

町内に住所を有する者 ２時間につき ４００円

藤野町スポー

ツ広場 

ゲートボールコート(一面) 

町外に住所を有する者 ２時間につき ８００円

 
使用料 区分 

１日 午前・午後又は夜間 

青少年広場 ７，０００円 ３，５００円

 
使用料 区分 

１時間につき １時間を超え３０分につき 

町に住所を有するもの １，０００円 ５００円夜間照明 

上記以外のもの ２，０００円 １，０００円 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

鹿沼公園軟式野球場 

市民 2,000円

専用使用 市民以外の

もの 
2時間につき 

10,000円

軟

式

野

球

場 一般使用 1回 2,000円

相模台公園軟式野球場 

市民 2,000円

専用使用 市民以外の

もの 
2時間につき 

10,000円

軟

式

野

球

場 一般使用 1回 2,000円

淵野辺公園少年野球場・ソフトボール場 

市民 2,000円

専用使用 市民以外の
もの 

2時間につき 
10,000円

少年野

球・ソフ

トボール

場 
一般使用 1回 2,000円

公園テニス場（４箇所） 

市民 1,000円

専用使用 市民以外の
もの 

2時間につき 
5,000円テニス場 

一般使用 1面 1,000円

 

 

 

緑の休暇村テニスコート 
区分 土・日曜日、祝日 平日 

午前
8時30分～ 

12時30分

1面 6,500円

(4,500円)

1面 4,000円 
(3,000円) 

午後 1時～5時 
1面 6,500円

(4,500円)

1面 4,000円 
(3,000円) 

全日
午前8時30分

～午後5時

1面 13,000円

(9,000円)

1面 6,500円 
(5,500円) 

時間 1時間につき
1面 2,500円

(1,600円)

1面 1,200円 
(900円) 

12月から翌年2月までの期間中は、表中( )内の料金とする。 

総合運動公園 

１ 運動施設 
有料公園

施設名
単位 金額 

一般 2,100円

町民 小・中

・高校生
1,050円

半面

使用

町民以外 8,400円

一般 4,200円

町民 小・中

・高校生
2,100円

多目的グ

ランド 
2時間

につ

き 

全面

使用

町民以外 16,800円

一般 1,570円

町民 小・中

・高校生
840円

テニスコ

ート 
2時間

につ

き 

1面に

つき

町民以外 6,300円

２ 附属設備(夜間照明施設) 
附属設備の種類 単位 金額 
多目的グランド夜

間照明施設 2時間につき 5,250円

テニスコート夜間

照明施設 1面2時間につき 1,050円
 

小原プール 
使   用   料 

大     人        100円 １回 

 子     供         50円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

淵野辺公園「銀河アリーナ」 

＊ アイススケート場、プール、トレーニング室 

市民 28,000円
入場料等を徴

収しない場合 市民以外の
もの 34,000円

市民 56,000円

専

用

使

用 入場料等を徴
収する場合 市民以外の

もの 

2時間につき 

68,000円

大人 800円

中人 600円

一

般

使

用 小人 
1回 

400円

早朝(6時30分～8時

30分) 28,000円

夜間A(20時30分～

21時30分) 14,000円

夜間B(21時45分～

22時45分) 14,000円

市民 

夜間C(23時～24時) 14,000円

早朝(6時30分～8時

30分) 34,000円

夜間A(20時30分～

21時30分) 17,000円

夜間B(21時45分～

22時45分) 17,000円

ア

イ

ス

ス

ケ

ー

ト

場 

特

別

専

用

使

用 

市民以外のもの 

夜間C(23時～24時) 17,000円

 

スポーツ広場夜間照明施設(３箇所) 

A照明（軟式野球向けの照明） 900円

B照明（サッカー向けの照明） 800円

C照明（ソフトボール向けの照明） 

30分につき 
400円

 

入場料等を徴収しない場合 25,000円

入場料等を徴収する場合 
2時間につき 

50,000円

専用使用 

2コースにつき2時間 5,000円

大人 400円

水

泳

プ

ー

ル 一般使用 
小人 

1回につき2時

間 200円

大人 200円

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

室 

一般使用 

小人 

1回 

100円

   

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

 

 

  



 

体
育
館 

総合体育館 

（総合体育館、北総合体育館）  
１ 専用使用料 

使用単位(時間) 
施設区分 

午前 
(9時 

～12時)

午後 
(13時 

～17時) 

夜間 
(18時 

～22時) 

全日 
(9時 

～22時)

1／3 
円

2,000

円 
2,700 

円 
2,700 

円

7,400

1／2 3,000 4,000 4,000 11,000

2／3 4,000 5,400 5,400 14,800

大 体 育

室 

全面 6,000 8,000 8,000 22,000

1／2 1,400 1,800 1,800 5,000中 体 育

室 全面 2,800 3,700 3,700 10,200

小体育室 1,600 2,100 2,100 5,800

1／2 600 800 800 2,200
柔道場 

全面 1,200 1,600 1,600 4,400

1／2 600 800 800 2,200
剣道場 

全面 1,200 1,600 1,600 4,400

弓道場 1,200 1,600 1,600 4,400

1／2 600 800 800 2,200

相

模

原

市

立

総

合

体

育

館 

会議室 
全面 1,200 1,600 1,600 4,400

1／3 2,000 2,700 2,700 7,400

1／2 3,000 4,000 4,000 11,000

2／3 4,000 5,400 5,400 14,800
体育室 

全面 6,000 8,000 8,000 22,000

多目的室 600 800 800 2,200

柔道場 600 800 800 2,200

1／2 600 800 800 2,200剣 道 場

兼 卓 球

場 全面 1,200 1,600 1,600 4,400

弓道場 1,200 1,600 1,600 4,400

大会議室 1,200 1,600 1,600 4,400

相

模

原

市

立

北

総

合

体

育

館 

小会議室 600 800 800 2,200 

 

串川社会体育館 
１ 社会体育館使用料 

使用料 
金額 

施設等

区 分 単位 
施設使用料 電気料 

1日 3,150円 630円
体育館 

午前、午後又は夜間 1,570円 310円

1日 1,050円 310円
大会議室

午前、午後又は夜間 520円 150円

1日 520円 150円
小会議室

午前、午後又は夜間 260円 100円

２ 備付設備使用料 
設備の名称 使用料金 

1日 520円 
放送装置 

午前、午後又は夜間 260円 
 

 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

体
育
館 

牧郷体育館 

使用料 

単位 町内 町外 

２時間につき １，０００円 ３，０００円 

 

 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

体
育
館 

２ 個人使用料 
使用単位(時間) 

施設区分 
午前 

(9時～12時) 
午後 

(13時～17時) 
夜間 

(18時～22時)

大体育室 
中体育室 
小体育室 
柔道場 
剣道場 
弓道場 

相

模

原

市

立

総

合

体

育

館 
トレーニング室 

体育室 
多目的室 
柔道場 
剣道場兼卓球場 
弓道場 

相

模

原

市

立

北

総

合

体

育

館 

トレーニング室 

各区分ごとに 
大人 200円 
小人 100円 
(中学生以下の者) 
小学生未満の者 無料 

けやき体育館（障害者専用） 
１ 専用利用料金 

施設 利用単位(時間) 利用料金 

1／2 5,000円
体育室 

全面 10,200円

機能訓練室 

教養室 

和室 

教室 

1日(9時～22時) 

3,900円

２ 個人利用料金 

施設 利用単位(時間) 利用料金 

大人 600円
体育室 

小人 300円

大人 600円
機能訓練室 

1日(9時～22時) 

小人 300円

 

 

 

 

   

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

体
育
館 

 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

体
育
館 

相模原市体育館     １ 本館使用料 
使用時間別料金 用

途

の

区

分 
使用種別 

午前 
8.30 

～ 

12.00 

午後 
13.00 

～ 

17.00 

夜間 
18.00 

～ 

22.00 

昼間 

8.30 

～ 

17.00 

昼夜 
13.00 

～ 

22.00 

全日 
8.30 

～ 

22.00

入場料を徴

収しないと

き 
800円 1,100円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円

ス

ポ

ー

ツ

の

場

合 

入場料を徴

収するとき 2,300円 2,600円 3,000円 4,900円 5,600円 7,900円

入場料を徴

収しないと

き 
1,500円 1,800円 2,300円 3,300円 4,100円 5,600円

そ

の

他

の

場

合 
入場料を徴

収するとき 3,000円 3,800円 4,500円 6,800円 8,300円 11,300円

２ 付属施設使用料 
使用時間別料金 施

設

の

名

称 

午前 
8.30 

～ 

12.00 

午後 
13.00 

～ 

17.00 

夜間 
18.00 

～ 

22.00 

昼間 
8.30 

～ 

17.00 

昼夜 
13.00 

～ 

22.00 

全日 
8.30 

～ 

22.00 
弓

道

場 
300円 500円 800円 800円 1,300円 1,600円

柔

道

場 
300円 500円 800円 800円 1,300円 1,600円

 

   

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

体
育
館 

 

 

  



 

水
泳
場 

総合水泳場 
１ 専用利用料金 

施設区分 利用単位 金額 
50mプール 156,250円 
飛込プール 68,750円 
25mプール 56,250円 
会議室 

1日(9時～21時30分) 

12,500円 
２ 個人利用料金 

施設区分 利用単位 金額 
大人 2,500円 

プール 
小人 

1日(9時～21時30分) 
1,250円 

大人 200円 トレー

ニング

室 小人 

1回 

100円 
 

   

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

水
泳
場 

 

 

  



 

産
業
施
設 

 

   

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

産
業
施
設 

生活改善センター（１２施設） 

① 篠原生活改善センター 

② 奥牧野生活改善センター 

③ 伏馬田生活改善センター 

④ 中尾生活改善センター 

⑤ 吉原生活改善センター 

⑥ 沢井生活改善センター 

⑦ 菅井生活改善センター 

⑧ 小津久生活改善センター 

⑨ 長又生活改善センター 

⑩ 馬本生活改善センター 

⑪ 大久和生活改善センター 

⑫ 大鐘生活改善センター  

使用料 １回につき 1,030円 

  但し、個人的なもの、営利を伴うもの、町外の者

の使用に限る。 

 

集会施設ほか（１２施設） 

① 小舟集会施設 

② 芝田集会施設 

③ 日連集会施設 

④ 上岩集会施設 

⑤ 新和田多目的集会施設 

⑥ 川上多目的集会施設 

⑦ 大川原多目的集会施設 

⑧ 舟久保多目的集会施設 

⑨ 綱子多目的集会施設 

⑩ 藤野園芸ランド野趣味覚センター 

⑪ 竹の子の里活性化センター 

⑫ やさか茶屋 

使用料 無 料 

 

 

農村環境改善センター 

 8:30～17:00 17:00～22:00 

多目的ホール 600円/h 900円/h 

和室会議室 

農産加工室・ 

調理実習室 

400円/h 600円/h 

農事研修室 

２階会議室 

健康相談室 

250円/h 400円/h 

 

 

  



 

施設

区分 
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

財
産
管
理 

行政財産目的外使用料 
(1) 電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するた

めの土地の貸付料 相模原市道路占用料徴収条例(昭和 44 年相模

原市条例第15号)に定めるところによる。 

(2) 前号以外の目的のための土地貸付料(年額) 貸付けに係る近傍

類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定に

より相模原市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された固

定資産税課税標準額に100分の3を乗じて得た額とする。 

(3) 建物の貸付料(年額) 貸付けに係る建物評価額に100 分の 6を

乗じて得た額とする。 

(4) 前 3 号以外のものについては、用途その他の事情を考慮して市

長が定める額とする。 

 

行政財産目的外使用料 
 次に定める算式により算定した額に消費税法第 29 条の税

率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法第72条の83の税

率を乗じて得た額を使用料の額とする。ただし、土地の使用

が1月以上にわたるとき又は建物その他の施設の使用に伴う

ものでないときは、次の１又は２に定める算式により算出し

た額とする。 

１ 電柱、広告板、水道管その他これらに関するものを設置

するための土地の使用 

  ⇒城山町道路占用料徴収条例の定めるところによる。 

２ 前号以外の目的のための土地の使用 

  ⇒使用部分にかかる土地の価格×（3／100）×（使用許

可日数／365） 

３ 建物の使用 

  ⇒使用部分にかかる建物の価格×（6／100）×（使用許

可日数／365）＋当該建物の敷地のうち当該建物の建築面

積に相当する面積の土地について上記２の算式により算

定した額（当該敷地が借地の場合にあっては、地代または

賃借料に相当する額）×（使用部分に係る建物の面積／当

該建物の延べ面積） 

４ 上記１から３以外のものについては、用途その他の事情

を考慮して町長が定める使用料を徴収する。 

 

行政財産目的外使用料 
次に定める算式により算定した額に消費税法第 29 条の税

率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法第72条の83の税

率を乗じて得た額を使用料の額とする。ただし、土地の使用

が1月以上にわたるとき又は建物その他の施設の使用に伴う

ものでないときは、次の１又は２に定める算式により算出し

た額とする。 

１ 電柱・広告板・水道管・その他これらに類するものを設

置するための土地の使用 

別表左欄に掲げる種類に応じそれぞれ当該右欄に掲

げる額×(使用許可月数／12) 

２ 前号以外の目的のための土地の使用 

使用部分にかかる土地の価額×(3／100)×(使用許可日
数／365) 

３ 建物の使用 

使用部分にかかる建物の価額×(6／100)×(使用許可日
数／365) 

４ 行政財産のうち、前項以外のものについては用途、その

他の事情を考慮して町長が定める使用料を徴収する。 

別表(第2条関係) 
区分 単位 金額 
鉄塔 使用面積 

1平方メートル1年

600円柱類の敷地

電柱 
支線その他の

柱類 

1本1年 810円

460円

工作物の敷

地 
案内板、広告

板 
表示面積 
1平方メートル1年

1320円

外径が0.4メ

ートル未満の

もの 

120円

外径が0.4メ

ートル以上1

メートル未満

のもの 

300円

管類

外径が1メー

トル以上2メ

ートル未満の

もの 

長さ1メートル1年

600円

地下

埋設

物の

敷地

その他の施設 使用面積 
1平方メートル1年

300円

 
 

行政財産目的外使用料 
１ 電柱、広告板、水道管、その他これに類するものを設

置するための土地の使用 別表左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該左欄に掲げる額 × 使用許可月数

                     １２ 

２ 前号以外の目的のための土地の使用 

  使用部分に係る土地の価額× ３  ×使用許可日数

               １００   ３６５  

３ 建物の使用 

  使用部分に係る建物の価額× ６  ×使用許可日数

               １００   ３６５ 

 ＋当該建物の敷地のうち当該建物の建築面積に相当す

る面積の土地について前号の規定を準用して算定した

額（当該敷地が借地の場合にあっては、地代又は借地に

相当する額）×使用部分に係る建物の面積 

         当該建物の延べ面積 

４ 行政財産の使用のうち、前項以外のものについては、

用途その他の事情を考慮して町長が定める額の使用を

徴収する。 

別表 

区        分 金       額 

本     柱 １本につき  1,000円 

電 

柱 
支   線 

支 線 柱 

街路照明柱 

 

１本につき   500円

 

広告板類 

広告等に使用される面

の表面積１平方メート

ルにつき    5,000円

標識柱類 １本につき    2,000円

 

配

管

類 

外形が0.4メートル未満のもの

外形が0.4メートル以上１メー

トル未満のもの 

外形が１メートル以上２メート

ル未満のもの 

外形が２メートル以上のもの 

長さ１メートルにつき    200円

同       500円

同         1,000円

同          2,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

施設 

区分 
藤野町 

財
産
管
理 

行政財産目的外使用料 

 
 次に定める算式により算出した額に消費税法第29条の税
率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法第72条の83の税

率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、土地の使用が

1月以上にわたるとき又は建物その他の施設の使用に伴うも

のでないときは、次の１又は２に定める算式により算出した

額とする。 

 

１ 電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置

するための土地の使用 

  ⇒藤野町道路占用料徴収条例第２条に規定する額 

 

２ 前号以外の目的のための土地の使用 

 ⇒【使用料の基準となる価額】により算出した額に 

１００分の３を乗じて得た額 

  【算式】 

   当該土地の評価額／当該土地の面積×使用面積× 

３／100×使用許可日数／365 

 

３ 建物の使用 

  ⇒【使用料の基準となる価額】により算出した額に 

１００分の７を乗じて得た額 

  【算式】 

   当該建物の評価額／当該建物の面積×使用面積× 

７／１００×使用許可日数／３６５＋当該建物の敷

地の内、当該建物の建築面積に相当する面積の土地に

ついて上記２の算式により算定した額（当該敷地が借

地の場合にあっては、地代または借賃に相当する額）

×使用部分に係る建物の面積×使用部分に係る建物 

   の面積／当該建物の延べ面積 

 

４ 上記１から３以外のものについては、用途その他の事情

を考慮して町長が定める額とする。 

 

【使用料の基準となる価額】 

 使用料の基礎となる価額は、町長が別に定める当該土地又

は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た

額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。 

 

 

  



 

排水施設等占用料 

区分 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

通路としての占用 占用面積1平方メートル

につき1年 
300円 500 円 

   

占用面積が4

平方メートル

以下の部分 

300円 500 円 

   通路橋その

他これらに

類する占用 

占用面積が4

平方メートル

を超える部分 

占用面積1平方メートル

につき1年 

600円 500 円 

   

上記以外の占用 相模原市道路占用料徴

収条例(昭和44年相模原

市条例第15号)別表の例

による。 

城山町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年城山町条

例第 12 号）別表の例に

よる。 

   

  



 

河川占用料 

区分 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

鉱工業その他の用に供する

もの 

水量毎秒0.1立方メー

トルにつき1年 
494,970円  

   

通路としての占用 占用面積1平方メート

ルにつき1年 
300円 500 円 

   

占用面積が4平

方メートル以

下の部分 

300円 500 円 

   通路橋その

他これらに

類するもの 

占用面積が4平

方メートルを

超える部分 

占用面積1平方メート

ルにつき1年 

600円 500 円 

   

はけ口その他これらに類す

るもの 

占用面積1平方メート

ルにつき1年 600円 500 円 

   

その他のもの 

 

相模原市道路占用料徴

収条例(昭和44年相模原

市条例第15号)別表の例

による。 

城山町道路占用料徴収条

例（昭和51年城山町条例

第12号）別表の例によ

る。 

   

その他の占用 占用面積1平方メー

トルにつき1年 
300円 300円 

   

 

  



 

水路占用料 

区分 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

通路としての占用 占用面積 1平方メー

トルにつき 1年 
300 円 500 円 460 円 

 ４㎡以下   150 円 

４㎡を越える部分 320 円 

占用面積が

4平方メー

トル以下の

部分 

300 円 500 円 460 円 

 

１５０円 

通路橋

その他

これら

に類す

るもの 占用面積が

4平方メー

トルを超え

る部分 

占用面積 1平方メー

トルにつき 1年 

600 円 500 円 460 円 

 

３２０円 

はけ口その他これら

に類するもの 

占用面積 1平方メー

トルにつき 1年 
600 円 500 円 300 円 

 外径が４ｍ未満１７０円 

外径が４ｍ以上４３０円 

工作物

の占用 

その他のもの 相模原市道路占用料徴収

条例(昭和 44 年相模原市

条例第 15 号)別表の例に

よる。 

城山町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年城山町条

例第 12 号）別表の例に

よる。 

津久井町道路占用料徴収

条例（平成 4年津久井町

条例第 10 号）別表の例

による。 

 藤野町水路及び認定外道

路に関する条例（平成４

年藤野町条例第２号）別

表による。 

その他の占用 占用面積 1平方メ

ートルにつき 1年
300 円 300 円 300 円 

 藤野町水路及び認定外道

路に関する条例（平成４

年藤野町条例第２号）別

表による。 

  



公園占用料 

  

占用物件 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

第1種電柱 190円 年 700円÷12=58.3円

第2種電柱 300円 年 700円÷12=58.3円

第3種電柱 410円 年 700円÷12=58.3円

1本につき 1年 

     800 円

本柱 

  １本につき１年

      1,000

円 

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

第1種電話柱 170円 年 270円÷12=22.5円

第2種電話柱 280円 年 270円÷12=22.5円

第3種電話柱 

1本につき1

月 

390円 年 270円÷12=22.5円

1本につき 1年 

     800 円

支線及び支線柱 

  １本につき１年

       500 円

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

外径が0.1メートル未満のもの 10円 年 100円÷12=8.3円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 15円 年 100円÷12=8.3円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 20円 年 100円÷12=8.3円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 35円 年 100円÷12=8.3円

外形１メートル未満

のもの 

１ﾒｰﾄﾙにつき１年

       500 円

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 90円 年 270円÷12=22.5円

外径が1メートル以上2メートル未満のもの 180円 年 520円÷12=43.4円

水道管、下

水道管、ガ

ス管その他

これらに類

するもの 

外径が2メートル以上のもの 

長さ1メート

ルにつき1月

360円 
年 1,040 円÷12=86.6
円 

長さ 1メートルにつ
き 1年  500円

外形１メートル以上の

もの 

１ﾒｰﾄﾙにつき１年 

      1,000 円

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

公衆電話所 
1個につき1

月 
270円 年 850円÷12=70.8円

１個につき 1年 
    1,000円

 藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

標識 
1本につき1

月 
215円 年 690円÷12=57.5円

1本につき 1年 
      800円

1本につき 1年 

2,000 円 

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 

その他のもの 相 模 原 市

道 路 占 用

料 徴 収 条

例(昭和44

年 相 模 原

市 条 例 第

15号)別表

の 規 定 を

準 用 す

る。 

城山町道路占用料徴

収条例（昭和 51 年城

山町条例第 12 号）別

表の例による。 

1 平方メートルにつ

き 1月 100 円 
１平方メートルにつ

き１月   200 円

藤野町道路占用料徴収条

例（昭和 51 年藤野町条例

13 号）別表の例による。 



 

道路占用料                                       ※表中Ａは、近傍類似の土地の時価 

占用物件 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

第1種電柱 190 円 
年 700円÷12 
=58.3円 

第2種電柱 300 円 
年 700円÷12 
=58.3円 

第3種電柱 410 円 
年 700円÷12 
=58.3円 

電柱のみ 1 本 1 年

810 円 

（別に線類の占用

料あり） 

電柱 

1 本当り年額 

500 円 

電柱のみ１本１年 

580 円 

（別に線類の占用料

あり） 

第1種電話柱 170 円 
年 270円÷12 
=22.5円 

第2種電話柱 280 円 
年 270円÷12 
=22.5円 

第3種電話柱 390 円 
年 270円÷12 
=22.5円 

電柱のみ 1 本 1 年

300 円 

（別に線類の占用

料あり） 

電話柱 

1 本当り年額 

200 円 

電話柱のみ１本１年 

220 円 

（別に線類の占用料

あり） 

その他の柱類 

1 本につき 1月 

15 円 
年 500円÷12 
=41.6円 

1 年  460 円 
1 本当り年額 

360 円 
１本１年 ５００円 

共架電線その他上空に設ける

線類 
2 円 

年 60円÷12=5円 
1 年  60 円  １年    ５０円 

地下電線その他地下に設ける

線類 

長さ 1 メートル

につき 1月 

1 円 
年 60円÷12=5円 

1 年  60 円  １年    ５０円 

路上に設ける変圧器 1 個につき 1月 
130 円 

年 500円÷12 
=41.6円 

1 年  970 円  １年   ７００円 

地下に設ける変圧器 占用面積 1 平方

ﾒｰﾄﾙにつき 1 月
90 円 

年 500円÷12 
=41.6円 

1 年  970 円  １年   ７００円 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 
270 円 

年 850円÷12 
=70.8円 1 年  970 円  １年   ７００円 

郵便差出箱 

1 個につき 1月 

115 円 
年 350円÷12 
=29.1円 

1年 390 円  １年   ２８０円 

広告塔 表示面積1平方ﾒ

ｰﾄﾙにつき1月 
790 円 

年 1,440円÷12 
=120円 1 年 1,320 円 年額 1,000 円 １年 １，０００円 

法第

32

条第

1 項

第 1

号に

掲げ

る工

作物 

その他のもの 占用面積1平方ﾒ

ｰﾄﾙにつき1月 
270 円 

年 500円÷12 
=41.6円 1 年  970 円 年額  400 円 １年   ７００円 

  



 

占用物件 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

外径が0.1メートル未満のもの 10 円 
年 100 円÷12=8.3 円 

年 170 円÷12=4.1 円 

外径が0.1メートル以上0.15メ

ートル未満のもの 
15 円 

年 100 円÷12=8.3 円 

年 170 円÷12=4.1 円 

外径が0.15メートル以上0.2メ

ートル未満のもの 
20 円 

年 100 円÷12=8.3 円 

年 170 円÷12=4.1 円 

外径口が 0.4 メー

トル未満のもの 

年額 70 円 

外径が0.2メートル以上0.4メー

トル未満のもの 
35 円 

年 100 円÷12=8.3 円 

年 170 円÷12=4.1 円 

1 年 120 円 １年   ５０円 

外径が0.4メートル以上1メート

ル未満のもの 
90 円 

年 270 円÷12=22.5 円 

年 430円÷12=35.8円 
1 年   300 円 １年  ２２０円 

外径が1メートル以上2メートル

未満のもの 
180 円 

年 520 円÷12=43.3 円 

年 850 円÷12=70.8 円 
1 年   600 円 １年  ４３０円 

法第 32 条第

1 項第 2 号に

掲げる物件 

外径が2メートル以上のもの 

長さ 1 メ

ートルに

つき 1月

360 円 

年 1,040 円÷12=86.6

円 

年 1,720 円÷12=143.3

円 

1 年  1,210 円 

外径口が 0.4 メー

トル未満のもの 

年額 180 円 

１年  ８７０円 

法第 32 条第 1 項第 3 号及び第 4号に掲げる施設

270 円 

3 号 年 520 円 ÷

12=43.3 円 

4 号年 40 円÷12=3.3

円 

1 年   600 円 

 

３号 １年 430 円 

４号 １年 360 円 

階数が1のもの A×0.003× 

（1／12） 

年 500 円÷12=41.6 円 
1 年 A×0.01×0.7

 
１年 Ａ×０．０１ 

階数が2のもの A×0.005× 

（1／12） 

年 500 円÷12=41.6 円 
〃A×0.016×0.7 

 
１年 Ａ×0.016 

地 下 街 及

び地下室 

階数が3以上のもの A×0.006× 

（1／12） 

年 500 円÷12=41.6 円 
〃A×0.02×0.7 

 
１年 Ａ×０．０２ 

上空に設ける通路 530 円 年 500 円÷12=41.6 円 1 年   460 円  １年  ５００円 

地下に設ける通路 

占用面積

1 平方メ

ートルに

つき 1月

265 円 年 500 円÷12=41.6 円 1 年   460 円 
年額 360 円 

１年  ５００円 

法第 32 条第

1 項第 5 号に

掲げる施設 

その他のもの  270 円 年 500 円÷12=41.6 円 
1 年    40 円 

 
１年  ３６０円 

  



 

占用物件 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設

けるもの 

占用面積1平方メ

ートルにつき1日 
80円 

月額 140 円 

1 月に満たない

場合は 

140 円×5％＝7 円

13円 

 

１０円 

法第 32 条

第 1 項第 6

号 に掲げ

る施設 

その他もの 占用面積1平方メ

ートルにつき1月 
790円 140 円 1 月 130 円 

 
１月  １００円 

一時的に設け

るもの 

表示面積1平方メ

ートルにつき1日 
80円 140円 1 月 130 円 

 
１月  １００円 

看板(アーチであ

るものを除く。) 

その他のもの 表示面積1平方メ

ートルにつき1月 
790円 140円 1 年 1,320 円 

 
１月 1,000 円 

標識 1本につき1月 
215円 

年 690 円÷12 

=57.5 円 
1 年 780 円 

 
１年  ５６０円 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

1本につき1日 

80円 無料 13 円 

 

１０円 

旗ざお 

その他のもの 1本につき1月 790円 無料 130 円  １００円 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

その面積1平方メ

ートルにつき1日 
80円 無料 13 円 

 

１０円 

幕(政令第7条第2

号に掲げる工事

用施設であるも

のを除く。) 

その他のもの その面積1平方メ

ートルにつき1月 
790円 無料 130 円 

 
１００円 

車道を横断す

るもの 

 
7,930円 1,440円 1,320 円 

 
１，０００円 

政令第 7

条第 1 号

に掲げる

物件 

アーチ 

その他のもの 

1基につき1

月 

3,960円 1,440円 660 円  ５００円 

 

  



 

占用物件 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条

第3号に掲げる工事用材料 
790円 140円 130円 

年額 

1,000 円 
１００円 

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条

第5号に掲げる施設 
270円 140円 100円  ７０円 

階数が1の

もの 

A×0.005× 

（1／12） 

 
1 年 A×0.018×0.7 Ａ×０．０１８ 

階数が2の

もの 

A×0.006× 

（1／12） 

 
1 年 A×0.025×0.7 Ａ×０．０２５ 

階数が3の

もの 

A×0.008× 

（1／12） 

 
1 年 A×0.032×0.7 Ａ×０．０３２ 

建築物 

階数が4以

上のもの 

A×0.009× 

（1／12） 

 
1 年 A×0.036×0.7

年額 

Ａ×0.012 

Ａ×０．０３６ 

政令第 7 条第 6

号に掲げる施

設並びに同条

第 7 号に掲げ

る施設及び自

動車駐車場 

その他のもの A×0.005× 

（1／12） 

 
1 年 A×0.018×0.7 Ａ×０．０１８ 

階数が1の

もの 
A×0.005× 

（1／12） 

  

Ａ×０．０１８ 

階数が2の

もの 

A×0.006× 

（1／12） 

  
Ａ×０．０２５ 

階数が3の

もの 

A×0.008× 

（1／12） 

  
Ａ×０．０３２ 

上空、トンネ

ルの上又は自

動車専用道路

(高架のものに

限る。)の路面

下に設けるも

の 

階数が4以

上のもの 

A×0.009× 

（1／12） 

  
Ａ×０．０３６ 

政令第 7 条第 8

号に掲げる休

憩所、給油所

及び自動車修

理所 

その他のもの 

占用面積

1平方メ

ートルに

つき1月 

A×0.018× 

（1／12） 

  

年額 

Ａ×0.012 

Ａ×０．０４ 

 

  



 

復旧監督費単価表 

種別 舗装厚 単位 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

セメント・コンクリート舗装 55 センチメートル
15,300 円  

 （As 舗装単価と同

じ）12,244 円 

 

 

コンクリート表面処理 35 センチメートル
12,000 円  

 （As 舗装単価と同

じ）9,782 円 

 

 

A 100 センチメートル 23,800 円   －  上級舗装 

B 80 センチメートル 19,000 円   －  

A 60 センチメートル
14,600 円  

 5.5 センチメートル

12,244 円 

 

 

高級舗装 

B 45 センチメートル 10,900 円   －  

A 40 センチメートル
7,600 円  

 40 センチメートル

9,782 円 

 

 

簡易舗装 

B 25 センチメートル 6,800 円   －  

特殊舗装 19 センチメートル 10,000 円   －  歩道舗装 

一般舗装 13 センチメートル
4,910 円  

 13 センチメートル

10,887 円 

 

 

砂利道 

一平方メー

トル当たり

2,410 円  
 15 センチメートル

3,260 円 

 

 

 

  



 

公共下水道 1 ｹ月当たりの使用料 

基本額 加算額 使用料(1 立方メートルにつき) 使用料(1 立方メートルにつき) 区分 

排水量 使用料 排水量 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

8立方メートルを超え15立

方メートル以下の分 
90円 98 円 92 円 

15立方メートルを超え20立

方メートル以下の分 
95円 104 円 102 円 

8 立方メートルを

越え 20 立方メー

トル以下の分 75

円 

8 立方メートルを超え

20 立方メートルまでの

分 

80 円 

20立方メートルを超え30立

方メートル以下の分 
110円 115 円 117 円 85 円 90 円 

30立方メートルを超え50立

方メートル以下の分 
120円 127 円 137 円 100 円 105 円 

50立方メートルを超え100

立方メートル以下の分 
145円 155 円 157 円 120 円 125 円 

100立方メートルを超え300

立方メートル以下の分 
160円 167 円 

100 立方メートル超～

500 立方メートル以下

182 円 

100 立方メートル

を超え 500 立方メ

ートル以下の  

150 円 

100 立方メートルを超え

500 立方メートルまでの

分   155 円 

300立方メートルを超え

1,000立方メートル以下の

分 
190円 201 円 

一般汚水 8立方メート

ル以下の分

550円 

1,000立方メートルを超え

る分 
225円 236 円 

500 立方メートル超

207 円 

500 立方メートル

を超える分 180 円

500 立方メートルを超え

る分  190 円 

公衆浴場汚

水 
排水量1立方メートルにつき 

5円  6 円 
  

 

  



 

水道 1 ｹ月当たりの使用料 

 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

給水設備１基   １，６８０円  

 

藤野町 水道使用料 

水道名 給水目的の種

別 

基本料金(一ヶ月につき) 
超過料金(１立方メートルにつき) 

家事用 8 立方メートルまで  １，０００円                       １３０円 

8 立方メートルを超え 25 立方メートルまで   １３０円 

25 立方メートルを超え 50 立方メートルまで   １３０円 

50 立方メートルを超え 100 立方メートルまで  １４５円 

100 立方メートルを超え 300 立方メートルまで  １６５円 

300 立方メートルを超え 500 立方メートルまで  １９０円 

500 立方メートルを超え 1,000 立方メートルまで １９５円 

業務用 8 立方メートルまで  １，０００円 

1,000 立方メートルを超える分         ２３０円 

浴場用 10 立方メートルまで  １，２５０円                       １３０円 

葛原簡易水道 

篠原簡易水道 

牧野中央簡易水道 

一時用   家事

      業務

10 立方メートルまで  １，５００円 

10 立方メートルまで  １，８７５円 

                      １５０円 

                      ２５５円 

馬本、吉原簡易水道 家事用 １戸あたり１律                       ２００円 

伏馬田簡易水道 家事用 

 

戸数割 １戸 ２００円  人頭割 １５円 

成牛 １頭 １５円 

 

  



 

藤野町 農業集落排水処理施設使用料 

使用料（１箇月につき） 

排水施設の名称 定額使用料 人員割使用料 

大久和排水処理施設 一戸当たり 1,500 円 人員１人当たり 250 円 

備 考 

 １箇月当たりの使用料は、定額使用料の額に、人員割使用料の額に世帯（使用）人員を乗じて得た額を加えた額とする。

 

 

 

 

  



 

藤野やまなみ温泉使用料 

○浴場使用料 

区 分 大人 小人 適用 

３時間 600 円 300 円 入館時刻から３時間以内 

１日 900 円 500 円 開館から閉館まで 

（1） 浴場使用料の超過料金は、１時間当たり１００円を加算する。 

（2） 浴場使用料は大広間、中広間等での休憩料含む。 

（3） 小人とは、小学生及び中学生の者 

 

 

○特別室使用料 

区 分 カシワ カシワ① カシワ② フジ フジ① フジ③ 適用 

３時間 3,000 円 1,600 円 1,600 円 2,000 円 1,200 円 1,200 円 入室時刻から３時間以内 

１日 10,000 円 5,500 円 5,500 円 7,000 円 4,500 円 4,500 円 開館から閉館 15 分前まで 

（1） 超過料金は、１時間当たりカシワ 1500 円、カシワ①800 円、カシワ②800 円、フジ 1,000 円、フジ①600 円、 

  フジ②600 円を加算する。 

（2） 混雑時等は、使用を制限することがあります。 

 

  



 

藤野町営バス料金表 

＜普通運賃＞ 

 （大久和東野線） 

やまなみ

温泉 

扇久保 １００ 

 小 舟 １００ １００ 

伏馬田入

口 
１００ １００ １００ 

菅 井 １００ １００ １００ １００ 

綱子入口 １００ １００ １００ １００ １００ 

長 又 １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ 

奥相模湖 １００ １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ 

下 原 １００ １００ １００ １００ １００ １５０ ２００ ２００ 

 上 原 １００ １００ １００ １００ １００ １００ １５０ ２００ ２００ 

東 野 １００ １００ １００  １００ １００ １００ １００ １５０ ２００ ２００ 

 

 

 

 

  



（大久和篠原線・篠原赤沢線） 

やまなみ温

泉 

川 上 １００ 

 中尾日向 １００ １００ 

釜の沢 １００ １００ １００ 

新大橋 １００ １００ １００ １００ 

中村橋 １００ １００ １００ １００ １００ 

篠 原 １００ １００ １００ １００ １００ １００ 

田ヶ岡 １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ １５０ 

新和田 １００ １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ ２００ 

赤 沢 １００ １００ １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ ２００ 

※ 備考 小児（小学生以下）、心身障害者及び精神障害者の運賃は、この表の運賃の半額とし、１０円未満に端数がある場合は、これを切り

上げるものとする。ただし、満１歳以上小学生入学までの幼児で、父母等が同伴する場合は、幼児１人だけ無料とする。また、１歳未満の

幼児は無料とする。 

＜通勤定期運賃＞ 

    ① １月運賃 普通運賃表の額に６０を乗じて得た額の７０パーセントに相当する額に、７分の５を乗じて得た額 

    ② ３月運賃 ①の定期運賃額に３を乗じて得た額の９５パーセントに相当する額 

＜通学通園定期運賃＞ 

    ① １月運賃 普通運賃表の額に６０を乗じて得た額の６０パーセントに相当する額に、７分の５を乗じて得た額 

    ② ３月運賃 ①の定期運賃額に３を乗じて得た額の９５パーセントに相当する額 

＜荷物運賃＞ 

     手回り品であって、総容量が０．２５立方メートル以上の物、重量が１０キログラム以上の物、又は長さ２メートル以上の物１個につ

き、普通運賃表の額の２分の１に相当する額 

※ 通勤定期運賃、通学通園定期運賃及び荷物運賃の運賃に１０円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入した額とする。 

※ 町長が特に必要と認める場合は、運賃を免除することができる。 

  



手数料の現況比較 

 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

（住民関連）   

戸籍全部・個人事項証明（謄・抄

本） 
１通 450円 450円 450円 450円 450円 

除籍全部・個人事項証明（謄・抄

本） 
１通 750円 750円 750円 750円 750円 

戸籍記載事項証明書（紙戸籍） １件 350円 350円 350円 350円 350円 

除籍記載事項証明書（紙戸籍） １件 450円 450円 450円 450円 450円 

戸籍一部事項証明書 １通 450円 450円 450円 

除籍一部事項証明書 １通 750円 750円 750円 

届出若しくは申請の受理の証明書 １通 350円 350円 350円 350円 350円 

届出若しくは申請の受理の証明書

（上質） 
1通 1,400円 1,400円 1,400円 1,400円 1,400円 

戸籍書類閲覧 １件 350円 350円 350円 350円 350円 

住民票の写し １通 300円 300円 300円 300円
世帯５人まで300円一人

増60円 

広域交付住民票の写し １通 300円 300円 300円 300円 300円 

住民票記載事項証明 １通 300円 300円 300円 300円 300円 

戸籍の附表の写し １通 300円 300円 300円 300円 300円 

住民基本台帳の閲覧  １世帯300円 30分500円 １世帯300円 1人30分300円
閲覧者1人30分 

1,000円 

住居表示関係証明 １通 無料 無料  

住民基本台帳カードの交付 １件 500円 500円 500円 500円 500円 

外国人登録原票記載事項証明 １通 300円 300円 300円 300円 300円 

身分証明 １通 300円 300円 300円 300円 300円 

不在住不在籍証明 １通 300円 300円 300円 300円 300円 

独身証明 １通 300円 300円 300円 300円 

分娩証明 １通 300円  

婚姻証明 １通 300円  

再製原戸籍 １通 300円 300円 300円 300円 

印鑑登録証明 １通 300円 300円 300円 300円 300円 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

印鑑登録証の交付 １件 無料 
(さがみはらカード) 

無料 無料 300円 300円 

市民証（町民証）の交付 １件 300円  

埋火葬に関する証明 １通 無料 無料 無料 無料 無料 

改葬等に係る市営墓地の埋蔵等証

明 
１件 300円

 

市営墓地の使用許可証の書換え、

再交付 
１件 300円

 

認可地縁団体に関する証明 １通 300円 300円 300円 300円  

認可地縁団体印鑑登録証明 １通 300円 300円 300円 300円  

自動車臨時運行許可証 １両 750円 750円  

臨時運行許可番号標の亡失弁償金 １件 1,500円 1,754円  

地籍調査成果証明 １件 300円 300円  

    

（税関連）    

市（町）民税・県民税課税（非課

税）証明 
１件 300円 300円 300円 300円 300円 

法人所在証明 １件 300円 300円 300円 300円 300円 

個人営業証明 １件 300円  

固定資産税・都市計画税課税証明 １件 300円
300円

(都市計画税証明はなし)

注２)300円 
(固定資産評価証明として) 

土地・家屋名寄帳記載事項証明 １件 300円 注１）300円 300円  

土地・家屋課税台帳記載事項証明 １件 300円 300円 300円 注２) 300円 

土地・家屋課税台帳記載事項証明

（訴訟用） 
１件 300円 300円 300円 注２) 300円 

地方税法第４２２条の３価格決定

通知（土地・家屋） 
１件 無料 無料 無料 無料 無料 

無資産証明 １件 300円  

土地・家屋公課証明 １件 300円 300円 注１）300円 300円 注２) 300円 

土地課税台帳記載事項証明（都市

計画法第34条第10号ロ用） 
１件 300円  

特定市街化区域農地証明 １件 ３００円  

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

家屋不存在証明 １件 300円  

住宅用家屋証明（登録免許税軽減

用） 
１件 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 

家屋滅失証明 １件 300円 300円 300円 300 円 無料 

償却資産課税台帳記載事項証明 １件 300円 300円 300 円 注２) 300 円 

納税証明（市県民税） １件 300円 300円 300円 300 円 300 円 

納税証明（法人市民税） １件 300円 300円 300円 300 円 300 円 

納税証明（固定資産税、都市計画

税） 
１件 300円 300円 300円 300 円 300 円 

納税証明（償却資産） １件 300円 300円 300 円 300 円 

注１）…土地の筆数又は建物の棟数が 5以下の場合にあっては、300 円、土地の筆数又は建物の棟数が 6以上の場合にあっては、300 円に 5 を超える土地の筆数又は

建物の棟数に 60 円を乗じて得た額を加算した額 

注２) …土地については、５筆までを１件とし、(１件３００円)、１筆を増すごとに６０円を加算した額。家屋については、２棟までを１件とし、(１件３００

円)、１棟を増すごとに６０円を加算した額。 

 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

納税証明 

（軽自動車・継続検査用） 
１件 無料 無料 無料 無料 無料 

納税証明 

（軽自動車・継続検査用を除く） 
１件 300円 300円 300円 300円 300円 

土地・家屋課税台帳の閲覧 １件 
300円

（納税義務者は無料） 
無料

300円
（縦覧期間中は無料） 

300円
300円 

（納税義務者は無料） 

償却資産課税台帳の閲覧 １件 300円 無料 300円 300円 300円 

公図の閲覧 １件 300円 300円 300円 300円 

所得証明書(一般用、児童手当用) １件 300円 300円 300円 

無職(無収入)証明書 １件 300円  

土地地番順一覧の閲覧 １大字 300円  

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

土地・家屋閲覧台帳の閲覧 １件 300円 300円  

   

（保険関連）   

介護保険料納付済証明 １件 300円 300円 300円 300円 無 料 

国民健康保険資格証明 １件 300円 無料 300円 無料  

国民健康保険納税証明 １件 300円 300円 300円 300円 300 円 

国民健康保険加入証明書 １件 100円 

国民健康保険除外証明書 １件 100円 

国民健康保険その他証明書 １件 100円 

   

（保健衛生関連）   

一般健康相談・健康診査・臨床検

査 
 （別表１）

 

病院開設の許可 １件 41,000円  

診療所開設の許可 １件 18,000円  

助産所開設の許可 １件 11,000円  

病院の検査 １件 43,000円  

診療所の検査 １件 22,000円  

助産所の検査 １件 16,000円  

衛生検査所の登録 １件 78,000円  

衛生検査所の登録証明書の書換

え、再交付 
１件 7,800円

 

衛生検査所の登録の変更 １件 59,000円  

死体の保存許可 １件 3,400円  

薬局開設、医薬品販売業の許可 １件 29,000円  

薬局開設、医薬品販売業の許可更

新 
１件 11,000円

 

医薬品製造業の許可 １件 11,000円  

医薬品製造業の許可更新 １件 5,600円  

医薬品製造の承認（変更の承認） １品目 ９０円  

医薬品販売又は授与の相手方変更

許可 
１件 7,100円

 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

薬局開設等の許可証の書換え １件 2,000円  

薬局開設等の許可証の再交付 １件 2,900円  

毒物又は劇物の販売業の登録 １件 14,700円  

毒物又は劇物の販売業の登録更新 １件 6,400円  

毒物又は劇物の販売業の登録票の

書換え 
１件 2,400円

 

毒物又は劇物の販売業の登録票の

再交付 
１件 4,000円

 

医療用具販売業等に係る証明 １件 ３００円  

食品関係営業許可（食肉製品製造

業等） 
１件 21,000円

 

食品関係営業許可更新（食肉製品

製造業等） 
１件 10,500円

 

食品関係営業許可（飲食店営業

等） 
１件 16,000円

 

食品関係営業許可更新（飲食店営

業等） 
１件 8,000円

 

食品関係営業許可（菓子製造業

等） 
１件 14,000円

 

食品関係営業許可更新（菓子製造

業等） 
１件 7,000円

 

食品関係営業許可（喫茶店営業

等） 
１件 9,600円

 

食品関係営業許可更新（喫茶店営

業業等） 
１件 4,800円

 

食鳥処理事業の許可 １件 19,000円  

食鳥処理場の設備変更の許可 １件 10,000円  

食鳥検査 1羽 ５円  

食鳥処理の確認規程の認定 １件 5,500円  

食鳥処理の確認規程の変更認定 １件 2,300円  

ふぐ営業の認証 １件 8,200円  

ふぐ営業認証書の書換え、再交付 １件 2,700円  

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

魚介類行商等営業許可（魚介類行

商） 
１件 4,900円

 

魚介類行商等営業許可更新（魚介

類行商） 
１件 2,450円

 

魚介類行商等営業許可（魚介類加

工業） 
１件 6,500円

 

魚介類行商等営業許可更新（魚介

類加工業） 
１件 3,250円

 

魚介類行商等営業許可（はっ酵乳

等販売業） 
１件 4,900円

 

魚介類行商等営業許可更新（はっ酵乳

等販売業） 
１件 2,450円

 

食品関係営業施設に係る証明 １件 300円  

理容所の検査 １件 16,000円  

国民健康保険診療所普通診断書 １通 1,500円 

国民健康保険診療所死亡診断書 １通 3,000円 

国民健康保険診療所特別の書式に

よるもの 
１通 4,500円 

国民健康保険診療所証明書 １通 1,000円 

美容所の検査 １件 16,000円  

クリーニング所の検査 １件 16,000円  

旅館業の許可 １件 22,000円  

旅館業の許可を受けたものの地位

の継承承認 
１件 7,400円

 

浴場業の許可 １件 22,000円  

温泉の利用許可 １件 35,000円  

興行場営業許可 １件 22,000円  

化製場の設置許可 １件 25,720円  

死亡獣畜取扱場の設置許可 １件 17,310円  

動物の飼養又は収容の許可 １件 8,390円 8,390円  

プール又は更衣休憩所の設置許可 １件 13,590円  

犬の登録 １頭 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

犬の鑑札の再交付 １件 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 

犬の狂犬病予防注射済票の交付 １件 550円 550円 550円 550円 550円 

犬の狂犬病予防注射済票の再交付 １件 340円 340円 340円 340円 340円 

犬又はねこの引取り（生後９１日

以上） 
１頭・匹 1,000円

 

犬又はねこの引取り（生後９１日

未満） 
１頭・匹 200円

 

指定動物の飼養許可 １件 33,320円  

動物取扱業の施設検査 １件 15,000円  

一般と畜場の設置許可 １件 22,000円  

簡易と畜場の設置許可 １件 10,000円  

獣畜のとさつ又は解体の検査（牛

又は馬） 
１頭 600円

 

獣畜のとさつ又は解体の検査（子

牛又は豚） 
１頭 300円

 

獣畜のとさつ又は解体の検査（め

ん羊又は山羊） 
１頭 150円

 

食品等の試験  （別表２）  

家庭用品の衛生試験（簡易なも

の） 
１項目 1,560円

 

家庭用品の衛生試験（やや複雑な

もの） 
１項目 2,340円

 

家庭用品の衛生試験（複雑なも

の） 
１項目 6,510円

 

家庭用品の衛生試験（特に複雑な

もの） 
１項目 16,950円

 

水質試験  （別表３）  

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

（消費生活関連）   

特定計量器の定期検査  （別表４）  

適正計量管理事業所の指定検査 １件 7,400円  

   

（農林関連）   

農業振興地域（農用地）指定証明 １件 ２筆300円
3筆まで300円、以後一筆毎

に100円増 

5筆まで300円 

以後一筆毎に60円増 
300円 無料 

農地転用受理済等証明 １件 300円 300円 300円 無料 無料 

相続・贈与税納税猶予適格者証明 １件 無料 300円 300円 無料  

鳥獣飼養登録票の交付 １件 3,400円 3,400円 3,400円 3,400円 3,400 円 

   

（環境衛生関連）   

浄化槽保守点検業者登録 １件 32,000円  

生活系一般廃棄物の処理  （別表５）  

事業系一般廃棄物の処理  （別表６）  

産業廃棄物の処分  （別表７）  

一般廃棄物収集運搬業許可 １件 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

一般廃棄物収集運搬業許可更新 １件 10,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 

一般廃棄物処分業許可 １件 10,000円  

一般廃棄物収集運搬業許可証の再

交付 
１件 2,000円

 

一般廃棄物処分業許可証の再交付 １件 2,000円  

一般廃棄物処理施設設置許可（法第８

条第４項に規定する施設） 
１件 130,000円

 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

一般廃棄物処理施設設置許可（上
記以外） 

１件 110,000円
 

一般廃棄物処理施設変更許可（法第８

条第４項に規定する施設） 
１件 120,000円

 

一般廃棄物処理施設変更許可（上
記以外） 

１件 100,000円
 

一般廃棄物処理施設譲受け又は借

受けの許可 
１件 73,000円

 

一般廃棄物処理施設設置法人合併又は

分割の認可 
１件 73,000円

 

一般廃棄物処理施設設置許可証等

の再交付 
１件 5,000円

 

産業廃棄物収集運搬業許可 １件 81,000円  

産業廃棄物処分業許可 １件 100,000円  

特別管理産業廃棄物収集運搬業許

可 
１件 81,000円

 

特別管理産業廃棄物処分業許可 １件 100,000円  

産業廃棄物収集運搬業許可更新 １件 73,000円  

産業廃棄物処分業許可更新 １件 94,000円  

特別管理産業廃棄物収集運搬業許

可更新 
１件 74,000円

 

特別管理産業廃棄物処分業許可更

新 
１件 95,000円

 

産業廃棄物収集運搬業変更許可 １件 71,000円  

産業廃棄物処分業変更許可 １件 92,000円  

特別管理産業廃棄物収集運搬業変

更許可 
１件 72,000円

 

特別管理産業廃棄物処分業変更許

可 
１件 95,000円

 

産業廃棄物収集運搬業許可証の再

交付 
１件 5,000円

 

産業廃棄物処理施設設置許可（法

第１５条第４項に規定する施設） 
１件 140,000円

 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

産業廃棄物処理施設設置許可（上

記以外） 
１件 120,000円

 

産業廃棄物処理施設変更許可（法

第１５条第４項に規定する施設） 
１件 130,000円

 

産業廃棄物処理施設変更許可（上

記以外） 
１件 110,000円

 

産業廃棄物処理施設譲受け又は借

受けの許可 
１件 73,000円

 

産業廃棄物処理施設設置法人合併

又は分割の認可 
１件 73,000円

 

産業廃棄物処理施設設置許可証の

再交付 
１件 5,000円

 

使用済自動車解体業の許可 １件 78,000円  

使用済自動車解体業の許可更新 １件 70,000円  

使用済自動車破砕業の許可 １件 84,000円  

使用済自動車破砕業の許可更新 １件 77,000円  

使用済自動車破砕業の事業範囲の

変更許可 
１件 75,000円

 

使用済自動車引取業者の登録 １件 4,000円  

使用済自動車フロン類回収業者の

登録 
１件 4,000円

 

浄化槽清掃業の許可 １件 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

浄化槽清掃業の許可更新 １件 1,000円 1,000円 1,000円 

保護動植物捕獲等許可 １件 2,000円  

土砂等による土地の埋立て等許可 １件 5,000円  

自動車のたい積保管許可 １件 5,000円
 

自動車のたい積保管再許可 １件 3,000円  
 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

（都市計画・建築関連）     

都市計画法に基づく証明 １件 
２筆まで 

300円

区域区分証明 ３筆まで

300円、以後一筆毎に100円

増 

５筆まで300円、以後一筆

毎に60円増 
300円

５筆まで 300 円、以後一筆

毎に 60 円増 

納税猶予の特例適用の農地等該当

証明 
１件 

２筆まで 

300円
１件  300円 

 

開発行為の許可  （別表８）  

建築許可、建築確認  （別表９）  

建築確認済証明 １件 300円  

優良宅地認定（０．１ｈａ未満） １件 86,000円 86,000円 86,000円 86,000円 86,000 円 

優良宅地認定（０．１ｈａ以上

０．３ｈａ未満） 
１件 130,000円

 

優良宅地認定（０．３ｈａ以上

０．６ｈａ未満） 
１件 190,000円

 

優良宅地認定（０．６ｈａ以上１

ｈａ未満） 
１件 260,000円

 

優良宅地認定（１ｈａ以上３ｈａ

未満） 
１件 390,000円

 

優良宅地認定（３ｈａ以上６ｈａ

未満） 
１件 510,000円

 

優良宅地認定（６ｈａ以上１０ｈ

ａ未満） 
１件 660,000円

 

優良宅地認定（１０ｈａ以上） １件 870,000円  

優良住宅認定（１００㎡以下） １件 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 

優良住宅認定（１００㎡を超え５

００㎡以下） 
１件 8,600円 8,600円 8,600円 8,600円 8,600円 

優良住宅認定（５００㎡を超え２，
０００㎡以下） 

１件 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 

優良住宅認定（２，０００㎡を超

え１０，０００㎡以下） 
１件 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 

優良住宅認定（１０，０００㎡を

超え５０，０００㎡以下） 
１件 43,000円 43,000円 43,000円 43,000円 43,000円 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

優良住宅認定（５０，０００㎡を

超えるとき） 
１件 58,000円 43,000円 43,000円 43,000円 58,000円 

屋外広告物許可  （別表１０）  

市有地境界証明 １件 300円 300円 300円 無料  

道路位置指定証明 １件 300円  

車両制限令証明 １件 300円 300円 300円  

道路幅員証明 １件 300円 300円 ３百円 無料  

区域境界証明 １件 300円 300円 300円  

市営住宅自動車保管場所使用承諾

証明 
１件 300円 300円 300円

 

工事履行証明 １件 300円 300円  

       

（下水道）   

指定下水道工事店の登録 １件 10,000円 3,000円 3,000円 3,000 円 3,000 円 

指定下水道工事店の登録更新 １件 3,000円 3,000円 3,000円 3,000 円 3,000 円 

指定下水道工事店証の再交付 １件 3,000円 3,000円 3,000円 3,000 円 3,000 円 

指定下水道工事店標示板の再交付 １件 7,000円  

責任技術者の登録 １件 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

排水設備工事責任技術者証の再交

付 
１件 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

下水道使用料納付証明 １件 300円 300円  

下水道事業受益者負・分担金納入

証明 
１件 300円 300円

 

責任技術者の登録更新 １件   2,000円 

（農業集落排水）     

指定業者の登録 １件   8,000円 

指定業者の更新 １件   3,000円 

責任技術者の試験 １件   1,000円 

責任技術者の登録 １件   2,000円 

責任技術者証の更新 １件   1,000円 

再交付(指定証) １件   1,000円 

再交付(標示板) １件   8,000円 

  



 

区分 数 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

再交付(責任技術者証) １件   1,000円 

     

（上水道）   

給水装置工事施工の設計審査 1件  1,000円    

給水装置工事施工の設計審査(ﾒｰﾀｰ口径
13mmのとき) 

1件   5,000円 

給水装置工事施工の設計審査(ﾒｰﾀｰ口径
13mmをこえ25mm以下のとき) 

1件   5,300 円 

給水装置工事施工の設計審査(ﾒｰﾀｰ口径
25mmをこえ75mm以下のとき) 

1件   5,600 円 

給水装置工事施工の設計審査(ﾒｰﾀｰ口径
75mmをこえるとき) 

1件   5,900 円 

給水装置工事施工の設計審査(ﾒｰﾀｰの設
置をしないとき) 

1件   5,000 円 

給水装置工事施工の検査 1件 2,000円    500円 

給水装置工事事業者指定申請 1件  10,000円 10,000円 

給水装置工事事業者指定証再交付 1件  2,000円 無料 

私設消火栓の消火演習立会い 1件  1,000円    400円 

給水申込登録 1件 250円 

各種証明 1件 50円 

   

（消防・防災）   

危険物製造所等設置許可申請手続

等 
1件 5,400円～

 

指定数量未満の危険物等貯蔵タン

クの水張検査等 
１件 6,000円～

 

防火管理者資格証明 １件 300円  

 

 

 

  



（別表１） 

区分 相模原市 

一般健康相談・健康診査・

臨床検査 

 

区分 単位 金額 

(1) 梅毒脂質抗原使用検査(定性) 1件につき 140円

(2) (1)で集団(10人以上)の場合(血液採取を

含む。) 

1人1件につき 120円

(3) 梅毒脂質抗原使用検査(定量) 1件につき 330円

(4) (3)で集団(10人以上)の場合(血液採取を

含む。) 

1人1件につき 310円

(5) TPHA試験(定性) 1項目1件につき 300円

(6) TPHA試験(定量) 1項目1件につき 500円

感染症血清反応検査 

(7) ウイルス抗体価測定 1項目1件につき 710円

(1) 尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、

アルカリフォスファターゼ、γ―グルタミ

ールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性

脂肪膠質反応(ZTT)、クレアチン、グルコー

ス、乳酸脱水素酵素(LDH)又は酸性フォスフ

ァターゼ 

1項目1件につき 100円

(2) HDL―コレステロール、総コレステロー

ル、グルタミック・オキサロアセティッ

ク・トランスアミナーゼ(GOT)又はグルタミ

ック・ピルビック・トランスアミナーゼ

(GPT) 

1項目1件につき 150円

血液化学検査 

(3) 申込者から1回に採取した血液を用いて(1)から(2)に掲げる検査を5項目以上行う場合

は、(1)から(2)の区分に応じた金額にかかわらず、検査の項目数に応じて次の金額とする。

ア 5項目以上7項目以下の場合 1,000円 

イ 8項目又は9項目の場合 1,090円 

ウ 10項目以上の場合 1,170円  

 

  



 

区分 相模原市 

一般健康相談・健康診

査・臨床検査 

 

(1) HBs抗原 1項目1件につき 280円 

(2) HBs抗体価 1項目1件につき 300円 

(3) HBs抗原精密測定、体価HBs抗体価精密測定 1項目1件につき 920円 

(4) HCV抗体価精密測定 1項目1件につき 1,170円 

(5) HCV構造
たん
蛋 白及び非構造

たん
蛋 白抗体価 

1項目1件につき 1,340円 

肝炎ウイルス関連検査

(6) 申込者から1回に採取した血液を用いて(3)から(5)までに掲げる検査を3項目以上行う場合は、(3)から(5)ま

での区分に応じた金額にかかわらず、検査の項目数に応じて次の金額とする。 

ア 3項目の場合 2,850円 

イ 4項目の場合 3,520円 

(1) ABO血液型、Rh(D)血液型 1項目1件につき 200円 免疫血液学的検査 

(2) (1)で集団(10人以上)の場合(血液採取を含む。) 1人1件につき 180円 

(1) 血液比重 1件につき 80円 

(2) 赤血球沈降速度測定 1件につき 80円 

(3) 末
しよう
梢 血液一般検査 

1件につき 220円 

(4) ヘモグロビンA1(HbA1) 1件につき 460円 

血液形態・機能検査 

(5) ヘモグロビンA1c(HbA1c) 1件につき 500円 

(1) 尿中一般物質定性半定量検査 1件につき 230円 尿検査 

(2) 尿沈
さ
渣顕微鏡検査 

1件につき 190円 

(1) 潜血反応検査 1件につき 70円 

(2) (1)で集団(10人以上)の場合 1人1件につき 50円 

(3) 虫卵検査(集卵法) 1件につき 130円 

(4) (3)で集団(10人以上)の場合 1人1件につき 90円 

ふん
糞 便検査 

(5) 塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状態の観察を含む。) 1件につき 190円  

  



 

 (6) (5)で集団(10人以上)の場合 1人1件につき 130円  

(7) ヘモグロビン 1件につき 360円 

排
せつ
泄 物、

しん
滲 出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(蛍光顕微鏡、暗視野装置等を使用し

ないものに限る。) 

1件につき 150円 

(1) 口
こう
腔 、気道又は呼吸器からの検体 

1件につき 1,170円 細菌培養同定検査 

(2) 消化管からの検体 1件につき 1,090円 

抗酸菌分離培養検査(酸素感受性蛍光センサーによるものを除く。) 1件につき 1,090円 

(1) ナイアシンテスト 1件につき 750円 抗酸菌同定検査 

(2) その他の同定検査 種目数にかかわらず1連につき 2,100円 

(1) 耳
だ
朶又は指

せん
尖 からの採取 

1回につき 50円 血液採取 

(2) 静脈からの採取 1回につき 100円 

ツベルクリン皮内反応検査 1件につき 220円 

BCG の予防接種 1回につき 460円 

直接撮影 1件につき 1,260円 (1) 写真の撮

影及び診断 デジタル映像化処理 1連につき 630円 

画像記録用フィルム 1枚につき 160円 

大角型 1枚につき 120円 

エックス線診断 

(2) フィルム 

半切型 1枚につき 150円 

(1) フッ化物局所応用(フッ素塗布、フッ素液磨き等) 1回につき 660円 歯科処置 

(2) フッ化ジアンミン銀塗布 1回につき 660円 

心電図検査 1件につき 1,260円 

身体検査 1件につき 440円 

体力度測定 1件につき 1,000円 

骨密度測定 1件につき 700円 

診断書等の交付 1通につき 1,630円 

証明書等の再交付 1通につき 730円  

  



（別表２） 

区分 相模原市 

食品等の試験  

簡易なもの 1項目につき 1,290円

やや複雑なもの 1項目につき 3,130円

定性分析 

複雑なもの 1項目につき 6,260円

簡易なもの 1項目につき 2,340円

複雑なもの 1項目につき 7,810円

特に複雑なもの 1項目につき 16,950円

(1) 理化学試験

定量分析 

特殊なもの 1項目につき 43,050円

簡易なもの 1検体につき 3,130円

複雑なもの 1検体につき 6,510円

特に複雑なもの 1検体につき 13,030円

(2) 微生物学的試験及び血

清学的試験 

無菌試験(簡易な

もの) 

1検体につき 9,380円

 

 

 

  



（別表３） 

区分 相模原市 

水質試験  

定量 簡易なもの 1項目につき 1,560円

分析 やや複雑なもの 1項目につき 3,130円

 複雑なもの 1項目につき 5,600円

 特に複雑なもの 1項目につき 9,520円

(1) 河川水、

工場排水、

生活排水等

の試験 

微生物学的試験 1検体につき 4,820円

理化学試験(水質基準に関する省令

(平成15年厚生省令第101号)の表の

10の項、33の項、37の項、38の項

及び45の項から50の項までの項の

上欄に掲げる項目のすべてについ

て行うものに限る。) 

1検体につき 6,690円

簡易なもの 1検体につき 2,860円細菌学

的試験 複雑なもの 1検体につき 5,740円

簡易なもの 1項目につき 1,420円

やや複雑なもの 1項目につき 2,860円

複雑なもの 1項目につき 5,130円

特に複雑なもの 1項目につき 20,180円

(2) 飲料水等

の試験 

項目試

験 

特殊なもの 1項目につき 30,310円
 

  



（別表４） 

区分 相模原市 

特定計量器の定期検査  

ひょう量が100キログラム以下のもの 1個 1,400円

ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1個 1,800円

ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 1個 2,200円

(1) 検出部が電気

式のもの又は光

電式のものであ

ってひょう量が1

トン以下のもの ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個 3,100円

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個 250円

ひょう量が100キログラム以下のもの 1個 500円

ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1個 900円

ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 1個 1,500円

ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの 1個 2,100円

ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの 1個 3,700円

ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの 1個 6,900円

ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの 1個 10,700円

ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの 1個 15,000円

ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの 1個 19,100円

ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの 1個 21,600円

ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの 1個 29,800円

(3) (1)又は(2)に

掲げるもの以外

のもの 

ひょう量が50トンを超えるもの 1個 51,200円

非自動は

かり 

(4) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表

記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の

10,000分の1未満のもの 

(1)から(3)までに掲

げる金額の2倍の額 

分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個 10円 

皮革面積計 1個 2,500円  

  



（別表５） 

区分 相模原市 

生活系一般廃棄物の処理  

(1)人員によるもの(世帯人員1人

当たり月36リットル以下の場合

に限る。) 
1人につき 月額 120円 

し尿 便槽1箇所1回につ

き 100円 

(2)従量によるもの((1)によりが

たい場合) 
36リットルにつき 120円 

浄化槽汚泥 浄化槽1基1回につ

き 600円 
36リットルにつき 120円 

市が収集し、及び運搬するとき。 1個につき 1,500円 特定家庭用機器廃棄物(特定家

庭用機器再商品化法(平成10年

法律第97号)に規定する当該特

定家庭用機器廃棄物の再商品

化等に必要な料金を支払済み

のものに限る。) 

市長の指定する施設へ搬入すると

き。 
1個につき 1,000円 

市が収集し、運搬し、及び処分す

るとき。 
1キログラムにつき25円を基準として品目別に規則で

定める額 
粗大ごみ 

市長の指定する施設へ搬入すると

き。 
搬入1回につき 1

20円 
搬入量が10キログラムを超えると

きは、超える部分について 10キ

ログラムにつき 120円 

一時に100キログラム以上のもの

を市が収集し、運搬し、及び処分

するとき。 

10キログラムにつき 250円 上記以外の廃棄物 

一時に100キログラム以上のもの

を市長の指定する一般廃棄物処理

施設へ搬入するとき。 

10キログラムにつき 120円 

 

  



（別表６） 

区分 相模原市 

事業系一般廃棄物の処理  

                               （基本料金）     （加算料金） 

し尿 便槽1箇所1回につ

き 100円 

36リットルにつき 180円 

浄化槽汚泥 浄化槽1基1回につ

き 600円 

36リットルにつき 180円 

市が収集し、運搬し、及び処分す

るとき。 

10キログラムにつき 360円 

事業

系一

般廃

棄物 

上記以外の廃棄物 

市長の指定する一般廃棄物処理施

設へ搬入するとき。 

搬入1回につき 1

80円 

搬入量が10キログラムを超えると

きは、超える部分について 

10キログラムにつき 180円 
 

 

（別表７） 

区分 相模原市 

産業廃棄物の処分  

                               （基本料金）     （加算料金） 

市長の指定する一般廃棄物処理施設へ搬入するとき。 搬入1回につき 180円 搬入量が10キログラムを超えるとき

は、超える部分について 

10キログラムにつき 180円 
 

 

  



（別表８） 

区分 相模原市 

開発行為の許可  

0.1ヘクタール未満のとき。 1件 8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件 22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件 43,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件 86,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件 130,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件 170,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件 220,000円

主として、自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行為の場合で

あって、その開発区域の面積が右に掲げる区

分ごとであるもの 

10ヘクタール以上のとき。 1件 300,000円

0.1ヘクタール未満のとき。 1件 13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件 30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件 65,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件 120,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件 200,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件 270,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件 340,000円

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築又は自己の業務の用に

供する特定工作物の建設の用に供する目的で

行う開発行為の場合であって、その開発区域

の面積が右に掲げる区分ごとであるもの 

10ヘクタール以上のとき。 1件 480,000円

0.1ヘクタール未満のとき。 1件 86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件 190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件 260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件 390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件 510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件 660,000円

開発行為

の許可の

申請に対

する審査

その他の場合であって、その開発区域の面積

が右に掲げる区分ごとであるもの 

10ヘクタール以上のとき。 1件 870,000円 

  



 

区分 相模原市 

開発行為の許可  

開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるとき

は、870,000円 

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)につい

ては、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の

開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域

の面積)に応じ、1の項の開発区域の面積の区分ごとに規定する金額に10分

の1を乗じて得た金額 

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号ま

でに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応

じ、1の項の開発区域の面積の区分ごとに規定する金額 

(3) その他の変更については、10,000円 

市街化調整区域内における建築物の特例許

可の申請に対する審査 

1件 46,000円 

予定建築物等以外の建築等の許可の申請に

対する審査 

1件 26,000円 

0.1ヘクタール未

満の場合 

1件 6,900円 

0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール

未満の場合 

1件 18,000円 

0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール

未満の場合 

1件 39,000円 

0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未

満の場合 

1件 69,000円 

開発許可を受けない市街

化調整区域内の土地にお

ける建築等の許可の申請

に対する審査であって、

その敷地の面積が右に掲

げる区分ごとであるもの

1ヘクタール以上

の場合 

1件 97,000円 

 

 

  



 

区分 相模原市 

開発行為の許可  

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する

住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業

務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に

供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場

合 

1件 2,700円

開発許可を受

けた地位の承

継の承認申請

に対する審査

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 1件 17,000円

開発登録簿の写しの交付 1枚 470円 

 

 

 

 

  



（別表９） 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査 1件 33,000円

公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件 33,000円

道路内における建築の認定の申請に対する審査 1件 27,000円

公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

用途地域における建築等の許可の申請に対する審査 1件 180,000円

特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件 33,000円

建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 1件 27,000円

建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件 160,000円

日影による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 1件 160,000円

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審

査 

1件 27,000円

高度利用地区における建築物の容積率、建築物の建ぺい率、建築面積又は壁面の位置に関す

る特例の許可の申請に対する審査 

1件 160,000円

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件 160,000円

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対

する審査 

1件 160,000円

再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

1件 27,000円

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件 160,000円 

 

  



 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 

1件 27,000円

地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件 160,000円

地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物

の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

1件 27,000円

地区計画等の区域における建築物の建ぺい率に関する特例に係る認定の申請に対する審査 1件 27,000円

地区計画等の区域内における予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対

する審査 

1件 160,000円

仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件 120,000円

建築物の数が2である場合 1件 78,000円総合的設計による一団地の建築物の特例の認定の申請

に対する審査 建築物の数が3以上である場合 1件 78,000円に2を超える建築物の

数に28,000円を乗じて得た金

額を加算した金額 

建築物(既存建築物を除く。以下この

項において同じ。)の数が1である場

合 

1件 78,000円既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特

例の認定の申請に対する審査 

建築物の数が2以上である場合 1件 78,000円に1を超える建築物の

数に28,000円を乗じて得た金

額を加算した金額 

建築物の数が2である場合 1件 220,000円総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分

の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の数が3以上である場合 1件 220,000円に2を超える建築物

の数に28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額  

 

  



 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

建築物(既存建築物を除く。以下この

項において同じ。)の数が1である場

合 

1件 220,000円 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容

積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対

する審査 

建築物の数が2以上である場合 1件 220,000円に1を超える建築物

の数に28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

建築物(同一敷地内認定建築物を除

く。以下この項において同じ。)の数

が1である場合 

1件 78,000円 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申

請に対する審査 

建築物の数が2以上である場合 1件 78,000円に1を超える建築物の

数に28,000円を乗じて得た金

額を加算した金額 

建築物(同一敷地内認定建築物を除

く。以下この項において同じ。)の数

が1である場合 

1件 220,000円 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築に伴う容積

率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対す

る審査 

建築物の数が2以上である場合 1件 220,000円に1を超える建築物

の数に28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

建築物(同一敷地内許可建築物を除

く。以下この項において同じ。)の数

が1である場合 

1件 220,000円 同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申

請に対する審査 

建築物の数が2以上である場合 1件 220,000円に1を超える建築物

の数に28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 1件 6,400円に現に存する建築物の

数に12,000円を乗じて得た金

額を加算した金額 

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建築物の建ぺい率、外壁の後

退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

1件 27,000円 

 

  



 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

30平方メートル以内のもの 1件 5,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件 9,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件 14,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件 19,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 34,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 48,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 140,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件 240,000円

建築物を建築する場合の確認の申請に対する

審査(確認の変更をして建築物を建築する場

合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変

更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増

加する部分にあっては、当該増加する部分の

床面積)。建築物を移転し、その大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用

途を変更する場合は、当該移転、修繕、模様

替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分

の1。確認を受けた建築物の計画の変更をし

て建築物を移転し、その大規模の修繕若しく

は大規模の模様替をし、又はその用途を変更

する場合は、当該計画の変更に係る部分の床

面積の2分の1)であって、床面積(当該建築に

係る部分の床面積をいう。以下この項から34

の項までにおいて同じ。)の合計が右に掲げ

る区分ごとであるもの 

50,000平方メートルを超えるもの 1件 460,000円

30平方メートル以内のもの 1件 10,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件 12,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件 16,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件 22,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 36,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 50,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 120,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件 190,000円

建築物を建築する場合の完了検査の申請に対

する検査(建築物を移転し、又はその大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に

あっては当該移転、修繕又は模様替に係る部

分の床面積の2分の1)であって、床面積の合

計が右に掲げる区分ごとであるもの 

50,000平方メートルを超えるもの 1件 380,000円 

 

  



 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

30平方メートル以内のもの 1件 9,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件 11,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件 15,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件 21,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 35,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 47,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 110,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件 180,000円

建築物を建築する場合で、中間検査をしたと

きの法第7条第1項の規定による完了検査の申

請に対する検査であって、床面積の合計が右

に掲げる区分ごとであるもの 

50,000平方メートルを超えるもの 1件 370,000円

30平方メートル以内のもの 1件 9,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件 11,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件 15,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件 20,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 33,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 45,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 100,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件 160,000円

建築物を建築する場合の中間検査の申請に対

する検査であって、床面積の合計が右に掲げ

る区分ごとであるもの 

50,000平方メートルを超えるもの 1件 330,000円 

 

  



 

区分 相模原市 

建築許可、建築確認  

(1) 小荷物専用昇降機以外の建築設備((4)に該当する場合を除く。) 1件 9,000円

(2) 小荷物専用昇降機((4)に該当する場合を除く。) 1件 4,000円

(3) 工作物((4)に該当する場合を除く。) 1件 8,000円

小荷物専用昇降機以外の建築設備 1件 5,000円

小荷物専用昇降機 1件 3,000円

建築設備の設置

及び工作物の築

造に関する確認

の申請に対する

審査 (4) 確認を受けた建築設備

又は工作物の計画の変更

をして建築設備の設置又

は工作物の築造をする場

合のもの 

工作物 1件 4,000円

小荷物専用昇降機以外の建築設備 1件 13,000円

小荷物専用昇降機 1件 8,000円

建築設備及び工

作物に関する完

了検査の申請に

対する検査 
工作物 1件 9,000円

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の承認の申請に対する審査 1件 120,000円 

 

 

 

  



（別表１０） 

区分 相模原市 

屋外広告物許可  

はり紙 1 月以内 100 枚

(100 枚未満であるとき、又は

その枚数に 100 枚未満の端数

があるときは、その満たない

数又はその端数は、100 枚とし

て計算する。) 

500 円 

はり札及び電柱又は街灯柱を利用するもの 1年以内 1枚 50 円 

紙張又は布張のもの 1 月以内 1基 100 円 立看板 

木製又は金属製のもの 3月以内 1基 100 円 

のぼり旗 1 月以内 1本 100 円 

照明装置のないもの 1 基 1,500 円 

(ただし、広告等に使用される面の表面積が 5

平方メートルを超えるときは、1,500 円にその

超える 5平方メートル又はその端数ごとに、

1,500 円を加算した金額) 

広告塔、広告板及び

アーケードに設置す

るもの 

照明装置のあるもの 

3 年以内

1基 2,400 円 

(ただし、広告等に使用される面の表面積が 5

平方メートルを超えるときは、2,400 円にその

超える 5平方メートル又はその端数ごとに、

2,400 円を加算した金額) 

照明装置のないもの 1 基 6,000 円 アーチ 

照明装置のあるもの 

3 年以内

1基 9,000 円 

照明装置のないもの 1 個 1,000 円 アドバルーン 

照明装置のあるもの 

1 月以内

1個 1,500 円 

広告幕 1 月以内 1張 200 円 

電車、自動車等の外面を利用するもの 1 年以内 1台 500 円 

標識柱を利用するもの 1 年以内 1枚 50 円 

簡易広告板 3 月以内 1枚 50 円 

置看板 1 年以内 1基 500 円  

  



協議第２７号 
 

補助金、交付金等の取扱いについて 
 
補助金、交付金等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 

 

 補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等に配慮して次のとおり調

整する。 
なお、義務的補助金を除く全ての補助金、交付金等について、合併後においても補助効果

等を踏まえて見直しを行う。 
 

１ 同一又は同種の団体・事業等に対する補助制度は、統合の方向で調整する。  
 
２ 各市町独自の団体・事業等に対する補助制度は、合理的な理由がある場合については、

当面現行制度を認めるが、市域全体の均衡を保つように原則合併後３年以内を目途に調整

する。 
 
 



企画部会
国際化推進事業支援金 　 国際化推進事業支援金 　 　

厚生会交付金 町職員親睦会厚生費交付金 職員厚生会補助金 町職員親睦会補助金

自主防災組織活動助成金 自主防災組織活動助成金 自主防災組織助成金・自主
防災組織資機材整備費補助
金

自主防災組織活動助成金

相模原市民生委員協議会運
営補助金

民生委員児童委員協議会補
助金

町民生委員児童委員連絡協
議会補助金

郡・町民生委員児童委員協
議会費

町民生委員等活動費補助金

神奈川人権センター人権関
係啓発事業補助金

神奈川県人権センター啓発
活動、研修事業補助金

神奈川人権センター補助金 (社)神奈川人権センター補
助金

横浜国際人権センター人権
関係啓発事業補助金

横浜国際人権センター補助
金

横浜国際人権センター補助
金

国連NGO横浜国際人権セン
ター補助金

相模原市社会福祉協議会運
営助成費（運営費）

町社会福祉協議会補助金
（事務所管理費）

相模原市社会福祉協議会運
営助成費（職員給与費）

町社会福祉協議会補助金
（職員給与費）

相模原市戦没者遺族会補助
金

城山町遺族会補助金 町遺族会補助金 町遺族会補助金 町遺族会補助金

相模原市保護司会補助金 城山町保護司会補助金
津久井地区保護司会助成金

町保護司会補助金
津久井地区保護司会助成金

相模湖分区保護司会補助金
津久井地区保護司会補助金

藤野分区保護司会補助金
津久井地区保護司会補助金

相模原市医師会運営事業補
助金

郡医師会負担金

相模原市シルバー人材セン
ター運営費補助金

城山町生きがい事業団運営
費補助金

生きがい事業団補助金 町生きがい事業団運営事業
費補助金

相模原市老人クラブ連合会
運営

城山町老人クラブ連合会補
助金
城山町単位老人クラブ補助
金

町老人クラブ連合会補助金
町単位老人クラブ運営費補
助金
老人生きがい活動部補助金

老人クラブ等活動事業費

特別養護老人ホーム等建設
費補助金

特別養護老人ホーム（相模
湖苑）施設整備費補助金

（仮称）相模湖苑建設費補
助金

介護老人福祉施設助成事業
費補助金

社会福祉施設建設費補助金

相模湖町

町社会福祉協議会運営費補
助金

町社会福祉協議会育成費補
助金

人権同和団体助成金

社会福祉協議会運営費補助
金

保健福祉部会

補助金・交付金等の現況比較

藤野町

総務部会

１　補助金・交付金一覧（同一・同種）

専門部会 相模原市 城山町 津久井町



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

相模原市母子寡婦福祉協議
会補助金

母子福祉会助成金

相模原市母親クラブ連絡協
議会補助金

母親クラブ補助金 母親クラブ育成推進事業費
補助金

障害者・高齢者財産保全管
理センター

地域福祉権利擁護事業補助
金

相模原市身体障害者連合会
補助金

城山町身体障害者福祉会補
助金

町身体障害者福祉連絡協議
会補助金

町身体障害者福祉会補助金

相模原市肢体不自由児者父
母の会補助金

城山町肢体不自由児父母の
会補助金

相模原市手をつなぐ育成会
補助金

障害者地域作業所補助金 障害者作業所指導事業補助
金
精神障害者地域作業指導事
業負担金

障害者地域作業所補助金 郡精神障害者地域作業所運
営費補助金
藤野町障害児者地域作業所
運営費補助金

障害者小規模通所授産施設
補助金

精神障害者小規模通所授産
施設運営費補助金

精神障害者小規模通所授産
施設運営費負担金

精神障害者地域生活支援セ
ンター家賃等助成

精神障害者地域生活支援事
業補助金

知的障害者生活ホーム等設
置費

精神障害者地域生活援助事
業補助金

知的障害者生活ホーム設置
運営費補助金

生活ホーム等家賃助成 精神障害者グループホーム
家賃助成事業補助金

生活ホーム運営費等補助金

障害者福祉的就労奨励金 知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励金

知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励金

ＪＲ橋本駅垂直移動施設整
備費補助金

ＪＲ相模湖駅垂直移動施設
整備費補助金

保健所部会
市民健康づくり運動普及員
連絡会補助金

健康普及員連絡会補助金

予防接種助成金 予防接種費用助成金 予防接種費用助成事業費 障害児予防接種費助成金

保健福祉部会



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

保健所部会

食品衛生協会運営費補助金 津久井食品衛生協会城山支
部助成金
津久井食品衛生協会城山料
飲支部助成金

相模原市自治会連合会補助
金

町自治会連合会助成金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ施設等整備事
業補助金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ助成事業助成
金

自治会等集会所建設補助金 自治会集会所建設費補助金 地域集会所管理補助金 藤野町地区集会所建設事業
補助金

相模原市行政相談委員連絡
会補助金

城山町行政相談委員・人権
擁護委員連絡会補助金

津久井町人権擁護委員等連
絡会助成金

行政相談委員県北地区負担
金

藤野町人権擁護委員行政相
談委員連絡会補助金

相模原市人権擁護委員会補
助金

郡・町人権擁護委員連絡会
助成金

（財）法律扶助協会神奈川
県支部補助金

法律扶助協会神奈川支部補
助金

法律扶助協会補助金 神奈川県法律扶助協会負担
金

神奈川県法律扶助協会負担
金

神奈川県建設連合国民健康
保険組合補助金

神奈川県建設連合国民健康
保険組合補助金

人間ドック助成費 人間ドック本人希望機関補
助金

防犯灯維持管理費補助金 防犯灯維持管理費交付金

相連防　運営費補助金 津久井郡連合防犯協会負担
金

津久井郡連合防犯協会助成
金

郡連合防犯協会負担金 津久井郡連合防犯協会負担
金

相模原市交通安全都市推進
協議会補助金

町交通安全対策協議会助成
金

町交通安全対策協議会補助
金

藤野町交通安全対策協議会
補助金

相模原交通安全協会補助金 津久井交通安全協会補助金 郡交通安全協会負担金 津久井郡交通安全協会補助
金

津久井郡交通安全協会補助
金

経済部会

相模原商工会議所補助金 城山町商工会補助金
地域振興ビジョン推進事業
費補助金

津久井町町商工会補助金 相模湖町商工会助成金 藤野町商工会補助金

小企業小口資金利子補給金 中小企業設備資金利子補給
金

中小企業設備資金利子補給
金

市民部会



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

中小企業事業資金信用保証
料補助金

信用保証料補助金 信用保証料補助金

牛海綿状脳症関連特別資金
利子補給金

牛海綿状脳症(BSE）緊急対
策利子補給金

商店街街路灯電気料補助金 商店街街路灯組合補助金

相模原納涼花火大会補助金 さがみ湖湖上祭分担金

相模原市観光協会補助金 町観光協会補助金 町観光協会補助金 相模湖観光協会宣伝負担金 藤野町観光協会補助金

中小企業退職金共済掛金補
助金

町中小企業退職金共済制度
加入奨励補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

経済部会
湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校負
担金

神奈川県農業共済組合運営
費補助金

神奈川県農業共済組合負担
金

県農業共済組合負担金 神奈川県農業共済組合負担
金

神奈川県農業共済組合負担
金

農業経営改善支援センター
設置事業補助金

郡農業経営改善支援セン
ター活動費負担金

農業経営改善センター運営
負担金

農業経営改善支援センター
活動費負担金

津久井郡農業経営改善セン
ター補助金

農業経営基盤強化資金利子
補給金

農業制度資金利子補給事業
費

果樹振興対策事業補助金 果樹振興対策事業補助金

相模原市果実組合補助金 町果樹生産組合負担金

有害鳥獣駆除対策事業補助
金

有害鳥獣防除事業補助金 町鳥獣被害対策協議会補助金
農作物獣害防護事業補助金

町野猿対策協議会補助金 町野猿対策協議会補助金

生活改善グループ連絡会補
助金

町女性農業者連絡協議会助
成金

農業近代化資金利子補給金 農業制度資金利子補給金 農業近代化資金等利子補助
金

農業近代化資金等利子補給
金

（社）相模原市畜産振興協
会運営管理費補助金

郡畜産振興協議会負担金 郡畜産振興協議会負担金
町酪農振興協議会補助金

郡畜産振興協議会負担金 津久井郡畜産振興協議会負
担金



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

経済部会

（社）相模原市畜産振興協
会事業費補助金

家畜防疫環境衛生対策事業
補助金
受精卵移植技術定着事業補
助金
畜産施設等整備事業補助金

家畜防疫事業助成金
酪農経営改善事業費補助金
畜産共進会出品補助
家畜排泄物処理施設設置費
奨励金

家畜防疫対策事業補助金
優良乳用牛購入事業補助金
家畜舎衛生対策事業補助金
受精卵移植技術定着事業補
助金

諏訪森下用水組合運営事業
補助金

水田揚水費補助金

合併処理浄化槽設置補助金 合併処理浄化槽設置整備事
業費補助金

合併処理浄化槽設置費補助
金

合併処理浄化槽設置費補助
金

合併処理浄化槽設置費補助
金

みどりの協会補助金 緑化推進事業助成金 生け垣設置費補助金

環境保全部会
相模川を愛する会補助金 中道志川トラスト協会補助

金

保存樹林・樹木奨励金 緑化推進事業助成金

集団資源回収事業補助金 集団資源回収実施団体奨励
金

集団資源回収実施奨励金 集団資源回収実施奨励金 資源回収実施団体奨励金

相模原市美化運動推進協議
会補助金

環境美化推進協議会補助金

生ごみ処理容器購入費補助
金

生ごみ処理容器設置費助成
金

生ごみ処理機購入費助成金 生ごみ処理容器購入費補助
金

ゴミ減量化補助金

相模原市私立幼稚園就園奨
励補助金

私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園就園費補助金

就園奨励費補助金 公立・私立幼稚園就園奨励
費補助金

藤野町私立幼稚園就園奨励
費補助金

相模原市私立幼稚園教育振
興補助金

私立幼稚園就園費補助金 私立幼稚園施設整備費補助
金

管理部会
相模原市公立小学校校長会
補助金

町校長会補助金 町校長会補助金 町校長会補助金

相模原市立中学校長会補助
金

相模原市公立小学校教頭会
補助金

町教頭会補助金 町教頭会補助金 町教頭会補助金

相模原市立中学校教頭会補
助金

環境事業部会



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

相模原市立小学校教育研究
会補助金

郡小学校教育研究会負担金 郡小学校教育研究会負担金 郡小学校教育研究会負担金 郡小学校教育研究会負担金
養護教諭研究補助金

相模原市立中学校教育研究
会補助金

郡中学校教育研究会負担金 郡中学校教育研究会負担金 郡中学校教育研究会負担金 郡中学校教育研究会負担金
養護教諭研究補助金

相模原市中学校体育連盟補
助金

郡中学校体育連盟分担金 郡中学校体育連盟負担金 郡中学校体育連盟補助金 郡中学校体育連盟負担金

神奈川県高等学校定通教育
振興会補助金

県高校定時制通信制教育振
興会補助金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会負担金

神奈川県高等学校定通教育
振興会補助金

神奈川県高等学校定通教育
振興会負担金

管理部会
県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

県央県北地区高等学校定時
制教育振興会助成金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会分担金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

児童生徒指導対策助成金 校内生活指導費補助金（中
学校）

生活指導研究会補助金 生活指導費助成金

進路指導対策助成金 進路指導費補助金 進路指導研究会補助金 進路対策費補助金

相模原市学校保健会補助金 郡学校保健会負担金 郡学校保健会助成金 郡学校保健会負担金 郡学校保健会補助金

相模原市立小中学校視聴覚
教育研究会補助金

視聴覚教育研究会補助金

相模原市支援教育研究会補
助金

障害児学級交流会補助金

相模原市立学校事務研究協
議会補助金

学校事務職員研修会補助金

学校教育部会
相模原市立学校教職員互助
会補助金

津久井地域教職員互助会助
成金

津久井地域教職員互助会補
助金

津久井地域教職員互助会負
担金

津久井地域教職員互助会助
成金

相模原市立小中学校ＰＴＡ
連絡協議会補助金

町ＰＴＡ連絡協議会補助金 町ＰＴＡ連絡協議会助成金 町ＰＴＡ育成事業費補助金 町ＰＴＡ連絡協議会補助金

相模原市地域婦人団体連絡
協議会補助金

町婦人会連絡協議会助成金 婦人団体育成費補助金 女性組織活動育成補助金

生涯学習部会
相模原市文化協会補助金 町文化協会補助金 町文化協会助成金 文化団体（28団体）育成費

補助金
町文化団体育成活動補助金

指定・登録文化財保存管理
奨励金

町指定重要文化財等保存管
理奨励金

鳥屋獅子舞保存会助成金 指定文化財保存修理等補助
金

相模原市青少年健全育成組
織補助金

地区健全育成組織補助金



相模湖町 藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町

（財）相模原市体育協会事
業費補助金

町体育協会補助金 町体育協会補助金 町体育協会補助金 町体育協会補助金

生涯学習部会
（財）相模原市体育協会管
理費補助金

相模原市子ども会育成連絡
協議会運営補助金

町青少年育成団体連絡協議
会補助金
町青少年育成活動費補助金

町子供会育成団体連絡協議
会助成金

地区育成団体連絡協議会活
動費補助金
青少年団体育成事業費補助
金
郡子ども会育成団体連絡協
議会分担金

青少年団体等地域活動推進
事業補助金

議会部会
相模原市議会政務調査費 議員政務調査費 議員政務調査費交付金

選挙管理委員
会部会

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会運営
費助成金

明るい選挙推進協議会運営
費助成金

選挙運動用通常はがき交付
金

選挙運動用通常はがき

相模原市消防団共済組合補
助金

消防団員福祉共済掛金 消防団員福祉共済掛金 消防団員福祉共済掛金

相模原市消防団運営交付金 消防団活動助成金 消防団運営費交付金 消防活動助成金 本・分団活動報償金
消防部会



２補助金・交付金一覧(市町独自)

専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

市制５０周年記念市民シン
ポジウム実行委員会補助金

城山町土地開発公社補助金 町録音奉仕会補助金 相模湖町土地開発公社補助
金

藤野ふるさと芸術村メッセージ
事業実行委員会補助金

パートナーシップ事業支援
制度助成金

情報通信基盤整備促進事業
補助金

録音奉仕会「かつら｣補助金

フォトシティさがみはら実
行委員会補助金

かおる文化とうるおいの町
づくり推進事業補助金

相模原市邦舞三曲連盟補助
金

国内交流事業支援金

相模原市民文化財団事業費
補助金

相模原市民文化財団運営費
負担金

相模原市民文化財団運営費
負担金（派遣法分）

銀河連邦サガミハラ共和国
事業補助金

緊急一時保護施設運営補助
金

研究活動費等助成金

米軍基地返還促進市民協議
会補助金

（財）相模原市都市整備公
社補助金

地域振興施設整備事業補助
金

県民の警察官表彰賛助金

相模原たばこ商業協同組合
補助金

法人会補助金

青色申告会補助金

補助金・交付金等の現況比較

企画部会

総務部会

財務部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

全国民生委員児童委員互助
共励事業補助金

城山町赤十字奉仕団補助金 地域福祉推進体制整備補助
金

ふれあいのまちづくり運営
費補助金

重度心身障害者住宅設備
改良費助成金

南分室等初度調弁
城山町ともしび運動懇話会
補助金

中野地区敬老会運営費助成
金

精神障害者地域生活援助事
業費補助金

身体障害者用自動車改造
費助成金

あじさい会館等売店運営費
重度障害者住宅設備改良費
補助金

三ケ木地区敬老会運営費助
成金

下肢等障害者自動車運転訓
練費助成金

社会福祉事業振興資金補助
金

身体障害者用自動車改造費
助成金

グループホーム運営費補助
金（精神）

身体障害者手帳診断料補助
金

社会福祉事業団本部運営助
成費

下肢等障害者自動車運転訓
練費補助金

日常生活用具給付等補助金 郡精神障害者地域作業所通
所交通費助成金

地区社会福祉協議会育成推
進事業補助金

身体障害者手帳診断料助成
金

手帳診断料補助金 藤野町障害者等共同作業所たん
ぽぽの家通所交通費助成金

社会福祉基金運用事業補助
金

城山町めばえ会補助金（訓
練会）

重度障害者住宅設備改良費
補助金

町社会福祉委員協議会活動
費補助金

在宅福祉サービス運営費補
助金

精神障害者地域作業所等通
所交通費助成金

身体障害者用自動車改造費
補助金

知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励交付金

相模原原爆被災者之会補助
金

精神障害者短期入所事業補
助金

下肢等障害者自動車運転訓
練費補助金

チャイルドシート購入費補
助金

相模原市福祉のまちづくり
推進協議会補助金

届出保育施設利用者支援事
業費補助金

在宅重度身体障害者日常生
活用具給付・貸与補助金

相模原市社会を明るくする
運動補助金

町民たすけあいサービス事
業補助金

精神障害者地域作業所通所
交通費助成金

相模原市更生保護婦人会補
助金

地域福祉権利擁護補助金 町障害者作業所通所交通費
助成金

防災ボランティア推進事業
補助金

城山町すみれ会補助金（ひ
とり暮らし高齢者）

生活保護施設運営費補助金

低所得者緊急援護貸付資金
交付金

生活福祉資金利子補給交付
金

障害者歯科診療所運営費補
助金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

休日急病医科診療所運営費
補助金

休日急患歯科診療所運営費
補助金

休日夜間急患調剤薬局運営
費補助金

外科系救急医療体制支援事
業補助金

休日柔道整復施療所運営費
補助金

「健康さがみはら」発行事
業補助金

高度医療機器共同利用事業
補助金

地域医療協力事業補助金
（北里大学病院分）

地域医療協力事業補助金
（相模原協同病院分）

「看護の心」啓発普及事業
補助金

院内保育施設運営費補助金

相模原市ナースセンター運
営費補助金

相模原衛生学院運営費補助
金

相模原准看護学院運営費補
助金

相模原歯科医師会運営事業
補助金

相模原市薬剤師会運営事業
補助金

第５４回日本病院学会補助
金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

生きがい農園運営費補助金

特養ホーム等建設費借入償
還金補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

高齢者福祉施設運営費補助
金

施設入所高齢者福祉給付金
支給事業補助金

介護老人保健施設建設費借
入償還金補助金

社会福祉法人利用者負担助
成事業

子どもの広場施設賠償責任
保険料補助金

保健福祉部会
相模原市児童館連絡協議会
補助金

民間児童クラブ運営費補助
金

子どもの広場整備等補助金

幼児養育費支給費（３歳
児）

幼児養育費支給費（４歳
児）

幼児養育費支給費（５歳
児）

母子福祉資金等利子補給交
付金

自立支援教育訓練給付金

母子家庭高等技能訓練促進
費



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

コミュニティ保育促進事業
補助金

相模原保育ウィーク実行委
員会補助金

相模原市保育士会補助金

相模原市私立保育園長会補
助金

相模原保育室連絡協議会補
助金

保育センター運営費補助金

乳児保育促進事業補助金

特別保育科目設定事業補助
金

保健福祉部会
民間保育所借入償還金補助
金

民間保育所土地賃借料補助
金

分園施設賃借料補助金

分園運営費補助金

一時保育促進事業補助金

時間延長型保育サービス事
業補助金

休日保育推進事業補助金

賃借料補助金

産休等代替職員雇用費補助
金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

（仮称）橋本保育園施設整
備費等補助金

（仮称）新磯野保育園分園
施設整備費等補助金

相模原市障害児者福祉団体
連絡協議会補助金

相模原市精神障害者家族会
（みどり会）補助金

身体障害者ケア付住宅運営事業
補助金（シャローム分）

身体障害者ケア付住宅家賃
助成

重症心身障害児施設建設資
金借入償還金補助金

相模原市傷痍軍人会補助金

保健福祉部会 相模原市腎友会補助金

相模原失語症友の会補助金

在宅障害者家庭内作業指導
補助金

障害者地域活動センター運
営費補助金

神奈川県知的障害者スポー
ツ大会補助金

障害者地域作業所等健康診
断事業補助金

障害者一時ケア補助金

相模原市自閉症児・者親の
会補助金

相模原市障害者地域作業所
等連絡協議会補助金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

障害福祉施設運営費補助金

知的障害者更生施設建設資
金借入償還金補助金

保健福祉部会
知的障害者授産施設建設資
金借入償還金補助金

知的障害者福祉ホーム建設
資金借入償還金補助金

京王橋本駅垂直移動施設整
備費補助金

健康づくりのつどい補助金
城山町食生活改善推進協議
会助成金

町食生活改善推進団体助成
金

郡医師会肺疾患研究会助成
金

郡医師会肺疾患研究会助成
金

相模原市在宅ケア対策事業
補助金

津久井郡医師会肺疾患研究
助成金

郡医師会肺疾患研究会助成
金

要介護者歯科診療対策助成
金

相模原高齢者よい歯のコン
クール事業補助金

津久井地区在宅ねたきり老
人歯科診療対策助成金

津久井地区在宅ねたきり老
人等歯科診療対策推進協議
会補助金

高齢者等歯科保健医療事業
補助金

地域住民検診事業補助金

保健所部会
成人病栄養相談指導事業補
助金

妊婦健康診査助成１回目

妊婦健康診査助成２回目

健康診査費助成(８か月児健
診)

健康診査費助成(１歳児健
診)

健康診査費助成(１歳６か月
健診)

神奈川県小児保健協会補助
金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

結核健康診断事業補助金

市医師会サーベイランス事
業補助金

保健所部会 感染症施設整備補助金

食品衛生推進委員、指導員
活動補助金

犬・猫不妊去勢手術補助金

地域情報紙発行、配送費補
助金

津久井郡暴力団排除活動推
進協議会補助金

津久井郡暴力団排除活動推
進協議会助成金

太陽の市場実行委員会補助
金

地域市民まつり助成金
火葬費助成金 中野山林管理委員会補助金 津久井郡交通安全協会(藤

野)(牧野)支部補助金

自治会等集会所賃借料補助
金

防犯指導員活動補助金 各地区地域振興協議会助成
金

藤野町幼児交通安全クラブ
補助金

神奈川県医師国民健康保険
組合補助金

津久井交通安全協会城山支
部補助金

三ヶ木財務委員会助成金

神奈川県歯科医師国民健康
保険組合補助金

津久井町交通指導隊運営費
交付金

市民部会
神奈川県建設業国民健康保
険組合補助金

地域振興特例事業補助金

神奈川県薬剤師国民健康保
険組合補助金

鳥屋地域振興協議会施設整
備補助金

神奈川県食品衛生国民健康
保険組合補助金

各地区地域振興協議会補助
金

建設連合国民健康保険組合
（神奈川県支部）補助金

鳥屋地区各委員会運営費助
成金

防犯モデル地区活動費助成
金

串川地区各委員会運営費助
成金

相連防　防犯灯整備費補助
金

青根地区コミュニティ委員
会運営費助成金

南連防　運営費補助金
青野原地域振興協議会助成金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

南連防　防犯灯整備費補助
金

青根地域振興協議会助成金

市民部会
相模原南交通安全協会補助
金

地域まちづくり委員会補助
金

防犯灯設置費補助金
広場整備費補助金

相模原市消費者団体連絡会
補助金

第２センター入居研究室補
助金

郡農産物直売事業連絡協議
会交付金

郡農産物直売事業連絡協議
会補助金

郡農産物直売事業連絡協議
会助成金

津久井郡農産物直売事業連
絡協議会補助金

首都圏南西地域産業協議会
運営費補助金

郡森林組合事業活動促進費
補助金

群森林組合補助金 群森林組合補助金 郡森林組合補助金

さがみはら産業創造セン
ター補助金

水田共同防除事業補助金 津久井湖魚族放流事業助成
金

相模湖魚族委員会補助金
ワカサギ津久井湖放流補助金

協力協約推進事業補助金

テクノ相模協同組合共有施
設等補助金

茶病害虫防除対策事業補助
金

協力協約推進事業補助金 「水源の森林づくり事業」
協力協約推進事業費補助金

魚族保護推進事業補助金

グリーンピア田名協同組合
共有施設等補助金

花き病害虫防除対策事業補
助金

津久井湖観光センター運営
費補助金

樹・水・星のカーニバル開
催事業補助金

津久井郡観光振興対策協議
会負担金

体質強化支援資金利子補給
金

枝打推進事業補助金 神之川林道開設改良事業助
成金

観光農業推進事業費 和田鯉のぼり谷渡しの会補
助金

経済部会 起業支援資金利子補給金
除間伐推進事業補助金 町直売事業連絡協議会補助

金
さがみこファームフェスタ
運営費補助金

やまなみ五感体験ツアー実
行委員会補助金

中小企業研究開発補助金
地域活性化イベント事業補
助金

森林ミュージアム推進委員
会補助金

ふるさとの森事業推進組合
助成金

佐野川茶生産組合助成金

景気対策特別小口資金利子
補給金

道志ダム関連地域環境整備
事業補助金

道志川アユの里づくり事業
費補助金

まちづくり助成助成金

景気対策特別資金利子補給
金

菅井農業小学校運営補助金

倒産関連防止資金利子補給
金

農とみどりの整備事業補助
金

中小企業景気対策特別融資
信用保証料補助金

佐野川茶業工場施設修繕補
助金

峡の原工業団地協同組合運
営事業補助金

沢井地区鳥獣害対策協議会
補助金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

清水原工業団地協同組合運
営事業補助金

ふじの里山くらぶ補助金

赤坂工業団地協同組合運営
事業補助金

（社）神奈川県工業技術研
修センター運営事業補助金

相模原機械金属工業団地協
同組合運営事業補助金

テクノ相模協同組合運営事
業補助金

グリーンピア田名協同組合
運営事業補助金

　

テクノパイル田名工業団地
協議会運営事業補助金

経済部会
相模原市産業振興財団運営
費補助金

商業地形成事業融資資金利
子補給金

商業地形成事業融資資金信
用保証料補助金

相模大野地区商店会連合会
事業推進補助金

上溝地区まちづくり推進連
絡協議会運営補助金

東林間地区まちづくり推進
連絡協議会運営補助金

淵野辺地区まちづくり推進
連絡協議会運営補助金

相原・二本松地区まちづく
り推進委員会運営補助

古淵地区商店街振興計画推
進委　員会運営補助金

商店街共同駐車場維持補助
金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市営自動車駐車場回
数券共同購入事業補助金

商店街街路灯修繕費補助金

商店街ステップアップ事業
補助金

空き店舗活用事業補助金

商店街イベント事業補助金

商業団体等活動促進事業補
助金

相模原市商店会連合会活動
促進事業補助金

ジュニア商人体験事業補助
金

経済部会 全国凧揚げ大会補助金

水郷田名新堀用水路を愛す
る会運営事業補助金

橋本七夕まつり

相模の大凧まつり補助金

上溝夏祭り補助金

泳げ鯉のぼり相模川補助金

東林間サマーわぁ！ニバル
補助金

相模大野まんどうまつり補
助金

相模ねぶたカーニバル補助
金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

よさこいまつり補助金

商業地形成事業商店街環境
整備事業補助金

公衆浴場設備整備費補助金

勤労者住宅資金利子補給金

商工会議所特定退職金共済
掛金補助金

労働祭補助金（地域連合）

（財）神奈川県駐労福祉セ
ンター補助金

経済部会 労働祭補助金（総連合）

相模原・津久井労働災害防
止団体連絡協議会補助金

県民のいのちとくらしを守
る県民のつどい補助金

相模原市中小企業勤労者福
祉サービスセンター補助金

営農センター助成金

農地流動化助成金

環境保全型農業推進事業補
助金

野菜振興対策事業補助金

花卉植木振興対策事業補助
金

景観草花栽培事業補助金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市大沢南部営農組合
補助金

相模原市田名西部営農組合
補助金

援農システム整備事業補助
金

農業青年育成事業補助金

新規就農者等研修奨励金

新規就農者農作業オペレー
ター支援

野菜生産出荷奨励金事務取
扱交付金

経済部会 野菜生産出荷奨励金

相模原米穀小売商組合補助
金

農協出荷奨励金

農業まつり補助金

さがみはら市民朝市補助金

農業体験学習事業補助金

整備資金償還事業補助

下大島用水組合運営事業補
助金

認定農業者育成事業補助金

アグリセンター事業運営補
助金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

住宅用太陽光発電設備設置
補助金

保護動植物指定区域土地所
有者等助成金

合併処理浄化槽設置替奨励
金

雑排水処分事業専用車車検
代助成金

浄化槽清掃費補助金

小規模雨水利用設備設置補
助金

自然コミュニオンエリア推
進団体助成金

集中浄化槽維持管理経費補
助金

浄化槽清掃補助事業費

住宅用太陽熱高度利用シス
テム設置補助金

城山自然の家協会助成金

低公害自動車購入奨励金
小倉松並木景観保存事業補
助金

環境事業部会
集団資源回収事業用物品整
備補助金

一般家庭浄化槽清掃経費補
助金

ごみ箱設置費補助金 ごみ集積箱設置費補助金 ゴミ集積箱設置費補助金

資源分別回収事業補助金

小田急多摩線延伸促進協議
会補助金

生活交通路線維持補修費補
助金

生活交通確保対策補助金 生活交通確保対策補助金

相模原市公共交通整備促進
協議会補助金

ノンステップバス導入補助
金

バス停留所等上屋設置補助
金

橋本６丁目東町地区優良建
築物等整備事業補助金

橋本６丁目Ｄ地区優良建築
物等　整備事業補助金

上鶴間道正山土地区画整理
事業補助金

民間自転車駐車場維持管理
補助金

民間自転車駐車場整備補助
金

民間自動車駐車場整備利子
補給金

民間自転車駐車場整備資金
利子補給金

都市部会

環境保全部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

Ａ地区市街地再開発事業補
助金

Ａ地区市街地整備事業負担
金

Ａ地区市街地整備事業負担
金（本年度分）

運営費等補助金
木造住宅耐震診断補助金

検査点検費用補助金

建設資金利子補給補助金

運営費補助金 水洗便所改造等奨励金 原材料等支給事業助成金
水洗便所改造等資金利子補
給金

主要地方道山北藤野線改良
整備促進協議会運営補助金

相模原市幹線道路網整備促
進協議会運営補助金

水洗便所改造等資金利子補
給金

下水道排水設備水洗便所改
造等工事費特別助成金

雨水浸透施設設置助成金
下水道排水設備水洗便所改
造等工事費助成金

生活扶助世帯水洗便所改造
等工事費特別助成金

下水道排水設備水洗便所改
造等工事費特別助成金

農業集落排水設備の水洗便
所改造等助成金

農業集落排水設備の水洗便
所改造等工事費特別助成金

簡易水道小規模施設整備補
助金

小規模簡易水道全項目検査
補助金

（社）相模原市幼稚園協会
補助金

対外派遣費補助金（小学
校）

体育大会等生徒派遣費補助
金

文化体育派遣費
学校運営等研究費補助金
（小学校）

管理部会
相模原私立幼稚園教育会補
助金

対外派遣費補助金（中学
校）

青野原地域教育施設整備促
進委員会補助金

学校経営等研究費補助金
（中学校）

相模原幼児教育協議会補助
金

校内研究費補助金（小学
校）

幼稚園運営研究補助金

土木部会

建築部会

都市部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

私立幼稚園園児健康診断補
助金

校内研究費補助金（中学
校）

情報発信補助金（小学校）

私立幼稚園預かり保育補助
金

湘南小学校児童バス通学費
補助金

情報発信補助金（中学校）

私立幼稚園教育研究県央地
区大会補助金

遠距離通学費補助金（中学
校）

統廃合関連校思い出づくり
実行委員会補助金

管理部会
相模原市私立幼稚園障害児
教育助成金

大会等出場経費助成金

中学校課外活動助成金 小学校通学費助成金

相模原市立小中学校教育器
楽合奏研究会補助金

中学校通学費助成金

相模原市学校図書館協議会
補助金

相模原市立小中学校教育連
合会補助金

相模原市学校給食運営協議
会補助金

相模原市青少年相談員協議
会運営費補助金

国際交流教育推進事業補助
金

町研究指定校補助金（小学
校）

町教育委員会指定研究補助
金（小学校）

夢のびやか教育推進事業費
（小学校）

町研究指定校補助金（中学
校）

町教育委員会指定研究補助
金（中学校）

学校教育部会
夢のびやか教育推進事業費
（中学校） 授業改革研究補助金

野外体験研修費補助金（小
学校）

野外体験研修費補助金（中
学校）

交通安全指導補助金（小学
校）

指定研究校補助金（小学
校）

環境保全・啓発補助金（小
学校）



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

学校教育部会
情操教育推進事業補助金
（中学校）

社会福祉研究活動費補助金
（中学校）

相模原市社会教育関係団体
事務室利用者協議会補助金

家庭教育学級開催費補助金 家庭教育学級開催費補助金 県総合体育大会参加選手派
遣事業費

青少年健全育成・伝承活動
補助金

相模原市女性学習グループ
連絡協議会補助金

公民館まつり実行委員会補
助金

津久井城山を愛する会補助
金

家庭教育学級開催費補助金

相模原市民吹奏楽団補助金
城山の教育を考える会補助
金

尾崎行雄を全国に発信する
会補助金

町体育団体育成補助金

相模原市民交響楽団補助金
町体育振興奨励金 地区文化祭開催費補助金 県総合体育大会選手派遣補

助金

相模原市合唱連盟補助金
町体育団体育成補助金 実行委員会補助金（町民大

学）
文化祭実行委員会補助金

市民合同演奏会補助金
県総合体育大会派遣費 遙かな友に道志川合唱祭開

催事業補助金
成人式実行委員会補助金

生涯学習部会 青少年音楽団体育成補助金
神奈川県陸上競技協会一時
登録料

尾崎咢堂杯争奪青年演説大
会実行委員会補助金

地区スポーツ振興事業補助
金

公民館運営協議会等活動費
補助金

地区体育振興会助成金 社会教育団体物品等助成金

相模原市公民館連絡協議会
補助金

総合体育大会選手派遣費助
成金

子どもソフトボール大会支
援補助金

相模原市民俗芸能保存協会
補助金

駅伝競走大会選手派遣費助
成金

青少年育成事業補助金

相模原市文化財研究協議会
補助金

スポーツ大会等開催・誘致
奨励補助金

相模原市体育指導委員連絡
協議会運営補助金

（財）相模原市体育協会派
遣職員人件費等補助金

地域・子どもふれあい事業
補助金



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市青少年指導員連絡
協議会運営補助金

相模原市少年鼓笛バンド連
盟運営補助金

生涯学習部会
相模原ユースネットワーク
運営補助金

相模原市少年少女合唱団育
成会運営補助金

ボーイスカウト・ガールス
カウト相模原連絡協議会運
営補助金

相模原市１６㍉映画研友会
補助金

不在者投票交付金

ポスター作成交付金

選挙管理委員
会部会

選挙運動用自動車交付金
（個別契約）

選挙運動用自動車交付金
（ハイヤー契約）

消防部会 相模原市防災協会補助金
災害対策本部助成金
（災害現場炊き出し経費助成）



協議第２８号 
 
   一部事務組合等の取扱いについて 
 
 一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 一部事務組合の取扱い 

津久井町及び相模湖町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合については、合

併の期日の前日をもって脱退し、その事務は、新市に引き継ぐ。 
 
２ 機関等の共同設置の取扱い 
  相模湖町が共同し設置している相模湖町・藤野町介護認定審査会については、合併の期

日の前日までに廃止し、相模湖町に係るその事務は、新市に引き継ぐ。 
 
３ 事務の委託の取扱い 
 (1）公平委員会事務委託 
   津久井町及び相模湖町が神奈川県に委託している公平委員会事務については、合併の

期日の前日をもって廃止し、その事務は、新市に引き継ぐ。 
 (2）公共下水道使用料徴収事務委託 
   津久井町及び相模湖町が神奈川県に委託している公共下水道使用料徴収事務について

は、合併の期日の前日をもって廃止し、その事務は、新市に引き継ぐ。 
 
４ 土地開発公社の取扱い 
  相模湖町に設置されている土地開発公社及び津久井町に設置されている財団法人津久井

町開発公社については、合併の期日の前日までに解散し、その事務及び財産は、新市及び

相模原市土地開発公社に引き継ぐ。 
  相模原市に設置されている相模原市土地開発公社については、新市において存続する。 
 
５ 第３セクターの取扱い 
  相模原市に設置されている民法法人・商法法人等については、新市において存続する。 

相模湖町に設置されている財団法人相模湖周辺環境整備公社については、合併の期日の

前日までに解散する方向で調整する。 
 

 



区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

１　一部事務組合 － 津久井郡広域行政組合 津久井郡広域行政組合 津久井郡広域行政組合 津久井郡広域行政組合

－
相模湖モーターボート競走
組合

相模湖モーターボート競走
組合

相模湖モーターボート競走
組合

相模湖モーターボート競走
組合

－
神奈川県市町村職員退職手
当組合

神奈川県市町村職員退職手
当組合

神奈川県市町村職員退職手
当組合

神奈川県市町村職員退職手
当組合

２　機関等の共同設置 － － －
相模湖町・藤野町介護認定
審査会

相模湖町・藤野町介護認定
審査会

３　事務の委託 －
神奈川県公平委員会事務委
託

神奈川県公平委員会事務委
託

神奈川県公平委員会事務委
託

神奈川県公平委員会事務委
託

公共下水道使用料の徴収事
務委託

公共下水道使用料の徴収事
務委託

公共下水道使用料の徴収事
務委託

公共下水道使用料の徴収事
務委託

公共下水道使用料の徴収事
務委託

４　土地開発公社 相模原市土地開発公社 城山町土地開発公社 － 相模湖町土地開発公社 －

５　第３セクター － －
財団法人
　津久井町開発公社

－ －

財団法人
　相模原市民文化財団

－ － － －

財団法人
　相模原市都市整備公社

－ － － －

財団法人
　相模原市産業振興財団

－ － － －

株式会社
　さがみはら産業創造セン
 ター

－ － － －

財団法人
　相模原市中小企業勤労者
  福祉サービスセンター

－ － － －

社団法人
　相模原市畜産振興協会

－ － － －

財団法人
　相模原市みどりの協会

－ － － －

財団法人
　相模原市みちの協会

－ － － －

－ － －
財団法人
　相模湖周辺環境整備公社

－

一部事務組合等の状況



協議第２９号 
 

清掃事業の取扱いについて 
 
 清掃事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
 清掃事業の取扱いについては、原則として、現行のまま新市に引き継ぐ。なお、合併後、

現行の一般廃棄物処理計画を見直し、制度の統合を図る。 
 
１ ごみ及び資源の収集等については、当面現行どおりとし、地域の特性を勘案した中で、

段階的に相模原市の制度を基本に統合を図る。 
 
２ し尿及び浄化槽汚泥の収集については、合併後速やかに、収集体制の見直しを行う。 
 
３ ごみの焼却施設及びし尿の処理施設については、当面現行どおり稼動し、合併後速やか

に、新市における施設全体の配置計画を策定する。 
 
４ 清掃事業に係る使用料及び手数料については、相模原市の制度を基本に、原則として、

合併時に統合を図る。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１ 剪定枝資源化事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４５ 

２ 
廃棄物減量等推進審議会等

経費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４６ 

３ ごみ収集車両購入事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４７ 

４ し尿収集車両購入事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４８ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
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５ 一般廃棄物処理計画 
合併後、現行の一般廃棄物処理基本計画

の見直しを行う。 
２４９ 

６ 
一般廃棄物処理業許可等申

請手数料 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５０ 

７ 
産業廃棄物処理業許可等申

請手数料 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５１ 

８ 
自動車リサイクル法登録申

請手数料 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５２ 

９ 
自動車リサイクル法許可申

請手数料 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５３ 

１０ 
一般廃棄物処理業の許可及

び指導監督 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５４ 

１１ 
産業廃棄物処理業の許可及

び指導監督 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５５ 

１２ 
一般廃棄物処理施設の設置

許可及び指導監督 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５６ 

１３ 
産業廃棄物処理施設の設置

許可及び指導監督 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５７ 

１４ 
産業廃棄物排出事業者の指

導監督 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５８ 

１５ 
建設リサイクル法に関する

事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２５９ 

１６ 
自動車リサイクル法に関す

る事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２６０ 

１７ PCB 特措法に関する事務 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２６１ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１８ 集団資源回収事業 
合併後３年を目途に、新市の制度を再検

討した上で、段階的に統合する。 
２６２ 

１９ 資源分別回収事業 
合併後３年を目途に、新市の制度を再検

討した上で、段階的に統合する。 
２６３ 

２０ 
ペットボトル・白色トレイ

回収事業 

合併後３年を目途に、新市の制度を再検

討した上で、段階的に統合する。 
２６４ 

２１ リサイクル週間事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６５ 

２２ 美化推進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、事業内容については、地域特性

を配慮し調整する。 

２６６ 

２３ 美化運動推進事業補助金 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、事業内容については、地域特性

を配慮し調整する。 

２６７ 

２４ 循環型社会普及啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６８ 

２５ 生ごみ処理容器助成事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６９ 

２６ 
大型生ごみ処理機導入モデ

ル事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７０ 

２７ 
リサイクルスクエア運営事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７１ 

２８ 不法投棄対策事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、地域特性を踏まえた不法投棄対

策を調整する。 

２７２ 

２９ 
事業系ごみ減量化等促進事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７３ 

３０ 一般ごみ夜間収集事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７４ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
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３１ 

一般廃棄物排出事業者に対

する減量化、資源化及び適

正処理に係る指導 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７５ 

３２ 事業系ごみ取扱い事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７６ 

３３ 
南清掃工場建替整備推進事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７７ 

３４ 公衆トイレ維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７８ 

３５ 
一般廃棄物最終処分場整備

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７９ 

３６ し尿処理施設の維持管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８０ 

３７ 
し尿処理施設に係る大気、

水質等の測定及び分析 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８１ 

３８ 清掃工場使用料 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８２ 

３９ ごみ処理手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８３ 

４０ 粗大ごみ処理手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８４ 

４１ 
清掃工場ごみ処理施設の管

理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８５ 

４２ 
一般廃棄物最終処分場の管

理運営事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８６ 

４３ 
粗大ごみ受入施設の管理運

営事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後速やかに、津久井地域にお

ける受入施設の整備を図る必要がある。 

２８７ 

４４ 粗大ごみ戸別収集事業 
合併後速やかに、相模原市の制度に統合

する。 
２８８ 

４５ 発電所に関する事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
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４６ 動物死体処理委託事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９０ 

４７ 
廃棄物（粗大ごみを除く。）

の収集及び運搬事業 

合併後３年を目途に、段階的に相模原市

の制度を基本に統合する。 
２９１ 

４８ 
収集車の運行及び維持管理

事業 

合併後３年を目途に、段階的に相模原市

の制度を基本に統合する。 
２９２ 

４９ 廃棄物の不法投棄事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９３ 

５０ 
収集事務所施設維持管理事

務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９４ 

５１ し尿処理手数料 

合併後速やかに、相模原市の制度に統合

する。 

なお、受益者負担の均衡を図る方向で、

新市における手数料体系の見直しを行う。 

２９５ 

５２ 浄化槽汚泥処理手数料 

合併後速やかに、相模原市の制度に統合

する。 

なお、受益者負担の均衡を図る方向で、

新市における手数料体系の見直しを行う。 

２９６ 

５３ ごみ箱設置費補助事業 
合併後３年を目途に、廃止の方向で調整

する。 
２９７ 

５４ 
廃棄物の収集及び運搬事業

（し尿収集） 

合併後速やかに、新市におけるし尿・浄

化槽汚泥収集体制の見直しを行う。 
２９８ 

５５ 
収集車の運行及び維持管理

事業（し尿収集） 

合併後速やかに、新市におけるし尿・浄

化槽汚泥収集体制の見直しを行う。 
２９９ 

５６ 
収集事務所施設維持管理事

務（し尿収集） 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３００ 
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５７ 雑排水処分事業費 
合併後３年を目途に、廃止の方向で調整

する。 
３０１ 

５８ し尿収集体制整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、合併後速やかに、収集運搬体制

の見直しを行う。 

３０２ 

５９ 浄化槽清掃補助事業 

合併後速やかに、相模原市の制度に統合

する。 

なお、受益者負担の均衡を図る方向で、

新市における手数料体系の見直しを行う。 

３０４ 

 



参 考 

清掃事業の現況比較 

１ 生活系ごみ 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 調整の具体的方針 
呼称 一般ごみ 可燃ごみ 

収集品目 生ごみ類・プラスチッ

ク類・陶器類等 

生ごみ類・プラスチッ

ク類等 

収集頻度 ３回／週 ２回／週 

排出容器 透明または半透明袋 透明または半透明袋 

可

燃

ご

み 
収集・運搬形態 直営 

(夜間収集地区は委託)

組合直営 

呼称 不燃ごみ 

収集品目 金属類、陶器類、ガラ

ス類、ペットボトル、

びん類（３色） 

収集頻度 １回／週 

排出容器 透明または半透明袋 

不

燃

ご

み 

収集・運搬形態 

一般ごみ・資源に区分

組合直営 

合併後３年を目途

に、段階的に相模原

市の制度を基本に統

合する。 

呼称 資源 資源ごみ 

収集品目 びん類、かん・金物類、

紙類、布類、蛍光管・

水銀体温計 

紙類（新聞・雑誌・段

ボール・紙パック）、布

類 

収集頻度 １回／週 １回／月(指定日 2区分)

排出容器 品目別に透明または半

透明袋で排出 

品目別に束ねて排出 

収集・運搬形態 三者協調制度 

（蛍光管・水銀体温計

は委託） 

組合直営 

収集品目 ペットボトル、白色ト

レイ 

収集頻度 拠点回収 

資 

源 

収集・運搬形態 直営 

ペットボトルは、不燃

ごみにて収集（白色ト

レイは未実施） 

合併後３年を目途

に、新市の制度を再

検討した上で、段階

的に統合する。 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 調整の具体的方針 
呼称 粗大ごみ 粗大ごみ 

収集品目 品目指定あり 品目指定なし 

収集方法 戸別収集 戸別収集 

収集頻度 随時（月～金曜日） 随時（実際は、毎週水

曜日を基本に収集） 

収集・運搬形態 委託 組合直営 

合併後速やかに、相

模原市の制度に統合

する。 
粗

大

ご

み 
処理手数料 処理手数料４段階 

（200 円、500 円、 

1,000 円、1,500 円）

処理手数料３段階 

（525 円、1,050 円、 

1,575 円） 

合併時に相模原市の

制度に統合する。 

呼称 乾電池 有害ごみ 

収集品目 乾電池 乾電池 

収集頻度 １回／週（一般ごみと

同時収集） 

１回／週（不燃ごみと

同時収集） 

排出容器 透明または半透明袋 透明または半透明袋 

そ

の

他 

収集・運搬形態 直営 組合直営 

合併後３年を目途

に、段階的に相模原

市の制度に統合す

る。 

※ 相模原市においては、生活系の一般ごみを一時に 100㎏以上清掃工場に持ち込んだ場合、
処理手数料（120円／10㎏）を徴収する。（津久井郡広域行政組合においては、無料） 

 
２ 事業系ごみ 

区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 調整の具体的方針 
直営収集の現状 
 

直営収集は行っていな

い 
50㎏未満／1月 
･･･無料収集 
50㎏以上／１月 
･･･有料収集 
（378円／10㎏） 

合併時に相模原市の

制度に統合する。 

処理手数料 
 

180円／10㎏ 210円／10㎏ 合併時に相模原市の

制度に統合する。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

３ し尿 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 調整の具体的方針 

収集・運搬形態 直営 委託 合併後速やかに、新

市における収集体制

の見直しを行う。 

処理手数料 

（生活系） 

基本料金･･･便槽 1 箇

所につき 100 円 

加算料金･･･ 

①人頭制 120 円/月・人

②従量制 120 円/36 ㍑

①定額制･･･ 

世帯割 126 円/月・世帯

人頭割 325.5 円/月・人

②従量制･･･ 

357 円/40 ㍑ 

合併後速やかに、相

模原市の制度に統合

する。なお、受益者

負担の均衡を図る方

向で、新市における

手数料体系の見直し

を行う。 

 
４ 浄化槽汚泥 

区 分 相 模 原 市 
城山町・津久井町・ 
相模湖町・藤野町 

調整の具体的方針 

収集・運搬形態 直営 許可 合併後速やかに、新

市における収集体制

の見直しを行う。 

処理手数料 

（生活系） 

基本料金･･･浄化槽 

1 基につき 600 円 

加算料金･･･ 

従量制 120 円/36 ㍑ 

条例・規則上の規定な

し。ただし、城山町、

津久井町、相模湖町に

おいては、浄化槽清掃

経費標準料金を設定。

（城山町、相模湖町、

藤野町では、浄化槽清

掃の補助制度あり） 

合併後速やかに、相

模原市の制度に統合

する。なお、受益者

負担の均衡を図る方

向で、新市における

手数料体系の見直し

を行う。 

 
５ ごみ焼却施設 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 
施設名称 南清掃工場 北清掃工場 ごみ焼却発電施設 
竣  工 昭和５５年１２月 平成３年１２月 平成１０年２月 

処理能力 
600t／24h 

(200t／24h×3炉) 
450t／24h 

(150t／24h×3炉) 
54.9t／24h 

炉 形 式 連続燃焼式ストーカ炉 全連続式ストーカ炉 
※ 平成３年度から、津久井郡広域行政組合ごみ焼却施設の休炉点検時におけるごみ処理を

相模原市の清掃工場で受入れしている。 



 

６ し尿処理施設 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 

竣  工 昭和５２年１１月 昭和６２年１０月 

処理能力 140kl／日 90kl／日 

処理方法 
前処理＋曝気処理＋高分子凝集剤 
による固液分離処理（下水道放流） 

一次・二次／二段活性汚泥処理方式 
高度処理／加圧浮上処理、オゾン脱色

処理、濾過処理（河川放流） 
 
７ 最終処分場 
区 分 相 模 原 市 津久井郡広域行政組合 
使用開始 昭和 54年 4月 
面  積 98,379.9㎡ 

全体容量 
1,080,000㎥ 
（覆土含まず） 

県外搬出 
・ 長野県 
・ 群馬県 
・ 茨城県 

15年度実績 35,127ｔ 
4,283ｔ 

（焼却残渣 3,365ｔ、不燃残渣 918ｔ） 

残余容量 
456,903㎥ 

（覆土を含まず） 
－ 

 
 
 



協議第３０号 
 

消防業務及び消防団の取扱いについて 
 
消防業務及び消防団の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年２月１７日提出 

 
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 
 
１ 消防業務の取扱い 
消防業務の取扱いについては、合併時に相模原市の常備消防制度に統合する。 
ただし、１１９番通報の受信については、合併時には現行どおりとし、新市において早

期に指令システムを統合する。 
 
２ 消防団の取扱い 

消防団の取扱いについては、合併時に相模原市の消防団に統合するが、津久井地域の消

防団の現状を考慮しつつ新市の消防団の一体性が確保できるよう調整する。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１ 消防賞慰金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０５ 

２ 消防団長等報酬 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０６ 

３ 消防団活動費(出動旅費) 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０７ 

４ 消防団運営交付金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０８ 

５ 消防団共済組合補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０９ 

６ 消防団詰所・車庫整備 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、合併

後に津久井地域を含めた新市の詰所建て替

え計画を策定する。 

３１０ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
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７ 消防職員の採用 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１１ 

８ 消防表彰 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１２ 

９ 
公務災害補償等（市民、消

防団員） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１３ 

１０ 消防団員の任免 

合併時に相模原市の制度に統合する。た

だし、新市において「町内に勤務する者」

の取扱いを検討する。 

３１４ 

１１ 消防署所の整備 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、津久

井地域を含めた新たな消防署所の整備計画

を策定する。 

３１５ 

１２ 消防団退職報償金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１６ 

１３ 消防団貸与被服 

合併後５年を目途に相模原市の制度に統

合する。なお、新市において服制の見直し

を検討する。 

３１７ 

１４ 常備消防組織 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、津久井郡広域行政組合消防本部の本部

機能は、相模原市に統合する。 

また、合併時には津久井地域の署所は現

状維持とするが、新市において、津久井地

域を含めた消防組織を検討する。 

３１８ 

１５ 非常備消防（消防団）組織

原則として、相模原市の制度に統合する。

なお、津久井地域の消防団活動の実態を踏

まえた新たな消防団組織を検討する。 

３１９ 

１６ 火災予防事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２０ 

１７ 相模原市防災協会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２１ 

１８ 
火災予防等の規制に関する

条例等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２３ 
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１９ 
建築確認及び許認可に係る

同意 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２４ 

２０ 開発行為等の指導 
相模原市の開発指導要綱に合わせ段階的

に適用する。 
３２５ 

２１ 
火災予防協力組織及び団体

の育成指導 

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。なお、津久井地域の団体について

は、合併に向け調整する。 

３２６ 

２２ 危険物の取締指導及び規制 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２８ 

２３ 液化石油ガス等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２９ 

２４ 防火管理者資格取得講習 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３０ 

２５ 常備消防資機材等整備事業

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、消防

隊等の出動体制と併せ、資機材の整備を検

討する。 

３３２ 

２６ 
消防車両維持管理・購入事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、消防

署所の整備や消防隊等の出動体制と併せ、

保有消防車両について検討する。 

３３３ 

２７ 
消防団車両維持管理・購入

事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、津久

井地域を含めた新市の消防団組織、活動基

準と併せ保有する消防団車両を検討する。 

３３４ 

２８ 消防水利維持管理整備事業

現行のまま新市に引き継ぐ。なお、新市

の消防力整備計画の策定と併せ、消防水利

の整備計画等を検討する。 

３３５ 

２９ 水防活動事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３６ 
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３０ 消防力整備計画 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、早期に新市の消防力整備計画を策定す

る。 

３３７ 

３１ 消防相互応援協定等 
合併時に新市の相互応援協定を締結す

る。 
３３８ 

３２ 国際消防救助隊 
新市として引き続き国際消防救助隊に登

録する。 
３３９ 

３３ 火災警報等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３４０ 

３４ 消防団活動基準 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、津久井地域の消防力を勘案し、活動基

準を策定する。 

３４１ 

３５ 常備消防出場体制 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。なお、消防隊等災害出場部隊

数及び消防車等の配置人員等については、

新市の消防力整備計画の策定を踏まえなが

ら、消防署所の整備等と併せ検討する。 

３４２ 

３６ 消防出初式等 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、これまで各地域で実施してきた消防団

活動については、地域性を尊重する。 

３４４ 

３７ 救急活動事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、新市の各種活動要領を作成し、活動の

円滑化を図る。 

３４５ 

３８ 応急手当普及啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３４６ 

３９ 救急高度化推進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。な

お、新市の救急救命士養成計画を策定する

とともに、高度化推進事業と併せ津久井地

域の全救急隊に救急救命士を配置させるこ

とを検討する。 

３４７ 
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４０ 通信施設維持管理事業 

合併後に相模原市の消防情報システムの

更新時期に合わせ統一したシステムを整備

する。 

３４８ 

４１ 災害通報の受信及び指令 

相模原市の消防情報システムの更新時期

に合わせ、統一したシステムを整備する。

なお、それまでの間、現行のとおり相模原

市及び津久井郡広域行政組合消防本部の２

箇所で１１９番通報を受信する。 

また、常備、非常備を含めた災害情報の

受伝達のシステムを検討する。 

３４９ 

４２ り災証明及び搬送証明 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５０ 

４３ 各種催事に係る警備 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５１ 

４４ 防火相談等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５２ 

４５ 火災予防等の指導及び規制 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５３ 

４６ 
屋外の火災予防の調査及び

指導 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５４ 

４７ 事業所の消防訓練指導等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５５ 

４８ 
火災予防等に関する届け

出、検査等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５６ 

 
 



◎ 人 ○ 人 ◎ 3課　8係 人 ○ 人

消防1.2係

査察指導課 救助係

消防総務課 （総務企画班、施設班） （総務係、管理係） 救急1.2係

警防課 （警防係、救急救助係、指令1・2係）

予防課 （予防指導班、危険物保安班） 査察指導課 （予防係、指導係）

査察指導課

参　考

人

平成16年4月1日現在

相模原

常 備 消 防 組 織 の 現 況 比 較

城山町・津久井町・相模湖町・藤野町津久井郡広域行政組合消防本部

消防署18

相 原 分 署

緑 が 丘 分 署

本 署

城 山 分 署

藤 野 分 署

鳥 屋 出 張 所

相 陽 分 署

青 根 出 張 所

津久井救急隊派出所

本 署

3課　8係

田 名 分 署

淵 野 辺 分 署

東 林 分 署

大 沼 分 署

上 鶴 間 分 署

相模原市

人595

6課　3係　3部 509

☆条例定数 111 人 109★実員

副消防長

警備課

（管理係・警備1.2.3部）

（管理係・警備1.2.3部）

（管理係・警備1.2.3部）

警備課

警備課

名　　　称
構成市町

相模原市消防本部

事務機構

職員数 ☆条例定数 599 人

6課　4班 86本　部

★実員

消防組織
体 制

2課　5係

消防本部

消防署

相
模
原
市
消
防
本
部

南

警防課

北

消防長

91

指令課

消防長

副消防長

防災課

救急対策課

消防署

総務課

予防課

本　部

査察指導課

6課　4班

相模原消防署

南 消 防 署

北 消 防 署

警備課

査察指導課

警備課

査察指導課

警備課

消防署

消防本部

津
久
井
郡
消
防
本
部麻 溝 台 分 署

本 署

大 沢 分 署

相 武 台 分 署

本 署

上 溝 分 署



波

常 備 消 防 現 況 比 較
平成16年4月1日現在

区　　　　　分 相模原市消防本部 津久井郡消防本部
城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

管 内 面 積 （ｋ㎡） 90.41 238.44 19.90 122.04 31.59 64.91

管 内 人 口 (人） 620,599 73,722 23,258 29,268 10,357 10,839

常 備 消 防 費 6,031,332 1,116,366

消 防 関 連 予 算 非 常 備 消 防 費 169,812 153,774

（16年度当初予算） 消 防 施 設 費 171,855 3,644

（千円） 防 災 費 184,105 50

合　　　　　計 6,557,104 1,273,834

勤 務 体 制 3部制 2部制

1本部  3署  12分署
1本部  1署  2分署
2出張所  1派出所

・鳥屋出張所

消 防 署 所 ・城山分署 ・青根出張所 ・本　　署 ・藤野分署

・津久井派出所

災 害 発 生 件 数
（平成15年度）

※中央道、その他区
域を除く

火 災 253 32 9 11 3 9

救 急 24,294 2,862 809 1,160 496 397

救 助 515 63 10 29 15 9

そ の 他 災 害 1,394 243 29 88 58 68

消防 ポン プ自 動車 19 6 2 2 1 1

化 学 車 2 1 1

消  防 車 両 等　（台）
は し ご 車 4 1 1

救 助 工 作 車 3 1 1

( )予備車 救 急 自 動 車 14 (3) 5 (1) 1 1 2 (1) 1

そ の 他 の 特 殊 車 5 0

消 火 栓 6,624 1,301 368 476 237 220

消 防 水 利 数 防 火 水 槽 1,424 841 211 336 111 183

プ ー ル 等 105 43 10 8 12 13

査察対象物数 査 察 対 象 物 17,339 1,698 548 599 313 238

（消防用設備設置義務） 危 険 物 対 象 物 1,063 264 61 116 40 47

指 令 シ ス テ ム Ⅲ型 Ⅰ型

災　害　受　信 １１９番通報受信件数 40,951 7,353

消 防 市波Ａ 市波Ｂ 県波 全国波 救急無 線 市波 県波 全国波

救 急 救 命 士 数 ( 人 ） 67 12

平 均 現 場 （分；秒）到 着 時 間 火災（4分33秒） 救急（5分06秒） 火災（10分23秒） 救急（8分11秒）



160人　　(163人) 378人　　（405人） 146人　（147人） 257人　（257人）

人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人

人

1団　7分団　1団　４分団　12部 1団　8分団　28部1団　9分団　56部 1団　4分団　

5部

3部

1部

4部

1部

2部

消 防 団 組 織 等 の 現 況 比 較

副 部 長 56 班 長 36 班 長 80

城  山  町 津久井町

副 団 長

5Ｗ
62台

班 長 32 副 部 長 22

吉野分団

小渕分団

佐野川分団

　町長が消防団長を団長が団員を任
命するには次に掲げる者の中から行
わなければならない。
①本町に居住し又は勤務する者
②年齢18才以上の者
③志操堅固で、かつ身体強健な者

21箇所(車庫2箇所含む）

153.35ＭＨｚ

団 員 124

沢井分団

町
　
長

団
　
長

副
団
長

日連分団

3部名倉分団

牧野分団

部 長 19

班 長 68

分 団 長 7
副 分 団 長 14

団 長 1
副 団 長 2

藤　野　町

藤野町消防団

相模湖町

相模湖町消防団

任　　　　　用

市 町 村 相模原市

相模原市消防団

699人　　（762人）

８部

４部

５部

５部

３部

７部

津久井町消防団城山町消防団

153.35ＭＨｚ153.35ＭＨｚ

９部

16

団 長
副 団 長2

5Ｗ
15台

153.35ＭＨｚ
1Ｗ・5Ｗ・10Ｗ

44台

名　　　　　称

編　　　　　成

団員数（定数）

団 長団 長 1

階級別団員数

消 防 団 組 織

部 長

班長・団員

副 分 団 長

市
 
長

分 団 長

副
団
長

5Ｗ
団
無
線

周波数
出　力
台　数 22台なし

なし

第4分団

女
性
部

なし

第3分団

団
　
長

第5分団

ラ
ッ

パ
隊

第1分団

第6分団

第2分団

1
22

９部

副 団 長

副 分 団 長副 分 団 長
分 団 長9

18
分 団 長

副 分 団 長
4
4

団 長
副 団 長
分 団 長

1

8

部 長

577

8

105 団 員

56 部 長

団 員

部 長

団 員

1
2
4
4

第7分団

第3分団

16

87

28

243

2部

副
団
長

団
　
長

町
　
長

3部

第2分団 3部

第1分団

第4分団

4部

町
　
長

団
　
長

副
団
長

3部

第3分団

第4分団

第5分団 4部

3部

3部

第1分団 2部

第2分団 3部

第1分団

町
　
長

団
　
長

副
団
長

第2分団

第3分団

第4分団

　市長が消防団長を団長が団員を任
命するには次に掲げる者の中から行
わなければならない。
①本市に居住する年齢満18年以上45
年未満の者であること。ただし、特
に必要があるときは、この限りでな
い。
②団長の場合は志操堅固、身体強健
であって、団長に適するものにして
消防団より推薦された者であるこ
と。

　町長が消防団長を団長が団員を任
命するには次に掲げる者の中から行
わなければならない。
①本町に居住又は勤務する年齢満18
年以上の者で、志操堅固でかつ身体
強健の者
②団長の場合は消防団より推薦され
た者であること。

　町長が消防団長を団長が団員を任
命するには次に掲げる者の中から行
わなければならない。
①本町に居住し又は勤務する者
②年齢18才以上の者
③志操堅固で、かつ身体強健な者

第8分団 5部
第8分団

第9分団

６部

第6分団

　町長が消防団長を団長が団員を任
命するには次に掲げる者の中から行
わなければならない。
①本町に居住し又は勤務する者
②年齢18才以上の者
③志操堅固で、かつ身体強健な者

8台 4台
4箇所

5部第7分団

詰所・車庫数 56箇所 13個所（倉庫1箇所含む） 29箇所（倉庫1箇所含む）

17台
消防ポンプ車数 10台 0台

３台小型動力ポンプ付積載車 46台 12台 21台
3台



円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円

円 （1回） 円 （1回） 円 （1回） 円 （1回）
円 （日額） 円 （日額） 円 （1回）
円 （日額） 円 （日額） 円 （1回）
円 （日額） 円 （日額） 円 （1回）

階　級

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

490万円以上2,520万円以下   490万円以上2,520万円以下

第1級 ～2,060万円 ～2,060万円

第2級 ～1,550万円 ～1,550万円

第3級 ～1,360万円 ～1,360万円

第4級 ～1,210万円 ～1,210万円

第5級 ～1,030万円 ～1,030万円

第6級 ～900万円 ～900万円

第7級 ～760万円 ～630万円

第8級 ～640万円 ～530万円

630千円

2,400
2,400

（1人当り11,454円） （1人当り4,315円）

団 員

160万円

280万円

190万円

第6級

第7級

360万円

310万円

第8級

115,000

89,400

56,100

56,100

46,800

38,000

35,000

1,330千円

2,700

第4級

第5級

460万円

410万円第3級

第2級

③障害者賞じゅつ金

490万円

①殉職者賞じゅつ金

②殉職者特別賞じゅつ金

第1級

3,000万円

659,000

609,000

574,000

514,000 684,000

639,000

5年以上
10年未満

189,000

179,000

469,000

484,000

459,000

30年以上

409,000

29,000

27,000

15年以上
20年未満

424,000

（1人当り8,159円） 4,559千円

379,000

359,000

249,000

279,000

98,000

84,000

58,000

53,000

2,100万円

3,000万円

団 員

①殉職者賞じゅつ金

②障害者賞尉金 ③障害者賞じゅつ金

②殉職者特別賞じゅつ金

3,000万円

3,000万円

284,000

副 団 長

分 団 長

副 分 団 長

部長及び班長

1,500万円 190万円

280万円

230万円

副 団 長

副 分 団 長

1,890万円

1,690万円

310万円

334,000164,000

154,000

144,000 214,000

105,500

分 団 長 99,400

消 防 団 の 報 酬 等 現 況 比 較

城 山 町 津久井町 相模湖町

団 長 149,000

400千円854千円

班 長

団 員 26,600 24,000

2,200 （1回）
1,100 （1回）

950千円

副 分 団 長

部 長

団 長

副 団 長

141,000

分 団 長

副 分 団 長

部 長

副 分 団 長

消防賞じゅつ金

相模原市

消防団運営交付金

370千円

団 長

副 団 長

分 団 長

副 部 長

班長・団員

区　　　　分

28,700

団 員

136,000

副 団 長 92,000

分 団 長 76,000

51,200

部 長

団 長

災 害 出 動
警 戒 出 動

52,000

2,500

部 長 33,000

班 長 26,000

47,000

班 長

団 員

1,100 （1回）
1,100 （1回）

1,100
1,100

3,000 1,900
1,400

階級別年額報酬

費
用
弁
償

2,400
2,500
2,500

訓 練 出 動
整 備 出 動

団 長

10年以上
15年未満

操法大会参加時交付金

（1人当り4,734円）

年　数

294,000
退 職 報 償 金

3,608千円

消防団員として5年以上勤務して退職した場合、その勤務年数と階級に応じ退職報償金が支給される。

859,000

勤 務 年 数

20年以上
25年未満

544,000

25年以上
30年未満

729,000 929,000

799,000

759,000

①殉職者賞尉金

229,000

264,000

384,000304,000

359,000

169,000

2,550万円

2,320万円

第1級 490万円

460万円2,770万円

410万円

360万円

第6級

第7級

第8級

第2級

第3級

第4級

第5級

藤 野 町

団 長 135,600

副 団 長 89,700

分 団 長 74,400

副 分 団 長 47,900

部 長 35,700

副 部 長 28,500

班 長 24,400

2,200

22,400

450千円

1,056千円（1人当り4,110円）

一回三時間未満の活動   800円
一回三時間以上の活動 1,600円



協議第３１号 

 
防災事業の取扱いについて 

 
 防災事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
 防災事業の取扱いについては、災害時の対応に支障をきたさぬよう相模原市の制度に統合

する。また、合併後３年を目途に事業の根幹となる地域防災計画を策定する。 

 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１ 防災会議の運営 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５８ 

２ 防災対策普及啓発推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５９ 

３ 地域防災計画の推進 

合併後、速やかに着手し、３年を目途に

策定する。ただし、新市における地域防災

計画が策定されるまでの間は、１市２町の

既存の地域防災計画を適用することとする

が、非常配備体制に限り、合併時に相模原

市の体制に統合する。 

３６０ 

４ 
災害に係る関係機関等との

連絡調整 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６１ 

５ 災害時における応援協定等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６２ 

６ 
がけ地等危険箇所の災害対

策の総括及び調整事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。た

だし、土石流危険対策については、新市に

おける地域防災計画が策定されるまでの間

は、各町で定める地域防災計画を適用する。 

３６３ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

７ 総合防災訓練実施事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６４ 

８ 自主防災組織育成支援事業

現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、助

成金については、合併後３年を目途に見直

しを図る。 

３６５ 

９ 
防災情報用施設維持管理事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、防

災行政用無線については、新市において５

年を目途に統合する。 

３６６ 

１０ 防災用車両維持管理事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６８ 

１１ 飲料水兼用貯水槽設置事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６９ 

１２ 防災資機材整備事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、新

市において策定する地域防災計画に合わせ

見直しを図る。 

３７０ 

１３ 防災備蓄倉庫整備事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、新

市において策定する地域防災計画に合わせ

見直しを図る。 

３７１ 

１４ 非常用発電設備整備事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、新

市において策定する地域防災計画に合わせ

見直しを図る。 

３７２ 

１５ 避難場所に関すること 

 現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、新

市において策定する地域防災計画に合わせ

見直しを図る。 

３７３ 

 
 



１．防災会議

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤 野 町

委 員 数
４８名
会長（市長）、市職員 22名
防災関係機関 25名

１５名
会長（町長）、町職員  2名
防災関係機関 12名

２０名
会長（町長）、町職員  8名
防災関係機関 11名

１６名
会長（町長）、町職員　3名
防災関係機関　12名

１５名
会長（町長）、町職員　2名
防災関係機関　12名

開催回数
２回／年
定例会1回、大規模災害発生

１回／年 １回／年 １回／年 １回／年

報　　酬 １２，６００円／回 ７，５００円／回 ７，７００円／回 ４，１００円／回 ８，１００円／回

旅　　費 市外から市内直近の駅まで なし なし なし なし

２．地域防災計画

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤 野 町

概　　要

平成14年度に全面修正。修正に
あたっては、平成12年度に実施
した防災アセスメントの結果や
国・県の防災計画等の修正の動
き、これまでの訓練等による修
正前の地域防災計画の検証結果
等を踏まえたものとし、計画本
体、概要版及び職員初動マニュ
アルを作成

平成9年度に全面修正 平成8年度に全面修正 平成8年度に全面修正 平成10年度に全面修正
平成11年度職員初動ハンド
ブック作成

防災アセスメント調査 平成12年度実施 未実施 平成7年度実施 未実施 平成9年度実施

地区別防災カルテ 平成13年度作成 未作成 未作成 未作成 未作成

総合防災訓練

・予知対応型
　事前避難対策訓練　2箇所
　職員参集訓練
・発災対応型
　中央会場　1箇所
地域会場　2箇所

・予知対応型
　職員参集訓練
・発災対応型
　町訓練会場 １箇所
　自主防災組織訓練会場 12
 箇所

・発災対応型
　職員訓練
　地域訓練
　消防団訓練

・予知対応型
　職員参集訓練
  職員主体訓練
　自主防災組織避難訓練

・予知対応型
　情報伝達訓練、非常招集訓練
  広報訓練、避難訓練
・発災対応型
　自主防災訓練、
情報収集伝達訓練

避 難 場 所

一時避難場所　491箇所
広域避難場所   21箇所
避難所（小中学校） 82箇所

一時避難場所　40箇所
広域避難場所
  (小中学校､保健センター)7箇所
避難所（町内）   24箇所

指定避難所（小中高校体育
館、保育所、地域センター)
13箇所
 

指定避難所(小中学校)　 5箇
所

一時避難場所　22箇所
指定避難所(小中学校等)
               15箇所

防災備蓄倉庫

一般倉庫 8箇所（10箇所計画）
広域避難場所対応倉庫　21箇所
避難所倉庫80箇所(82箇所計画)

広域避難場所対応倉庫  7箇
所
自治会設置倉庫　14箇所

防災備蓄倉庫
　13箇所（小中学校なし）

防災備蓄倉庫
　6箇所（小中学校なし）

避難所対応倉庫 13箇所
役場施設内防災倉庫 4箇所

飲料水兼用貯水槽
小中学校16基（21基計画）
＊地下式100t水槽

なし なし 中学校、林間総合公園内各1基
＊地上式40t水槽

なし

非常用発電設備 小中学校　50基（82基計画）なし なし なし なし

              防　災　事　業　の　現　況　比　較

参　考



３．防災行政用無線

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤 野 町

防災行政用
同報無線

親局 　1
遠隔制御装置　1
子局　 296
戸別受信機　　89

親局 　　1
子局　　47

親局　　1
中継局　1
子局　 65
 

親局 　1
子局　28
戸別受信機　73

親局 　1 　中継所　1
遠隔制御装置　1  子局　3
戸別受信機　3,598
　　　　　　(16.4.1現在)

防災行政用
移動無線

 基地局 　1（統制台1､制御
器21）
 移動局 87（車載51､可搬21､
携帯15）

基地局  1（制御器1）
移動局 48（車載1､携帯47）

基地局　1
中継局　1
移動局 33（車載局12､集落可
搬局4､携帯局17）

基地局 　1
移動局 13（車載6、携帯7）

基地局　1
中継局　1
移動局 41（車載局13､可搬局
28）

４．自主防災組織育成支援事業

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤 野 町

自主防災組織
の現状

単位自主防災組織     434組
織
地区連合自主防災組織　18組
織

単位自主防災組織　12組織

　

単位自主防災組織　59組織 単位自主防災組織　41組織 単位自主防災組織　11組織

自主防災組織
編成時助成

　標旗､ヘルメット､トランジ
スターメガホン､救急バック
等の配付

なし なし 1組織30,000円の助成 1組織30,000円の助成

自主防災組織
災 害 活 動 用
機材セット整備

　市内小中学校の避難所倉庫
へ発電機、投光器、チェーン
ソー、災害救助工具セットの
整備

なし なし なし なし

自主防災組織
活動助成金

　防災訓練、啓発活動、防災
資機材の購入費等の２分の１
を助成（世帯数に応じた限度
額あり）
【単位自主防災組織】
  　世帯数　　　　限度額
 　　～　99　    20,000円
 100 ～ 299      40,000円
 300 ～  599     60,000円
 600 ～  899     80,000円
 900 ～ 1499    100,000円
1500 ～ 2499    150,000円
2500以上　　　　200,000円
【地区連合自主防災組織】
　　　　　　　　100,000円
 

  防災訓練の実施、防災知識
の普及、防災資機材の購入目
的の助成
　均等割　50,000円
　世帯割　40円/世帯

・ 自主防災資機材購入費の
３分の２の助成
・ 防災訓練費用として助成
　 均等割　10,000円
　 世帯割　50円/世帯
　 メイン会場加算額15,000
     円×8箇所

　自主防災組織への活動費助
成
  均等割　10,000円
　世帯割　100円/世帯

なし



協議第３２号 
 

地域自治区等の設置及び都市内分権について 
 
 地域自治区等の設置及び都市内分権について、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
 合併前の地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、合併後の新市における一体的なまち

づくりを円滑に進めるための経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０

年法律第６号）第５条の５第１項の規定に基づく地域自治区を次の「地域自治区の設置に関

する協議」のとおり設置する。 
 新市全体の都市内分権の在り方については、合併後５年を目途に検討する。 
 

 
地域自治区の設置に関する協議 

 
 （地域自治区の設置） 
第１条 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の５第１項の規

定に基づき、合併前の津久井町及び相模湖町に、それぞれの区域を単位とした地域自治区

を設置する。 
 （地域自治区の名称） 
第２条 地域自治区の名称は、それぞれ津久井町及び相模湖町とする。 
 （地域自治区の設置期間） 
第３条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成２３年３月３１日までとする。 
 （地域自治区の事務所） 
第４条 地域自治区の事務所（以下「事務所」という｡）の位置、名称及び所管区域は、次の

とおりとする。 
地域自治区 事務所の位置 事務所の名称 事務所の所管区域 

津久井町 
相模原市津久井町中野

６３３番地 
津久井町地域自治区事務所 合併前の津久井町の

区域 

相模湖町 
相模原市相模湖町与瀬

８９６番地 
相模湖町地域自治区事務所 合併前の相模湖町の

区域 
２ 事務所は、市長の権限に属する事務の一部を分掌し、及び次条に規定する地域協議会の

庶務を処理する。 
３ 事務所に事務所長を置き、事務吏員をもって充てる。 
 



 （地域協議会の設置） 
第５条 地域の住民の意見を反映させるため、地域自治区に地域協議会を設置する。 
２ 地域協議会の名称は、それぞれ津久井町地域協議会及び相模湖町地域協議会とする。 
 （地域協議会の構成員） 
第６条 地域協議会を組織する構成員（以下「構成員」という｡）は、当該地域自治区の区域

内に住所を有する者のうちから市長が選任する。 
２ 市長は、構成員の選任に当たっては、当該地域自治区の住民の多様な意見が適切に反映され

るものとなるよう配慮しなければならない。 
３ 構成員の定数は、それぞれ３０人以内とする。 
４ 構成員の任期は、２年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とす

る｡ 
５ 構成員は、再任を妨げない｡ 
６ 構成員には、報酬は、支給しない。 
 （地域協議会の会長及び副会長） 
第７条 地域協議会に会長及び副会長１人を置き、構成員の互選により定める。 
２ 会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 
３ 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 
４ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
５ 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、会長及び副会長を解任すること

ができる。 
（１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他その職に必要な適格性を

欠くと認めるとき。 
（２）職務上の義務違反その他会長又は副会長たるに適しない非行があると認めるとき。 
 （地域協議会の権限） 
第８条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたも

の又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることが

できる。 
（１）当該事務所が所掌する事務に関する事項 
（２）前号に掲げるもののほか、市が処理する当該地域自治区の区域に係る事務に関する事

項 
（３）市の事務処理に当たっての当該地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化

に関する事項 
２ 市長は、次に掲げる事項であって地域自治区の区域に係るものについては、あらかじめ、

当該地域協議会の意見を聴かなければならない。 
（１）新市建設計画の変更に関する事項 
（２）合併協議会における協議事項及び重要な事務事業の調整方針の変更に関する事項 
（３）基本構想及び総合計画の策定又は変更に関する事項 
（４）前３号に掲げるもののほか、市長が認める重要事項 
３ 市長その他の市の機関は、前２項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な

措置を講じなければならない。 



 （地域協議会の会議） 
第９条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 
２ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 
３ 会長は、構成員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集し

なければならない。 
４ 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
５ 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
６ 会長は、審議上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を

求めることができる。 
７ 会議は原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で

公開しないことができる。 
 （委任） 
第１０条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
 
 



[地域自治組織等の概要]

いわゆる「地域自治組織」

地　域　自　治　区 地　域　自　治　区 合　併　特　例　区 地域審議会

改正地方自治法 改正合併特例法、合併新法 改正合併特例法、合併新法

設置手続 条例 関係市町村の協議＋議会議決 関係市町村の協議＋議会議決＋知事認可 関係市町村の協議＋議会の議決＋告示

　※合併にかかわらず全ての市町村で設置できる 　※合併済市町村は条例 　※合併済市町村は定款＋知事認可

名　　称 条例により定める 協議により定める（□□区、□□町など） 協議により定める（□□区、□□町など） 協議により定める

法 人 格 なし なし あり（特別地方公共団体） なし（附属機関）

区 域 等 市町村の全域に、区域を分けて設置する １又は２以上の旧市町村単位で設置できる １又は２以上の旧市町村単位で設置できる 旧市町村単位

　※市町村の一部に設置することはできない 　※合併市町村の全域に置くこともできる 　※合併市町村の全域に置くこともできる

設置期間 期限なし 協議により定める（上限なし） ５年以内 一定の期間

　※地域の実情に応じた適切な期間を設定する 　※期間を延長することはできない

組　織　等 地域協議会＋事務所 地域協議会＋事務所 合併特例区協議会＋事務所

協　議　会 ○区域内に住所を有する住民 ○区域内に住所を有する住民 ○区域内に住所を有し、議会議員被選挙権を有する者 ○諮問に対する答申

○任期４年以内、原則無報酬 ○任期４年以内、原則無報酬 ○任期２年以内、原則無報酬 ○必要と認める事項についての意見具申

○区域内の重要事項は必要的諮問事項 ○区域内の重要事項は必要的諮問事項 ○左記の他、予算等の重要事項に関する同意権がある

事　務　所 ○長は事務吏員 ○長は事務吏員 ○長は特別職（任期２年以内）

　※特別職の区長の設置可（任期２年以内）

○市町村の出先機関として処理する事務 ○市町村の出先機関として処理する事務 ○公の施設の設置管理、地域振興イベント等を処理

　※市町村の出先機関を併設することも可

○地域協議会の庶務を処理 ○地域協議会の庶務を処理 ○合併特例区の庶務を処理

住居表示の特例 なし 地域自治区の名称を冠する義務 合併特例区の名称を冠する義務 なし

(例)○○○市△△区◇◇ (例)○○○市△△区◇◇

　　○○○市△△町◇◇　など 　　○○○市△△町◇◇　など

参　考



 
町区域に設置される地域自治区のイメージについて 
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協議第３３号 

 

新市まちづくり計画について 

 

 新市まちづくり計画について、別紙のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年２月１７日提出 

 

             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 



報告第８号 
 

各種事務事業の取扱いについて（Ｂ・Ｃランク） 
 
各種事務事業の取扱いについて、次のとおり報告する。 

 
  平成１７年２月１７日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 



 
調整方針一覧（Ｂランク） 

 
企画部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 総合計画策定事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、新総合計画の策定については、合

併後速やかに、新市の新たな策定方針に基づ

き着手する。 

なお、新総合計画が策定されるまでの間

は、相模原市の総合計画及び新市建設計画を

基本とし、地域的な課題については、各町の

総合計画を尊重しながら運用する。 

３７４

２ 電算システムの取扱い 

原則として相模原市のシステムに統合を

図る。 

なお、統合にあたっては、住民生活に影響

を及ぼすことのないよう、合併時に稼働が必

要なシステムを優先的に統合できるよう調

整する。 

３７６

 

総務部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 職員厚生会・職員生協 

職員厚生会については、合併時に相模原市

の制度に統合する。 

なお、各種給付事業、基金等の取扱いにつ

いては、合併時までに調整する。職員生協に

ついては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

３７７

 



財務部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 

市税及び個人の県民税の

収納管理、督促、滞納処

分等 

口座振替手数料については、合併時に相模

原市の指定金融機関の口座振替手数料に統

合する。 

津久井町及び相模湖町の督促手数料につ

いては、合併時に廃止する。 

３７９

２ 前納報奨金 
津久井町の前納報奨金については、合併時

に廃止する。 
３８０

 

保健福祉部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 小児医療費助成事業   合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８１

２ 
福祉タクシー利用料助成

事業          
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８３

３ 
市心身障害者福祉手当支

給事業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８５

４ 
地域型在宅介護支援セン

ター運営事業      

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、業務内容、職員配置等の委託内容

については、合併後速やかに相模原市の制度

に統合する。 

３８６

 
市民部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 地域振興 合併後３年を目途に見直しを行う。 ３８７

２ 
戸籍情報システム維持管

理事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９０

 

経済部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 
（社）相模原市畜産振興

協会補助金 

合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
３９１

 



環境保全部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 

開発行為等における緑地

に係る協議､指導､監督及

び検査事務 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
３９３

２ 

開発行為等における公園

に係る協議､指導､監督及

び検査事務 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
３９４

 

都市部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 
地理情報システム開発事

業 

合併後５年以内に相模原市の制度を適用

する。 
３９５

２ 都市計画基本図作成事業 
合併後５年以内に相模原市の制度を適用

する。 
３９６

３ バス対策事業 
合併後５年を目途に相模原市の制度に統

合する。 
３９７

４ 総合交通計画関連事業 
合併後５年を目途に新市において検討す

る。 
３９８

５ 開発行為等指導事務 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
４００

６ 放置自転車対策事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０２

 



管理部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 幼稚園就園奨励補助金 

公立幼稚園の国庫補助分については、現行

のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、保育料の減免制度で対応する。 

私立幼稚園の単独補助分については、合併

時に相模原市の制度を適用する。 

４０４

２ 公立幼稚園に関すること 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、入園料、保育料、送迎バス及び給

食については、合併後の新市において必要な

調整を行う。   

４０５

３ 学校給食事業の取扱い 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、相模原市、相模湖町の中学校給食

のあり方については、合併後３年間で新市に

おいて検討する。 

４０７

 



生涯学習部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 文化財保護管理事業 

合併後、文化財の研究、保存団体及びその

補助金・交付金対応の調整を図りながら、３

年間で段階的に相模原市の制度に統合する。 

なお、公開施設については、市立博物館を

核にネットワーク化を検討する。 

ただし、津久井郡郷土資料館については、

城山町、藤野町の意向を踏まえ、新市に引き

継ぐ。 

４０８

２ 文化財調査事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、文化財の現況調

査を実施する。 

４１０

３ 遺跡保存整備事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、２町の現行事業

は継続するが、遺跡・城跡の基本計画・整備

計画等の整合を図る。 

４１１

４ 
埋蔵文化財の保護と開発

事業との調整 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
４１３

５ はたちのつどい開催事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、開催場所等の事業のあり方について

は、合併後新市において検討する。 

４１５

 

 



 

調整方針一覧（Ｃランク） 

 
企画部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

１ 
中長期経営ビジョン策定

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １ 

２ 民間活力導入促進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３ 

３ ふるさと創生事業 

合併時に廃止する。 

なお、津久井町の基金の取扱いについて

は、その設立の趣旨に配慮し、調整する。 

また、津久井町で実施されている事業につ

いては、その趣旨を尊重し、個別に調整する。 

４ 

４ 
市町村合併を除く広域行

政に関する事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、城山町、藤野町及び八王子市との

交流については、同市町の意向を確認し、新

市に引き継ぐ。 

５ 

５ 
パブリックコメントの実

施 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７ 

６ 東京事務所の運営 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８ 

７ 
パートナーシップ推進事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９ 

８ 

さがみはら市民活動サポ

ートセンター管理運営事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、津久井地域への活動の場の設置につ

いては、合併後新市において検討する。 

１０ 

９ 
大学機能活用方策調査研

究事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１ 

１０ 公共用地対策の調整 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２ 

１１ 
公有地の拡大の推進に関

する法律に関する事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１３ 

１２ 
国土利用計画法に関する

事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

１３ 
特定地域土地利用計画に

関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５ 

１４ 地籍調査事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、合併時は休止して、国が実施する

平成１６年度、平成１７年度の都市再生街区

基本調査の結果を踏まえ、合併後新市におい

て検討する。 

１６ 

１５ 
県土地利用調整条例に関

する事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １７ 

１６ 生産緑地法に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 １８ 

１７ 広報紙発行事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９ 

１８ 
ビデオ・テレビ・ラジオ

広報 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０ 

１９ 点字・声の広報発行事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１ 

２０ 新聞広告による広報 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２ 

２１ インターネット広報 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３ 

２２ 暮らしのガイド発行事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４ 

２３ 
「さがみはらマップ」発

行事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５ 

２４ 
市勢要覧・市の概要発行

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６ 

２５ 市政情報誌発行事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２７ 

２６ 
「今 ふれあいのあるま

ちづくり」発行事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２８ 

２７ 地域市政懇談会 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

２８ 市政世論調査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０ 

２９ 市政モニター 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１ 

３０ 市内施設めぐり 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２ 

３１ 市民と市長が語る会 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３ 

３２ こども議会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４ 

３３ 

わたしの提案（市長への

手紙）、陳情等に関する事

務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３５ 

３４ 
電子計算組織等の維持管

理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６ 

３５ 行政事務情報化事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７ 

３６ 地域情報化事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、施設予約システムについては、合

併後速やかに相模原市の制度を適用する。 

３８ 

３７ 統計解析事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、データの一元化作業については、

時間と労力を要する作業のため、合併後速や

かに統合する。 

３９ 

３８ 
統計グラフコンクール事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ４０ 

３９ 国委託統計調査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１ 

４０ 
県委託統計調査及び登録

調査員事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４３ 

４１ 文化行政推進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を十分に

尊重する。 

４４ 
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４２ 相模原市民文化財団経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４５ 

４３ 文化施設管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４７ 

４４ 国際交流事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、トレイル市との交流については、

同市の意向を確認し、新市に引き継ぐ。 

４９ 

４５ 
国際交流ラウンジ管理事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５０ 

４６ 
銀河連邦サガミハラ共和

国事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ５１ 

４７ 国際交流基金の運用管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５２ 

４８ 
男女共同参画に関する事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ５３ 

４９ 
男女共同参画推進センタ

ー管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５４ 

５０ 平和思想普及啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ５５ 

５１ 基地対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５６ 
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１ 
褒賞及び表彰事業（職員

表彰を除く） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６５ 

２ 私学振興に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６７ 

３ 情報公開に関する事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６８ 

４ 
個人情報の保護に関する

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６９ 

５ 
行政資料の収集、管理及

び提供事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、各町の保有する配架資料は、現相模

原市行政資料コーナーで配架するとともに、

各町の行政資料コーナーにおいても、新市と

しての主要な行政資料の配架及び有償刊行

物の販売を行う。 

７０ 

６ 市史編さん事業     

合併時に相模原市の制度に統合する｡ 

ただし、進行中の町史編さん事業は、原則

として従前の編さん体制により継続し、完結

させる。 

７１ 

７ 行政改革推進事業    

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、合併に伴い「（仮称）さがみはら都

市経営ビジョン」の修正が必要な部分につい

ては、所要の見直しを行う。 

７３ 

８ 
（財）相模原市都市整備

公社補助金     

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、公益法人そのものの調整方針につい

ては、別途、協議事項「一部事務組合等の取

扱い」の中で決定する。 

７４ 

９ 
外部監査契約に関する事

務           
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７５ 

１０ 
市民ロビー相模大野負担

金に関する事務     
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７６ 

１１ 職員定数の管理 
新市における職員定数管理計画について

は、合併後速やかに新市において策定する。 
７７ 
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１２ 事務改善制度 

事務改善の取組については、合併時に相模

原市の制度に統合する。 

なお、ＩＳＯ９００１については認証団体

である津久井町がなくなると認証保持でき

ないことから合併時までに廃止する。 

７８ 

１３ 行政評価 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７９ 

１４ 

研修所研修事業（階層・

特別・国内・海外・自己

啓発・交流）      

合併時に相模原市の制度に統合する。 ８０ 

１５ 
職員の公務災害及び通勤

災害 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８２ 

１６ 職員の福利厚生 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８３ 

１７ 職員会館の維持管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８４ 

１８ 職員の健康管理 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８５ 
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１ 固定資産評価審査委員会 
委員報酬については、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
８６ 

２ 財政状況の公表 合併時に相模原市の制度に統合する｡ ８７ 

３ 
財政調整基金及び減債基

金の運用管理 
合併時に相模原市の制度に統合する｡ ８８ 

４ 指定金融機関等 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、各町の収納代理金融機関について

は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、統合にあたって、各町の指定金融機

関である津久井郡農業協同組合は、新市にお

いて収納代理金融機関とする。 

８９ 

５ 電源立地地域対策交付金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ９０ 

６ 
相模川ダム周辺地域振興

協力基金交付金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ９１ 

７ 土地開発基金の運用管理 合併時に相模原市の制度に統合する｡ ９２ 

８ 契約業者の登録及び指定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、基本的に当該事務事業については、

現在、県とともに進められている「電子入札

システム」の中で一体で行われることにな

り、相模原市は平成１８年度に新システムに

移行するため、各町と事前に調整する。 

９３ 

９ 用品調達基金の運用管理 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９４ 

１０ 納税貯蓄組合 現行のまま新市に引き継ぐ。 ９５ 

１１ 

原動機付自転車及び小型

特殊自動車の標識の取扱

い 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、津久井町及び相模湖町で交付した標

識については、廃車するまで引き続き使える

よう、経過措置を設ける。 

９６ 

１２ 

土地価格等縦覧帳簿及び

家屋価格等縦覧帳簿の縦

覧 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ９７ 
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１ 社会福祉審議会事務   
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
９８ 

２ 社会福祉統計調査事業  
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
９９ 

３ 
民間社会福祉施設賠償責

任保険負担金 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１００

４ 防災資機材の整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０１

５ 
さがみはら健康都市宣言

普及事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １０２

６ 保健福祉センター 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、保健福祉圏域における保健福祉セン

ターのあり方については、合併後新市におい

て検討する。 

１０３

７ 

社会福祉法人、社会福祉

施設等に係る認可、指導

等 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１０４

８ 
民生委員審査専門分科会

事務        

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１０５

９ 
民生（児童）委員活動事

業          

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、法定協議会の設置数については、

現行のまま新市に引き継ぐ。 

１０６

１０ 人権啓発事業      合併時に相模原市の制度に統合する。 １０８

１１ 市民福祉の集い開催事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １０９

１２ 
社会福祉功労者、福祉作

文等入賞者表彰事業  
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１０

１３ 
社会福祉協議会運営助成

事業         

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、市町の社会福祉協議会の合併につい

ては、法人間で協議中である。 

１１１

１４ 
あじさい会館等売店運営

助成事業        
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１３

１５ 
社会福祉事業振興資金補

助金        

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１１４
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１６ 
社会福祉事業団本部運営

補助事業        
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１５

１７ 
地区社会福祉協議会育成

推進事業補助金   
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１６

１８ 地域福祉計画策定事業  

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 

なお、計画の運用にあたっては、２町の地

域性などを尊重する。 

１１７

１９ 
社会福祉基金運用事業補

助金        
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１９

２０ 社会福祉基金積立金   合併時に相模原市の制度に統合する。 １２０

２１ 福祉機器展示室運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２１

２２ 人命救助者等見舞金   合併時に相模原市の制度に統合する。 １２２

２３ 
在宅福祉サービス供給事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 １２３

２４ 
ねたきり高齢者等おむつ

支給事業        
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２５

２５ 低所得者等援護事業   合併時に相模原市の制度を適用する。 １２６

２６ 災害援護事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２８

２７ 行事等災害見舞金    合併時に相模原市の制度に統合する。 １３２

２８ 
ボランティア活動指導者

等災害保障保険料 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １３３

２９ 慰霊塔の維持管理    現行のまま新市に引き継ぐ。 １３５

３０ 慰霊祭開催事業     現行のまま新市に引き継ぐ。 １３６
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３１ 戦争犠牲者援護事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお､補助金額については、合併後新市に

おいて検討する。 

１３７

３２ 
行旅病人・死亡人の取扱

い           

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、納骨場所については、合併後新市に

おいて検討する。 

１３８

３３ 各種社会福祉団体補助金 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、補助金額については、合併後新市に

おいて検討する。 

１３９

３４ 
防災ボランティア推進事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 １４０

３５ 
生活保護施設運営費補助

金         

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１４１

３６ 

生活保護法に規定する医

療機関及び介護機関の指

定、指導及び施術機関の

登録 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１４２

３７ 
生活保護法に規定する保

護施設等 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１４３

３８ 
市民福祉会館の管理運営

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４４

３９ 法外援護事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４５

４０ 保健福祉総合相談事業  

合併後３年を目途に段階的に相模原市の

制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、保健福祉総合相

談システムの設置や保健福祉総合相談窓口

のあり方も併せて検討する。 

１４６

４１ 
基幹型在宅介護支援セン

ター運営事業      

合併後３年を目途に段階的に相模原市の

制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、保健福祉圏域の

あり方や在宅介護支援センター運営協議会

委員の見直しも併せて検討する。 

１４７
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４２ 

保健及び福祉に係る相談

並びにサービスの決定

（福祉事務所の主管に属

するものを除く） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １４９

４３ 
保健福祉サービス調整機

構の運営 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、相模湖町のサービス調整機構につ

いては、在宅介護支援センター運営協議会が

あるため廃止する。 

１５０

４４ 
重度障害者医療費助成事

業           
合併時に相模原市の制度に統合する。 １５１

４５ 障害者歯科診療事業   合併時に相模原市の制度を適用する。 １５２

４６ 
ひとり親家庭等医療費助

成事業       
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５４

４７ 老人保健医療給付費   現行のまま新市に引き継ぐ。 １５６

４８ 
老人保健医療審査支払手

数料          
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５８

４９ 
県立千木良診療所敷地借

上料 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５９

５０ 

社会福祉審議会身体障害

者福祉専門分科会・審査

部会 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１６０

５１ 

社会福祉協議会補助金

（障害者・高齢者財産保

全管理センター運営費） 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １６１

５２ 福祉バス提供事業    合併時に相模原市の制度を適用する。 １６３

５３ 障害者福祉団体補助金  
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１６４

５４ 支援費制度経費     現行のまま新市に引き継ぐ。 １６５

５５ 障害福祉相談員設置事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１６６
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５６ 
身体障害者福祉バス（あ

じさい号）運行事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

ただし、対象者は、市制度を基本とするが､

２町で対象としている内部障害者等の取扱

いについては、合併後３年を目途に新市にお

いて検討する。 

なお、高齢者は､高齢者福祉で別途調整す

る。 

１６７

５７ 
障害児者入浴サービス事

業         

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

ただし、委託先については、地域性なども

踏まえ、合併後３年を目途に調整する。 

なお、高齢者については､高齢者福祉で別

途調整する。 

１６８

５８ 
重症心身障害児者通園事

業         

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１６９

５９ 
手話・要約筆記通訳者養

成・派遣事業      
合併時に相模原市の制度を適用する。 １７０

６０ 
身体障害者スポーツ・レ

クリエーション等事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １７２

６１ 身体障害児者支援費事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １７３

６２ 
身体障害児者補装具・日

常生活用具給付事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方につ

いて検討する。 

１７５

６３ 更生医療給付事業    

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方につ

いて検討する。 

１７７

６４ 
障害者手帳交付診断料助

成事業         
合併時に相模原市の制度に統合する。 １７８

６５ 住宅設備改善費助成事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１７９

６６ 
自動車運転訓練費助成事

業           
合併時に相模原市の制度に統合する。 １８０
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６７ 自動車改造費助成事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 １８１

６８ 自動車燃料費助成事業  合併時に相模原市の制度を適用する。 １８２

６９ 障害児者宿泊費助成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １８３

７０ 更生訓練費等支給事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 １８４

７１ 
特別障害者等福祉手当支

給事業         

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１８５

７２ 
在日外国人障害者等福祉

給付金支給事業   
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８６

７３ 
身体障害者ケア付住宅設

置運営事業     
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８７

７４ 
身体障害者ケア付住宅家

賃助成事業     
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８８

７５ 
重症心身障害児施設建設

資金借入償還金補助事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８９

７６ 
民営鉄道駅舎垂直移動施

設整備事業補助金  
現行のまま新市に引き継ぐ。 １９０

７７ 身体障害者手帳交付事務 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１９１

７８ 
在宅障害者家庭内作業指

導運営事業      
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９２

７９ 
障害者地域作業所運営事

業          

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、津久井町の地域作業所については、

平成１８年３月までに指定管理者制度に向

けた整理を行う。 

１９３

８０ 
障害者小規模通所授産施

設運営事業      
合併時に相模原市の制度に統合する。 １９５

８１ 
障害者地域活動センター

設置運営事業     
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９６
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８２ 
精神障害者地域生活支援

センター運営事業   
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９７

８３ 
知的障害者スポーツ・レ

クリエーション等事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９８

８４ 知的障害児者支援費事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １９９

８５ 
生活ホーム等設置運営事

業          

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０１

８６ 
生活ホーム等家賃助成事

業         
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０２

８７ 
更生施設等通園・通所者

交通費助成事業     
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０３

８８ 施設入所医療費等経費  合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０４

８９ 健康診断料助成事業   合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０５

９０ 
障害者福祉的就労協力事

業所奨励事業    
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０６

９１ 
障害者地域作業所等健康

診断事業補助金   
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０７

９２ 
障害者一時ケア事業補助

金         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０８

９３ 
障害福祉施設運営費補助

金         

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０９

９４ 
知的障害者援護施設建設

資金借入償還金補助事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１０

９５ 社会福祉事業団経費   合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１１

９６ 
障害児検討委員会運営事

業       

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、相模湖町心身障害児通園事業ケース

カンファレンスの取扱いについては、相模原

市の類似事業との調整を行う。 

２１２
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９７ 障害者福祉計画 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、１市２町の計画

の内容、期間、指標の設定等を考慮し、新市

全域を対象とする計画を策定する。 

それまでの間は、現行の計画を地域別計画

とする。 

２１３

９８ 

身体障害者福祉法に規定

する売店設置に係る協議

等 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１４

９９ 
指定居宅支援事業者、指

定施設等の指定 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２１５

１００ 
障害者支援センターの管

理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１６

１０１ けやき体育館の管理運営 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１７

１０２ 
市立身体障害者デイサー

ビスセンターの管理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１８

１０３ 進行性筋萎縮症療養給付 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１９

１０４ 
障害者地域作業所指導監

査 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２０

１０５ 
支援費制度における指定

事業者・施設等指導監査 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２２１

１０６ 
高齢者入所判定委員会運

営事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２２

１０７ 
高齢者保健福祉計画推進

事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、第３期計画については、平成１７年

度中に合併後を想定した計画を策定する。 

２２３

１０８ 高齢者大学運営事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、相模湖町の事業については、現行

のまま新市に引継ぎ、合併後３年間を目途に

検討する。 

２２４
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１０９ 生きがい農園運営事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、津久井町の生きがい農園の運営方法

については、合併後新市において検討する。 

２２５

１１０ 高齢者交流事業     

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方につ

いて検討する。 

２２６

１１１ 
シルバー人材センター育

成事業        

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、相模原市のシルバー人材センターと

２町の生きがい事業団が合併することが前

提となる。 

２２７

１１２ 老人クラブ補助金    合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２８

１１３ 
老人いこいの家の維持管

理        
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２２９

１１４ 
福祉施策紹介冊子作成事

業          
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３０

１１５ 敬老会開催事業     

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、敬老会のあり方については、合併後

新市において検討する。 

２３１

１１６ 敬老訪問事業      合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３２

１１７ 敬老祝金等支給事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、敬老訪問事業との統合や事業見直し

については、合併後新市において検討する。 

２３３

１１８ 
高齢者能力活用施設運営

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３４

１１９ 
れんげの里あらいその管

理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３５

１２０ 給食サービス事業    
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２３６

１２１ 
ねたきり高齢者等移送サ

ービス利用助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、移送サービス事業のあり方について

は、合併後新市において検討する。 

２３８
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１２２ 寝具消毒乾燥事業    合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３９

１２３ 家事援助事業      合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４０

１２４ 住宅改修相談事業    

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、相談員の配置場所については、合併

後新市において検討する。 

２４１

１２５ 
ねたきり高齢者出張理美

容サービス助成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４２

１２６ 
生きがいデイサービス事

業         

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２４３

１２７ 緊急一時入所事業    合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４５

１２８ 
徘徊高齢者家族支援サー

ビス助成事業    
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４６

１２９ 家族介護慰労金支給事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４７

１３０ 生活援助員派遣事業   合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４９

１３１ 
成年後見制度利用支援事

業         
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５０

１３２ 
高齢者住宅設備改善費助

成事業       
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５１

１３３ 
緊急通報システム運営事

業         

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２５２

１３４ 慰問品支給事業     

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、事業内容については、合併後新市に

おいて見直しを行う。 

２５３

１３５ 日常生活用具給付事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５４

１３６ 
はり、きゅう、マッサー

ジ施術料助成事業  

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、事業内容については、合併後新市に

おいて見直しを行う。 

２５５
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１３７ 老人ホーム入所措置事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５６

１３８ 
在日外国人高齢者等福祉

給付金支給事業   
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５７

１３９ 
特別養護老人ホーム等建

設費補助金     

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２５８

１４０ 
軽費老人ホーム事務費補

助金        

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２５９

１４１ 
高齢者福祉施設運営費補

助金        

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２６０

１４２ 
施設入所高齢者福祉給付

金支給事業     

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２６１

１４３ 
老人福祉センターの管理

運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６２

１４４ 
介護老人保健施設建設費

補助金  

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２６３

１４５ 
市立高齢者デイサービス

センター等の管理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６４

１４６ 介護予防事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６５

１４７ ゲートボール場維持管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６６

１４８ 電話貸与事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６７

１４９ 電話訪問サービス事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、相模原市では、本事業を平成１７年

度から在宅介護支援センター事業の中へ統

合する方向のため、合併後は同事業の一環と

して実施する。 

２６８

１５０ 
特別養護老人ホーム等建

設費借入償還金補助金  
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６９

１５１ 
介護老人保健施設建設費

借入償還金補助金    
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２７０
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１５２ 
高齢者・障害者虐待防止

体制 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２７１

１５３ 生きがい対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７２

１５４ 高齢者入浴サービス事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、事業内容については、合併後新市に

おいて検討する。 

２７４

１５５ 
生きがいセンターの維持

管理 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７５

１５６ 
社会福祉審議会児童福祉

専門分科会       

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２７６

１５７ 婦人保護事業      

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手続

きや配置場所（事務所）については、支所の

設置構想等との庁内調整が必要となる。 

２７７

１５８ 家庭児童相談事業    

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手続

きや配置場所（事務所）については、支所の

設置構想等との庁内調整が必要となる。 

２７８

１５９ 幼児養育費の助成    

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方につ

いて検討する。 

２７９

１６０ 児童手当・特例給付事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８０

１６１ 
助産施設母子生活支援施

設入所委託事業     

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２８１

１６２ 
（仮称）子どもの権利条

例制定事業     
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２８２
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１６３ 児童虐待防止事業    

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、協議会委員など

の選出、育児支援教室の会場や開催回数など

については、調整が必要である。 

２８３

１６４ 
次世代育成支援行動計画

策定事業      

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、相模原市の計画

を基本とし、各町の計画との整合を図る。  

２８５

１６５ 
ファミリー・サポート・

センター推進事業  

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
２８６

１６６ 
児童扶養手当の認定及び

支給事務        

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、認定及び支給事務については、一

般市事務により、合併時に相模原市の制度に

統合する。 

２８８

１６７ 
母子寡婦自立支援計画策

定事業       

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
２８９

１６８ 
母子・父子家庭等援護事

業          

母子・父子家庭等福祉手当については、合

併時に相模原市の制度を適用する。 

 母子・父子家庭等高校進学・就職支度金に

ついては、合併時に相模原市の制度を適用す

る。 

母子福祉資金等利子補給については、合併

時に相模原市の制度を適用する。 

相模原市母子寡婦福祉協議会補助金につ

いては、合併時に相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、各市町の母子寡

婦福祉協議会を一本化を推進し、相模原市の

基準により助成する。 

２９０

１６９ 母子相談事業      

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手続

きや配置場所（事務所）については、支所の

設置構想等との庁内調整が必要となる。 

２９１

１７０ 母子家庭等自立支援事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２９２
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１７１ 
母子家庭等日常生活支援

事業        

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２９４

１７２ 
ひとり親家庭生活支援事

業         

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２９５

１７３ 母子家庭等厚生活動事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２９６

１７４ 
ひとり親差額家賃助成事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２９７

１７５ 母親クラブ育成事業   合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９８

１７６ 児童遊園維持管理事業  
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２９９

１７７ 子どもの広場助成事業  合併時に相模原市の制度を適用する。 ３００

１７８ 児童館管理運営事業   現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０１

１７９ 児童クラブ管理運営事業 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 

なお、統合にあたっては、津久井町・相模

湖町での運営形態について、変更を検討す

る。 

３０２

１８０ 
民間児童クラブ運営費補

助金        
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０４

１８１ 児童クラブ整備事業   

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、児童クラブの設置基準については、

合併後新市において検討する。 

３０５

１８２ 
こどもセンター管理運営

事業          
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０６

１８３ こどもセンター建設事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、公民館区域構想等との調整が必要と

なる。 

３０８

１８４ 母子福祉資金貸付事業  
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３０９
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１８５ 
特別児童扶養手当の調整

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１０

１８６ 
ひとり親家庭等証明書等

発行事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１１

１８７ 保育料         合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１２

１８８ 公立保育所の管理運営 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
３１３

１８９ 認定保育室補助金    合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１４

１９０ 
コミュニティ保育推進事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１５

１９１ 児童福祉関係団体補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１６

１９２ 入所児童災害見舞金   合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１７

１９３ 
民間保育所入所児童保育

委託          
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１８

１９４ 民間保育所助成費    合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１９

１９５ 家庭保育福祉員委託事業 

合併後３年以内に廃止の方向で検討する。 

なお、廃止にあたっては、地域の保育需用

の実情等を踏まえ検討を進める。 

３２０

１９６ 保育所施設整備事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
３２１

１９７ 
公立保育所民営化推進事

業         

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、公立保育園の運営のあり方について

は、合併後新市において検討する。 

３２２

１９８ 保育所の設置認可等 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３２３

１９９ 
老人福祉法に規定する福

祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２４

２００ 
児童福祉法に規定する福

祉の措置及び保育の実施 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２５
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２０１ 
母子及び寡婦福祉法に規

定する福祉の措置 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３２６

２０２ 
身体障害者福祉法に規定

する福祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２７

２０３ 
知的障害者福祉法に規定

する福祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２８

２０４ 

生活保護法に規定する保

護の決定、実施その他生

活保護法の施行に関する

事務 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３２９

２０５ 婦人保護事業      合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３０

２０６ 
老人福祉施設入所者費用

の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３１

２０７ 
児童福祉施設入所者費用

の決定 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３２

２０８ 

障害者に対する居宅生活

支援費及び施設訓練等支

援費の支給決定 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３３

２０９ 
身体障害者更生援護施設

入所者費用の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３４

２１０ 
知的障害者援護施設入所

者費用の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３５

２１１ 
特別児童扶養手当の認定

請求事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３６

２１２ 
障害児福祉手当、特別障

害者手当等の決定 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３３７

２１３ 
重度心身障害者等福祉手

当の決定 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３８

２１４ 

高齢者に対する在宅福祉

サービス（保健福祉総合

相談課及び高齢者福祉課

の主管に属するものを除

く）の決定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３３９



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

２１５ 

障害者に対する在宅福祉

サービス(保健福祉総合

相談課及び障害福祉課の

主管に属するものを除

く)の決定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３４０

２１６ 

母子・父子相談、女性相

談、家庭児童相談その他

福祉相談事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３４２

２１７ 陽光園管理運営事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、第一陽光園、第二陽光園及び第三

陽光園については、現行のまま新市に引き継

ぐ。 

３４３
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１ 地域市民まつり助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町については、合併後に対象とな

る地域規模等の交付基準の見直しを行い事

業を推進する。 

３４５

２ ふれあい広場事業    

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町への設置については、合併後に

設置基準の見直しを行い設置を進める。 

３４６

３ 防災資機材整備事業   合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４７

４ 出張所維持管理事業   現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４８

５ 
市民健康文化センターの

管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４９

６ 斎場の管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５１

７ 
地域センター管理運営事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５２

８ 広場設置費補助事業 合併後３年を目途に見直しを行う。 ３５４

９ 相談事業（市民相談）  

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、各町で相談需要

の測定を行い、相談場所､相談日、相談体制

を確定する。 

３５５

１０ 相談事業（法律相談）  

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、各町で相談需要

の測定を行い、開催回数、委託先の見直しを

行う。 

３５６

１１ 相談事業（特設相談）  

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、各町で相談需要

の測定を行い、相談項目の見直しを行う。 

３５７
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１２ 人権擁護委員      

合併により相模原市人権擁護委員会及び

各町にある連絡会は、相模原人権擁護委員協

議会と近似した組織になるため、合併時に廃

止する。 

３５９

１３ 行政相談委員      

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、各町の行政相談委員は、相模原市行

政相談委員連絡会に合流する。 

３６０

１４ 
戸籍住民課連絡所維持管

理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６１

１５ 日直代行員経費     合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６２

１６ 住居表示整備事業    現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６３

１７ 

戸籍、住民基本台帳及び

印鑑登録事務（統計、総

括及び指導を含む） 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６４

１８ 外国人登録事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、原票管理は本庁での一元管理とし、

各町で取扱う各種申請については、現行のサ

ービス水準を維持する方向で調整する。 

３６５

１９ 
住民基本台帳カードの発

行 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６６

２０ 公的個人認証事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６７

２１ 

埋火葬許可及び改葬許可

並びに斎場火葬炉使用承

認事務（身体の一部に係

るものを除く） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６８

２２ 

死体解剖保存法第 13条に

規定する死体交付証明書

の交付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６９

２３ 
相続税法第 58条に規定す

る通知事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７０

２４ 

破産者、禁治産者、準禁

治産者、成年被後見人及

び犯罪人名簿に関する事

務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７１
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２５ 

公職選挙法第 11 条第 3項

及び第 29 条第 1項に規定

する通知事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７２

２６ 人口動態調査 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７３

２７ 住民実態調査 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７４

２８ 自動車臨時運行許可 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７５

２９ 自衛官募集 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７６

３０ 
児童手当に係る認定請求

書等の受理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７７

３１ 
国民年金に係る資格取得

届書等の受理 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７８

３２ 

介護保険に係る資格者証

の作成交付及び認定申請

書等の受付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７９

３３ 

国民健康保険に係る被保

険者証及び高齢受給者証

の作成交付並びに出産育

児一時金及び葬祭費の支

給申請書の受付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３８０

３４ 
妊娠届出書の受付及び母

子健康手帳の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８１

３５ 
し尿の処理に係る届出書

の受付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８２

３６ 

学齢児童及び生徒に係る

入学期日の通知及び就学

すべき学校の指定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８３

３７ 
証明書自動交付機システ

ム維持管理事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町への設置については、新市にお

いて検討する。 

３８４

３８ 
住民基本台帳ネットワー

クシステム維持管理事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８５
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３９ 
住民基本台帳事務オペレ

ーション委託業務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８６

４０ 相模原市民証交付業務 合併時に廃止の方向で調整する。 ３８７

４１ 国民年金事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８８

４２ 防犯活動等推進事業   現行のまま新市に引き継ぐ。 ３８９

４３ 連合防犯協会補助金   合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９０

４４ 
交通安全思想普及啓発事

業       
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９１

４５ 交通安全教室事業    

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業実施にあたっては、現行の交通

安全指導員数で行う。 

３９２

４６ 
鹿沼児童交通公園管理運

営事業      
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９３

４７ 交通安全団体補助金   合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９４

４８ 交通指導隊事業 

合併後、３年以内に廃止の方向で調整す

る。 

なお、当制度が交通安全に果たしてきた役

割、また、その歴史等から、直ちに廃止する

ことは困難であるため、合併後、３年間で交

通安全協会の交通安全指導員制度に移行す

る。 

３９５

４９ 消費者啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９６

５０ 消費者保護事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９７

５１ 消費生活推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９８

５２ 計量検査等事業     
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
３９９
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５３ 

家庭用品品質表示法及び

消費生活用製品安全法に

規定する表示監視 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ４００

５４ 窓口業務の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０１

５５ 
出張所の維持管理及び秩

序保持 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０３
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１ 
産業振興ビジョン推進事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、「さがみはら産業振興ビジョン」等

については、合併後新市において見直しを行

う。 

１ 

２ 相模原商工会議所補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３ 

３ 工業団体育成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ４ 

４ 中小企業経営相談事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５ 

５ 優良従業員等表彰事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６ 

６ 
新事業創出促進事業（産

業振興課分） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７ 

７ 
青年起業家育成基金積立

金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９ 

８ 情報集積促進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １０ 

９ 工業集積促進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１ 

１０ 
中小企業国際活動支援事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １２ 

１１ 
中小企業経営安定対策事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １３ 

１２ 中小企業景気対策事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １５ 

１３ 各種工業団体補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６ 

１４ 
相模原市産業振興財団補

助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １７ 

１５ 産業会館の管理運営 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８ 

１６ 
事業協同組合等の設立認

可等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １９ 
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１７ 
工業地域等における住宅

開発の指導 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０ 

１８ 
工業立地法に規定する届

出、勧告等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１ 

１９ 
中小企業経営革新支援事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２ 

２０ 商業地形成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３ 

２１ 中心市街地活性化事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４ 

２２ 商店街振興支援事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５ 

２３ 商店街活性化事業補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６ 

２４ 商業実態調査事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２７ 

２５ 
買物公園道路維持管理事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８ 

２６ 商業団体育成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２９ 

２７ 
新事業創出促進事業（商

業観光課分） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０ 

２８ 市民まつり開催事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町のまつりは「相模原市観光振興

計画」に基づき位置付けを行う。 

３１ 

２９ 観光宣伝事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２ 

３０ キャンプ場管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３ 

３１ キャンプ場用地購入事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５ 
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３２ 観光事業補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町の観光事業は「相模原市観光振

興計画」に基づき位置付けを行う。 

３６ 

３３ 
地域活性化イベント事業

補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、２町のイベントは「相模原市観光振

興計画」に基づき位置付けを行う。 

３８ 

３４ 市観光協会補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０ 

３５ 相模の大凧センター経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４１ 

３６ 
たてしな自然の村管理運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２ 

３７ 
相模川自然の村管理運営

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４３ 

３８ 観光施設維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４４ 

３９ 
東海・首都圏自然歩道管

理受託事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４５ 

４０ 道志川流域振興事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４６ 

４１ ダム対策に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４７ 

４２ 
森林ミュージアムの推進

に関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４８ 

４３ 
北丹沢文化の森の推進に

関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４９ 

４４ 
宮ヶ瀬湖鳥居原周辺整備

に関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５０ 

４５ 交流の里づくり事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５１ 

４６ 
青野原道志川の家の管理

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５３ 

４７ 
緑の休暇村センターの管

理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５４ 
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４８ 
ふるさとの森運営・育成

指導 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５５ 

４９ 
町立相模湖記念館運営事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５６ 

５０ 雇用促進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５７ 

５１ 緊急雇用対策推進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５８ 

５２ 技能功労者表彰事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５９ 

５３ 勤労者福祉事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６０ 

５４ 
勤労者総合福祉センター

管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６１ 

５５ 各種労働関係団体補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６２ 

５６ 
中小企業勤労者福祉サー

ビスセンター補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６３ 

５７ 
神奈川県農業共済組合運

営補助金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６４ 

５８ 経営・生産対策推進会議 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、基本構想及び認定農業者の認定基

準については、合併後速やかに統合する。 

６５ 

５９ 営農センター助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、事業内容については、合併後新市に

おいて見直しを行う。 

６６ 

６０ 認定農業者育成事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６７ 

６１ 
水田農業経営確立対策事

業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、水田農業ビジョンについては、合

併後新市において速やかに見直しを行う。 

６８ 

６２ 
環境保全型農業導入支援

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６９ 
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６３ 農産物振興対策事業 
合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
７０ 

６４ 営農対策事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、有害鳥獣対策事業については、町

の実施状況を踏まえ、合併後速やかに統合す

る。 

７２ 

６５ 
農業後継者・担い手確保

対策事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７４ 

６６ 
地場農産物ブランド化促

進事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、ブランド名称等については、合併後

新市において検討する。 

７５ 

６７ 農産物流通対策事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、新市において出荷等の実態調査を行

う。 

７６ 

６８ 都市農業ふれあい事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７７ 

６９ 
レクリエーション農園等

整備事業 

合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
７８ 

７０ 
㈱神奈川食肉センター流

通施設整備事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７９ 

７１ 農道等維持管理補修事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、台帳等の整備については、合併後

速やかに統合する。 

８０ 

７２ 農道・用水路等整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８１ 

７３ 
農道等調査測量設計委託

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ８２ 

７４ 各種農業団体補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８３ 

７５ 農業振興地域整備計画 合併後速やかに新たな計画を策定する。 ８４ 
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７６ 生産緑地に係る営農指導 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８５ 

７７ 
農産物の生産、経営技術

等の指導事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ８６ 

７８ 
農産・園芸団体の指導及

び連絡事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ８７ 

７９ 
主要食糧の生産調整及び

計画出荷事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８８ 

８０ 農作物の病虫害防除 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８９ 

８１ 土地改良事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９０ 

８２ 漁業及び林業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ９１ 

８３ 家畜の防疫 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

ただし、津久井町のＢＳＥ感染牛発生対策

事業の利子補給制度については、廃止の方向

で検討する。 

９３ 

８４ 農業者年金基金法 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９４ 

８５ 荒廃農地対策等活動事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９５ 

８６ 林道整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後管理区分の明確化及び管理台

帳の調製を実施する。 

９７ 

８７ 
鳥居原ふれあいの館の管

理運営に関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ｡ ９８ 

８８ 農とみどりの整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ９９ 

８９ 共進会に関すること 
合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
１００
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９０ 有害鳥獣対策事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、事業内容については、合併後速や

かに統合する。 

１０１

９１ 新都市農業推進事業 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１０２
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１ 環境審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１０

２ 自然環境観察員事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １１１

３ 
自然エネルギー等利用設

備補助事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１３

４ 環境保全啓発事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１４

５ 環境月間事業開催経費 合併時に相模原市の制度を適用する。 １１５

６ 環境基本計画 
合併後速やかに新市において新たな環境

基本計画の策定に着手する。 
１１６

７ 
環境基本法に規定する公

害防止計画 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１８

８ 環境影響評価事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １１９

９ 

相模原市特殊建築物等設

置に伴う環境保全に係る

指導指針 

合併時に相模原市の制度を適用する。 １２２

１０ 
相模原の環境をよくする

会負担金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １２３

１１ 
桂川・相模川流域協議会

負担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２４

１２ 
環境管理システム推進事

業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１２５

１３ 環境指導啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２７

１４ 環境監視測定事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１２８

１５ 
常時監視測定局管理運営

事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１３０

１６ 
環境監視情報システム管

理事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１３１
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１７ 
環境検査センター管理運

営事業 

平成１８年４月に衛生検査施設（保健所所

管）に統合されるため、合併時に廃止する。 
１３２

１８ 公害監視設備整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １３３

１９ 
合併処理浄化槽設置補助

事業 

合併後５年以内に事業見直しを含め相模

原市の制度に統合する。 
１３４

２０ 
低公害自動車普及促進事

業 

平成１７年度で事業終了のため、合併時に

廃止する。 
１３５

２１ 

大気の汚染、水質の汚濁､

悪臭､土壌の汚染､騒音及

び振動に係る規制及び指

導事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １３６

２２ 
大気汚染等に係る苦情の

処理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １３７

２３ 

土砂等による盛土及び土

地の埋立て並びに切土の

規制事務 

合併後３年以内に事業見直しを含め相模

原市の制度に統合する。 
１３８

２４ 
浄化槽の設置届出等に関

する事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１３９

２５ 
浄化槽保守点検業者の登

録 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１４０

２６ 緑地保全活用事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４１

２７ 
(財)相模原市みどりの協

会補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １４２

２８ 緑地等維持管理事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４３

２９ 緑地等整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １４４

３０ 緑地保全用地購入事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １４５

３１ 相模川等保全活用事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １４６

３２ 
みどりの基本計画及び相

模川計画 

合併後速やかに新市において新たな計画

の策定に着手する。 
１４７
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３３ 

みどりのまちづくり基金

及び緑地保全基金の運用

管理 

合併時に相模原市の制度を適用する。 １４８

３４ 

首都圏近郊緑地保全法及

び都市緑地法に関する事

務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １４９

３５ 相模原市森林整備計画 
合併後速やかに新市全体を対象とする計

画を策定する。 
１５０

３６ 
神奈川県地域森林計画対

象森林における届出事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５１

３７ 松くい虫の防除 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５２

３８ 

鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律に関す

る事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １５３

３９ 
相模原市相模川ふれあい

科学館の管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５４

４０ 
自然保護奨励金の委託事

務に関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５５

４１ 林地開発に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５６

４２ 岩石採取に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５７

４３ 治山・治水事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５８

４４ 保安林に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５９

４５ 水源の森林づくり事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １６０

４６ 猟区事務に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 １６１

４７ 自然公園法に関する事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 １６２

４８ 
コミュニティと緑の愛護

会団体奨励金 

合併時に相模原市の街美化アダプト制度

に統合する。 
１６３
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４９ 生垣設置費補助事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６４

５０ 
町有林管理審議会に関す

ること 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、審議会のあり方については合併時に

検討する。 

１６５

５１ 公園の管理運営事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６６

５２ 霊園管理運営事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６７

５３ 公園整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６８

５４ 霊園整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６９

５５ 公園用地購入事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７０

５６ 
集中浄化槽維持管理補助

金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、今後の方針については、合併後新市

において検討する。 

１７１

５７ 
環境保全に関する条例に

基づく事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １７２
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１ 都市計画審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １７６

２ 
区域区分界等調査測量事

業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７７

３ 
市民参加型まちづくり推

進事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７８

４ 
都市計画提案制度推進事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １７９

５ 

都市計画施設の区域又は

市街地開発事業（都市整

備課の主管に属するもの

を除く）の施行区域内に

おける建築の許可及び指

導 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１８０

６ 
都市防災に係る基盤整備

計画 
合併後３年以内に新市において策定する。 １８１

７ 
生産緑地地区内の建築行

為等の許可 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、首都圏近郊整備地帯に含まれない

区域については、生産緑地制度が適用されな

いため、生産緑地地区内の建築行為等の許可

は発生しない。 

１８２

８ 鉄道対策事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

ただし、中央線立川駅以西連続立体化複々

線促進事業連絡会については、現行のまま新

市に引き継ぐ。 

１８３

９ 
新しい交通システム検討

事業 

合併後５年を目途に新市において検討す

る。 

なお、検討にあたっては、総合都市交通計

画と整合を図る。 

１８５

１０ 
駅舎自由通路等維持管理

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １８６

１１ 
交通バリアフリー基本構

想推進事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１８７
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１２ 

都市計画法に規定する開

発行為に伴う公共施設管

理者の同意及び協議の調

整 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １８８

１３ 開発審査会経費 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１８９

１４ 

都市計画法に規定する開

発行為及び建築等の制限

の許可、証明及び承認 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１９０

１５ 開発行為等の違反防止 
一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１９１

１６ 地域整備推進事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １９２

１７ 駅周辺施設維持管理事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９３

１８ 
安全で快適な歩行者空間

創出事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９４

１９ 市街地整備基金積立金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９５

２０ アドバイザー派遣事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９６

２１ 優良建築物等整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９７

２２ 土地区画整理事業 合併時に新市において検討する。 １９８

２３ 
市街地開発・再開発事業

（補助事業を含む） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９９

２４ 

個人施行及び組合施行の

土地区画整理事業に係る

促進、指導及び許可等 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２００

２５ 

土地区画整理法第 76条に

規定する土地区画整理事

業施行地区内における建

築行為等の許可 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０１
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２６ 

都市計画法第 53条に規定

する土地区画整理事業施

行区域内における建築行

為等の許可 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０２

２７ 

土地区画整理組合が行っ

た土地区画整理法に基づ

く処分に係る審査請求 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０３

２８ 

市街地再開発事業の施行

地区内における建築行為

等の許可 

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２０４

２９ 
民間自動車駐車場整備促

進事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０５

３０ 自転車整理指導事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０６

３１ 
自転車駐車場管理運営事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０７

３２ 
民間自転車駐車場助成事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０８

３３ 自転車駐車場整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０９

３４ 
自動車駐車場管理運営事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１０

３５ 
駐車場整備地区における

駐車場整備計画 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１１

３６ 
路外駐車場の設置等の届

出 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１２

３７ 

相模原市建築物における

駐車施設の附置に関する

条例に関する事務 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１３
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１ 地区計画推進経費    合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１４

２ 建築審査会経費     合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１５

３ 都市デザイン推進事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１６

４ 屋外広告物許可等経費  
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２１８

５ 相模原市建築基準条例 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１９

６ 

建築基準法に規定する許

可、認定及び認可並びに

指定（道路に関するもの

を除く） 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２２０

７ 

建築基準法（第９条を除

く）に規定する意見の聴

取 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２１

８ 

租税特別措置法に規定す

る優良な住宅及び良質な

住宅の認定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２２

９ 
相模原市地区計画等の案

の作成手続に関する条例 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２３

１０ 
地区計画等の区域内にお

ける建築行為等の届出 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２４

１１ 

建築基準法第１６条の規

定に基づく国土交通大臣

又は県知事への報告 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２５

１２ 

用途地域の指定のない区

域における建築形態制限

について 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２２６

１３ 
マンション管理対策推進

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２７

１４ 建築に係る総合相談 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２８

１５ 

高齢者、身体障害者等が

円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関す

る法律に関する事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２９
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１６ 
神奈川県福祉の街づくり

条例に関する事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３０

１７ 
建設リサイクル法に関す

る事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３１

１８ 

ワンルーム形式集合建築

物に関する指導基準に関

する事務 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２３２

１９ 

相模原市特定建築物の建

築に係る自動車の保管場

所の確保に関する条例に

関する事務 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２３３

２０ 
ホテル等建築の適正化に

関する条例に関する事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３４

２１ 

中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整に関

する条例に関する事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３５

２２ 

相模原市斎場の設置に関

する指導基準に関する事

務 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３６

２３ 
既存木造住宅耐震化促進

事業        
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３７

２４ 
既存建築物等総合防災対

策事業       
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３８

２５ 建築審査等の事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３９

２６ 
建築基準法に規定する道

路 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４０

２７ 
建築基準法第９条に規定

する意見の聴取 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４１

２８ 

違反建築物の予防、是正

指導及び措置に関する事

務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４２

２９ 
建築物、建築設備等の定

期報告 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４３

３０ 
住宅金融公庫受託業務に

係る受付、審査及び報告 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４４
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３１ 

高齢者、身体障害者等が

円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関す

る法律事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４５

３２ 
エネルギーの使用の合理

化に関する法律事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４６

３３ 
建築物安全安心実施計画

の推進事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４７

３４ 自然災害回避行政の事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４８

３５ 

建築物の耐震改修の促進

に関する法律に係る受

付、審査、立入検査及び

認定に関する事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４９

３６ 
被災建築物応急危険度判

定事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５０

３７ 住宅審議会経費     合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５１

３８ 
市営住宅維持管理補修事

業           
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５２

３９ 
市営住宅ストック総合改

善事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５３

４０ 市営住宅整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５４

４１ 

住宅に係る相談及び高齢

者等の民間賃貸住宅入居

支援 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５５

４２ 
市営住宅の入居者募集並

びに入居及び退去 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５６

４３ 
特定優良賃貸住宅の供給

の促進に関する法律事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２５７

４４ 
高齢者の居住の安定確保

に関する法律事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５８

４５ 
魅力ある公共建築づくり

推進事業      
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５９
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４６ 
建築工事標準単価表の作

成業務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６０

４７ 
公共施設の調査・設計・

施工監督業務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６１

４８ 
公共建築物の維持保全計

画 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６２
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１ 
相模原市みちの協会補助

金         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６３

２ 道路交通量調査委託   

合併後５年間で相模原市の制度を適用す

る。 

なお、適用にあたっては、道路交通量調査

については、５年毎に行っており、次回は平

成２１年度に予定しているため、２町の必要

箇所を検討し、実施する。 

２６４

３ 
土木工事積算事務電算処

理経費       

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２６５

４ 
災害時仮設トイレ用移動

型人孔蓋整備事業  
合併時に廃止する。 ２６６

５ 

開発行為（開発行為に準

ずるものを含む）におけ

る道路及び下水道に係る

協議、指導及び検査 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、整備すべき道路等の基準に若干の差

異が見受けられるため、これらは都市部会が

所管する「開発行為等指導事務」で新市にお

いて検討する。 

２６７

６ 
公共工事に伴う発生残材

の有効利用の推進 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６８

７ 
公共建設発生土の処理処

分対策 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、改良土プラントによる公共建設発生

土の再利用については、新市においても推進

する。 

２６９

８ 
路線再編成基準に基づく

路線の編成 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７０

９ 
道路情報管理システム業

務委託 

合併後５年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
２７１

１０ 

首都圏中央連絡自動車道

（さがみ縦貫道路）の整

備促進 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７２

１１ 
広域幹線道路整備構想の

推進の要請 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７３

１２ 国県道の整備促進 

合併時に相模原市の制度に統合する。ただ

し、市町が単独で加入している協議会等につ

いては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

２７４
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１３ 
公共工事安全点検パトロ

ール経費      
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７６

１４ 路上違反広告物撤去事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
２７７

１５ 
道路認定路線網図作成委

託         
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７８

１６ 道路境界整備事業    
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２７９

１７ 国有財産取得事業    現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８０

１８ 道路境界確定事業    
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２８１

１９ 廃道路敷等測量委託   合併時に相模原市の制度を適用する。 ２８２

２０ 
路上放置自動車等撤去委

託         
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８３

２１ 
道路の認定、区域決定、

供用開始等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８４

２２ 廃道路敷の処分 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２８５

２３ 未登記道路の取得 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８６

２４ 
道路の通行禁止及び車両

制限 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８７

２５ 都市基準点の管理 
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２８８

２６ 
道路台帳の整備、保管及

び閲覧 

合併後５年を目途に相模原市の制度に統

合する。 
２８９

２７ 
道路に係る不服申立て、

訴訟等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９０

２８ 道路の占用許可 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９１
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２９ 

道路管理者以外の者が行

う道路工事の承認、監督、

検査 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９２

３０ 道路改良事業      

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策定

する必要がある。 

２９３

３１ 踏切改良関連事業    現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９４

３２ 都市計画道路事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策定

する必要がある。 

２９５

３３ 
駅前等交通広場の整備事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策定

する必要がある。 

２９６

３４ 
魅力あるみちづくり事業

等 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策定

する必要がある。 

２９７

３５ 
道路の用地取得に係る残

地の管理及び処分 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

ただし、管理については、現行のまま新市

に引き継ぐ。 

２９８

３６ 道路用地維持管理費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９９

３７ 道路点検パトロール経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３００

３８ 道路維持補修事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、生活道路の除雪については、合併時

までに検討する。 

３０１

３９ 街路樹維持管理事業   

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、シルバー人材セ

ンター及び相模原市みちの協会との調整が

必要になる。 

３０２

４０ 交通安全施設整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０３
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４１ 
交通安全施設維持管理事

業          
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０４

４２ 狭あい道路拡幅整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０５

４３ 私道路整備事業     合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０６

４４ 橋りょう維持補修事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０７

４５ 寄附道路整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０８

４６ 歩道整備事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、歩道整備計画については、合併後速

やかに策定する必要がある。 

３０９

４７ 
交通バリアフリー道路特

定事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１０

４８ 河川維持管理補修事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１１

４９ 河川安全施設整備事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１２

５０ 水位観測施設管理事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１３

５１ 水路維持管理補修事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１４

５２ 河川改修事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、合併後に雨水対策における整備方針

（公共下水道（雨水）、河川等）を定める必

要がある。 

３１５

５３ 
河川に係る整備計画の策

定、認可及び変更 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１６

５４ 廃水路敷の処分 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
３１７

５５ 河川及び水路の指定 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１８
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５６ 
河川・湖に係る急傾斜地

の崩壊防止 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１９

 



管理部会 
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１ 教育委員会運営事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １ 

２ 日直代行員等経費 

日直代行員制度については、合併後５年間

で段階的に相模原市の制度を適用する。 

学校管理業務については、合併後５年間で

段階的に相模原市の制度に統合する。 

２ 

３ 職員の研修 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３ 

４ 
私立幼稚園教育振興補助

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４ 

５ 私立幼稚園運営助成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５ 

６ 
私立幼稚園障害児教育助

成金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ６ 

７ 奨学金貸付金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７ 

８ 奨学基金積立金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８ 

９ 中学校課外活動助成金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ９ 

１０ 各種教育研究団体補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １０ 

１１ 
各種教育研究大会等分担

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １１ 

１２ 児童生徒指導対策助成金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２ 

１３ 進路指導対策助成金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３ 

１４ 
学童及び生徒の通学安全

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １４ 

１５ 
小･中学校維持管理補修

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １５ 

１６ 小・中学校運営費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９ 
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１７ 
小・中学校教材等整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１ 

１８ 
小・中学校教科書等購入

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４ 

１９ 校外活動助成費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５ 

２０ 
要保護及び準要保護児童

生徒就学援助費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７ 

２１ 
障害児学級児童生徒就学

奨励費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９ 

２２ 児童及び生徒の就学 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０ 

２３ 学級編制 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１ 

２４ 通学区域 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２ 

２５ 学校規模の適正化 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３ 

２６ 義務教育事務委託事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４ 

２７ 学校医等公務災害補償費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５ 

２８ 児童生徒災害見舞金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３６ 

２９ 各種教育研究団体補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７ 

３０ 
給食センター施設管理運

営事業 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
３８ 

３１ 学校医等報酬 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９ 

３２ 児童・生徒健康診断事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０ 

３３ 学校歯科保健事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ４１ 
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３４ 学校環境衛生経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４２ 

３５ 保健室管理運営費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４３ 

３６ 
児童・生徒災害共済負担

金等経費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４４ 

３７ ランチルーム整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ４５ 

３８ 
学校給食施設・設備整備

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４６ 

３９ 
小・中学校維持管理補修

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４７ 

４０ 小・中学校環境調査事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４８ 

４１ 
小・中学校屋内運動場改

修事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４９ 

４２ 
小・中学校校舎耐震補強

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ５０ 

４３ 
小・中学校校舎等整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ５１ 

４４ 災害対策用施設整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、相模原市の防災計画事業の一環であ

り、総合的な計画策定は、防災担当課が行う。 

５２ 

 



学校教育部会 
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１ 教職員研修事業     
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
５７ 

２ 学校教育研究事業    合併時に相模原市の制度に統合する。 ５８ 

３ 児童生徒指導推進事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ５９ 

４ 障害児教育事業     合併時に相模原市の制度に統合する。 ６０ 

５ 
水泳授業指導協力者派遣

事業        
合併時に相模原市の制度を適用する。 ６２ 

６ 
部活動技術指導者派遣事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ６３ 

７ 図書整理員経費     

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、図書整理員の配置については、巡回

派遣、ボランティア対応等配置方法の調整を

行う。 

６４ 

８ 
フロンティアスクール推

進事業       

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、機器の設置・整

備の進捗状況が異なっているため、設置･整

備の開始時期や内容については十分に検討

する。 

６５ 

９ 障害児学級設備整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６６ 

１０ 教育課程推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６７ 

１１ 地域教育力活用事業 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
６８ 

１２ 学校評議員事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６９ 
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１３ 
外国人英語指導助手小中

学校派遣事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ７０ 

１４ 国際交流教育支援事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、津久井町が実施しているトレイル

市との交流については、相手方の意向を確認

し、現行のまま新市に引き継ぐ。 

７１ 

１５ 
海外帰国及び外国人児童

生徒教育支援事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
７２ 

１６ 福祉教育推進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７３ 

１７ さがみ風っ子文化祭事業 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
７４ 

１８ 人権教育事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７５ 

１９ 各種相談･指導・訪問事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７６ 

２０ 各種検討会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７８ 

２１ 教科用図書採択事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７９ 

２２ 学生ボランティア制度 合併時に相模原市の制度を適用する。 ８０ 

２３ 少人数指導等支援事業  合併時に相模原市の制度を適用する。 ８１ 

２４ 教職員互助団体補助   合併時に相模原市の制度に統合する。 ８２ 

２５ 教職員表彰事務（市表彰） 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８３ 

２６ 教職員健康診断 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８４ 

２７ 
教職員の任免その他の人

事の内申 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８５ 

２８ 
教職員の昇給、昇格、特

別昇給等給与の内申 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８６ 
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２９ 教職員の服務監督 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８７ 

３０ 教職員定数の内申 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８８ 

３１ 
教職員褒賞・表彰事務

（国・県表彰） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８９ 

３２ 
教職員の公務（通勤）災

害 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ９０ 

３３ 教職員組合に関する事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９１ 

３４ 
市費負担による非常勤講

師の任用 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９２ 

３５ 
教職員互助団体に関する

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ９３ 

３６ 野外体験教室活動事業  合併時に相模原市の制度を適用する。 ９４ 

３７ 
野外体験教室管理運営事

業          
現行のまま新市に引き継ぐ。 ９５ 

３８ 青少年・教育相談事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ９６ 

３９ ヤングテレホン事業   合併時に相模原市の制度に統合する。 ９７ 

４０ 
青少年街頭指導・相談事

業         
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９８ 

４１ 青少年相談員経費    合併時に相模原市の制度を適用する。 ９９ 

４２ 
青少年相談センター運営

協議会経費     
合併時に相模原市の制度を適用する。 １００

４３ 教育相談研究員経費   合併時に相模原市の制度を適用する。 １０１

４４ 適応指導教室事業    合併時に相模原市の制度に統合する。 １０２

４５ 施設維持管理補修事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 １０３
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１ 社会教育委員経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １０４

２ 
生涯学習ルーム運営費

(小中学校余裕教室) 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０５

３ 
社会教育関係団体事務室

利用者協議会補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０６

４ 人権教育事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。   

１０７

５ 美術品等収集事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０８

６ 
ＪＲ相模原駅駅ビル公共

施設維持管理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０９

７ 家庭教育啓発事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。 

１１０

８ 市民文化祭経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１１

９ 音楽等振興事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１２

１０ 
相模原市民ギャラリー運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１４

１１ 公民館館長等経費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。  

１１５

１２ 公民館運営協議会等経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１６

１３ 公民館非常勤職員等経費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。 

１１７
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１４ 公民館活動事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１９

１５ 
公民館施設維持管理補修

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １２０

１６ 
彫刻のあるまちづくり事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １２１

１７ 

県立相模湖交流センター

の管理・運営に関するこ

と 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １２２

１８ ＰＴＡ育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や地

域性、団体の意向を尊重する。 

１２４

１９ 地域婦人団体育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や地

域性、団体の意向を尊重する。 

１２５

２０ 女性グループ育成費 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２６

２１ 文化団体育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や地

域性、団体の意向を尊重する。 

１２７

２２ 音楽関係団体等補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２８

２３ 生涯学習推進事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２９

２４ 文化財保護審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３０

２５ 文化財普及事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１３１

２６ スポーツ振興審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３３
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２７ 
体育指導委員活動推進事

業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域住民の意向

や地域性を尊重する。  

１３４

２８ 
スポーツ振興に関する事

業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。   

１３５

２９ 各種体育大会等実施事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。 

１３６

３０ 
（財）相模原市体育協会

補助金 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や地

域性、団体の意向を尊重する。 

１３８

３１ 
スポーツ大会等開催・誘

致奨励補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １４０

３２ スポーツ施設管理事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。   
１４１

３３ スポーツ施設の整備 現行のまま新市に引き継ぐ。 １４２

３４ 学校施設開放事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、料金、減免措置については、合併後

新市において検討する。 

１４３

３５ 青少年問題協議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４４

３６ 
青少年健全育成環境づく

り事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１４５

３７ 
青少年指導員活動推進事

業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域住民の意向

や地域性を尊重する。  

１４７
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３８ 青少年関係団体補助金 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や地

域性、団体の意向を尊重する。 

１４８

３９ 
青少年学習センター施設

維持管理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４９

４０ 
青年海外派遣基金の運用

管理 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５０

４１ 
青少年学習センター活動

自主事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５１

４２ 
青少年学習センター活動

団体委託事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５２

４３ 
総合学習センター施設利

用承認事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５３

４４ 
総合学習センター施設運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５４

４５ 市民大学実施事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １５５

４６ 教育の調査研究事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１５６

４７ 生涯学習活動の支援事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５７

４８ 情報活用推進事業 
合併後段階的に相模原市の制度を適用す

る。 
１５９

４９ 教材作成事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。  
１６０

５０ 
教育図書資料の収集整理

活用事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１６１

５１ 教育研究所連盟 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６２

５２ 教職員研修（基本研修） 
中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１６３
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５３ 学習相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６４

５４ 学社融合推進事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重す

る。 

１６５

５５ 出前講座事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６６

５６ 
公民館に関する調査研

究・研修 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 

なお、適用にあたっては、地域性を尊重す

る。 

１６７

５７ 生涯学習情報化推進事業 
合併後段階的に相模原市の制度に統合す

る。  
１６８

５８ 
教職員研修（基本研修以

外） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６９

５９ 学校教育相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １７１

６０ 図書館協議会経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 １７２

６１ 
図書館施設維持管理費・

施設維持補修費 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １７３

６２ 
視聴覚ライブラリー自主

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １７４

６３ 視聴覚関係団体補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７５

６４ 図書資料充実経費 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７６

６５ 図書館サービス経費 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７７
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６６ 図書館施設運営費 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、２町の利用相談

員の配置の必要性、配送業務方法（コース等）

を検討する。 

１７８

６７ 図書等複写費用 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７９

６８ 図書館システム経費 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１８０

６９ 博物館協議会 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８２

７０ 資料収集保存事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
１８３

７１ 資料調査研究事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８４

７２ 展示・教育普及事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８５

７３ プラネタリウム事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８６

７４ 
博物館施設維持管理運営

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １８７

７５ 
尾崎愕堂記念館の管理運

営に関すること 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、管理運営方法等については、施設の

独自性や設立経過、住民活動などを尊重し、

協議する期間を設け、合併後新市において検

討する。 

１８８

 



議会部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊４

ページ

１ 議員報酬等 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９１

２ 政務調査費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９２

３ 議会国際交流 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、適用にあたっては、新市における友

好都市交流の状況等を勘案する。 

１９３

４ 請願及び陳情 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９４

５ 議会報の発行 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９５

６ 本会議 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９６

７ 常任委員会 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９８

８ 特別委員会 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、新たに設置する委員会については、

合併後に決定する。 

２００

９ 議会運営委員会 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０１

１０ 任意の協議組織 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０３

１１ 委任専決事項 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０４

１２ 議会刊行物 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０５
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１ 選挙管理委員会運営費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０９

２ 選挙啓発経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１０

３ 投票事務費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１１

４ 開票事務費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１３

５ 選挙公報発行費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１４

６ ポスター掲示場経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１５

７ 選挙啓発費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１６

８ その他選挙執行経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１７

９ 条例、規則等の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１８

１０ 諸証明の発行 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１９

１１ 
選挙人名簿等の調整並び

に縦覧及び閲覧 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２０

１２ 投票及び開票区域 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２１

１３ 
期日前投票及び不在者投

票 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２２

１４ 直接請求 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２４

１５ 検察審査員候補者 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２５
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１ 監査委員費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２６

２ 条例、規則等の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２７

３ 職員の人事及び給与 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２８

４ 監査計画 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２９

５ 定期監査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３０

６ 随時監査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３１

７ 出納検査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３２

８ 決算審査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３３

９ 請求監査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３４

１０ 要求監査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３５

１１ 報告の聴取等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３６

１２ 外部監査 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３７
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１ 
農地転用受理済等証明交

付に関する事務   
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３８

２ 農地基本台帳の整備   
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２４０

３ 
農地違反転用対策に関す

る事務         
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４１

４ 
国有農地等の維持管理及

び登記事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４２

５ 農業者年金事務     現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４３

６ 農業委員会広報誌の発行 
合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、配布方法は郵送により行う。 
２４４

７ 

選挙人名簿登載申請書の

受理及び審査に関する事

務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、申請書の配布・回収方法について

は、郵便による方法に合併後速やかに統合す

る。 

２４５

８ 
委員会の権限に属する各

種の建議及び答申 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４６

９ 

農地等の権利移動の許可

及び農地転用許可に関す

る事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４７

１０ 
農地等の交換分合に関す

る事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４８

１１ 
農地等の相隣関係の紛争

の調停に関する事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４９

１２ 
農業経営基盤強化促進法

に関する事務      
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５０

１３ 
農業生産法人に関する事

務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５１

１４ 生産緑地法に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５２
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１５ 農業委員会委員報酬 

合併後１年間、引き続き在任する選挙によ

る委員の報酬については、現行のとおりとす

る。 

ただし、津久井町及び相模湖町を区域とす

る農業委員会の会長、会長職務代理者及び選

任による委員は相模原市の制度による報酬

とする。 

市町村の合併の特例に関する法律の適用

期間経過後については、相模原市の制度に統

合する。 

２５３

１６ 
農業委員会委員活動（視

察、研修等） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５４

１７ 農業委員会会議 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５５

１８ 小作地に関する事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、標準小作料の見直し時期について

は、合併後３年以内に統合する。 

２５６

１９ 農地造成に関する事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５７

２０ 
他法令に基づく農地の現

況照会等に関する事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、現地調査については、事務局職員、

地区農業委員が行うことに合併時に統合す

る。 

２５８

２１ 市民農園に関する事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５９
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１ 収入事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６０

２ 支出事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６１

３ 指定金融機関等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６２

４ 
公共料金支払基金の運用

管理 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６３

 

 



８ その他 
 
（１）神奈川県から移管される事務について 

 
合併に伴い神奈川県から移管される事務について  

 
1 移管される事務の概要 

相模原市は中核市であるため、津久井郡 4町の区域において神奈川県が実施している事
務のうち、中核市が処理するとされている事務は、合併時に移管されることとなる。 
移管される主な事務としては、精神保健、感染症予防等の対人保健サービスや、飲食店

や旅館業、美容業等の営業許可、医事・薬事関係事務、食品衛生検査業務などの保健所事

務のほか、生活保護に係る事務や身体障害者手帳の交付、社会福祉法人の設立認可などの

福祉関係事務、産業廃棄物等に関わる事務、大気汚染や騒音、振動、悪臭の防止などの規

制・指導や環境測定に関する事務、建築許可や屋外広告物の規制に関する事務などがある。 
 
2 事務の移管にあたっての基本方針 
（１） 神奈川県が行っている現行の行政サービスの内容を踏まえ、住民福祉の向上を目指し

て、相模原市の制度を基準に調整を図るものとする。 
（２） 現行の神奈川県の組織体制や地域特性を踏まえ、住民サービスの効果的、効率的な提

供の観点から必要な組織を設置するものとする。 
 

3 神奈川県との調整について 
神奈川県から移管される事務は、法令や県がその権限に基づき実施している事務である

ため、基本的には現行内容と相違なく、新市に引き継がれることとなる。 
今後、神奈川県とは、合併に向けて、移管される事務を確定するとともに、財政支援や

県職員の支援体制、研修･交流等の調整等を図ることとなる。 
なお、引き継がれる事務に対応する具体的な執行方法や組織体制については、基本方針

に基づき、新市全体の行政組織のあり方を具現化する中で検討するものとする。 



主な移管事務の考え方 
 

主な移管事務 考 え 方 
公有地の拡大の推進に関する法律

に関する事務 
公拡法の届出事務は、各町を経由し、県庁で受理・

回答を行っているが、合併後は、すべて市役所の土

地利用調整課で行う。 
福祉事務所（生活保護） 津久井保健福祉事務所で行っている津久井郡エリ

アの生活保護事務は、相模原福祉事務所が事務を引

き継ぎ、住民サービスや移動効率の観点から、津久

井地域に分室を設置して対応する。 
高齢者福祉、障害福祉、児童福祉、

地域福祉、地域医療等 
住民サービスに関わる事務は、基本的には、各町の

総合的な事務所（旧町役場）で行う。 
保健所事務 津久井保健福祉事務所の保健所機能は、相模原市保

健所が事務を引き継ぎ、住民サービスや移動効率の

観点から、津久井地域に分室を設置して対応する。 
計量検査事務 横浜市にある神奈川県計量検定所が行っているは

かりの定期検査や立入検査などは、市役所の消費生

活課で対応する。 
大気･水質の測定 県庁本課で行っている大気･水質の測定等は、市役

所環境保全課で対応する。 
環境に係る規制･指導等 規制指導関係の事務は、移動効率の観点から津久井

地域に出先機関を設置して対応する。 
産業廃棄物処理業の許可、立入調

査、不法投棄防止 
地域特性を踏まえた廃棄物行政、不法投棄の防止対

策の観点から津久井地域に出先機関を設置して対

応する。 
開発行為等関係事務、都市計画事

業地内等における建築行為等の許

可･指導 

住民サービスや移動効率の観点から津久井地域に

出先機関を設置して対応する。 

屋外広告物許可事務、建築基準法

に関する許認可、違反建築物の予

防・是正指導等 

住民サービスや移動効率の観点から津久井地域に

出先機関を設置して対応する。 

 
（２）今後の協議会開催日程（案）について 

 
第２回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会（予定） 

 
◇ 日 時：平成１７年２月２１日（月）午前９時３０分から 
◇ 場 所：けやき会館大樹の間 
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